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H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務民間競争入札実施要項 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、

その実施について、透明かつ公正な競争のもとで事業者の創意と工夫を適切に反映させる

ことにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すもの

である。 

上記を踏まえ、国土交通省近畿地方整備局（以下「近畿地方整備局」という。）は、公

共サービス改革基本方針（平成 27 年 7 月 10 日閣議決定）別表（新プロセス移行事業一覧）

において民間競争入札の対象として選定された H28-31 淀川河川公園公園運営維持管理業

務（以下「本業務」という。）について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項

を定めるものとする。
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１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項 

 

1.1. 対象施設及び対象業務の概要 

 

1.1.1 対象施設の概要 

(1) 対象施設 

施設名称  淀川河川公園 

所在地   大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁

目（海老江地区）～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

敷地面積  333.0ha 注） 

注）本業務の対象敷地は淀川河川公園（以下「本公園」という。）の供用区域（平

成 26 年度供用 240.2ha）及び隣接する緊急河川敷道路、坂路、保安区域であり、

その面積は、平成 27 年 6 月現在 333.0ha である。なお、平成 28 年度第４四半

期に背割堤地区で 0.4ha を追加供用する予定である。 

  また、本業務実施期間中に下記の地区について供用する可能性がある。この

場合必要に応じて、設計変更協議を行うこととする。 

  ・御幸橋野草地区（新規供用） 

  ・大山崎地区（追加供用） 

  ・西中島地区（追加供用） 

 

(2) 施設概要 

対象となる施設は、本公園の供用区域に位置する各公園施設であり、本実施要項表

1 に示すとおりである。 

詳細は、別紙１「主要公園施設一覧」、別紙２「主要建築物一覧」、別紙３「収益施

設一覧」を参照のこと。 
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            表１ 主な対象施設一覧 

対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

守口 

サービス

センター 

海老江地区 10.5 

野球場（4 面）、少年野球場（2 面）、テニスコート（3

面）、サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用 1 面）、

駐車場（133 台）、移動式トイレ（6 基）、管理所（1 基）、

バーベキュー指定区域 

大淀野草地区 7.5 野草広場 

長柄地区 4.3 
芝生広場、移動式トイレ（1 基）、バーベキュー指定区

域 

長柄河畔地区 0.8 休養施設、移動式トイレ（1 基） 

毛馬地区 9.4 

野球場（2 面）、テニスコート（2 面）、サッカー・ラグ

ビー場（陸上トラック兼用 1 面）、野草広場、移動式ト

イレ（3 基）、バーベキュー指定区域 

赤川地区 4.8 

テニスコート（6 面）、サッカー・ラグビー場（1 面）、

駐車場（120 台）、移動式トイレ（4 基）、管理所（1 基）、

バーベキュー指定区域 

城北河畔地区 0.9 休養施設 

太子橋地区 13.3 

野球場（2 面）、少年野球場（1 面）、徒渉池、駐車場（177

台）、移動式トイレ（5 基）、管理所（1 基）、バーベキ

ュー指定区域 

外島地区 3.7 
テニスコート（6 面）、陸上トラック（1 面）、移動式ト

イレ（2 基）、管理所（1 基）、バーベキュー指定区域 

守口地区 2.2 休養施設 

守口スポーツプラザ 

（本業務対象外） 
- 

アイススケート場、駐車場（95 台） 

（2 施設とも本業務対象外） 

八雲野草地区 8.5 野草広場 

八雲地区 5.7 

少年野球場（1 面）、テニスコート（3 面）、駐車場（32

台）、移動式トイレ（1 基）、管理所（1 基）、バーベキ

ュー指定区域 

庭窪河畔地区 0.8 休養施設 

十三野草地区 8.3 野草広場 

西中島地区 10.9 
野球場（3 面）、駐車場（222 台）、移動式トイレ（6 基）、

管理所（1 基）、バーベキュー指定区域 

豊里地区 7.4 

テニスコート（4 面）、更衣室（1 棟）、駐車場（152 台）、

移動式トイレ（3 基）、管理所（1 基）、バーベキュー指

定区域 

太間 

サービス

センター 

大日地区 4.9 野球場（2 面）、駐車場（177 台）、移動式トイレ（3 基）

佐太西地区 10.0 

野球場（2 面）、少年野球場（2 面）、テニスコート（3

面）、駐車場（356 台）、移動式トイレ（6 基）、管理所

（1 基）、バーベキュー指定区域 

仁和寺野草地区 15.7 

パターゴルフコース（27 ホール）、ゲートボール場（3

面）、ディスクゴルフコース（8 ホール）・グラウンド

ゴルフ（24 ホール）兼用、駐車場（85 台）、移動式ト

イレ（2 基）、管理所（1 基） 

点野野草地区 4.2 野草広場 

太間地区 15.1 

野球場（1 面）、陸上トラック（1 面）、駐車場（544 台）、

移動式トイレ（7 基）、管理所（1 基）、バーベキュー指

定区域 

木屋元地区 6.5 

野球場（2 面）、サッカー・ラグビー場（1 面）、テニス

コート（3 面）、ストリートバスケットコート（2 面）、

移動式トイレ（3 基）、バーベキュー指定区域 

出口野草地区 4.0 野草広場 

出口地区 8.7 芝生広場、移動式トイレ（1 基） 

出口河畔地区 0.3 休養施設 

 



3 

 

対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

太間 

サービ

スセン

ター 

伊加賀野草地区 10.0 野草広場 

三矢地区 2.4 
テニスコート（4 面）、砂場、駐車場（68 台）、移動

式トイレ（1 基）、バーベキュー指定区域 

枚方地区 33.2 

淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用）（1 面）、

淀川アクアシアター、多自然池、駐車場（420 台）、

移動式トイレ（6 基）、管理所（2 基）、バーベキュ

ー指定区域 

鳥飼 

サービス

センター 

一津屋野草地区 10.4 
野草広場、駐車場（61 台）、移動式トイレ（1 基）、

管理所（1 基） 

一津屋河畔地区 0.3 芝生広場 

鳥飼西地区 3.0 
駐車場（59 台）、移動式トイレ（2 基）、管理所（1

基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼野草地区 5.4 野草広場 

鳥飼下地区 11.1 

サッカー場（1 面）、フットサルコート（2 面）、駐

車場（136 台）、多目的広場、移動式トイレ（2 基）、

管理所（1 基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼上地区 13.4 

野球場（3 面）、テニスコート（7 面）、サッカー・

ラグビー場（陸上トラック兼用 1 面）、ローラース

ケート場、駐車場（309 台）、移動式トイレ（5 基）、

管理所（1 基）、バーベキュー指定区域 

三島江地区 8.3 

野球場（2 面）、テニスコート（4 面）、サッカー・

ラグビー場（1 面）、駐車場（316 台）、移動式トイ

レ（4 基）、管理所（1 基）、バーベキュー指定区域

三島江野草地区 5.9 野草広場 

大塚地区 25.2 

野球場（2 面）、テニスコート（2 面）、サッカー・

ラグビー場（1 面）、ゲートボール場（4 面）、駐車

場（458 台）、移動式トイレ（6 基）、管理所（1 基）、

バーベキュー指定区域 

背 割 堤

サ ー ビ

ス セ ン

ター（仮

称） 

 

背割堤地区 20.5 
桜並木、駐車場（156 台）、移動式トイレ（４基）、

管理所（1 基）、バーベキュー指定区域 

島本地区 4.9 

野球場（1 面）、少年野球場（1 面）、テニスコート

（2 面）、サッカー・ラグビー場（1 面）、駐車場（61

台）、移動式トイレ（3 基）、管理所（1 基） 

大山崎地区 10.5 

野球場（2 面）、フットサルコート（1 面）、駐車場

（268 台）、移動式トイレ（4 基）、管理所（1 基）、

バーベキュー指定区域 

守口 

サービスセンター 

面積は守口地区

に含む 
インフォメーション、会議室、休憩室、トイレ 

太間 

サービスセンター 
0.1 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

鳥飼 

サービスセンター 
0.2 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

背割堤 

サービスセンター（仮称） 

面積は背割堤地

区に含む 

展望棟、イベント広場、学習室、会議室、情報発信

スペース、トイレ 

庭窪 

レストセンター 

面積は庭窪河畔

地区に含む 
会議室、休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

・下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。 

・このほかに自動販売機を設置する。 

・駐車場の台数は臨時駐車場を含む。 

・背割堤サービスセンター（仮称）は平成２８年度第４四半期に供用予定である。それまでの対応窓

口は、背割堤地区は太間サービスセンター、島本地区と大山崎地区は鳥飼サービスセンターとする。 

 

1.1.2 開園期間及び時間 

本公園は、人の出入りが自由な河川敷又はその隣接地に立地しており、駐車場、サ
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ービスセンター及び野球場・テニスコート等の運動施設（アイススケート場を除く）

について、本実施要項表 2 に示す運営期間及び時間において利用可能となるよう、本

業務を実施するものとする。 

表 2 開園期間及び時間 

地区名 管理所 

3 月 1 日～ 
5 月 31 日、 
9 月 1 日～ 
11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

 

海老江地区 
 

海老江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

大淀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄地区 赤川管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

毛馬地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

赤川地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

城北河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太子橋地区 太子橋管理所 
 
 
 
○八雲管理所
（八雲地区） 

(平日土)9:00～17:00

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

外島地区 (平日土)9:00～17:00

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

守口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

庭窪河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

十三野草地区 西中島管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

西中島地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

豊里地区 豊里管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大日地区 佐太西管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

佐太西地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

仁和寺野草地区 
(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

点野野草地区 太間管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太間地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

木屋元地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

出口野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口河畔地区 枚方管理所(下
流) 
○枚方管理所
(上流) 
 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 
伊加賀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

三矢地区 (平日土)9:00～17:00

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

枚方地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

背割堤地区 背割堤管理所 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 

一津屋野草地区 一津屋管理所 
○鳥飼西管理
所（鳥飼西地
区） 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 
一津屋河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼西地区 
9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼野草地区 鳥飼上管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼下地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 
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地区名 管理所 

3 月 1 日～ 
5 月 31 日、 
9 月 1 日～ 
11 月 30 日 

6 月 1 日～ 
8 月 31 日 

12 月 1 日～ 
2 月 28 日(29 日) 

 

鳥飼上地区  (平日土)9:00～17:00

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江地区 三島江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大塚地区 大塚管理所 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

島本地区 島本管理所 (平日土)9:00～17:00

(日祝)7:00～17:00 
(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 
9:00～17:00 

大山崎地区 大山崎管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

・○の管理所は土曜日・日曜日・祝祭日のみ運営する。 

・背割堤地区の休園日は 12 月 29 日～1 月 3 日、その他の地区は休園日なし。 

・鳥飼サービスセンター、太間サービスセンター、背割堤サービスセンター（仮称）、庭窪レストセンタ

ーの休館日は 12 月 29 日～1 月 3 日、守口サービスセンターは休館日なし。 

・繁忙期、行催事開催時等においては、本業務の受託者（以下「事業者」という。）が近畿地方整備局に

協議し、承諾を得た上で開園時間の変更を行うことができる。 

・開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局に協 

議し、承諾を得た上で休園とすることができる。 

 

1.1.3 入園料 

 (1)入園料 

本公園の入園料は無料である。 

 

1.1.4 施設目的 

淀川河川公園は、都市公園法第２条第１項第２号「イ）一の都府県の区域を超える

ような見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地」に基づくイ号国営公園で

ある。淀川の広大な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近畿のレクリエーション需

要の増大に対応するとともに、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活用する

ことを目的として公園整備を進めている。大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木

津川が合流する京都府三川合流部までの延長約 37km、計画面積 1,216ha のうち、約

240.2ha、計 40 地区を開園している。 

  本公園では、「自然と人間との出会い」を基本テーマとして、以下の３つの基本方針、

４つの管理運営方針のもとに総合的に整備、管理運営を進めている。 

  ＜基本方針＞ 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環 

境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

   ② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

   ③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利 

用を促し、淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園 

にします。 

 ＜管理運営方針＞ 

① 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行う 
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② 安全、快適に利用できるようにする 

③ 淀川にふれ、学ぶための機会を増やす 

④ 多様な主体の参加と連携を図る 

昭和 48 年度の供用開始時から平成 26 年度までの累計入園者数は約 14,770 万人で 

あり、平成 26 年度には約 646 万人の方々に利用されている。 

事業にあたっては、上記３つの基本方針のもとに永続的な需要喚起と入園者に対する 

サービス向上を目指し、一元的に運営維持管理を進めるものである。（詳細は、別紙４

「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務基本方針」（以下「基本方針」という。）を参照

のこと）。 

 

1.1.5 対象業務の概要 

(1) 対象業務の構成 

本業務は、委託契約により、本公園において、国営公園設置の意義を踏まえ、その

効用を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について計画立案を行い、目

標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、利用促進のための行催事や

広報宣伝の企画・立案・実施、徴収、巡視・保安警備、公園利用者に対するサービス

の提供、利用指導、救急、公園利用者の安全・安心の確保、地域貢献や市民等との協

働、他の施設管理者との連携、建物や工作物等公園施設の維持管理、清掃、植物の育

成・維持管理、収益施設の運営など多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連

携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施するものである。 

このうち、運動施設等の運営、公園利用者へのサービス向上に資する収益施設につ

いては、近畿地方整備局からの委託費で運営維持管理を行うものではなく、事業者が

独立採算で運営維持管理を行うものである。収益施設におけるサービス提供が、委託

費による公園の運営維持管理と両輪をなす事業として、互いに相乗効果を発揮し、公

園利用者にとって利便性が高く魅力のある公園管理が展開されるよう、事業者の創意

工夫を期待するものである。 

さらに、委託費で行う業務に加え、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近

畿地方整備局の許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採

算により臨時の飲食・物販施設等の運営や行催事を行う事業（以下「自主事業」とい

う。）について、効果的に行われることを期待する。 

 

本業務は、委託費により行う「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企

画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」と、事業者の提

案により独立採算で行う収益施設の運営及び自主事業（以下「収益施設等管理運営業

務」という。）により構成される。 

なお、会計上の注意として、事業者は、委託費を収益施設等管理運営業務の実施に

用いてはならない。ただし、「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運

営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」を実施する上で、収

益施設等管理運営業務と調整する業務については、委託費を充当して差し支えない。 
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また、委託費で行う事業と独立採算で行う収益施設等管理運営業務の経理状況に関

する帳簿類は分けて整理し、年度終了毎に決算書類を提出することとする。 

 

さらに本業務は、利用指導の一環として、都市公園法の許認可に係る前段階の調整、

近畿地方整備局が行う各種行事への対応を実施するなど、行政と連携を行うものであ

る。 

これら多岐にわたる業務は相互に密接に関連するものであり、公園の円滑な運営維

持管理のため、総合的な調整のもとに実施されるものである。 

なお、高水敷上の除草及び塵芥処理、出水時の公園施設の撤去復旧、建設業法上の

改築工事、施設保全業務、光熱水費の支払い等は本業務には含まれず、近畿地方整備

局が別途行う。 

 

本業務の実施にあたっては、都市公園関係法令等を踏まえた公園管理のための専門

的知識を有し、また一定のサービス水準の維持及び公園利用者の安全確保のため、上

記業務を安定的に行うとともに、事故・災害等緊急事案にも迅速な対応が可能となる

管理体制を整えることが必要である。 

 

 (2) 対象業務項目 

本業務に含まれる対象業務は下記のとおりである。 

 

1) 公園運営維持管理業務（委託費により行う業務） 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

② 企画運営管理業務  

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園ボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

③ 施設・設備維持管理業務 

・維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・

排水施設、給水施設、水景施設、その他設備） 

・清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

④ 植物管理業務 

  ・高木管理、中低木管理、草丈管理、草花管理等（草刈り、施肥、灌水、剪定

等） 

 

2) 収益施設等管理運営業務（土地使用料等を納めた上で独立採算により行う業務） 

① 収益施設運営業務 

  ・運動施設等の運営 

② 自主事業 

  ・臨時飲食・物販施設等の運営 
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（詳細は、別紙５「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務共通仕様書」（以下「共

通仕様書」という。）、別紙６～９（「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務個別仕様

書（本業務全体の計画立案及びマネジメント）」（以下「個別仕様書（計画立案）」とい

う。）等）、別紙１０「H28-31 淀川河川公園収益施設等管理運営規定書」（以下「管理

運営規定書」という。）を参照のこと。） 

 

(3) 業務全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務（統括） 

②企画運営管理業務 

③施設・設備維持管理業務 

④植物管理業務 

 

【調整】 

⑤収益施設等管理運営業務 
※収益施設等管理運営業務の

実施には委託費を用いては
ならない（ただし、①～④
の業務を実施する上で、収
益施設等管理運営業務と
【調整】する業務について
は、①～④の業務の一環で
あることから委託費を充当
して差し支えない） 

 
※収益施設等管理運営業務の

実施にあたっては、都市公
園法に基づく設置管理等の
許可を要する。また、施設
使用料、土地使用料または
建物使用料を国に納めなけ
ればならない 

【統括】 

【委託契約】 【設置管理許可】 
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1.2. 業務内容 

1.2.1 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理

方針の下で、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐に

わたる業務について総合的な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとと

もに、近畿地方整備局の実施する整備・修繕工事における実施方針の検討等の助言・

調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務を行う。（詳細は、別

紙５「共通仕様書」及び別紙６「個別仕様書（計画立案）」を参照のこと。） 

 

1.2.2 企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）

や広報宣伝の企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調

整を行う業務である。また、公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもら

うために、利用指導及び利用案内等の公園利用者に対するサービスの提供、公園利用

者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる自動車維持等を行う。（詳細は、別

紙５「共通仕様書」及び別紙７「個別仕様書（企画運営管理）」（以下「個別仕様書（企

画）」という。）を参照のこと。） 

 

1.2.3 施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果た

されるよう、日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、

利用の状況に応じて破損個所の軽微な補修又は補充を適切に行う。また、給水施設や

電気設備の使用量を計測し記録を確実に行う。（詳細は、別紙５「共通仕様書」及び別

紙８「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務個別仕様書（施設・設備維持管理）」（以

下「個別仕様書（施設・設備）」という。）を参照のこと。） 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建

物の清掃を行い、常時公園内を清潔にする。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速

やかに園内の清掃を行い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとる。なお、塵芥

は種類ごとに定められた処理方法に従って、適切に処理する。（詳細は、別紙５「共通

仕様書」及び別紙８「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

1.2.4 植物管理業務 

安全で快適な利用環境を確保するため、利用状況、景観等に応じた草花管理、外来

種の除去、施肥、潅水、樹木の剪定等を行うことにより、園内の植物が常に良好な状

態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用者に怪我等がないよう適切な管理

を行う。（詳細は、別紙５「共通仕様書」及び別紙９「H28-31 淀川河川公園運営維持

管理業務個別仕様書（植物管理）」（以下「個別仕様書（植物）」という。）を参照のこ

と。） 
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1.2.5 収益施設等管理運営業務 

本実施要項 1.2.1～1.2.4 の業務と連携して公園利用者サービスの向上を図るため、

運動施設等の収益施設の運営管理を行わなければならない。また、公園の利便性や魅

力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨時物販施設

等の自主事業を行うことができる。 

具体的には、都市公園法第 5 条、第 6 条または第 12 条の手続きを行った上で、各施

設の施設使用料、土地使用料または建物使用料を近畿地方整備局に支払い、別紙３「収

益施設一覧」で示す施設の運営管理や、繁忙期における臨時飲食・物販施設等の運営

管理を行い、収益施設等の運営において得た利益は事業者の収入とする。 

なお、各施設の利用料金については、近畿地方整備局と協議の上、周辺類似事例に

基づき、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。（収

益施設の詳細は、別紙３「収益施設一覧」及び別紙１０「管理運営規定書」を参照の

こと。）。 
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1.3. サービスの質の設定 

 

本業務の実施にあたり、達成すべき包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）及び個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）は以下のとおりとする。 

 

1.3.1 包括的な質の設定 

本業務に関する包括的な質は本実施要項表 4 のとおりとする。 

表 4 包括的な質 

【平成２８年度】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平成 24 年度～

平成 26 年度の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の

実績平均値：年間 5,411,501 人、第 1 四半期 1,785,679 人、

第 2 四半期 1,041,936 人、第 3 四半期 1,233,228 人、第 4 四

半期 1,350,658 人】） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「満足」「やや満足」

の回答比率※２（平成 25 年度～平成 26 年度実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 26 年度実績平均値：年間 71％、第 1 四半期

75％、第 2 四半期 72％、第 3 四半期 71％、第 4 半期 66％】）

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・自然環境・歴史文化に関する利用プログラムの開催回数、延

べ参加人数※3（平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値と同程

度以上【平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：年間開催回

数 13 回，延べ参加人数 2,704 人】） 

・地域連携イベント※4 の開催回数、延べ参加人数（平成 24 年度

～平成 26 年度実績平均値と同程度以上【平成 24 年度～平成

26 年度実績平均値：年間開催回数 8 回，延べ参加人数 7,735

人】） 

 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※5（平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）の想定報道件

数の合計以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：年

間 104 件】） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 24 年度～平成 26 年度

の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：

年間 342,704 件】） 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※２：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」(別紙 14)のＱ8「公園には満足されましたか」

における「満足」「やや満足」の合計回答比率の平均値。 

※３：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する理解を

深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プログラムで、事

業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生物の生息・生育環境の保

全活動、清掃等の維持管理活動含む。 

※４：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携して開

催する行催事で、事業者が主催または共催するもの。自然環境・歴史文化に関する利用プロ

グラムのほか、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を目的としたイベント等

を含む。 

※５：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・一般社団法人日本新聞協会加盟の新聞及び販売や配布エリアが１の市町全域又は複数の市

町にまたがる範囲の雑誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１

カウントとし、雑誌・情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホーム
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ページ等インターネット記事掲載は除く。具体的な対象媒体は調査職員と協議すること。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 

 

【平成２９年度】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平成 24 年度～

平成 26 年度の実績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）

の計画利用者数の合計以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）の計画利用者

数の合計以上：年間 5,496,501 人、第 1 四半期 1,836,929 人、

第 2 四半期 1,053,186 人、第 3 四半期 1,244,478 人、第 4 四

半期 1,361,908 人】） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「満足」「やや満足」

の回答比率※２（平成 25 年度～平成 26 年度実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 26 年度実績平均値：年間 71％、第 1 四半期

75％、第 2 四半期 72％、第 3 四半期 71％、第 4 半期 66％】）

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・自然環境・歴史文化に関する利用プログラムの開催回数、延

べ参加人数※3（平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値と同程

度以上【平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：年間開催回

数 13 回，延べ参加人数 2,704 人】） 

・地域連携イベント※4 の開催回数、延べ参加人数（平成 24 年度

～平成 26 年度実績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）

の計画イベント回数、延べ参加人数の合計と同程度以上【平

成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：年間開催回数 12 回，延

べ参加人数 8,535 人】） 

 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※５（平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）の想定報道件

数の合計以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：年

間 104 件】） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 24 年度～平成 26 年度

の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：

年間 342,704 件】） 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※２：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」(別紙 14)のＱ8「公園には満足されましたか」

における「満足」「やや満足」の合計回答比率の平均値。 

※３：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する理解を

深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プログラムで、事

業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生物の生息・生育環境の保

全活動、清掃等の維持管理活動含む。 

※４：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携して開

催する行催事で、事業者が主催または共催するもの。自然環境・歴史文化に関する利用プロ

グラムのほか、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を目的としたイベント等

を含む。 

※５：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・一般社団法人日本新聞協会加盟の新聞及び販売や配布エリアが１の市町全域又は複数の市

町にまたがる範囲の雑誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１

カウントとし、雑誌・情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホーム

ページ等インターネット記事掲載は除く。具体的な対象媒体は調査職員と協議すること。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 
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【平成３０年度】 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理念

を多くの公園

利用者が実感

できるような

公園利用を可

能とする 

公 園 利 用 者 数

の確保（※1） 

・本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平成 24 年度～

平成 26 年度の実績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）

の計画利用者数の合計以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）の計画利用者

数の合計以上：年間 5,496,501 人、第 1 四半期 1,836,929 人、

第 2 四半期 1,053,186 人、第 3 四半期 1,244,478 人、第 4 四

半期 1,361,908 人】） 

利 用 者 満 足 度

の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「満足」「やや満足」

の回答比率※２（平成 25 年度～平成 26 年度実績平均値以上【平

成 25 年度～平成 26 年度実績平均値：年間 71％、第 1 四半期

75％、第 2 四半期 72％、第 3 四半期 71％、第 4 半期 66％】）

多 様 な 利 用 プ

ロ グ ラ ム の 提

供 

・自然環境・歴史文化に関する利用プログラムの開催回数、延

べ参加人数※3（平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値と同程

度以上【平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：年間開催回

数 13 回，延べ参加人数 2,704 人】） 

・地域連携イベント※4 の開催回数、延べ参加人数（平成 24 年度

～平成 26 年度実績平均値及び背割堤サービスセンター（仮称）

の計画イベント回数、延べ参加人数の合計と同程度以上【平

成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：年間開催回数 12 回，延

べ参加人数 8,535 人】） 

 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※５（平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：年

間 99 件】） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 24 年度～平成 26 年度

の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平均値：

年間 342,704 件】） 

※１：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※２：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」(別紙 14)のＱ8「公園には満足されましたか」

における「満足」「やや満足」の合計回答比率の平均値。 

※３：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する理解を

深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プログラムで、事

業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生物の生息・生育環境の保

全活動、清掃等の維持管理活動含む。 

※４：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携して開

催する行催事で、事業者が主催または共催するもの。自然環境・歴史文化に関する利用プロ

グラムのほか、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を目的としたイベント等

を含む。 

※５：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・一般社団法人日本新聞協会加盟の新聞及び販売や配布エリアが１の市町全域又は複数の市

町にまたがる範囲の雑誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１

カウントとし、雑誌・情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホーム

ページ等インターネット記事掲載は除く。具体的な対象媒体は調査職員と協議すること。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 
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【平成３１年度分（平成３１年４月から平成３１年１２月まで）】※１ 

基本的な方針 主要事項 達成すべき質 

本業務を通し

て、公園の理

念を多くの公

園利用者が実

感できるよう

な公園利用を

可能とする 

公園利用者数の確保

（※２） 

・本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数（平成 24 年

度～平成 26年度の実績平均値及び背割堤サービスセンタ

ー（仮称）の計画利用人数の合計以上【平成 24 年度～平

成 26 年度の実績平均値：第１～第３四半期 4,134,593 人、

第 1 四半期 1,836,929 人、第 2 四半期 1,053,186 人、第 3

四半期 1,244,478 人】） 

 

利用者満足度の確保 

・年間及び四半期ごとの公園の運営に関する「満足」「やや

満足」の回答比率※3（平成 25 年度～平成 26 年度実績平

均値以上【平成 25 年度～平成 26 年度実績平均値：第１

～第３四半期の平均 73％、第 1 四半期 75％、第 2 四半期

72％、第 3 四半期 71％） 

多様な利用プログラ

ムの提供 

・自然環境・歴史文化に関する利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数※４（平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値

と同程度以上【平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値：

第１四半期～第３四半期までの回数 8 回，延べ参加人数

1,980 人】） 

・地域連携イベント※５の開催回数、延べ参加人数（平成 24

年度～平成 26年度実績平均値及び背割堤サービスセンタ

ー（仮称）の計画イベント回数、延べ参加人数の合計と

同程度以上【平成 24 年度～平成 26 年度実績平均値及び

背割堤サービスセンター（仮称）のイベント計画回数と

延べ参加人数の合計以上：第１四半期～第３四半期まで

の回数 7 回，延べ参加人数 7,867 人】） 

情報受発信 

・マスコミによる報道件数※6（平成 24 年度～平成 26 年度

の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実績平

均値：第１四半期～第３四半期までの回数 66 件） 

・ホームページの総アクセス件数（平成 24 年度～平成 26

年度の実績平均値以上【平成 24 年度～平成 26 年度の実

績平均値：第１四半期～第３四半期までの回数 259,585

件） 

※１：平成３２年１月は、達成すべき包括的な質は設定しない。平成３１年度の達成すべき包括的

な質は、第３四半期までの実施状況を確認するものとする。 

※２：公園利用者数の集計方法は別紙 13 による。 

※３：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」(別紙 14)のＱ８「公園には満足されましたか」

における「満足」「やや満足」の合計回答比率の平均値。 

※４：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する理解を

深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プログラムで、事

業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生物の生息・生育環境の保

全活動、清掃等の維持管理活動含む。 

※５：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携して開

催する行催事で、事業者が主催または共催するもの。自然環境・歴史文化に関する利用プロ

グラムのほか、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を目的としたイベント等

を含む。 

※６：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。 

委託費による有料広告等についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等によ

る有料広告等はカウントできるものとする。 

・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。 

・一般社団法人日本新聞協会加盟の新聞及び販売や配布エリアが１の市町全域又は複数の市

町にまたがる範囲の雑誌・情報誌への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１

カウントとし、雑誌・情報誌については、１冊／回につき１カウントとする。但しホーム

ページ等インターネット記事掲載は除く。具体的な対象媒体は調査職員と協議すること。 

・事件、事故等の報道件数は除く。 
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1.3.2 個別業務の質の設定 

次に示す個別業務の質を確保すること。なお、個別業務の質の最低水準は、別紙５

「共通仕様書」及び別紙６～９（「個別仕様書（計画立案）」等）による。 

ただし、個別業務の質の最低水準は、企画書（本実施要項 4.2.3 参照）において改

善提案を行うことができる。 

個別業務の質の最低水準と異なる提案を行う場合は理由を示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由を示すこと。 

 

(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

多岐にわたる業務について適切な目標を定め、総合的な調整のもと相互連携を保ち

つつ、実施の方法が決定され、さらに、これらの業務を総括し、適切な進捗管理が行

われていること。 

また、国庫への納入などを行うことその他本業務が円滑に行われるための諸業務を

実施すること。（詳細は、別紙６「個別仕様書（計画立案）」を参照のこと。） 

 

 (2) 企画運営管理業務 

公園利用者の満足度が高いレベルで保たれていることを目的とし、多種多様な公園

利用者のニーズを適切に把握したうえで、指定された業務内容を実施し、公園利用者

への適切な指導・サービス、利用促進のための行催事、公園ボランティア等との良好

な連携に向けた支援・調整を行うとともに、常時適切な広報、情報発信を行い認知度

を向上すること。（詳細は、別紙７「個別仕様書（企画）」を参照のこと。） 

 

(3) 施設・設備維持管理業務 

1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等の性能が常時適切な状態で

保たれているとともに、公園利用者の安全が確保されていることを目的とし、指定

された業務内容を実施し、建物、園路広場、遊具等の機能及び劣化の状態を調査す

るとともに、異常又は劣化がある場合は、必要に応じ対応措置が判断・実行されて

いること。（詳細は、別紙８「個別仕様書（施設・設備）」を参照のこと。） 

2) 清掃 

快適な公園環境が保たれていることを目的とし、指定された業務内容を実施し、

施設内外の汚れを除去し、又は汚れを予防すること。（詳細は、別紙８「個別仕様書

（施設・設備）」を参照のこと。） 

 

(4) 植物管理業務 

本公園の意義や役割、機能を踏まえた演出を目的とし、公園全体の利用状況、景観、

季節、及び生物の生育環境等に応じ、自生植物や園芸植物等の特性にあった年間管理

計画を作成し、植物が常に良好な状態にあること。（詳細は、別紙９「個別仕様書（植

物）」を参照のこと。） 
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(5) 収益施設等管理運営業務 

公園利用者へのサービス向上を目的とし、公園管理の包括的・統一的な管理のもと、

公園運営維持管理業務との連携調整を図りながら、公園利用者の利便性が高まり、安

全・快適かつ清潔な環境が保たれていること。また、自主事業を行う場合は、公園の

利便性や魅力をより一層高めるよう適切に行うこと。（詳細は、別紙１０「管理運営規

定書」を参照のこと。） 

 

1.3.3 創意工夫の発揮可能性 

本業務を実施するにあたっては、事業者の創意工夫を反映し、本公園が国民に提供

する空間・サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率の向上、経費削減等）に努

めるものとする。 

 

(1) 企画提案 

事業者は、別途定める様式に従い、本公園が国民に提供する空間・サービスの包括

的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の向上の観点から、以下の事項を提案し企画書（本

実施要項 4.2.3 参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履

行の義務を負うものとする。また、業務計画書の承諾にあたり、近畿地方整備局が実

施を認めない提案がある場合は、その実施前までに代替案を検討するよう指示するこ

とがある。この場合でも、原則として、企画書に記載した目標の変更は認めない。 

① 目標とする公園利用者数の確保に関する提案 

② 利用者満足度の確保に関する提案 

③ 公園特性を生かした植物管理に関する提案 

④ 公園特性及び資源、施設を生かした運営管理に関する提案 

⑤ 多様な利用プログラムの提供に関する提案 

⑥ 情報受発信に関する提案 

⑦ 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案 

⑧ 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案 

⑨ 緊急時及び非常時の対応に関する提案 

⑩ 自主事業に関する提案 

⑪ 収益施設の運営に関する提案 

 

(2) 各業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案 

事業者は、下記に示す業務の最低の水準（本実施要項 1.3.2 参照）として示された

仕様書に対し、改善すべき提案がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法

等を示すとともに、最低水準が確保できる根拠等を提示し企画書（本実施要項 4.2.3

参照）を提出すること。なお、企画書に記載した提案については、履行の義務を負う

ものとする。 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

② 企画運営管理業務 
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③ 施設・設備維持管理業務 

④ 植物管理業務 

⑤ 収益施設等管理運営業務 

また、設計数量が変更となる提案をする場合は、当該工種と変更数量、変更が可能

な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所を示すとともに、改善提案で変更を

提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。ただし、業務計画

書の承諾にあたり、近畿地方整備局が提案の実施を認めない場合がある。 

 

 

(3) 収益施設運営実績書及び計画書 

事業者は、各収益施設の運営実績および運営計画を具体的に記述し「収益施設運営

実績書」（様式１－９）及び「収益施設運営計画書」（様式３）を提出すること。 

 

1.3.4 モニタリング方法 

近畿地方整備局は、包括的な質及び個別業務の質について、その実施状況を確認す

るため、業務実施前に事業者が作成した業務計画書をもとに、その達成状況について

本実施要項表 5 に示すモニタリング調査を実施する。なお、モニタリング調査の結果

は、近畿地方整備局により公表されることがある。 

 

表 5 モニタリング調査 

【平成２８年度～平成３０年度】 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用

者 数 の 確

保 

・本公園全体の年間及び四半期

ごとの公園利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

利 用 者 満

足 度 の 確

保 

・年間及び四半期ごとの公園の

運営に関する「満足」「やや

満足」の合計回答比率 

・アンケート調査（４回以上／

年） 

近畿地方整

備局 

多 様 な 利

用 プ ロ グ

ラ ム の 提

供 

・自然環境・歴史文化に関する

利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数 

・地域連携イベントの開催回

数、延べ参加人数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

情 報 受 発

信 

・マスコミによる報道件数 ・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

・ホームページの総アクセス件

数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

個 別 業 務

の質 

・「1.3.2 個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

近畿地方整備局は、公園利用者を対象として、別紙１４「公園利用者アンケート」

にある調査票によりアンケート調査を年間 4 回以上（実施月の平日・休日各１日）実

施する。サンプル数は年間で 1,600 件程度とし、アンケート調査は、対面式で行う予

定である。 
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【平成３１年度分（平成３１年４月から平成３２年１月まで）】 

主要事項 達成すべき質 モニタリング方法 実施者 

公 園 利 用

者 数 の 確

保 

・本公園全体の第１～第３四半

期までの期間及び四半期ご

との公園利用者数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

利 用 者 満

足 度 の 確

保 

・第１～第３四半期までの期間

及び四半期ごとの公園の運

営に関する「満足」「やや満

足」の合計回答比率 

・アンケート調査（３回以上／

第３四半期まで） 

近畿地方整

備局 

多 様 な 利

用 プ ロ グ

ラ ム の 提

供 

・自然環境・歴史文化に関する

利用プログラムの開催回数、

延べ参加人数 

・地域連携イベントの開催回

数、延べ参加人数 

 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

情 報 受 発

信 

・マスコミによる報道件数 ・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

・ホームページの総アクセス件

数 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

個 別 業 務

の質 

・「1.3.2 個別業務の質の設定」

に記載した内容の確保 

・管理月報の確認（毎月実施） 近畿地方整

備局 

近畿地方整備局は、公園利用者を対象として、別紙１４「公園利用者アンケート」

にある調査票によりアンケート調査を年間 3 回以上（実施月の平日・休日各１日）実

施する。サンプル数は年間で 1,200 件程度とし、アンケート調査は、対面式で行う予

定である。 

 

1.3.5 委託費の支払い方法 

(1) 公園運営維持管理業務 

a) 事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施すること

により、包括的な質（本実施要項 1.3.1 参照）の確保に努めるとともに、個別業務

の質（本実施要項 1.3.2 参照）の最低水準を確保しなければならない。 

b)近畿地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１

日から翌年３月３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは

適正な請求書を受理した日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、

包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保されていない場合は、風水害による

長期閉園その他の事業者の責に帰すことが出来ない事由によると近畿地方整備局が

判断したものを除き、適切に業務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を

行うこととし、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない

限り、委託費の請求はできないものとする。 

c) 各年度の委託費の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の委託費の支払

の限度額のいずれか低い額とする。 

d) 会計法第２２条、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」
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という。）第５８条に基づく協議が整った場合において、事業者は委託費の使用状況

について調査職員等の確認を受けた上で、業務計画書及び各年度別四半期別必要経

費内訳書に基づいて、各年度の四半期における所要額として委託費の概算払を四半

期毎に請求できる。ただし、業務の改善の指示があった場合には、事業者は要因分

析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半期の概算払いに

係る委託費の請求はできないものとする。 

e)事業者の運営維持管理の責任に拠らないと近畿地方整備局が判断した、風水害によ

る長期閉園その他の事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画書をもと

に設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の

減額は行わない。 

 

(2) 収益施設等管理運営業務  

収益施設や自主事業の運営において得た利益は事業者の収入とし、各施設の施設使

用料、土地使用料または建物使用料（詳細は、別紙１０「管理運営規定書」を参照の

こと。）を近畿地方整備局に支払うものとする。施設使用料、土地使用料または建物使

用料については、許可後、歳入徴収官近畿地方整備局総務部長が発行する納入告知書

により、納入告知から２０日以内に納入しなければならない。（別紙１０「管理運営規

定書」を参照のこと。） 

なお、近畿地方整備局は、経済情勢の変動その他特に必要があると認める場合には、

施設使用料、土地使用料または建物使用料を改定することができる。 

 

1.3.6 費用負担等に関するその他の留意事項 

(1) 消耗品等 

本業務を実施するにあたり、別紙５「共通仕様書」及び別紙６～９（「個別仕様書（計

画立案）」等）に記載のあるものを除き、公園利用者が使用する消耗品、本業務を行う

うえで事業者が使用する消耗品や付属品については支給しない。また、近畿地方整備

局から貸与する物品（詳細は、別紙２０「提供物品一覧」を参照のこと。）については、

事業者の責めに帰すべき事由により損害した場合は原状復旧を事業者の負担により行

った上で、契約期間終了後は近畿地方整備局へ返却するものとする。この場合、原状

復旧に要する費用に委託費を充当することはできない。 

 

(2) 光熱水費 

近畿地方整備局は、事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費を無償で提供す

るものとする（収益施設等管理運営業務の実施に係るものを除く。）。 

光熱水費については、基本的に園内に係わる全ての使用について、一括して供給会

社より請求されるため、事業者は調査職員（本実施要項 8.1.4 参照）の指示に従い、

以下の作業を行うものとする。 

① 個別にメーターを設置するなど、収益施設等管理運営業務の実施にかかるものの

使用量が切り分けられるようにし、調査職員の指示する日に各メーターを確認し、

毎月の使用量の集計表を作成するものとする。 
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② 近畿地方整備局、事業者、その他の光熱水費を負担すべきものの詳細な負担金額

計算を行ない、その明らかにした算定表を、集計表とともに調査職員に指示され

た期日までに提出するものとする。 

③ その他、光熱水費の使用から支払に至る諸般の事務処理について、調査職員の指

示に従い、また協力するものとする。 

 

(3) 法令等変更による増加費用及び損害の負担 

法令等の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から②

のいずれかに該当する場合には近畿地方整備局が負担し、それ以外の法令変更等によ

る増加費用及び損害については事業者が負担する。 

① 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、行政基準等の制定又は改廃 

② 消費税（地方消費税を含む）その他の税制度（法人税その他事業者の利益に課さ

れる税に関するものを除く。）の税率及び課税対象の変更並びに税制度（事業者の

利益に課される税に関するものを除く。）の新設 

 

(4) 収益施設等管理運営業務に関する留意事項 

収益施設等管理運営業務に関し、企画書において提案された内容については、当該

事業が公園利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があるため、本

業務の契約段階で近畿地方整備局に協議するものとする。 

事業者が近畿地方整備局との協議の後に、自主事業を実施する場合には、あらため

て近畿地方整備局から必要な許可を得なければならない。その際、事業者は近畿地方

整備局に対して土地使用料または建物使用料を納める必要がある場合がある。 
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(5) 事業者と近畿地方整備局の責任分担 

事業者と近畿地方整備局の責任分担は、本実施要項表 6 に示すとおりとする。 

表 6 事業者と近畿地方整備局の責任分担 

※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 24 年～平成 26 年の実績平均と現在の状

況を踏まえた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、

項目 

近畿地方

整備局 

事業者 

 

 

運営

維持

管理 

収益

施設

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5 条に基づき設置・管理し

ている施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者から

の苦情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対

応 

本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000 以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の

修繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管

理が不適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以

下この表において「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が 1 件あたり 100 万円を超えない場合か

つ年間修繕費用１，０００万円（税抜き）【平成 28～30 年

度】、７５０万円（税抜き）【平成 31 年度分】※を超えない

場合（上記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費

用（上記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場

合には、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒

体制以上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この

表において「②」という。）により公園施設に著しい損害を

受けた場合に、公園を一時閉園するなどして行わなければ

ならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、対応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への

損害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を

与えた場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による

公園利用者の怪我等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第 33 条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与え

た場合 
 ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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別紙 32「建物・工作物に係る修繕履歴（修繕箇所、費用等）」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

(6) 資料等の作成・提出の指示 

本業務の遂行上、必要に応じて近畿地方整備局は事業者から業務状況を把握するた

めの資料及び資料に付随するデータの作成及び提出を指示することがある。事業者が

近畿地方整備局に対して提供した資料及び資料に付随するデータの著作権（本業務の

成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じたもの並びに事業者に権利が帰

属しないものを除く。）はすべて、事業者に属する。ただし、事業者は、近畿地方整備

局に対して、本業務の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用

させる。 

 

(7) 広報・行催事経費について 

広報・行催事経費への委託費の支出にあたっては、本公園の設置趣旨を踏まえ、公

園の広報・行催事としてふさわしいものであるとともに、公共性が高く、利用者全体

に係わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要な経費に限るものとする。 
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２．実施期間に関する事項 

 

本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。 

平成 28 年 4 月 1 日～平成 32 年１月 31 日 

 

但し、以下の場合、実施期間中であっても、契約を打ち切る場合がある。 

a) 近畿地方整備局の検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水準が確保され

ておらず、適切に業務を行うよう改善の指示（業務の履行中を含む。）を行ったにも

かかわらず、事業者が業務改善計画書の提出を怠る、あるいは、承諾に足り得ない、

または改善内容の履行が十分に図られないなど、本業務の履行が著しく困難と判断

されるとき。 

b) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

c) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

d) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになっ

たとき。 

e) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 
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３．入札参加資格に関する事項 

 

3.1. 入札参加資格について 

 

入札参加者に要求される資格は以下のとおりである。 

 

a) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号に該当する者でないこと。 

b) 予決令第 70 条の規定に該当する者でないこと。 

c) 予決令第 71 条の規定に該当する者でないこと。 

d) 開札日において、国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の

近畿地域の競争参加資格を有する者であること（本実施要項 4.2.2 に示す申請書類

（以下「申請書類」という。）の提出期限において、現に競争参加資格を有するか、

競争参加資格申請書が受理されていることが確認できること。なお、本実施要項 4.1.

に示す「企画書・収益施設運営計画書の受付期限」に競争参加資格の認定がなされ

ない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、入札は無効と

なる。） 

e) 申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局から指名停止

を受けていないこと。 

f) 他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)親会社と子会社の関係にある場合 

ｲ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしｲ)については、会社の一方が更

生会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ｱ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｲ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

g) 競争の公正性を害すると判断される場合には、当該対象公共サービスに係る業務に

関与する者でないこと。 

h) 近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の構成員又は構成員が属

する事業者でないこと。 

i) 守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 

j) 淀川河川事務所で平成 23 年度に実施の「淀川河川公園運営維持管理方針等策定業

務」、平成 26 年度に実施の「淀川河川公園西中島地区他実施設計業務」、平成 25 年

度に実施の「淀川河川公園利用者満足度調査業務」、平成 25・26 年度に実施の「淀

川河川公園地域協議会運営支援業務」、平成 27 年実施予定の「淀川河川公園利用実

態調査」に参加している者及び当該業務の管理技術・担当技術者の出向・派遣元並
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びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け（測

量、地質調査業務も含む）をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」

とは本実施要項 3.1.f)①、②に該当することをいう。 
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3.2. 企業の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する企業等は、業務内容に応じて次頁に示す「表

7 企業の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の確認は、申

請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 7 企業の業務実績等に関する要件 

  ①業務全体の計画立

案及びマネジメン

ト業務 

② 企画運営管理業務 

 

③ 施設・設備維持管理

業務 

④ 植物管理業務 ⑤収益施設等管理運営業務 

  ・本業務全体の計画立

案及びマネジメン

業務に必要な要件 

・企画運営管理業務に

必要な要件 

・施設・設備維持管理業 

務に必要な要件 

 

・植物管理業務に必

要な要件 

 

・収益施設等管理運営業務に必

要な要件 

業務実

績※1 

下記に示す業務（平成 12 度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）において１件以上の実績を有していること（申

請書類提出時において実施中の業務にあっては、平成 28 年 3 月 31 日までに完了するもの） 

  下記の1)～2)のいず

れかを対象とした業

務全体の計画立案及

びマネジメント業務

（本実施要項1.2.1参

照）の実績を１件以上

有すること 

下記1)～2)のいずれか

を対象とした企画運営

管理業務（本実施要項

1.2.2参照）の実績を1

件以上有すること。 

下記の1)～2)のいずれ

かを対象とした施設・設

備維持管理業務（本実施

要項1.2.3参照）の実績

を１件以上有すること 

下記の1)～2)のいず

れかを対象とした植

物管理業務（本実施

要項1.2.4参照）の実

績を１件以上有する

こと 

下記の1)～2)のいずれかを対象

とした収益施設等管理運営業務

（本実施要項1.2.5参照）の実績

（収益施設のうち、いずれか１

種類以上の運営を行った実績）

を１件以上有すること 

  1)都市公園の種別として、地区公園、特殊公園、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 

2)レクリエーション施設※2 又は観光・商業施設※3 で、園地管理※4 を行っている施設 

 注意

事項 

共同体等の代表者等

の中心的役割を担っ

た業務のみを実績と

する 

共同体等の一員（代表者以外）としての実績も認める 

保 有 資

格者 

   1 級造園施工管理技

士を 1名以上有する

法人であること 

 

 

※1：業務実績は、契約書等により実績が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該企業が実施した業務分のみが実績となる。） 
※2:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供

しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 
※3:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模
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ホテル、複合ショッピングセンター等) 
※4：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か

つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。）  
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3.3. 配置予定者の業務実績に関する要件 

 

本実施要項 1.2.に掲げる業務を担当する配置予定者は、業務内容に応じて次頁に示す

「表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件」を満たすこと。なお、参加資格要件の

確認は、申請書類の提出期限の日をもって行うものとする。 
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表 8 配置予定者の業務実績等に関する要件 

  ① 業務全体の計画立案及びマネジ
メント業務の業務責任者(総括
責任者) 

②企画運営管理業務の
業務責任者 

③施設・設備維持管理業
務の業務責任者 

④植物管理業務の業務 
責任者 
 

⑤ 収益施設等管理運
営業務の業務責任者 

業 
務 
の 
経 
験
※
1 

 下記に示す同種又は類似業務（平成 12 度以降に完了した履行期間が概ね 12 ヶ月以上の業務に限る）の経験を有すること（申請書類提出時
において実施中の業務にあっては、平成 28 年 3月 31 日までに完了するもの） 

同
種
業
務
の
経
験 

下記の1)～2)のいずれかを対象とし
た業務全体の計画立案及びマネジメ
ント業務（本実施要項1.2.1参照）の
実績を有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)の
いずれかの経験を有すること 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした企画運
営管理業務（本実施要項
1.2.2参照）の実績を有
し、かつ、下記のｴ)又は
ｵ)のいずれかの経験を
有すること 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした施設・設
備維持管理業務（本実施
要項1.2.3参照）に関す
る業務の実績を有し、か
つ、施設・設備維持管理
業務に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経
験を有すること 
 

下記の1)～2)のいずれ
かを対象とした植物管 
業務（本実施要項1.2.4
参照）に関する業務の実
績を有し、かつ、植物管
理業務に関する下記の
ｴ)又はｵ)のいずれかの
経験を有すること 
 

下記の1)～2)のいず 
れかを対象とした収 
益施設等管理運営業 
務（本実施要項1.2.5
参照）に関する業務の
実績（収益施設のう 
ち、いずれか１種類以
上の運営を行った実 
績）を有し、かつ、収
益施設等管理運営業 
務に関する下記のｴ) 
又はｵ)のいずれかの 
経験を有すること 

1)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
2)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、2ha以上の園地管理※6を行っている施設  

 
ｱ)延べ２年以上の総括責任者※2 の
経験 

ｲ)延べ３年以上の業務責任者※3 の
経験 

ｳ)総括責任者※2または業務責任者
※3の経験を有し、かつ技術士（建
設部門：都市及び地方計画）また
は技術士（総合技術監理部門：建
設）の資格を有する者 

ｴ)延べ２年以上の業務責任者※3の経験 
ｵ)延べ３年以上の業務経験 

類
似
業
務
の
経

下記の4)～5)のいずれかを対象とし
た業務全体の計画立案及びマネジメ
ント業務（本実施要項1.2.1参照）の
実績を有し、かつ、下記のｱ)～ｳ)の
いずれかの経験を有すること 
又は、下記の3)～5)のいずれかを対

下記の4)～5)のいずれか
を対象とした企画運営管
理業務（本実施要項1.2.2
参照）に関する業務の実
績を有し、かつ、企画運
営管理業務に関する下記

下記の4)～5)のいずれ
かを対象とした施設・設
備維持管理業務（本実施
要項1.2.3参照）に関す
る業務の実績を有し、か
つ、施設・設備維持管理

下記の4)～5)のいずれ
かを対象とした植物管
理業務に関する業務
（本実施要項1.2.4参
照）の実績を有し、か
つ、植物管理業務に関

下記の4)～5)のいず
れかを対象とした収
益施設等管理運営業
務（本実施要項1.2.5
参照）に関する業務
の実績（収益施設の
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験 象とし業務全体の計画立案及びマネ
ジメント業務、企画運営管理業務、
施設・設備維持管理業務、植物管理
業務、収益施設等管理運営業務（本
実施要項1.2.1～1.2.5参照）のいず
れかに関する業務の実績を有し、か
つ業務全体の計画立案及びマネジメ
ント業務、企画運営管理業務、施設・
設備維持管理業務、植物管理業務、
収益施設等管理運営業務のいずれか
に関する下記のｲ)又はｳ)のいずれか
の経験を有すること 

のｴ)又はｵ)のいずれかの
経験を有すること 

業務に関する下記のｴ)
又はｵ)のいずれかの経
験を有すること 

する下記のｴ)又はｵ)の
いずれかの経験を有す
ること 

うち、いずれか１種
類以上の運営を行っ
た実績）を有し、か
つ、収益施設等管理
運営業務に関する下
記のｴ)又はｵ)のいず
れかの経験を有する
こと 

3)都市公園の種別として、総合公園以上（総合公園、運動公園、広域公園及び国営公園） 
4)都市公園の種別として、地区公園又は特殊公園 
5)レクリエーション施設※4 又は観光・商業施設※5 で、園地管理※6を行っている施設 

 
ｱ)延べ３年以上の総括責任者※2 の
経験 

ｲ)延べ４年以上の業務責任者※3 の
経験 

ｳ)延べ１年以上の総括責任者※2ま
たは延べ２年以上の業務責任者※
3の経験を有し、かつ技術士（建設
部門：都市及び地方計画）または
技術士（総合技術監理部門：建設）
の資格を有する者 

ｴ)延べ３年以上の業務責任者※3 の経験 
ｵ)延べ４年以上の業務経験 

資格 － － － １級造園施工管理技士 － 
実施
体制 

・業務責任者※3 は、平成28年４月１日時点において、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係があるものであること。企画書
の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用関係にあること（雇用関係にあることを約束する念書等（任意書式）で確認す
る）。なお、単体企業又は共同体の構成員との直接的な雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。 

・上記①の業務責任者※3 1名を総括責任者※2 とすること。 
・共同体にあっては、上記①の総括責任者※1 は代表企業に所属する者とすること。 
・総括責任者及び総括責任者以外の業務責任者は、原則、実施期間中専任（※7）とする。なお、病気・死亡等の事情によりやむを得ず総括

責任者又は総括責任者以外の業務責任者を変更する場合は、上記に掲げる基準を満たし、かつ、当初の者と同等以上の者を配置するもの
とし、予め近畿地方整備局の承諾を得るものとする。 

・総括責任者※2 は各業務の業務責任者を兼務することができる。また、業務責任者※3 は他業務の業務責任者※3 を兼務することができ
る。 

・開園期間中は、上記①～⑤の業務責任者のうち、少なくとも 2 名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務に
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ついては、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め上記①～⑤が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。な
お、やむを得ず業務責任者を 2 人以上勤務する体制をとることが一時的に困難となる場合には、緊急対応を含め、上記①～⑤の業務が迅
速かつ円滑に行われる勤務体制を確保した上で、事前に総括調査員の承諾を得ること。（ただし、事故などやむを得ない事由により事前
に承認を得られない場合を除く。） 

・主な業務従事（勤務）場所は、守口サービスセンターとすることを想定している。 
※1：業務実績は、契約書等により実施が確認できるものに限る。（共同体での実績の場合は、当該配置予定者が実施した業務のみが実績となる。） 
※2:総括責任者とは、複数の業務分野について全体的に総括する立場の者をいう。収益施設等管理運営業務を行う場合及び収益施設等管理運営

業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託
費の支出は認めない。 

※3:業務責任者とは、個別業務の責任者をいう。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務と
の従事割合等を明確に区分し、収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。なお、複数の業務分野について全体的に総括する立
場の者を補佐する者の経験は、業務責任者の経験とみなす。 

※4:レクリエーション施設：主に屋外において、都市公園法の公園施設と同様な施設の構成により不特定多数の利用者へ有料でサービスを提供
しているもの(例：遊園地、動物園、植物園、水族館、牧場、テーマパーク、ゴルフ場等) 

※5:観光・商業施設：宿泊、ツアーガイド、物品販売など多様なサービスを一元的に不特定多数の利用者へ有料で提供しているもの(例：大規模
ホテル、複合ショッピングセンター等)  

※6：園地：屋外において年間を通して植物と空地が一体となり、それらの利用・鑑賞を目的として広く一般に周知されているとともに、適切か
つ計画的な維持管理がなされている現存する園地。（移動可能なプランター等の植物管理は含まない。） 

※7:専任とは、他の工事及び業務等に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該業務に係る職務にのみ従事していることをいう。ただし、契約の
締結後、業務を開始するまでの期間（準備期間）は専任を要しない。
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3.4. 共同体での入札について 

 

本業務は、本実施要項 3.2.で定める要件を満たす単体企業で構成される共同体により

実施することも可能とする。 

共同体で本業務を実施する場合、代表企業は、本業務全体の計画立案及びマネジメン

ト業務、企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務、収益施設等管理

運営業務を包括的に管理すること。 

 

a) 入札参加者は、共同体として参加する場合、下記の業務を担当する企業を明らかに

するものとする。 

ｱ) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

ｲ) 企画運営管理業務 

ｳ) 施設・設備維持管理業務 

ｴ) 植物管理業務 

ｵ) 収益施設等管理運営業務 

b) 入札参加者は、共同体として参加する場合、代表企業を定め、当該代表企業が入札・

契約手続きを行うこととする。代表企業は、上記 a) ｱ) 本業務全体の計画立案及び

マネジメント業務を担当する企業とする。 

c) 入札参加者は、共同体として参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、共同

体を構成する者の変更を認めない。ただし、共同体の構成員の一部が指名停止を受

けた場合の取扱いについては、被指名停止会社に変わる構成員を補充した上で、新

たに共同体を結成し、共同体としての認定及び競争参加資格の確認の申請を行うこ

とができるものとし、その期限は実施要項４．１に定める企画提案書の提出期限と

する。やむを得ない事情が生じた場合は、近畿地方整備局はその事情を検討のうえ、

可否の決定をするものとする。 

d) 共同体の代表企業及び構成員は、本実施要項 3.1.a)から j)の全ての要件を満たす

こと。 

e) 参加に際しては、代表企業及びその他の構成員の役割及び責任の分担ならびに代表

企業の役割を他の構成員が代替・保証する旨を明記した協定書を作成し、申請書類

と併せて提出すること。 
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４．入札に参加する者の募集に関する事項 

 

4.1. 入札の実施手続及びスケジュール（予定） 

 

① 公告                ：平成 27 年 8 月上旬 

② 現場見学可能期間          ：平成 27 年 8 月上旬～平成 27 年 8 月中旬 

③ 入札等に関する質疑応答       ：平成 27 年 8 月上旬～平成 27 年 11 月中旬 

④ 申請書類の受付期限         ：平成 27 年 8 月中旬 

⑤ 競争参加資格の確認結果の通知    ：平成 27 年 9 月中旬 

⑥ 企画書・収益施設運営計画書の受付期限：平成 27 年 10 月上旬 

⑦ ヒアリング             ：平成 27 年 10 月中旬 

⑧ 評価                 ：平成 27 年 10 月中旬～平成 27 年 11 月中旬 

⑨ 入札                ：平成 27 年 11 月中旬 

⑩ 開札                ：平成 27 年 11 月下旬 

⑪ 落札予定者の決定          ：平成 27 年 11 月下旬 

⑫ 契約締結              ：平成 28 年 1 月 

※ 現場見学とあわせて関連資料を閲覧することができる。ただし、閲覧資料は検討過

程のものであり、本業務の実施条件として提示するものではない。 

※ 現場見学は予約制とする。公平性を保つため質問については後日文書により対応す

る。 
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総
合
評
価 

H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務 一般競争（総合評価落札方式）手続きフロー（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園法第 5 条の許可 

都市公園法第 5 条に基づく許可の

申請受付 

収益施設運営計画書の提出期限

入札手続きフロー 収益施設運営手続きフロー 

収益施設運営実績書の提出期限

公告 

契約締結 

入札 

評価 

ヒアリング 

企画書の受付期限 

競争参加資格の確認結果の通知 

申請書類の受付期限 

開札・落札者の決定、通知 
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4.2. 入札実施手続 

 

4.2.1 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本件業務に係る入札

金額（ただし、収益施設等管理運営業務に要する費用は含まない。）を記載した書類（以

下「入札書」という。）、申請書類並びに、企画書及び収益施設運営計画書（以下、「企

画書等」という。）を提出する。 

上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費（収益施設等管理運営業務に要

する費用は含まない）の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。 

なお、提出された申請書類及び企画書等は、競争参加資格の確認、企画書等の評価

以外に提出者に無断で使用しない。 

 

4.2.2 申請書類の内容 

① 競争参加資格確認申請書（様式１－１） 

② 企業の業務実績（様式１－２） 

※面積、植栽地、遊具を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、施

工図面、空中写真、地形図等） 

※図面等で植栽地、遊具を管理していたことが証明できない場合は、図面等と照

合できる現地写真を添付すること。 

※実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。 

③ 業務責任者の業務実績（様式１－３） 

※面積、植栽地、遊具を管理していたことが証明できる資料（契約書の写し、施

工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。 

※図面等で植栽地、遊具を管理していたことが証明できない場合は、図面等と照

合できる現地写真を添付すること。 

※企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書等

（任意書式）を添付すること。 

※必要とされる資格を証明する書類の写しを添付すること。 

④ 守秘性に関する要件（様式１－４） 

※守秘義務に関する規程を定めた社則等を添付すること。 

⑤ 業務実施体制（様式１－５） 

※組織図（業務実施のための管理機構）を添付すること。（任意書式） 

⑥ 実施方針（様式１－６） 

※年間業務計画書を添付すること。（任意書式） 

⑦ 再委託または下請負の予定（様式１－７） 

⑧ 必要とされる資格を証明する書類の写し（様式１－３に添付のこと） 

⑨ 申請書類提出時に雇用関係が無い場合の念書等（任意書式） 

⑩ 業務経験証明書（様式１－８） 

⑪ 収益施設運営実績書（様式１－９） 

⑫ 共同体で参加する場合の協定書の写し 
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⑬誓約書（様式 1-10） 

 

4.2.3 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５．で示す総合評価を受けるために、

次の事項を記載する。なお、標準評価項目等の詳細については本実施要項表 9 を参照

のこと。 

① 表紙（様式２－１） 

② 企画提案 

ｱ) 目標とする公園利用者数の確保に関する提案（様式２－２－１） 

ｲ) 利用者満足度の確保に関する提案（様式２－２－２） 

ｳ) 公園特性を活かした植物管理に関する提案（様式２－２－３） 

ｴ) 公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案（様式２－２－４） 

ｵ) 多様な利用プログラムの提供に関する提案（様式２－２－５） 

ｶ) 情報受発信の充実に関する提案（様式２－２－６） 

ｷ) 地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案（様式２－２－７） 

ｸ) 公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案（様式２－２－８） 

ｹ) 緊急時及び非常時の対応に関する提案（様式２－２－９） 

ｺ) 自主事業に関する提案（様式２－２－10） 

ｻ) 収益施設の運営に関する提案（様式２－２－11） 

なお、本業務開始初年度から実施しない提案事項については、開始年月を記載

すること。開始年月の記載のない提案は初年度から実施するものとする。また、

企画提案によって設計数量を変更する場合には、必ず③の改善提案も行うこと。 

③ 改善提案（様式２－２－12） 

業務の最低水準として示された仕様書に対する改善提案を行う場合、提案を行

う内容を明確にし、提案を行う理由、提案の内容・数量、提案による質の維持向

上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）を具体的に示すこと。 

また、設計数量が変更となる提案をする場合には、該当工種と変更数量、変更

が可能な理由、企画提案との関連がある場合は該当箇所をそれぞれ示すこと。改

善提案で変更を提案した数量以外は、公示している数量に基づき入札を行うこと。 

 

4.2.4 収益施設運営計画書 

様式３「収益施設運営計画書」を提出する。 

 

4.2.5 ヒアリングの実施 

a) 企画書に関するヒアリング 

ヒアリングでは、実施方針および企画書等に記載された事項について質疑応答を行

う。また、ヒアリングにより、提案が実現可能な内容であるかを確認し、評価項目の

得点に反映させる。 

ア 実施場所：近畿地方整備局 

イ 実施期間：別途通知 
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ウ ヒアリング時間：別途通知 

エ 出席者：総括責任者の出席を必須とし、業務責任者の出席も認める。 

 

4.2.6 その他 

a) 競争参加資格の確認及び企画書等の評価は、申請書類及び企画書等の資料提出期限

の日をもって行うものとする。 

b) 申請書類及び企画書等の資料作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

c) 近畿地方整備局は、提出された申請書類及び企画書等の資料を、競争参加資格の確

認、企画書等の評価以外に提出者に無断で使用しない。 

d) 提出された申請書類及び企画書等の資料は、返却しない。 

e) 提出期限以降における申請書類及び企画書等の資料差し替え及び再提出は認めな

い。 

f) 落札者は、様式１－１０（第２面）及び電磁的記録媒体（CD-R 等）を提出するこ

と。詳細は様式１－１０を参照すること。 
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５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象

公共サービスを実施する者の決定に関する事項 

 

事業者の決定は、総合評価方式によるものとする。なお、本業務に係る企画書及び業

務実施内容の審査・評価は、近畿地方整備局が行うが、客観性を確保するため、第三者

の有識者で構成される近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会の意見

を聴取し、評価を行うものとする。 

なお、入札参加者は企画書と同時に、収益施設運営計画書を提出し、落札後、都市公

園法第 5 条第 1 項に基づく公園施設の設置管理許可申請を行わなければならない。 

 

5.1. 事業者決定にあたっての質の評価項目の設定 

 

事業者を決定するための評価は、提出された企画書等の内容が本業務の目的・趣旨に

沿って実行可能なものであるか（基本項目審査）、また、効果的なものであるか等（提

案項目審査）について行うものとする。（本実施要項表 9 を参照のこと。） 

 

5.1.1 基本項目審査 

基本項目審査においては、入札参加者に対して、本実施要項表 9 の基本項目につい

て審査を行う。各項目ごとに業務が可能な最低水準を満たしている場合には基礎点を

与える（基礎点計 50 点）。さらに、実施体制に係る項目においては、最低水準を超え

る部分についてその内容に応じ得点を与える（加算点計 10 点）。なお、最低水準を１

つでも満たしていない項目がある場合は失格とする。 

 

5.1.2 提案項目審査 

提案項目審査においては、基本項目審査の全ての項目で業務が可能な最低水準を満

たした入札参加者に対して、本実施要項表 9 の提案項目について審査を行う（加算点

計 145 点）。 

様々な公園施設の維持管理と収益施設等の運営を一元的に行うことが必要であり、

サービス水準（質）の向上や公園利用者の安心安全を確認することを目的としている。

なお、提案内容については、具体性、実現性があり、当該公園において適切かつ効果

的なものであるか等、妥当性について総合的な観点から審査し得点を与える。各加算

点の数値はサービスの質の向上の観点から重要度に応じて配点している。 
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表 9 標準評価項目及び得点配分 

項

目 
区分 

項

番
評価項目 

得点配分 
様式 

基礎点 加算点

① 

基

本 

項

目 

 

業務共通 

 

１）実施体制 
1

各業務の業務水準が維持される体制であるか 

（共同体で参加する場合、代表企業又は代表者と構成員の

連携が可能な体制であるか） 

0/10 0～5 

様式 

1-2～ 

1-8 

2 提案された内容が実現可能な体制であるか 0/10 0／5 

２）業務に対する認

識 

3
本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられて

いるか 
0/10 ― 

4
本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっ

ているか 
0/10 ― 

３）現行基準レベル

の質の確保の実態 
5

各業務の提案内容は、近畿地方整備局の要求水準（実施要

項1.3.1 及び1.3.2）が確保されているものとなっているか 
0/10 ― 

様式 

2-2-1 

～ 

2-2-12

② 

提

案

項

目 

企画提案 

 

１）目標とする公園

利用者数の確保 
6

本公園の年間及び四半期ごとの公園利用者数の目標を各年

度設定の上、その公園利用者数確保に向け、具体性、実現

性があり、本公園として妥当性のある提案が示されている

か。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって評

価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-1 

 

２）利用者満足度の

確保 
7

年間及び四半期ごとの公園の運営に関する満足度の目標を

各年度設定の上、その満足度数の確保に向け、具体性、実

現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されてい

るか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもって

評価を行う。） 

― 0～15 
様式 

2-2-2 

 

３）公園特性を生か

した植物管理 
8

本公園の植生、生態系、景観等を踏まえ、周辺環境と調和

しつつ安全で快適な公園利用のための植物管理について、

具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が

示されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-3 

 

４）公園特性及び資

源、施設を生かした

運営管理 

9

本公園の設置目的を踏まえ、淀川の河川敷に設置された公

園としての機能を発揮させるため、豊かな自然資源や運動

施設、既存サービスセンター、背割堤サービスセンター（仮

称）等の施設の運営・維持管理方法について、具体性、実

現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されてい

るか。 

― 0～10 
様式 

2-2-4 

 

５）多様な利用プロ

グラムの提供 
10

本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な

資源等を活用した自然環境・歴史文化に関する利用プログ

ラム及び地域連携イベントの開催回数と延べ参加人数の目

標を各年度設定の上、多くの公園利用者が参加、体験、交

流できる自然、歴史文化等に関する多様な利用プログラム

の実施について、具体性、実現性があり、本公園として妥

当性のある提案が示されているか。（目標値と具体性・実

現性・妥当性の合計をもって評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-5 

 

６）情報受発信 11

マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を各

年度設定の上、本公園が提供するサービス内容や公園の魅

力等に関する広報宣伝・情報の受発信について、具体性、

実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて

いるか。（目標値と具体性・実現性・妥当性の合計をもっ

て評価を行う。） 

― 0～10 
様式 

2-2-6 

 

７）地域との連携活

動・市民との協働活

動 

12

周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築について、具体性、実現性があり、

本公園として妥当性のある提案が示されているか。また、

ボランティアやNPO団体との連携方策及びボランティア活

動の充実・継続について、具体性、実現性があり、本公園

として妥当性のある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 

2-2-7 

 

８）公園利用者等の

安全を確保する管

理手法 

13

本公園の特性を踏まえた上で、公園利用者の安全・安心を

確保する施設管理及び運営管理について、具体性、実現性

があり、本公園として妥当性のある提案が示されているか。

また、既存地形や本公園の特性を踏まえた上で、ハード面、

ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、具体性、

実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示されて

いるか。さらに、公園スタッフ（職員、臨時職員、アルバ

イト、その他関係従事者）に関する事故を未然に防ぐ取組

について、具体性、実現性があり、本公園として妥当性の

ある提案が示されているか。 

― 0～15 
様式 

2-2-8 
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９）緊急時及び非常

時の対応 
14

具体的な緊急事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提

案されているか。また、トラブル時や緊急時並びに出水時

に円滑に対応し、かつ被害を拡大させないためのハード

面・ソフト面での対応策について、具体性、実現性があり、

本公園として妥当性のある提案が示されているか。さらに、

繁忙期において、混乱回避のための対応策について、具体

性、実現性があり、当公園として妥当性のある提案が示さ

れているか。 

― 0～15 
様式 

2-2-9 

 

10）自主事業の提案 15

自主事業の実施内容について公園の目的・魅力の向上の観

点から、また、過年度の自主事業の実施状況等を踏まえ、

具体性、実現性があり、本公園として妥当性のある自主事

業の方法が示されているか。 

― 0～10 
様式 

2-2-10

 
11）収益施設の運営

に関する提案 
16

公園利用者ｻｰﾋﾞｽの質的な向上に向けた運営について、具体

性、実現性があり、本公園として妥当性のある提案が示さ

れているか。 

― 0～10 

様式 

2-2-11

様式 3 

 従来の実施方法に対する改善提案 

 １）各業務の最低水

準（現行基準）とし

て示された仕様書

に対する、改善提案 

17

質の維持・向上に関する提案があり、実施について具体的

な方法が明記されているか。また、それらを実施可能な体

制であるか。 

― 0～10 
様式 

2-2-12

合計得点 0～50 0～155  
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5.2. 事業者決定にあたっての評価方法 

 

5.2.1 事業者の決定方法 

a) 入札参加者は、「価格」及び「企画書」をもって入札をし、予決令第 79 条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、下記 5.2.2 総

合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札

者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適

当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

b) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格（予定価格

に 10 分の 6 を乗じて得た額）を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものと

する。 

c) 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決める。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない

ときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き事業者を決定

するものとする。 

 

5.2.2 総合評価の方法 

(1) 評価値の算出方法 

評価値の算出方法は以下のとおりとする。 

提出された書類に係る本実施要項表 9 により得られた技術評価点と当該入札者から

求められる価格評価点の合計値（評価値）をもって行う。 

（評価値）＝（価格評価点）＋（技術評価点） 

(2) 価格評価点の算出方法 

価格点の評価方法は以下のとおりとする。 

（価格評価点）＝（価格点）×（１－（入札価格）／（予定価格）） 

なお、価格点は 30 点とする。 

(3) 技術評価点の算出方法 

企画書の内容に応じ、本実施要項表 9 の評価項目毎に評価を行い、技術点を与える。 

なお、技術評価点の最高点数は 60 点とする。 

（技術評価点）＝60×（技術点）／（技術点の満点） 

なお、本業務における技術点の満点は 205 点（基礎点 50 点＋加算点 155 点）とする。 

 (4) 基本項目審査の評価方法 

基本項目審査については、本実施要項表 10 の評価基準を満たしているかによって評

価する。 

表 10 実施体制の様式 1-5-2 の加算点は、提案内容に対する具体性、実現性等を総合

的に勘案して、原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価をする。 
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表 10 基本項目審査の評価基準 

区分 評価項目 評価基準 

実施体制 

各業務の業務水準が維持さ

れる体制であるか。 

（共同体で参加する場合、代

表企業又は代表者と構成員

の連携が可能な体制である

か） 

提案する運営内容に対して提案する職務区分・人数

が適切に明示されている。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－２） 

 ・迅速かつ円滑な意志決定及び臨機の対応等の体

制に関し、緊急時等においても混乱なく対応で

きる水準を超えた優れた提案がなされている。

（組織面、費用面の対応が適切に明示されてい

る。） 

提案された内容が実施可能

な体制であるか。 

提案する職務区分ごとに休憩時間、休日を考慮した

労働時間の設定が行われている。 

現地体制及び繁忙期の現地を支援する本社等の体

制（責任体制、現地体制）を含め適切に明示されて

いる。（様式１－５－１） 

なお、上記の水準を満たした上で、以下に示す体制

が確保されている場合は、加算点を与える。（様式

１－５－３） 

 ・緊急時における代替性等の確保の観点から、申

請書類の提出期限の日時点で、申請した総括責

任者以外に同一企業内に表8に示す総括責任者

の業務実績を有している者（代替総括責任者）

が1名以上在籍し、申請した総括責任者に事故

等があった場合、速やかに配置できる体制が確

保されている。申請書類の提出時に雇用関係が

無い場合は、業務開始時までに雇用される念書

（任意様式）を提出すること。なお、代替総括

責任者は、本業務の実施期間中、専任規定のあ

る工事又は業務には従事することはできない。

（本業務は除く） 

業務に対する

認識 

本業務の目的を理解し、計画

的な業務の実施が考えられ

ているか。 

年間業務計画（様式１－６添付）に記載された業務

内容が、仕様書に定める業務内容と適合している。

本業務を確実に実施するた

めの基本的な方針が明確と

なっているか。 

企画書に記載された実施方針が仕様書に定める基

本方針と適合している。 

現行基準レベ

ルの質の確保

の実態 

各業務の提案内容は、要求水

準（本実施要項1.3.1及び

1.3.2）が確保されているも

のとなっているか。 

仕様書に定める管理水準を満足させる企業の業務

実績、配置予定者の業務経験の明示があり、これら

を踏まえた様式２－２－１～２－２－12の提案内

容について実現性が高いものとなっている。 
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(5) 提案項目審査の評価方法 

提案項目審査は以下のとおりとする。 

提案項目審査の企画提案のうち、包括的な質に関する提案項目については、提案し

た数値（目標値）とその実現性について、それぞれ評価を行い、その合計点を評価点

とする。ただし、実現性が乏しい場合は目標値が高くても加算しない（０点）ものと

する。 

上記以外の提案項目審査は、提案内容に対する具体性、実現性、実施体制との整合

等を総合的に勘案して原則として本実施要項表 11 の３段階評価に基づいて評価する。

なお、①関係法令に違反する提案、②入園料、使用料等を増減させる提案、③開園日

時を変更させる提案（主催イベントなど仕様書で明示してあるものは除く）について

は、内容の如何に問わず評価しないものとする。 

表 11 基本項目審査（様式 1-5-2）及び提案項目審査における評価基準と評価係数 

評価基準 評価係数 

優 
全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなされ

ている。 
配点×1.00 

良 
一定の評価ができる提案がなされているが、特に優れた提案はなされてい

ない。 
配点×0.50 

可 特に評価すべき提案が見られない。 配点×0.00 

 

5.2.3 留意事項 

近畿地方整備局は、事業者が決定したときは、遅滞なく、事業者の氏名若しくは名

称、落札金額、事業者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及

び実施方法の概要について公表するものとする。 

 

5.3. 初回の入札で事業者が決定しなかった場合の取り扱いについて 

 

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件

を見直し、再度公告入札に付することとする。 

再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に必要

な期間が確保できない等、やむを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施

することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以

下「監理委員会」という。）に報告するものとする。 
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６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事

項 

 

従来の実施状況に関する情報は、別紙１１～３７のとおりである。 
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７．事業者に使用させることができる国有財産に関する事項 

 

7.1. 施設 

 

別紙１「主要公園施設一覧」、別紙２｢主要建築物一覧｣、別紙３「収益施設一覧」によ

る。 

 

7.2. 設備 

 

a) 使用できる設備については、本業務に関係する建物・設備全てとする（別紙２０「提

供物品一覧表」を参照のこと）。 

b) 本業務に支障を来さない範囲において、事業者は施設内に本業務に必要な機器・設

備等を持ち込むことができるものとするが、持ち込んだ機器・設備については適切な

管理を行うこと。 
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８．事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等

に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他

の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により事業

者が講ずべき措置に関する事項 

 

8.1. 報告について 

 

8.1.1 業務計画書の協議と承諾 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.2 業務責任者及び業務の関係者 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.3 業務報告書 

別紙５「共通仕様書」による。 

8.1.4 検査・監督体制 

事業者からの報告を受けるにあたり、調査職員の検査・監督体制は次のとおりとす

る。 

(1) 調査職員 

① 総括調査員 

淀川河川事務所長（予定） 

② 主任調査員 

淀川河川事務所河川公園課長（予定） 

③ 調査員 

淀川河川事務所河川公園課計画係長（予定） 

淀川河川事務所河川公園課工務係長（予定） 

(2) 検査・監督体制 

a) 事業者は、各年度ごとの業務を完了したときは、遅延なく、当該年度の完了報告書、

清算報告書及び委託費経費内訳報告書、残存物件報告書（以下「完了報告書等」と

いう）に成果物を添えて、近畿地方整備局に提出すること。 

b) 近畿地方整備局は、事業者からの成果物、完了報告書等を受理したときは、その日

から 10 日以内に支出負担行為担当官近畿地方整備局長が指定した職員により検査

を行うものとする。 

 

8.2. 調査への協力 

 

a) 調査職員は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認め

る時は、事業者に対し、当該管理業務の状況に関し必要な報告を求め、又は事業者の

事務所等に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく

は関係者に質問することができる。 

b) 立ち入り検査をする調査職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条第 1

項に基づくものであることを事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携
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帯し、関係者に提示するものとする。 

 

8.3. 指示について 

近畿地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第 27 条第１項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとる

べきことを指示できるものとする。 

 

8.4. 秘密の保持 

 

事業者は、本業務に関して調査職員が開示した情報等（公知の事実等を除く）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのため

の必要な措置を講ずること。事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

若しくはその職員その他本業務に従事していた者は業務上知り得た秘密を洩らし、又は

盗用してはならない。これらの者が秘密を洩らし、又は盗用した場合には、法第 54 条

により罰則の適用がある。 

 

8.5. 個人情報の取り扱い 

 

別紙５「共通仕様書」第８章による。 

 

8.6. 契約に基づき落札業者が講ずべき措置 

 

8.6.1 業務の開始及び中止 

a) 事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。 

b) 事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、予め近畿

地方整備局の承諾を受けなければならない。 

 

8.6.2 公正な取り扱い 

a) 事業者は、本業務の実施にあたって、公園利用者を合理的な理由なく区別してはな

らない。 

b) 事業者は、公園利用者の取り扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有

無等により区別してはならない。 

 

8.6.3 金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな

い。ただし、収益施設等管理運営業務として行う場合など、近畿地方整備局から許可

等を受けた業務を行う上で必要な場合を除く。 
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8.6.4 法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなければな

らない。 

 

8.6.5 安全衛生 

事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

8.6.6 記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や会計に関する帳簿書類を、

本業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間保管しな

ければならない。 

なお、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第 4 条に基づく行政文書の開

示請求がなされた場合、同法第 5 条に基づく不開示情報の確認を行った上で、第 6 条

による部分開示や第 7 条による公益上の理由による裁量的開示を確認し、開示方法を

明らかにし、第 9 条に基づき事務処理上の困難その他正当な理由があるときを除き、

開示請求のあった日から 30 日以内に情報を開示する必要がある。そのため、開示請求

の対象が事業者の保有する記録・帳簿書類等の場合、事業者は、情報公開に速やかに

対応しなければならない。 

 

8.6.7 権利の譲渡 

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及

び実用新案権等の無体財産権については、近畿地方整備局が承継するものとする。ま

た、事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に

譲渡してはならない。 

 

8.6.8 権利義務の帰属等 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利に抵触するときは、事業者は、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

 

8.6.9 一般的損害 

本業務を行うにつき生じた損害（本実施要項９．に記載した損害を除く。）について

は、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、近畿地方整備局の責に

帰すべき事由により生じたものについては、近畿地方整備局が負担する。 

 

8.6.10 再委託または下請負の取り扱い 

a) 事業者（共同体を含む。）は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託

してはならない。 

b) 事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則と

して予め企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託す
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る業務の範囲、再委託または下請負を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業

務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければならな

い。 

 

なお、本業務における主たる部分を再委託することはできない。本業務における主

たる部分は、次のとおりとする。 

 

・業務における総合的計画立案、業務遂行管理、入園料の収受及び納入、救急・災

害時の統括管理、各業務手法の決定及び本業務履行者としての最終的な意思決定

を行うための技術的判断等 

 

c) 事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにしたうえで近畿地方整備局の承諾を受けなければならない。

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

d) 事業者は、上記 b)及び c)により再委託を行う場合には、事業者が近畿地方整備局

に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し、本実施要項 8.4.

及び 8.6.に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、

再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

e) 上記 b)から d)までに基づき、事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合

は、すべて事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべ

き事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う

ものとする。 

 

8.6.11 契約解除 

近畿地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除すること

ができる。 

a) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからチ又は同項第 2 号に該当するとき。 

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかにな

ったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが

明らかになったとき。 

 

8.6.12 契約解除時の取り扱い 

a) 上記 8.6.11 に該当し、契約を解除した場合には、近畿地方整備局は事業者に対し、

当該解除の日までに当該サービスを契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支

給する。 

b) この場合、事業者は、契約金額から上記 a)の委託費を控除した金額の 100 分の 10

に相当する金額を違約金として近畿地方整備局の指定する期間に納付しなければな

らない。 



51 

 

c) 近畿地方整備局は、事業者が前項の規定による金額を近畿地方整備局の指定する期

日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払いのあった日

までの日数に応じて、年 100 分の 5 の割合で計算した金額を延滞金として納付させ

ることができる。 

d) 近畿地方整備局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。 

 

8.6.13 契約内容の変更 

近畿地方整備局は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。こ

の場合において委託費又は実施期間を変更する必要があるときは、近畿地方整備局及

び事業者は協議し、書面によりこれを定めるものとする。 

 

8.6.14 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と近畿地方整備局

が協議するものとする。 

 

8.6.15 業務計画書の提出 

事業者は、契約締結日の 14 日前までに業務計画書を提出し、その内容について近畿

地方整備局と協議の上、承諾を得なければならない。 

 

8.6.16 業務計画書の変更 

業務計画書を変更しようとするときは、変更後の業務計画書について近畿地方整備

局と協議を行い、近畿地方整備局の承諾を得なければならない。この場合、委託費等

の契約内容の変更の必要がある場合は、近畿地方整備局と協議し書面にてこれを定め

るものとする。 

 

8.6.17 業務の引き継ぎへの対応 

契約が完了する場合、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が

指示する者に対し、誠意を持って、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。

引継ぎにあたっては、共通仕様書３５条に規定する必要な資料の作成及び提出を行い、

必要な説明等を行うものとする。ただし、契約が引き続き締結され、当該業務を継続

する場合はこの限りではない。（業務の引継ぎに必要な資料の詳細は、別紙５「共通仕

様書」を参照のこと。） 

 

8.6.18 業務評定について 

本業務においては近畿地方整備局が、毎年度業務終了後に当該年度の業務評定（以

下、「単年度評価」という。）を実施するとともに、３年目の業務終了後に３年間を通

しての業務評定（以下、「３箇年評定」という。）を実施する。評定については事業者

に通知し、近畿地方整備局ホームページ等により公表するものとする。（詳細は、別紙

３８「業務評定」を参照のこと。） 
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なお、評定については、本公園の国営運営維持管理業務の次回入札時における評価

事項の一つとし、単年度評価が２回以上「不可」の実績となり、かつ３箇年評価が「不

可」の場合、本公園の次回入札時において、5.1.表９評価項目及び得点配分の加算点

の合計得点から 15 点を減点する。 
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９．事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合

において、その損害の賠償に関し契約により事業者が負うべき責任（国家

賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合

における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項 

 

本契約を履行するにあたり、事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場

合には、次に定めるところによる。 

 

a) 近畿地方整備局が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を

行ったときは、近畿地方整備局は事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について近畿地方整備局の責めに帰すべき理由が存する場合は、

近畿地方整備局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求

償することができる。 

b)事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、

当該損害の発生について近畿地方整備局の責めに帰すべき理由が存するときは、事

業者は近畿地方整備局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の

責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 
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１０．対象公共サービスに係る法第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項 

 

10.1. 調査方法 

 

近畿地方整備局は、事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施さ

れるように、実施状況の調査を行うものとする。 

 

10.2. 実施状況に関する調査の時期 

 

近畿地方整備局は、10.3 の調査項目に関する内容について、内閣総理大臣が評価（平

成 31 年 1 月を予定）を行うに当たり必要な情報を収集するため、本業務の実施状況に

ついて平成 30 年 9 月 30 日時点における状況を調査する。 

 

10.3. 調査方法及び項目 

 

本実施要項「1.3. サービスの質の設定」により設定した事項。 

 

10.4. 近畿地方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会への報告 

 

近畿地方整備局は、上記の調査についてとりまとめた本業務の実施状況等について、

上記の評価を行うために、平成 30 年 12 月を目途に内閣総理大臣及び監理委員会に提出

するものとする。近畿地方整備局は、本業務の実施状況等を提出するに当たり、近畿地

方整備局国営公園運営維持管理業務有識者委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 
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１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 

 

11.1. 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

 

近畿地方整備局は、事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業

務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第 26 条及び法第 27 条に基づく報告聴取、

立ち入り検査、指示等を行った場合は、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概

要等を監理委員会へ報告することとする。 

 

11.2. 近畿地方整備局の監督体制 

 

1) 本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立ち会い、

指示その他の適切な方法によって行うものとする。 

2) 本業務の実施状況に係る監督は、本実施要項 8.1.4 により行う。 

 

11.3. 事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

11.3.1 罰則等 

a) 本業務における入園料の管理に従事する者は、刑法（明治 40 年法第 45 号）その他

の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

b) 次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

・本実施要項 8.1.による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項

8.1.4 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁

をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

・正当な理由なく、本実施要項 8.3.による指示に違反した者 

c) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、上記 b)の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記 b)の刑を科されることとなる。 

 

11.3.2 会計検査について 

事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき、又は②同

法第 23 条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査

院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実施検査

を受けたり、同院から直接又は近畿地方整備局を通じて、資料・報告書等の提出を求

められたり質問を受けたりすることがある。 
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主要公園施設一覧 

対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

守口 

サービス

センター 

海老江地区 10.5 

野球場（4面）、少年野球場（2面）、テニスコート（3面）、

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用 1面）、駐車場（133

台）、移動式トイレ（6 基）、管理所（1 基）、バーベキュー

指定区域 

大淀野草地区 7.5 野草広場 

長柄地区 4.3 芝生広場、移動式トイレ（1基）、バーベキュー指定区域 

長柄河畔地区 0.8 休養施設、移動式トイレ（1基） 

毛馬地区 9.4 

野球場（2面）、テニスコート（2面）、サッカー・ラグビー

場（陸上トラック兼用 1面、野草広場、移動式トイレ（3基）、

バーベキュー指定区域 

赤川地区 4.8 

テニスコート（6面）、サッカー・ラグビー場（1面）、駐車

場（121 台）、移動式トイレ（4基）、管理所（1基）、バーベ

キュー指定区域 

城北河畔地区 0.9 休養施設 

太子橋地区 13.3 

野球場（2面）、少年野球場（1面）、徒渉池、駐車場（184

台）、移動式トイレ（5基）、管理所（1基）、バーベキュー

指定区域 

外島地区 3.7 
テニスコート（6面）、陸上トラック（1面）、移動式トイレ

（2基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

守口地区 2.2 休養施設 

守口スポーツプラザ 

（本業務対象外） 
- 

アイススケート場、駐車場 

（2施設とも本業務対象外） 

八雲野草地区 8.5 野草広場 

八雲地区 5.7 

少年野球場（1面）、テニスコート（3面）、駐車場（32 台）、

移動式トイレ（1基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区

域 

庭窪河畔地区 0.8 休養施設 

十三野草地区 8.3 野草広場 

西中島地区 10.9 
野球場（3面）、駐車場（222 台）、移動式トイレ（6基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

豊里地区 7.4 
テニスコート（4面）、更衣室（1棟）、駐車場（152 台）、移

動式トイレ（3基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

太間 

サービス

センター 

大日地区 4.9 野球場（2面）、駐車場（170 台）、移動式トイレ（3基） 

佐太西地区 10.0 

野球場（2面）、少年野球場（2面）、テニスコート（3面）、

駐車場（348 台）、移動式トイレ（6基）、管理所（1基）、バ

ーベキュー指定区域 

仁和寺野草地区 15.7 

パターゴルフコース（27 ホール）、ゲートボール場（3面）、

ディスクゴルフコース（8ホール）・グラウンドゴルフ（24

ホール）兼用、駐車場（86 台）、移動式トイレ（2基）、管

理所（1基）、倉庫（2基） 

点野野草地区 4.2 野草広場 

太間地区 15.1 
野球場（1面）、陸上トラック（1面）、駐車場（544 台）、移

動式トイレ（7基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

木屋元地区 6.5 

野球場（2面）、サッカー・ラグビー場（1面）、テニスコー

ト（3面）、ストリートバスケットコート（2面）、移動式ト

イレ（3基）、バーベキュー指定区域 

出口野草地区 4.0 野草広場 

出口地区 8.7 芝生広場、移動式トイレ（1基） 

出口河畔地区 0.3 休養施設 
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対応窓口 地区名称 
敷地面積 

(ha) 
主    要    施    設 

太間 

サービス

センター 

伊加賀野草地区 10.0 野草広場 

三矢地区 2.4 
テニスコート（4面）、砂場、駐車場（68 台）、移動式トイ

レ（1基）、バーベキュー指定区域 

枚方地区 33.2 

淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用）（1面）、淀川

アクアシアター、多自然池、駐車場（420 台）、移動式ト

イレ（5基）、管理所（1基）、バーベキュー指定区域 

背割堤地区 19.8 
桜並木、駐車場（156 台）、移動式トイレ（4 基）、管理所

（1基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼 

サービス

センター 

一津屋野草地区 10.4 野草広場、駐車場（64 台）、移動式トイレ（1基） 

一津屋河畔地区 0.3 芝生広場 

鳥飼西地区 3.0 
駐車場（57 台）、多目的広場、移動式トイレ（2基）、管理

所（1基）、バーベキュー指定区域 

鳥飼野草地区 5.4 野草広場 

鳥飼下地区 11.1 

サッカー（1面）、フットサルコート（2面）、駐車場（136

台）、移動式トイレ（2基）、管理所（1基）、バーベキュー

指定区域 

鳥飼上地区 13.4 

野球場（3面）、テニスコート（7面）、陸上トラック（サ

ッカー・ラグビー兼用 1面）、ローラースケート場、駐車

場（337 台）、移動式トイレ（5基）、管理所（1基）、バー

ベキュー指定区域 

三島江地区 8.3 

野球場（2面）、テニスコート（4面）、サッカー・ラグビ

ー場（1面）、駐車場（316 台）、移動式トイレ（3基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

三島江野草地区 5.9 野草広場 

大塚地区 25.2 

野球場（2面）、テニスコート（2面）、サッカー・ラグビ

ー場（1面）、駐車場（194 台）、移動式トイレ（6基）、管

理所（1基）、バーベキュー指定区域 

島本地区 4.9 

野球場（1面）、少年野球場（1面）、テニスコート（2面）、

サッカー・ラグビー場（1面）、駐車場（61 台）、移動式ト

イレ（1基）、管理所（1基） 

大山崎地区 10.5 

野球場（2面）、フットサルコート（1面）、駐車場（268

台）、移動式トイレ（3基）、管理所（1基）、バーベキュー

指定区域 

守口 

サービスセンター 

面積は守口

地区に含む 
休憩室、インフォメーション、トイレ 

太間 

サービスセンター 
0.1 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

鳥飼 

サービスセンター 
0.2 休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

庭窪 

レストセンター 

面積は庭窪

河畔地区に

含む 

会議室、休憩室、シャワー室、ロッカー、トイレ 

背割堤 

サービスセンター（仮称）（※） 

面積は背割

堤地区に含

む 

展望塔、管理棟、トイレ、学習室 等 

・下線は利用料金を徴収する施設や物販施設（以下「収益施設」という。）を示す。このほかに、近畿地方整備局

の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置することができる。 

・駐車場の台数は臨時駐車場を含む。 

※：背割堤サービスセンター（仮称）は、平成 28 年度第 4四半期から供用する予定である。 
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主要建築物一覧 

 

種類 数 設置箇所 

守口サービスセンター（※１） １ 守口地区      （322.8ｍ2） 

太間サービスセンター １ 太間地区隣接   （230.0ｍ2） 

鳥飼サービスセンター １ 鳥飼下地区隣接 （518.1ｍ2） 

庭窪レストセンター １ 庭窪河畔地区   （145.1ｍ2） 

背割堤サービスセンター(仮称)（※２） １ 背割堤地区    （907 ㎡） 

 

※１：守口サービスセンターは、平成29年度以降に、守口地区内に新設する施設に機

能移転する予定である 

※２：背割堤サービスセンター(仮称)は、平成28年度第4四半期から供用する予定で

ある 

 

・各サービスセンターの詳細は、別添３「管理事務所図」を参照のこと 
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収益施設一覧 

 
対応 

窓口 
地区名称 公園施設の名称 

許可面積 

（予定）（m2） 
数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

海老江地区 

野球場 18,889 4 面 

少年野球場 7,655 2 面 

テニスコート 1,836 3 面 

サッカー・ラグビー場 

（陸上トラック兼用） 
8,515 1 面 

毛馬地区 

野球場 7,589 2 面 

テニスコート 1,321 2 面 

サッカー・ラグビー場 

（陸上トラック兼用） 
8,613 1 面 

赤川地区 
テニスコート 4,933 6 面 

サッカー・ラグビー場 9,502 1 面 

太子橋地区 
野球場 12,017 2 面 

少年野球場 4,311 1 面 

外島地区 
テニスコート 5,423 6 面 

陸上トラック 5,627 1 面 

八雲地区 
少年野球場 4,193 1 面 

テニスコート 2,104 3 面 

西中島地区 野球場 16,157 3 面 

豊里地区 テニスコート 2,559 4 面 

太
間
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

大日地区 野球場 14,411 2 面 

佐太西地区 

野球場 14,468 2 面 

少年野球場 5,108 2 面 

テニスコート 2,110 3 面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 15,501 27 ホール 

ゲートボール場 1,932 3 面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン

ドゴルフ(24 ホール)兼用 
13,380 1 面 

太間地区 
野球場 4,879 1 面 

陸上トラック 6,251 1 面 

木屋元地区 

野球場 10,111 2 面 

サッカー・ラグビー場 12,749 1 面 

テニスコート 2,505 3 面 

三矢地区 テニスコート 2,945 4 面 

枚方地区 
淀川スタジアム 

（野球場・サッカー場兼用） 
14,549 1 面 
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対応 

窓口 
地区名称 公園施設の名称 

許可面積 

（予定）（m2） 
数量 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 10,194 1 面 

フットサルコート 2,812 2 面 

鳥飼上地区 

野球場 20,532 3 面 

テニスコート 5,266 7 面 

サッカー・ラグビー場 

（陸上トラック兼用） 
13,867 1 面 

三島江地区 

野球場 12,969 2 面 

テニスコート 4,181 4 面 

サッカー・ラグビー場 9,851 1 面 

大塚地区 

野球場 14,491 2 面 

テニスコート 1,345 2 面 

サッカー・ラグビー場 6,886 1 面 

島本地区 

野球場 5,161 1 面 

少年野球場 5,161 1 面 

テニスコート 1,569 2 面 

サッカー・ラグビー場 7,492 1 面 

大山崎地区 
野球場 9,638 2 面 

フットサルコート 1,099 1 面 

※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置することができる。 

※許可面積は、小数点以下を四捨五入している。 
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１．運営維持管理基本方針の目的・位置づけ                  

 

１．１ 運営維持管理基本方針の策定の背景・目的 

淀川河川公園は、都市公園法第２条第１項第２号「イ）一の都府県の区域を超えるよ

うな見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地」に基づくイ号国営公園である。

淀川の広大な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近畿のレクリエーション需要の増大

に対応するとともに、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活用することを目的

として、昭和47年から公園整備を進めている。 

大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川合流部までの延長

約37km、計画面積1,216haのうち、約240ha、計40地区を開園している。昭和48年

度の供用開始時から平成26年度までの累計入園者数は約14,770万人であり、平成26

年度には約646万人の方々に利用されている。 

一方、「公共サービス改革基本方針（H23.7.15 改定（閣議決定））」に基づき、平成 24

年度からの維持管理業務に民間事業者も含めた総合評価による競争入札を行うこととな

り、事業者に対し、維持管理業務にあたっての基本的な考え方を示す必要が生じている。 

以上のような背景を踏まえ、「運営維持管理基本方針」を策定した。 

 

１．３ 運営維持管理基本方針の位置づけ 

この運営維持管理基本方針は、淀川河川公園が、その使命や役割を担うための運営維

持管理のあり方を示したものであり、以下の内容で構成している。 

① 運営維持管理の基本方針 

② 運営維持管理の留意事項 

 

１．４ 運営維持管理基本方針の対象 

運営維持管理基本方針は、現在の供用区域を対象としたものであるが、今後追加供用

される区域にも適用されるものである。 

今後の維持管理においては、野球場・テニスコート等の収益施設についても、互いに

連携・調整を図りながら、効果的・効率的な維持管理に努めるものとする。 
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２．運営維持管理の基本方針                       

 

２．１ 淀川河川公園の公園づくりの基本方針 

淀川河川公園では、昭和50年に策定した「淀川河川公園基本計画」を平成20年8月に

改定した。「河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環

境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にする」という認識のもとで、淀川の自

然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指している。公園

づくりの基本方針、整備方針及び管理運営方針が示されており、今後もこれらの基本方針

等を継承するとともに、社会情勢の変化などをふまえて整備及び管理運営を進めていくこ

ととする。 

 

＜基本方針＞ 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴 

史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

 ② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

 ③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を 

促し、淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。  

 

＜整備方針＞ 

 ① 淀川の自然環境が縦断及び横断的に連続するようゾーニング計画を新たに定めます。 

 ② 淀川の自然環境の保全・再生を図ります。 

 ③ 淀川らしい利用ができるようにします。 

  ・淀川の自然環境と利用の調和を図ります。 

  ・淀川の自然環境の中で水に親しみ、憩う場をつくります。 

  ・淀川全体をつなぎ、まちと淀川をつなぎます。 

  ・淀川の水辺の景観を楽しめる場をつくります。 

 ④ 淀川にまつわる歴史・文化資源を活かします。 

 

＜管理運営方針＞ 

① 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

② 安全、快適に利用できるようにします。 

③ 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

④ 多様な主体の参加と連携を図ります。 
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２．２ 今後の運営維持管理の基本方針 

淀川河川公園は、その存在価値や利用価値を、継承・連携・発信していくことにより、

淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐ役割を担う公園である。 

公園の存在価値とは、社会資本である公園が公共の福祉の増進等に貢献する機能や施設

を有していることであり、公園の存在自体に価値があることである。この存在価値は、 

市場原理になじみにくく、持続的に維持しなければならない根元的なものである。 

一方、利用価値とは、存在価値を維持した上で、公園施設や機能を活用した様々な活動

が豊かに展開される公園の利用環境を意味している。この利用価値は、多様な主体の知恵

や工夫を活用して、安全、安心、快適な公園環境を創出していかなければならないもので

ある。 

この存在価値や利用価値を継承・連携・発信していくためには、淀川河川公園を運営維

持管理・利用する多様な主体（国、運営維持管理事業者、ＮＰＯ、ボランティア、利用者

等）が、今後の淀川河川公園のあるべき目標・将来像を共有し、淀川河川公園のさらなる

魅力向上に向けた取組を推進していく必要がある。 

そのため、今後の淀川河川公園における運営維持管理の基本的な方針として、以下に示

す４つの基本方針を設定した。 
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基本方針１）淀川の自然環境の保全・再生、利用状況に応じた管理運営を行う 

・自然環境の保全・再生や淀川らしい利用のための管理運営を行う中で、自然環境の保全・

再生状況や利用状況の把握に努め、必要に応じて管理運営等の内容を見直す。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 三島江野草地区において、水陸移行帯の再生を図るため河川敷の切り下げを実施し、

水位や生物のモニタリング調査を実施 

・ 市民参加による利用ルールの見直しや外来種駆除など環境活動を推進 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

【三島江野草地区 植生調査】 【三島江野草地区 魚類調査】 

【植生図（平成18年度調査）】 【ボランティアによる植生管理】 
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基本方針２）安全、快適に利用できるようにする 

・河川に立地する公園として、利用者には一定の自己責任が伴うという原則のもと、健全

かつ秩序ある利用を促し、安全かつ快適に利用できるようにする。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 各地区の現地管理所の管理員による利用者の案内・指導 

・  適切な出水時の閉園及び公園施設の撤去復旧、利用者の避難誘導の実施 

・ 淀川河川公園ホームページ、季刊紙「よしぶえ」の発行による、花や自然の情報、

季節のおすすめイベント情報等に関する情報発信 

・ 車椅子での公園散策プログラムの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【淀川河川公園ホームページ】 【季刊紙「よしぶえ」】 

【車椅子での公園散策プログラム】 
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基本方針３）淀川にふれ、学ぶための機会を増やす 

・古くから人との関わりの中で形成されてきた淀川を知ってもらい、理解を深めてもらえ

るよう、広報活動及び体験プログラムの実施等を通じて、淀川にふれ、学ぶための機会

を増やすとともに、淀川河川公園における管理運営方針等について周知する。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 淀川に関する治水・利水の歴史、河川整備、河川環境や水質などの出前講座 

・ 「淀川の自然に親しむ会」の継続的な実施 

・ 太間サービスセンター、守口サービスセンターにおける展示コーナーでの、淀川の

歴史と自然公園の魅力についての展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大学での出前講座】 【淀川の歴史を紹介する展示】 

【「淀川の自然に親しむ会」での野鳥観察や干潟体験】 
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基本方針４）多様な主体の参加と連携を図る 

・地域に親しまれ、淀川と人とのつながりをより深めるとともに、淀川河川公園の利用に

関する様々な意見を反映するため、管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、

学識経験者、地元自治体等、淀川河川公園に関わる多様な主体の参加と連携を図る。 

 

 

[これまでの実績] 

・ 地元保育園や障害福祉施設との協働による花壇づくり 

・ NPO法人シニア自然大学との「淀川の自然を楽しむ会」の協働運営 

・ NPOさくら街道ネットワークによる桜の植樹への協力 

・ NPO法人近畿水の塾による水辺の環境調査への協力 

・ 淀川河川レンジャーが実施する淀川の環境保全・活用プログラムへの協力 

 

 

 

 

 

 

【公園作り体験 チューリップ球根植付】 

【ＮＰＯとの協働による「淀川の自然を楽しむ会」】 
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３．運営維持管理の項目別の考え方              

２．で定めた基本方針とともに、「淀川河川公園基本計画」の管理運営計画に基づき、河

川に立地する公園として、利用者が安全かつ快適に利用できるようにするため、利用マナ

ーの周知や不適切な利用への注意、公園施設の適正な点検・管理などを行うとともに、利

用者には一定の自己責任が伴うという原則のもと、水辺の利用には危険性があるというこ

との周知などを行い、以下に示す主な項目についての考え方等を踏まえ、地区毎の特性に

応じた管理運営を行う。 

 

① 点検・補修、植物管理、清掃 

河川公園を安全かつ快適に利用できるよう、公園施設を適正に管理するため、動植

物の生息・生育状況に留意しつつ、園路や広場、トイレ、水飲み場等公園施設の点検・

補修、植物管理、清掃などを計画的かつ定期的に行う。 

② 広報 

淀川河川公園における整備及び管理運営の方針や内容、利用マナー等について周知

を図る。また、淀川の自然環境や歴史・文化にふれ、学ぶための機会をつくるため、

パンフレットの作成、インターネット等による情報発信、サービスセンターにおける

展示などを行うとともに、利用プログラムやイベント等の情報提供を行う。 

③ 利用プログラム 

淀川を利用しながら淀川に対する理解を深めてもらうため、ガイドなどが同行しな

がら淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ体験講座など様々な素材を活か

した利用プログラムや、生物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動な

どのイベントを実施する。 

④ 出水時等対応 

出水により河川敷の冠水が予測される場合には、利用者の安全を確保するとともに、

流水の疎通に支障をきたす恐れがある公園施設の撤去を支援する。また、津波警報が

発令された時及び高潮の発生が予測される場合にも利用者の安全を確保する。 

⑤ 管理運営体制 

通常時及び緊急時の系統的な管理運営を適切に行うため、サービスセンターを拠点

に、必要な人員を配置する。 

⑥ 地域協議会との連携 

整備及び管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、学識経験者、地元自治

体など、淀川河川公園に関わる多様な主体が参加する「淀川河川公園地域協議会」と

連携した取り組みを推進する。 
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第１章 総則 

第1条 目的 

淀川河川公園（以下「本公園」という。）は、淀川の広大な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近

畿のレクリエーション需要の増大に対応するとともに、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活

用することを目的として、昭和47年から国が整備を進めているイ号公園である。 

本公園では、「淀川河川公園基本計画」を平成20年8月に改定し、淀川の自然環境や淀川と人との関

わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指しており、以下の基本方針のもとに総合的に整備、管

理運営を進めている。（別紙4；「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務 管理基本方針」参照） 

＜基本方針＞ 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文化、

人との関わりを大切にした公園にします。 

② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を促し、淀川流

域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。 

大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川合流部までの延長約37km、 

計画面積1,216haのうち、約240ha、計40地区を開園している。 

昭和48年度の供用開始時から平成26年度までの累計入園者数は約14,770万人であり、平成26年度

には約646万人の方々に利用されている。 

本業務は、本公園において、国の組織である国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所（以下「国事

務所」という。）との調整の下で、淀川の自然環境と利用の調和を図る公園として、自然環境の保全・

再生に留意しつつ、より多くの公園利用者が安全で快適に公園を利用できるよう、利用者サービスや利

用指導を図るとともに、公園の質的水準を維持、向上させ、当公園全般にわたり、公園資産を保全、増

進させることを目的とする。 

 

第２条 適用及び用語の定義 

本仕様書は、H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、「本業務全体の計画立案及びマネジメン

ト業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」及び「植物管理業務」（以下「本業務」と

いう。）に適用する。 

なお、本仕様書に用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりである。 

１）「近畿地方整備局」とは、公園の管理主体者であり、本業務の発注者のこと。 

２）「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、事業者又は事業者の指定する職員

に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う委託者の指定する職員で、総括調査員、主任調査

員及び調査員を総称していう。 

３）「検査担当者」とは、事業者の指定する本業務に関する作業完了の確認を行う職員をいう。 

４）「事業者」とは、本公園の運営維持管理者として、本業務を受注した者のこと。 

５）「公園利用者」とは、本公園を利用する者のこと。 

６) 「開園」とは、駐車場、サービスセンター及び野球場・テニスコート等の運動施設（アイスス

ケート場を除く）の利用可能な期間及び時間のこと。 

７）「閉園」とは、駐車場、サービスセンター及び野球場・テニスコート等の運動施設（アイスス

ケート場を除く）の利用を終了あるいは休止している期間及び時間のこと。 
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８）「閉園措置」とは、出水、地震等の発生に係る危険防止対策として、公園の利用を中止する措

置（駐車場の閉鎖、立入禁止措置、利用者への利用中止の呼びかけ・避難誘導等）を行うこと。 

９）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近畿地方整備局と事前に協議

し、都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条、第６条又は12条に基づく許可を得た上で、

事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲食・物販施設の運営や行催

事を行う事業のこと。 

10）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が実施す

る事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭和 31 年政令

第 290 号）第 20 条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必

要となる場合がある。 

11）「利用料金」とは、収益施設等の使用やそれに伴うサービスの対価として、収益施設等を利用

する者から徴収する料金のこと。 

12）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、施設運

営者が近畿地方整備局に納める公園の土地または建物の使用にかかる料金のこと。 

13）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲食・物販

施設等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの基準について」

（昭和 33 年蔵管第 1 号）に基づき近畿地方整備局から金額を通知し、事業者が近畿地方整備

局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を淀川河川事務所との共催により行う場

合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合がある。 

14）「業務責任者」とは、本仕様書の第１１条に示す業務内容である本業務全体の計画立案及びマ

ネジメント、企画運営管理、施設・設備の維持管理、植物管理の個々の業務遂行を監理するも

ののこと。 

15）「総括責任者」とは、本業務全体を監理するものであり、業務責任者のうち、本業務全体の計

画立案及びマネジメントの業務責任者をもってそれにあてること。 

16）「スタッフ」とは、事業者が業務を履行するための職員、アルバイト、その他関係従事者をい

う。 

17）「管理物件」とは、別添1「公園平面図」に示す敷地及び附属設備を指す。なお同敷地内であっ

ても、第三者が持ち込み、または、管理許可を受け、もしくは占用している設備・機器、工作

物等については、その対象から除外する。 

18）「国事務所」とは、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所のこと。 

19）「サービスセンター」及び「レストセンター」とは、堤内地に設置する利用者サービス等の拠

点施設のこと。各サービスセンターが管轄する地区の利用調整、管理所への連絡等を行う。こ

のうち守口サービスセンターは公園全体の運営維持管理を統括する施設である。（別紙 26「職

員等配置表」参照）。 

20）「管理所」とは、駐車場を有する地区の河川敷等に設置する現地詰所のこと。各地区の利用案

内、利用者指導等を行う（別紙26「職員等配置表」参照）。 

21）「修繕」とは、施設の劣化した部分又は部材について、性能又は機能を原状あるいは事実上支

障のない状態まで回復させること。 

22）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 

23）「保守」とは、機器等の必要とする性能または機能を維持する目的で行う消耗品または材料の
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取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 

24）「点検」とは、施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常又は劣化

がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含む。 

25）「指示」とは、近畿地方整備局又は調査職員等が事業者に対し、業務の遂行上必要な事項につ

いて書面をもって示し、実施させることをいう。 

26）「通知」とは、近畿地方整備局若しくは調査職員等が事業者に対し、又は事業者が発注者若し

くは調査職員等に対し、業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

27）「報告」とは、事業者が調査職員等に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって

知らせることをいう。 

28）「承諾」とは、事業者が調査職員等に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、

調査職員等が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

29）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、近畿地方整備局又は調査職員等と事

業者が対等の立場で合議することをいう。 

30）「提出」とは、事業者が調査職員等に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料

を説明し、差し出すことをいう。 

31）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したもの

を有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できる

ものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を行う場合は、別途調査職

員等と協議するものとする。 

32）「検査」とは、既済検査あるいは完了検査のことをいう。 

33）「勧告」とは、近畿地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の行動をとるように説きすすめることをいう。 

34）「命令」とは、近畿地方整備局長が事業者に対し、業務等に関する事項について、書面をもっ

て、改善等の一定の義務を課する具体的な処分をいう。 

35）「モニタリング業務」とは、事業者が実施する利用実態調査及び本業務に対する自己評価並び

にその結果について近畿地方整備局に報告を行う一連の業務を指す。 

 

第３条 総則 

１．本仕様書は、本業務を遂行するために必要な事項を定め、もって本公園の適正な運営維持管理を

期するものである。 

２．本業務の実施は、淀川河川公園運営業務委託契約書（以下「契約書」という。）によるほか、本

仕様書によるものとする。 

 

第４条 準拠規定 

本業務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）河川法 

２）都市計画法 

３）都市公園法 

４）道路交通法 

５）景観法、屋外広告物条例 
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６）建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

７）消防法 

８）建築基準法 

９）労働基準法、労働安全衛生法 

10）下水道法 

11）水道法 

12）水質汚濁防止法 

13）浄化槽法 

14）食品衛生法 

15）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

16）大気汚染防止法 

17）騒音規制法 

18）振動規制法 

19）個人情報の保護に関する法律 

20）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

21）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

22）電気事業法及びこれに基づく政令等 

23）電気設備に関する技術基準を定める省令 

24）建築保全業務共通仕様書 （国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

25）建築保全業務報告書作成の手引き（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

26）公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

27）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

28）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編) 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

29）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

30）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

31）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

32）行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

33）情報セキュリティー対策（近畿地方整備局） 

34）「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務」における情報セキュリティについて（別添5） 

35）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

36）移動等円滑化の促進に関する基本方針（国家公安委員会、総務省、国土交通省） 

37）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

38）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

（財団法人 都市緑化技術開発機構 公園緑地バリアフリー共同研究会編） 
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39）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版） 

（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

40) 公園施設の安全点検に係る指針(案)（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

41）国土交通本省委託契約取扱要領（別添2） 

42）環境省版レッドリスト「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」（環境省自然環境局野生

生物課編） 

43）「大阪府レッドリスト2014」 

44）「京都府レッドデータブック2015」 

45）絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

46）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 

47）淀川河川公園における行為の禁止等について（別添4） 

48）土木工事共通仕様書（案）（近畿地方整備局） 

49）土木工事施工管理基準（近畿地方整備局） 

50）「土木構造物標準設計」（建設省） 

51）「土木工事標準設計図集」（近畿地方整備局） 

52）デジタル写真管理情報基準（案）（国土交通省） 

53）電気通信設備工事共通仕様書 

54）機械工事共通仕様書 

55）建設業法 

56）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 

57）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

58）遺失物法 

59）鉄道事業法 

60）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

61）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

（国土交通省住宅局住宅総合整備課） 

62）著作権法 

63) 農薬取締法 

64）その他、関係諸法令等 

 

第５条 事業者の義務 

１．運営維持管理者となる事業者は、本業務について善良なる管理者の注意をもって実施する義務を

負うものとする。 

２．本公園の設置の意義を踏まえて、その効用を最大限発揮させるよう、努力しなければならない。 

３．本業務全般について計画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、

第２章に示す多岐にわたる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつ

つ実施しなければならない。 

４．事業者は、本公園の管理について創意工夫のある企画や効率的な運営等により、公園利用者の多

様なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効果的・効率的な管理運営を目指さなければ

ならない。 
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５．事業者は、本業務の実施にあたって、近畿地方整備局又は調査職員等と常に密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第６条 近畿地方整備局と事業者の責任分担 

本公園の運営維持管理業務を実施するにあたり、事業者と近畿地方整備局の責任分担を下表「責任分

担表」のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責任分担表」

に定めのない事項については、近畿地方整備局と事業者の間で十分に協議のうえ決定するものとする。 

事業者と近畿地方整備局の責任分担 

項目 
近畿地方

整備局 

事業者 

 
 

運営
維持
管理 

収益 

施設 

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5条に基づき設置・管理している

施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者からの苦情、

訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の修

繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管理が不

適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以下この表にお

いて「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が1件あたり100万円を超えない場合かつ年間

修繕費用１，０００万円（税抜き）【平成28～30年度】、７５０万

円（税抜き）【平成31年度分】※を超えない場合（上記①を除く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費用（上

記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒体制以

上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この表において「②」

という。）により公園施設に著しい損害を受けた場合に、公園を一

時閉園するなどして行わなければならない施設、設備等の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、対

応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への損

害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を与えた

場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による公園利用者の

怪我等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第33条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合  ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 24 年～平成 26 年の実績平均と現在の状況を踏まえた額

であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別紙 32「建物・工作物に係る

修繕履歴(修繕箇所、費用等)」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

 

第７条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律27条第1項に基づく指示 

近畿地方整備局長は、事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認める

ときは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下「公共サービス改革法」という。）

第27条第1項に基づき、事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示できる。 

 

第８条 契約の解除 

近畿地方整備局は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

a) 公共サービス改革法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。  

b) 繰り返し法令違反を行ったとき。 

c) 暴力団員を業務を統括する者又は従業員として雇用していることが明らかになったとき。 

d) 暴力団又は暴力団関係者との社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 
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第２章 業務内容 

第９条 運営維持管理基本方針 

事業者は、国有財産としての適正な管理を保持しつつ、創意工夫やノウハウを積極的に発揮し、以下

の運営維持管理方針に則り、本業務の遂行に努めなければならない。（別紙4；「H28-31淀川河川公園運

営維持管理業務 管理基本方針」参照） 

１） 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

２） 安全、快適に利用できるようにします。 

３） 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

４） 多様な主体の参加と連携を図ります。 

 

第１０条 業務実施の基本的事項 

１．事業者は、本業務の実施にあたっては、各業務間の総合調整を十分に図り、次に掲げる項目に留意

するものとし、第1条の４つの管理運営方針に沿った管理運営を行うものとする。 

 １） 点検・補修、植物管理、清掃 

河川公園を安全かつ快適に利用できるよう、公園施設を適正に管理するため、動植物の生息・生

育状況に留意しつつ、園路や広場、トイレ、水飲み場等公園施設の点検・補修、植物管理、清掃な

どを計画的かつ定期的に行う。 

２） 広報 

淀川河川公園における整備及び管理運営の方針や内容、利用マナー等について周知を図る。また、

淀川の自然環境や歴史・文化にふれ、学ぶための機会をつくるため、パンフレットの作成、インタ

ーネット等による情報発信、サービスセンターにおける展示などを行うとともに、利用プログラム

やイベント等の情報提供を行う。 

３） 利用プログラム 

淀川を利用しながら淀川に対する理解を深めてもらうため、ガイドなどが同行しながら淀川とそ

の周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ体験講座など様々な素材を活かした利用プログラムや、生

物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動などのイベントを実施する。 

４） 出水時等対応 

出水により河川敷の冠水が予測される場合には、利用者の安全を確保するとともに、流水の疎通

に支障をきたす恐れがある公園施設の撤去を支援する。また、津波警報が発令された時及び高潮の

発生が予測される場合にも利用者の安全を確保する。 

５） 管理運営体制 

通常時及び緊急時の系統的な管理運営を適切に行うため、サービスセンターを拠点に、必要な人

員を配置する。 

６） 地域協議会との連携 

整備及び管理運営において、利用者や利用団体、地域住民、学識経験者、地元自治体など、淀川

河川公園に関わる多様な主体が参加する「淀川河川公園地域協議会」と連携した取り組みを推進す

る。 

 

第１１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

－別紙24－
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施設名称  淀川河川公園 

所在地  大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁目 

    （海老江地区）～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

敷地面積  333.0ha 

      ※別添1「公園平面図」参照 

 

２．履行期限 

平成28年4月1日から平成32年1月31日までとする。 

事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう過年度事業者から契約日以降業務開始日まで

に必要な引き継ぎを受け、開園に備えなければならない。 

 

第１２条 開園日時等 

本業務の履行期間における本公園の開園期間及び開園時間は原則として次頁の表のとおりとする。 

 

－別紙25－
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開園期間及び時間 

地区名 管理所 

3月1日～ 
5月31日、 
9月1日～ 
11月30日 

6月1日～ 
8月31日 

12月1日～ 
2月28日(29日) 

海老江地区 
 

海老江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

大淀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄地区 赤川管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

毛馬地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

赤川地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

城北河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太子橋地区 太子橋管理所 
 
 
 
○八雲管理所
（八雲地区） 

(平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

外島地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

守口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

庭窪河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

十三野草地区 西中島管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

西中島地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

豊里地区 豊里管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大日地区 佐太西管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

佐太西地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

仁和寺野草地区 
(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

点野野草地区 太間管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太間地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

木屋元地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

出口野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口河畔地区 枚方管理所(下
流) 
○枚方管理所
(上流) 
 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

伊加賀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

三矢地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

枚方地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

背割堤地区 背割堤管理所 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 

一津屋野草地区 一津屋管理所 
○鳥飼西管理
所（鳥飼西地
区） 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

一津屋河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼西地区 
9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼野草地区 鳥飼上管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼下地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

鳥飼上地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 
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地区名 管理所 

3月1日～ 
5月31日、 
9月1日～ 
11月30日 

6月1日～ 
8月31日 

12月1日～ 
2月28日(29日) 

三島江地区 三島江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大塚地区 大塚管理所 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

島本地区 島本管理所 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 
(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 
9:00～17:00 

大山崎地区 大山崎管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

・○の管理所は土曜日・日曜日・祝祭日のみ運営する。 

・背割堤地区の休園日は12月29日～1月3日、その他の地区は休園日なし。 

・鳥飼サービスセンター、太間サービスセンター、背割堤サービスセンター（仮称）、庭窪レストセンターの休館日は12

月29日～1月3日、守口サービスセンターは休館日なし。 

・繁忙期、行催事開催時等においては、本業務の受託者（以下「事業者」という。）が近畿地方整備局に協議し、承諾を

得た上で開園時間の変更を行うことができる。 

・開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局に協 

議し、承諾を得た上で休園とすることができる。 
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第１３条 業務内容及び業務対象 

事業者は、本公園の供用区域内に位置する都市公園法第２条第２項で規定された各公園施設を対象とし

て、個別仕様書に記載された管理水準の達成、業務内容を踏まえ、以下の各業務を行うものとする。（別

紙1「主要公園施設一覧」、別紙2「主要建築物一覧」） 

＜業務内容＞ 

１）公園施設維持管理業務（委託費により行う業務） 

(1) 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

・本業務全体の計画立案及びマネジメント 

・臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務 等 

(2) 企画運営管理業務 

・企画広報（行催事企画運営、広報、公園又は河川に関するボランティア活動の支援・調整） 

・公園利用者への利用指導、公園利用者へのサービス、園内巡視 等 

(3) 施設・設備維持管理業務 

維持修繕・保守点検等（建物、建物設備、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設、給

水施設、水景施設、その他設備） 

清掃（園内清掃、園内建物清掃） 等 

(4) 植物管理業務 

高木管理、中低木管理、草花管理等（施肥、灌水、剪定等） 

 

 

１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、

企画運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的

な調整のもと相互連携を保ち、適切な進捗管理を行うとともに、地方整備局の実施する整備・修繕

工事における実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための

諸業務を行う。 

 

２）企画運営管理業務 

利用促進のための行催事（材料代等実費を公園利用者から徴収するもの等を含む）や広報宣伝の

企画・立案・実施・参加者受付及び公園ボランティアに対する支援・調整を行う業務である。また、

公園利用者の安心・安全を確保し、円滑に利用してもらうために、利用指導及び利用案内等の公園

利用者に対するサービスの提供、公園利用者の施設予約等の受付、園内巡視、本業務に関わる自動

車維持等を行う。（詳細は、別紙5「共通仕様書」及び別紙7「個別仕様書（企画運営管理）」（以下

「個別仕様書（企画）」という。）を参照のこと。） 

 

３）施設・設備維持管理業務 

(1) 維持修繕・保守点検 

建物、園路広場、遊具、電気設備、汚水・排水施設等について、所要の目的が果たされるよう、

日常、適宜巡回点検・保守点検し、常に安全で良好な状態にあるよう、利用の状況に応じて破損個

所の軽微な補修又は補充を適切に行うこと。また、給水施設や電気設備の使用量を計測し記録を確

－別紙28－
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実に行う。 

 

(2) 清掃 

公園利用の動向、塵芥及び汚水等の発生量に即応して適切な措置をとり、園内や建物の清掃を行

い、常時公園内を清潔に保つこと。また、園内に塵芥が散乱した場合は、速やかに園内の清掃を行

い、利用に支障が生じないよう適切な措置をとること。なお、塵芥は種類ごとに定められた処理方

法に従って、適切に処理する。 

 

４）植物管理業務 

安全で快適な利用環境を確保するため、利用状況、景観等に応じた施肥、潅水、樹木の剪定、等

を行うことにより、園内の植物が常に良好な状態にあるように植物管理を行うとともに、公園利用

者に怪我等がないよう適切な管理を行う。 

 

第１４条 業務実施体制 

１．公園の設置目的を達成し、公園利用者の安全・快適な利用サービスを提供するため、下記の資格

要件を備えている職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなければならない。

なお、資格証明書の写しを調査職員等に提出するものとする。 

＜事業者が保有する必要がある資格＞ 

・１級造園施工管理技士 

２．日常管理業務に加え、公園利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応が

適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務全体の計画立案及びマネジメント、企画運営管理、施設・設備維持管理、植物管理につい

て業務別に業務責任者を配置することとする。なお、本業務全体の計画立案及びマネジメントの業

務責任者を総括責任者とし、業務責任者による他業務責任者及び担当者の兼務を妨げない。ただし、

収益施設等管理運営業務への委託費の支出は認めない。収益施設等管理運営業務責任者と兼務する

場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区別しなければならない。 

４．開園期間中は、第 13 条１）～４）の業務責任者及び収益施設等管理運営業務の業務責任者のう

ち、少なくとも２名以上が勤務する体制とすること。さらに業務責任者が勤務しない業務について

は、その業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を含め第 13 条１）～４）が円滑かつ

迅速に行われる勤務体制をとること。なお主な業務従事（勤務）場所は、以下のとおりとする（別

紙26「職員等配置表」、別紙30「淀川河川公園巡視マニュアル」、及び別添3「管理事務所図」参照）。 

・守口サービスセンター（公園全体を統括する施設）         1箇所 

・太間サービスセンター（利用者サービスのローカル拠点）      1箇所 

・鳥飼サービスセンター（利用者サービスのローカル拠点）      1箇所 

・庭窪レストセンター（利用者サービスのローカル拠点）       1箇所 

・背割堤サービスセンター（仮称）（利用者サービスのローカル拠点） 1箇所（平成28年度第4

四半期から対象） 

・管理所（巡視、利用者サービス等を行う現地詰所）    21箇所 

５．この他、救急対応を担当する者を配置する。 
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5

 
参
照
）
に
関
す
る
業
務
の
 

実
績
（
収
益
施
設
の
う
 

ち
、
い
ず
れ
か
１
種
類
以
 

上
の
運
営
を
行
っ
た
実
 

績
）
を
有
し
、
か
つ
、
収
 

益
施
設
等
管
理
運
営
業
 

務
に
関
す
る
下
記
の
ｴ
)
 

又
は
ｵ
)
の
い
ず
れ
か
の
 

経
験
を
有
す
る
こ
と
 

1
)
都
市
公
園
の
種
別
と
し
て
、
総
合
公
園
以
上
（
総
合
公
園
、
運
動
公
園
、
広
域
公
園
及
び
国
営
公
園
）
 

2
)
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
※
4
 
又
は
観
光
・
商
業
施
設
※
5
 
で
、
2
h
a
以
上
の
園
地
管
理
※
6
を
行
っ
て
い
る
施
設
 

 
 ｱ
)
延
べ
２
年
以
上
の
総
括
責
任
者
※
2
 
の

経
験
 

ｲ
)
延
べ
３
年
以
上
の
業
務
責
任
者
※
3
 
の

経
験
 

ｳ
)
総
括
責
任
者
※
2
ま
た
は
業
務
責
任
者

※
3
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
技
術
士
（
建

設
部
門
：
都
市
及
び
地
方
計
画
）
ま
た

は
技
術
士
（
総
合
技
術
監
理
部
門
：
建

設
）
の
資
格
を
有
す
る
者
 

ｴ
)
延
べ
２
年
以
上
の
業
務
責
任
者
※
3
の
経
験
 

ｵ
)
延
べ
３
年
以
上
の
業
務
経
験
 

類 似 業 務 の 経 験
 

下
記
の
4
)
～
5
)
の
い
ず
れ
か
を
対
象
と
し

た
業
務
全
体
の
計
画
立
案
及
び
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
業
務
（
本
実
施
要
項
1
.
2
.
1
参
照
）
の

実
績
を
有
し
、
か
つ
、
下
記
の
ｱ
)
～
ｳ
)
の

い
ず
れ
か
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
 

又
は
、
下
記
の
3
)
～
5
)
の
い
ず
れ
か
を
対

象
と
し
業
務
全
体
の
計
画
立
案
及
び
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
業
務
、
企
画
運
営
管
理
業
務
、

施
設
・
設
備
維
持
管
理
業
務
、
植
物
管
理

下
記
の
4
)
～
5
)
の
い
ず
れ
か

を
対
象
と
し
た
企
画
運
営
管

理
業
務
（
本
実
施
要
項
1
.
2
.
2

参
照
）
に
関
す
る
業
務
の
実

績
を
有
し
、
か
つ
、
企
画
運

営
管
理
業
務
に
関
す
る
下
記

の
ｴ
)
又
は
ｵ
)
の
い
ず
れ
か
の

経
験
を
有
す
る
こ
と
 

下
記
の
4
)
～
5
)
の
い
ず
れ

か
を
対
象
と
し
た
施
設
・
設

備
維
持
管
理
業
務
（
本
実
施

要
項
1
.
2
.
3
参
照
）
に
関
す

る
業
務
の
実
績
を
有
し
、
か

つ
、
施
設
・
設
備
維
持
管
理

業
務
に
関
す
る
下
記
の
ｴ)

又
は
ｵ
)
の
い
ず
れ
か
の
経

験
を
有
す
る
こ
と
 

下
記
の
4
)
～
5
)
の
い
ず
れ

か
を
対
象
と
し
た
植
物
管

理
業
務
に
関
す
る
業
務

（
本
実
施
要
項
1
.
2
.
4
参

照
）
の
実
績
を
有
し
、
か

つ
、
植
物
管
理
業
務
に
関

す
る
下
記
の
ｴ
)
又
は
ｵ
)
の

い
ず
れ
か
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
 

下
記
の
4
)
～
5
)
の
い
ず

れ
か
を
対
象
と
し
た
収

益
施
設
等
管
理
運
営
業

務
（
本
実
施
要
項
1
.
2
.
5

参
照
）
に
関
す
る
業
務

の
実
績
（
収
益
施
設
の

う
ち
、
い
ず
れ
か
１
種

類
以
上
の
運
営
を
行
っ

た
実
績
）
を
有
し
、
か
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1
5

業
務
、
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
（
本

実
施
要
項
1
.
2
.
1
～
1
.
2
.
5
参
照
）
の
い
ず

れ
か
に
関
す
る
業
務
の
実
績
を
有
し
、
か

つ
業
務
全
体
の
計
画
立
案
及
び
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
業
務
、
企
画
運
営
管
理
、
施
設
・
設

備
維
持
管
理
業
務
、
植
物
管
理
業
務
、
収

益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
の
い
ず
れ
か
に

関
す
る
下
記
の
ｲ)
又
は
ｳ)
の
い
ず
れ
か
の

経
験
を
有
す
る
こ
と
 

つ
、
収
益
施
設
等
管
理

運
営
業
務
に
関
す
る
下

記
の
ｴ
)
又
は
ｵ
)
の
い
ず

れ
か
の
経
験
を
有
す
る

こ
と
 

3
)
都
市
公
園
の
種
別
と
し
て
、
総
合
公
園
以
上
（
総
合
公
園
、
運
動
公
園
、
広
域
公
園
及
び
国
営
公
園
）
 

4
)
都
市
公
園
の
種
別
と
し
て
、
地
区
公
園
又
は
特
殊
公
園
 

5
)
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
※
4
 
又
は
観
光
・
商
業
施
設
※
5
 
で
、
園
地
管
理
※
6
を
行
っ
て
い
る
施
設
 

 ｱ
)
延
べ
３
年
以
上
の
総
括
責
任
者
※
2
 
の

経
験
 

ｲ
)
延
べ
４
年
以
上
の
業
務
責
任
者
※
3
 
の

経
験
 

ｳ
)
延
べ
１
年
以
上
の
総
括
責
任
者
※
2
ま

た
は
延
べ
２
年
以
上
の
業
務
責
任
者
※

3
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
技
術
士
（
建
設

部
門
：
都
市
及
び
地
方
計
画
）
ま
た
は

技
術
士
（
総
合
技
術
監
理
部
門
：
建
設
）

の
資
格
を
有
す
る
者
 

ｴ
)
延
べ
３
年
以
上
の
業
務
責
任
者
※
3
 
の
経
験
 

ｵ
)
延
べ
４
年
以
上
の
業
務
経
験
 

資
格
 

－
 

－
 

－
 

１
級
造
園
施
工
管
理
技
士
 

－
 

実
施

体
制
 
・
業
務
責
任
者
※
3
 
は
、
平
成
2
8
年
４
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、
単
体
企
業
又
は
共
同
体
の
構
成
員
と
の
直
接
的
な
雇
用
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
企
画
書

の
提
出
時
に
雇
用
関
係
が
無
い
場
合
は
、
業
務
開
始
時
ま
で
に
雇
用
関
係
に
あ
る
こ
と
（
雇
用
関
係
に
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
念
書
等
（
任
意
書
式
）
で
確
認
す

る
）
。
な
お
、
単
体
企
業
又
は
共
同
体
の
構
成
員
と
の
直
接
的
な
雇
用
関
係
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
「
虚
偽
の
記
載
」
と
し
て
取
り
扱
う
。
 

・
上
記
①
の
業
務
責
任
者
※
3
 
1
名
を
総
括
責
任
者
※
2
 
と
す
る
こ
と
。
 

・
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
上
記
①
の
総
括
責
任
者
※
1
 
は
代
表
企
業
に
所
属
す
る
者
と
す
る
こ
と
。
 

・
総
括
責
任
者
及
び
総
括
責
任
者
以
外
の
業
務
責
任
者
は
、
原
則
、
実
施
期
間
中
専
任
（
※
7
）
と
す
る
。
な
お
、
病
気
・
死
亡
等
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
ず
総
括

責
任
者
又
は
総
括
責
任
者
以
外
の
業
務
責
任
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
上
記
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
当
初
の
者
と
同
等
以
上
の
者
を
配
置
す
る
も
の

と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

・
総
括
責
任
者
※
2
 
は
各
業
務
の
業
務
責
任
者
を
兼
務
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
業
務
責
任
者
※
3
 
は
他
業
務
の
業
務
責
任
者
※
3
 
を
兼
務
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

・
開
園
期
間
中
は
、
上
記
①
～
⑤
の
業
務
責
任
者
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
2
名
以
上
が
勤
務
す
る
体
制
と
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
業
務
責
任
者
が
勤
務
し
な
い
業
務
に

つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
に
精
通
し
た
者
を
勤
務
さ
せ
る
も
の
と
し
、
緊
急
対
応
を
含
め
上
記
①
～
⑤
が
円
滑
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
勤
務
体
制
を
と
る
こ
と
。
な

お
、
や
む
を
得
ず
業
務
責
任
者
を
2
人
以
上
勤
務
す
る
体
制
を
と
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
る
場
合
に
は
、
緊
急
対
応
を
含
め
、
上
記
①
～
⑤
の
業
務
が
迅

速
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
勤
務
体
制
を
確
保
し
た
上
で
、
事
前
に
総
括
調
査
員
の
承
諾
を
得
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
事
故
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
事
前

に
承
認
を
得
ら
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
）
 

・
主
な
業
務
従
事
（
勤
務
）
場
所
は
、
守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
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1
6

※
1
：
業
務
実
績
は
、
契
約
書
等
に
よ
り
実
施
が
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。（
共
同
体
で
の
実
績
の
場
合
は
、
当
該
配
置
予
定
者
が
実
施
し
た
業
務
の
み
が
実
績
と
な
る
。
） 

※
2
:
総
括
責
任
者
と
は
、
複
数
の
業
務
分
野
に
つ
い
て
全
体
的
に
総
括
す
る
立
場
の
者
を
い
う
。
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
を
行
う
場
合
及
び
収
益
施
設
等
管
理
運
営

業
務
責
任
者
と
兼
務
す
る
場
合
、
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
と
そ
れ
以
外
の
業
務
と
の
従
事
割
合
等
を
明
確
に
区
分
し
、
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
へ
の
委
託

費
の
支
出
は
認
め
な
い
。
 

※
3
:
業
務
責
任
者
と
は
、
個
別
業
務
の
責
任
者
を
い
う
。
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
責
任
者
と
兼
務
す
る
場
合
、
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
と
そ
れ
以
外
の
業
務
と

の
従
事
割
合
等
を
明
確
に
区
分
し
、
収
益
施
設
等
管
理
運
営
業
務
へ
の
委
託
費
の
支
出
は
認
め
な
い
。
な
お
、
複
数
の
業
務
分
野
に
つ
い
て
全
体
的
に
総
括
す
る
立

場
の
者
を
補
佐
す
る
者
の
経
験
は
、
業
務
責
任
者
の
経
験
と
み
な
す
。
 

※
4
:
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
：
主
に
屋
外
に
お
い
て
、
都
市
公
園
法
の
公
園
施
設
と
同
様
な
施
設
の
構
成
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
利
用
者
へ
有
料
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
て
い
る
も
の
(
例
：
遊
園
地
、
動
物
園
、
植
物
園
、
水
族
館
、
牧
場
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
ゴ
ル
フ
場
等
)
 

※
5
:
観
光
・
商
業
施
設
：
宿
泊
、
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
、
物
品
販
売
な
ど
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
的
に
不
特
定
多
数
の
利
用
者
へ
有
料
で
提
供
し
て
い
る
も
の
(
例
：
大
規
模

ホ
テ
ル
、
複
合
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
等
)
 
 

※
6
：
園
地
：
屋
外
に
お
い
て
年
間
を
通
し
て
植
物
と
空
地
が
一
体
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
利
用
・
鑑
賞
を
目
的
と
し
て
広
く
一
般
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
適
切
か

つ
計
画
的
な
維
持
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
現
存
す
る
園
地
。（
移
動
可
能
な
プ
ラ
ン
タ
ー
等
の
植
物
管
理
は
含
ま
な
い
。）
 

※
7
:
専
任
と
は
、
他
の
工
事
及
び
業
務
等
に
係
る
職
務
を
兼
務
せ
ず
、
常
時
継
続
的
に
当
該
業
務
に
係
る
職
務
に
の
み
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
契
約
の

締
結
後
、
業
務
を
開
始
す
る
ま
で
の
期
間
（
準
備
期
間
）
は
専
任
を
要
し
な
い
。
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第１５条 業務計画書 

１．総括責任者は、契約締結日の 14 日前までに、企画書にもとづく積算根拠となる詳細な工種、数

量、月次の工程計画、体制を記載した「業務計画書」を近畿地方整備局に提出し、承諾を得なけれ

ばならない。 

２．「業務計画書」の策定にあたっては、運営維持管理の実務を通じた経験や知見、公園利用者から

の意見・苦情・要望を踏まえた業務計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕組みを構築し、「業務

計画書」に記載する。 

３．維持管理運営の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望に基づく対応につ

いて、年度内での変更が求められる場合は、「業務計画書」を随時修正する。 

変更業務計画書の提出の必要の有無は内容に応じて調査職員等と協議する。 

４．四半期別必要経費内訳書には、「業務計画書」の変更がある場合は、その結果を反映した上で、

数量、単価を記載し、積算根拠を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜業務計画書に記載が必要な項目＞ 
・ 年間管理運営計画（月別） 
・ 年間行事計画書（月別） 
・ 企画提案された実施方針(月別) 
・ 業務実施体制 
・ 業務実施のための管理機構及び職務分担 
・ 実施計画 
・ 四半期別必要経費内訳書（別添2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 再委託承諾申請書（別添2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
・ 施設管理作業（建物管理、工作物管理、清掃） 
・ 植物管理作業 
・ 収益施設管理運営計画 
・ 公園内巡視作業 
・ 公園利用者への利用指導 
・ 安全管理、安全確保、救急救護、防災計画、消防計画、災害時・異常時対策 
・ 公園利用促進への取り組み（広報、行催事等の開催） 
・ 市民参加による公園運営（ボランティア） 
・ 環境への配慮 
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第１６条 業務報告書 

１．事業者は、運営維持管理の実施状況と包括的な質や管理水準等の達成状況のモニタリングが確実

に行えるよう、報告書を調査職員等に月次、四半期ごとに定期的に提出する。 

２．事業者は、各年度の業務を完了した時は、遅滞なく、年度内に実施した運営維持管理実績の全て

を報告書（正本１通、副本１通）に成果物を添えて提出する。 

３．経理状況に関する帳簿類は常に整理し、近畿地方整備局からこれらに関する報告や実施調査を求

められた場合には、速やかに調査職員等の指示に従い、誠実に対応する。 

４．本業務は電子納品（試行）対象業務とする。電子納品とは、上記業務報告書の最終成果のうち調

査職員等が指示するものを電子データで納品する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、近畿地方整備局等の求めに応じて常に提出できるよう、事業

者において５年間保存する。また、契約期間終了時には調査職員等へ引き継ぐこと。 

なお、本業務の記録類については以下を最低限とする。 

・作業実施数量等の記録 

・保守点検の記録 

・作業日誌 

・安全衛生点検の記録 

＜定期報告で提出が必要な項目＞ 
１）「管理月報」（実務実績簿を含む）（提出期限は翌月の10 日 別添様式1）。 
２）「管理四半期報」（提出期限、四半期翌月の15 日 別添様式2） 
３）「連絡会議報告書」（毎月５日まで） 
４）運営管理実施方針（毎月５日まで） 
５）貸与車両の稼働実績、燃料使用実績報告（毎月初め） 
６）上記以外の発注者で指定した報告事項（適宜） 
＜完了報告で提出が必要な項目＞ 
１）「完了報告書」 （別添2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
２）「精算報告書」 （別添2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
３）「残存物件報告書」（別添2「国土交通本省委託契約取扱要領」参照） 
４）「事業評価報告書」 （任意様式） 
５）「実施状況等の記録書」 
＜実施状況等の記録書に添付が必要な項目＞ 
１）作業日誌 
２）保守点検の記録 
３）作業実施数量の記録 
４）作業記録者写真 
５）安全衛生点検の記録 
６）修繕等の記録 
＜電子納品＞ 
１）電子データとは、「電子納品等運用ガイドライン」、「現場における電子納品に関する事前協議ガイド
ライン（案）」（以下「ガイドライン」）及び近畿地方整備局の「電子納品に関する手引き（案）」に示
されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の
取扱いについては、別途調査職員等と協議するものとする。 
２）最終年度の業務を完了した時には、別に定める様式（電子媒体納品書）に署名・捺印の上、「ガイド
ライン」に基づいて作成した電子データをCD-Rで２部提出する。 
３）受発注者相互にCD-R の内容を確認した上でCD-R の受領を行うものとする。 
４）「ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はな
いが、調査職員等と協議の上、電子化の是非を決定する。 
５）上記によりがたい場合は、調査職員等と協議するものとする。 
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・修繕等の記録 

・作業記録写真 

・事業者における検査担当者が作業の完了を確認した記録 

・その他、近畿地方整備局が指示する記録 

 

第１８条 モニタリング業務 

１．事業者は、公園利用者からの意見要望を積極的に把握、評価し、業務に反映させるため、次の各

号に掲げる調査を行い、その結果について近畿地方整備局に報告する。 

１）利用実態調査 

本公園において提供するサービスに対する公園利用者の評価について、アンケート等を実施する

など事業者の工夫により、確実に把握すること。また、事業者は、利用実態調査を行う場合、その

方法について、近畿地方整備局と事前に協議した上で、調査を実施し、その結果は、即地的にも確

認できるよう記録、集計・分析を実施する。 

２）本業務に対する自己評価 

本業務に関して、利用実態調査結果と、その結果に基づいて、本業務に反映させるよう努めた事

項について年度毎に適宜自己評価を行い、その結果を事業評価報告書にまとめ、近畿地方整備局に

提出する。 

 

第１９条 近畿地方整備局が行うモニタリング調査 

１．近畿地方整備局は、事業者で実施するモニタリング業務（本共通仕様書第１６条）とは別に、本

業務の実績を評価する調査を実施する。 

２．事業者は、本業務等の実施内容の評価が確実に実施されるよう、実施状況等の調査に協力するも

のとする。 

３．調査は、個別仕様書等に示す管理水準や事業者から企画提案された実施方針の履行状況を確認す

る予定である。 
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第３章 委託費の支払い 

第２０条 委託費の支払い 

１．事業者は、提出した業務計画書に基づいて、公園運営維持管理業務を実施することにより、包

括的な質（本実施要項1.3.1参照）の確保に努めるとともに、個別業務の質（本実施要項1.3.2

参照）の最低水準を確保しなければならない。 

２．近畿地方整備局は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度（４月１日から翌年

３月３１日まで）を基準とし、委託費を支払うものとし、その支払いは適正な請求書を受理した

日から起算して３０日以内とする。ただし、検査の結果、包括的な質及び個別業務の質の最低水

準が確保されていない場合は、風水害による長期閉鎖その他の事業者の責に帰すことが出来ない

事由によると近畿地方整備局が判断したものを除き、適切に業務を行うよう改善指示（業務の履

行中を含む。）を行うこととし、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得

ない限り、委託費の請求はできないものとする。 

３．各年度の契約金額の確定額は、業務に要した経費の実支出額と各年度の契約金額の支払の限度

額のいずれか低い額とする。 

４．委託費の支払いについては、会計法第２２条、予算決算及び会計令第５８条に基づく協議が整

った場合において、事業者は委託費の概算払を四半期毎に請求できるが、業務の改善指示があっ

た場合には、事業者は要因分析を行い、業務改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、次の四半

期の概算払いに係る委託費の請求はできないものとする。なお、委託費の請求は、業務計画書及

び各年度別四半期別必要経費内訳書に基づく、各年度の四半期における所要額とする。 

５．事業者の運営維持管理の責任に拠らない事由により、業務実施前に事業者が作成した業務計画

書をもとに設定した包括的な質及び個別業務の質の最低水準が未達成の場合には、委託費の減額

は行わない。 

６．本業務の準備期間における経費は、委託費（一般管理費を含む）にて支出することはできない。 

７．各業務の積算体系は、以下のとおりである。 

 

＜積算体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本社人件費（職員基本給、職員諸手当、退職手当等）、本社旅費（職員旅費）、本社庁費（職員厚生

経費、備品費、消耗品費、通信運搬費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、賃料及び損料、保険料、

雑役務費等）、付加利益（法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び

割引料、支払保証料その他営業外費用等） 

業務委託料 

業務価格 

消費税相当額 

直接業務費 

一般管理費等※ 

植物管理業務 

施設・設備維持管理業務 

本業務全体の計画立案及びマネジメン
ト業務     

企画運営管理業務 
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第４章 公園内の安全管理 

第２１条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする（別

添4「淀川河川公園における行為の禁止等について」参照）。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員等と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

３．セアカゴケグモについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に

より、生きたままの生息場所からの移動は禁止されていることから、本公園内で発見し、利用者の

安全確保に支障がある場合は、調査職員等と協議の上、適切な措置・対応を行うこと。 

４．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、近畿地方整備局が定める消防

計画・危険物予防規定を遵守すること。 

５．事業者は、近畿地方整備局と協力し、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを

目的に、別途消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記するこ

ととする。 

６．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員等に報告するものとする。 

７．異常を確認した場合、速やかに調査職員等に報告しその指示に従う。安全管理には十分注意し本

業務を履行する。 

 

第２２条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講じ、事故の発生を防止する。 

３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員等に報告の上、当該措置を講ずる。 

４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員等に報告し、臨時に精密検査を行い、

その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員等に報告するものとする。（なお、近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等が

ある場合は、それに則った対応を図ること。） 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所 

３）事故発生の原因 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果 

６）事故処理の概略 
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７）再発防止策等 

 

第２３条 救急対応 

１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員等に提出するものとす

る。 

２．事業者は、調査職員等が指定する箇所に救急施設を配置し、そのうちの主たる箇所に開園時間中

は看護師または普通救命講習終了者（１，２）の資格を有した救急担当職員を配属し、救急活動に

当たらなければならない。救急担当職員については、応急手当等の研修を受けた者を配置すること。 

３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと

もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員等に報告する。ただし、軽微な

ものについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故についてはただちに調査職員等に報告し、その指示に従うこととする。 

なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった場

合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さらに

人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生

する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第２４条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園措

置等の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ近畿地方整備局の承諾を得なければならな

い。ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員等に速やかに報告する。 

３．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員等に速やかに報告する。 

４．調査職員等は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措

置をとることを指示することができる。 

５．調査職員等の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人

員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。（なお、近畿地方整備局が策定した災害発生等への対

応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。） 

６．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、事務所が定める「淀川河川公園災害対策要領」

（別添8）及び「危機管理について（別添9）」に基づき、事業者の役割・行動・体制等をとりまと

めた危機管理マニュアルを作成し、調査職員等と協議するものとする。 

７．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成したマニュアルに基づき、公園の開園日、

開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

８．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員
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等に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 

 

第２５条 出水時施設撤去の支援 

１.淀川の出水、高潮により利用者に危険が及ぶ可能性があるときには、速やかに以下の措置を講じ、

調査職員等に報告を行う。 

１）出水、高潮等で利用者に危険が及ぶ可能性のある公園区域では、巡視員の配置又は巡回により、

利用者に警告を行ったうえで利用中止を呼びかけ、避難誘導する。 

２）一般車両が公園区域に入らないよう坂路入口を進入禁止にする。ただし、公園区域より利用者

が自動車で避難する場合等においては、退出可能な措置を講ずる。 

３）公園区域の危険箇所は、看板及び仮柵の設置により立入禁止措置を行う。 

４）その他利用者の安全確保に必要な措置を行う。 

２. １．に挙げる危険防止対策を講じる場合、対象となる公園区域の利用を中止し、以下の措置を

講じる。 

１）公園の地区全体を利用中止する場合は、速やかに閉園措置を行う。 

２）危険防止対策を講じる公園区域の利用予定者に速やかに利用中止の連絡を行うとともに、利用

受付を中止する。 

３）危険防止対策を講じる区域での通常の維持作業を中止する。 

３. 危険防止対策を講じる基準、および危険防止対策や施設撤去に備えての待機の目安は「淀川河

川公園災害対策要領」（別添8）に基づくものとする。 

４．事業者は、調査職員等と協議し出水期前に「施設撤去計画」を作成する。 

５．国事務所が実施する施設撤去に際し、事業者は現地立会により状況確認、撤去作業への助言を行

う（別添10「施設撤去仮置場所位置図」参照）。 

６．事業者は、公園利用者の被災、施設撤去を行う公園地区の放置物件の発見、撤去作業の遅れ等不

測の事態が生じたときは、直ちに調査職員等に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

７．退水後は、速やかに以下の措置を行い、園内の安全を確認したうえで早期の利用再開を目指すも

のとする。 

１）退水開始後は速やかに、公園区域の冠水状況、被災状況等を調査し、調査職員等に報告する。 

２）必要に応じ撤去施設の復旧、冠水区域の堆積塵芥処理等、利用禁止区域の利用再開に向けた復

旧計画を速やかに作成し、調査職員等と協議する。 

３）利用禁止区域における利用再開は、近畿地方整備局の指示に従うものとする。 

 

第２６条 地震・津波への対応 

１.地震等が発生した場合は、直ちにテレビ・ラジオ等を通じ情報の収集を行う。気象庁が大阪府北

部・京都府南部において、震度５以上を発表した時、および気象庁が大阪府において津波警報又は

津波注意報を発表した場合は、危険防止対策を講じるため、速やかに行動を開始する。 

２．気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、緊急巡視及び緊急施設

点検を行うものとする。 

１）公園の開園時間内に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策や、閉園措置を行う。 

２）公園の開園時間外に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、
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必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策を行う。利用の安全が確認出来た場合は、速やか

に利用を開始する。 

３）点検結果、安全措置、被害状況等を、調査職員等に速やかに報告を行うものとする。 

３．気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、直ちに津波に関する情報を

収集するとともに、調査職員等の指示を受け、迅速な初動対応を行うものとする。 

１）園内放送により避難誘導案内を行い、利用者に対し速やかに堤内地への避難を促す。 

２）津波注意報・警報発令時は施設利用禁止（駐車場閉鎖）の措置を行う。 

３）園内放送により公園利用者に対し避難誘導を行う地区は、以下のとおりである。 

 (1)海老江管理所（海老江地区・大淀野草地区） 

 (2)赤川管理所（長柄河畔地区・長柄地区） 

 (3)西中島管理所（西中島地区・十三野草地区） 

４）事業者は、調査職員等に随時情報の確認を行い、安全が確認された場合は、現場管理員に連絡・

指示を行う。現場管理員は、巡視等により安全を確認するとともに、利用者への放送による周

知を行うなど、利用再開の措置を講ずる。 
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第５章 協議・調整等 

第２７条 近畿地方整備局の要請への協力 

１．調査職員等から本公園に関する調査、又は作業の指示等があった場合には、迅速、誠実かつ積極

的な対応を行う。 

２．その他、近畿地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロー

ル、消防訓練、行催事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協

力・実施を、積極的かつ主体的に行う。 

３．事業者は、管理業務を円滑に実施するため、調査職員等及び管理運営に関係する者との情報交換

や業務の調整を図る連絡会議を、定期又は不定期に開催するものとする。なお、連絡会議には、第

三者を参加させることができるものとする。 

４．関係機関の立会検査又は調査がある場合は、事業者は近畿地方整備局の指示により立会等に協力

する。 

５．本業務の実務を通じた経験や知見、公園利用者からの意見・苦情・要望は、即地的にも確認でき

るよう記録、集計・分析した結果と本業務に反映させるよう努めた事項について、近畿地方整備局

に報告するよう、努めるものとする。 

 

第２８条 別途工事等との調整 

１．国事務所の発注する別途工事又は業務（法定点検業務等）がある場合には、事業者は必要に応じ

て工事又は業務内容及び計画（変更を含む）に対して、本業務に関連する助言ならびに公園利用及

び動植物の保護育成に関する調整を行う。 

２．国事務所が別途発注する施設保全業務等の実施に当たり、事業者は、点検等の実施時期の調整に

協力する。電気設備の点検に伴う計画停電のときには、その対応については、調査職員等と調整す

ること。 

 

第２９条 近畿地方整備局との協議等 

１．事業者は、本仕様書に明記されていない事項又は本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、

調査職員等と協議すると共に、協議の内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

２．業務責任者又は業務担当者は、本業務の実施方法等について必要がある場合は、調査職員等の指

示を求めるほか、打合せを行い、その内容を記録して調査職員等に提出し、確認を得る。 

３．施設の運営維持管理に係る各種規程・要項を作成する場合や、追加供用等により契約期間中に業

務内容が変更する場合、さらには、その他新業務への対応が必要な場合は、近畿地方整備局と事業

者の間で調整又は協議を行う。 

４．不測の事態又は疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員等と協議する。 

 

第３０条 その他の協議・報告等 

事業者は、本公園の管理・運営等で必要な協議を適切に行い、結果等については、遅滞なく報告しな

ければなければならない。 

１）地元自治体、マスコミ等関係機関、ボランティア団体等との協議 

２）その他園内施設の運営者との協議 

３）持込みイベント等の利用調整 
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第３１条 官公署への連絡、届出 

事業者は、官公署への連絡、届出手続きは近畿地方整備局に協力し、遅滞なくこれを処理する。また、

事業者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となるときは事業者において行う。 
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第６章 雑則 

第３２条 本業務の再委託 

事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して、又は本業務における主たる部分を再委託す

ることはできない。本業務における主たる部分は、次のとおりとする。 

＜本業務における主たる部分＞ 

本業務における総合的計画立案、業務遂行管理、救急・災害時の統括管理、各業務手法の決定及び

本業務履行者としての最終的な意志決定を行うための技術的判断等 

１）事業者は業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、

氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を近畿

地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとすると

きも同様とする。 

２）事業者が近畿地方整備局に対して負う業務を履行するため、事業者は再委託先の事業者に対し、

実施要項８.４及び８．６に想定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとと

もに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。 

３）事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、事業者の責めに帰すべき事由とみ

なして、事業者が責任を負うものとする。 

４）再委託等の承諾を行った際は、必要に応じて当該部分（再委託）に該当する経費についての領

収書、明細書の写しの提出を求める場合がある。 

５）契約書第３条第４項で規定する「軽微な業務」とは、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレー

ス、資料整理、計算処理、模型製作、和訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等及

び小規模な業務をいうものとする。なお、小規模な業務とは、原則として契約金額100万円未

満のものをいう。 

６）なお、再委託の相手方は入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長

から指名停止を受けていないこと。 

７）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者に再委託してはならな

い。 

 

第３３条 保険の付保及び事故の補償 

１．事業者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

２．事業者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をも

って適切な補償をしなければならない。 

３．事業者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、必要に応じて各

種保険に加入するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、事業者の負担とする。 

 

第３４条 建築物及び機械器具の無償貸与等 

１．建築物及び機械器具の無償貸与 

本業務の遂行に必要な、近畿地方整備局が保有する建築物及び機械器具等に限り、事業者に無償
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で貸与する。提供施設については事業者にて適正に管理すること。なお、その取扱いについて、近

畿地方整備局において定める規定等がある場合には、それによる（別添11「提供施設一覧表（建築

物）」、別添12「提供施設一覧表（機械器具等）」、別添14「提供施設等の取扱について」参照）。 

２．残存する備品の取扱い 

事業者は、本業務完了の際、残存する備品で近畿地方整備局がその費用を負担したものについて

当該備品を近畿地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度において当該業務に継続して使用されるも

のはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品のうち、原状の

まま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。また、近畿地

方整備局より提供された５万円以下の備品については残数を報告する。 

その他、残存する備品の取扱いについては、近畿地方整備局が定める規定等によるものとする。 

３．事業者は、国事務所の事務・事業に支障を来たさない範囲において、管理事務所内の施設の管理・

運営業務の実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

４．事業者が持ち込んだ機器・設備等については、国事務所の事務・事業に支障をきたすことのない

よう適切な管理を行うこと。 

５．機器・設備等を持ち込み、電気工事等の措置が必要な場合は、調査職員等の承認を得た上で実施

することができる。なお、必要な措置をした場合、施設の使用を終了又は中止をした後、直ちに原

状回復をおこない、調査職員等の承認・確認を得なければならない。 

６．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機器等か

ら生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、事業者の負担とする。 

 

第３５条 本業務の引継 

１．事業者は、契約が完了するとき、又は解除になる場合には、調査職員の立会の下、調査職員が指

示する者に対し、誠意をもって、円滑に業務の引き継ぎを行わなければならない。引き継ぎにあた

っては、下記に示す必要な資料の作成及び提出を行い、必要な説明等を行うものとする。ただし、

契約が引き続き締結され、当該業務を継続する場合はこの限りではない。 

１）運営・利用者サービスに関する事項 

年間パスポートの登録情報、利用予約の受付、繁忙期対応、救護日誌、利用者の安全確保のた

めの措置事項 等 

２）施設・設備維持管理に関する事項 

施設・設備の点検情報、設備・機器等の各種マニュアル、施設・設備の使用において留意が必

要な事項、清掃記録 等 

３）動植物管理に関する事項 

芝生、草地等の管理区分図、希少種の生育場所、病虫害防除、老木、記念樹等の記録 等 

４）収益施設運営に関する事項 

運営に必要な物品等の引き継ぎ、その他運営上の課題事項 等 

５）広報宣伝に関する事項 

マスコミ等の連絡方法及び連絡先・取材記録、ホームページの更新方法、 

ホームページに係る全てのデータ、ドメイン及びシステム管理方法 等 

６）イベントに関する事項 
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主催、共催イベント、体験プログラム等の実施状況、持ち込みイベントの状況、継続的な地域

連携イベント等における主催者や関係団体との連携、協力すべき事項 

７）協働活動者、関係機関との連携に関する事項 

ボランティアの登録情報、連絡方法及び連絡先、活動記録、ボランティア団体と連携して管理

を行う箇所や指導を受けている有識者の情報 等 

８）国への提出資料に関する事項 

都市公園法第５条、６条、12 条に基づく申請及び許可の記録 等 

９）その他 

救急活動に関するマニュアル、近隣住民への配慮必要事項、苦情処理記録 等 

２．不可抗力その他、近畿地方整備局や事業者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合は、近畿地方整備局と事業者は管理の継続の可否について協議すること。 

３．事業者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）又は、契約が解除されるまでは、

公園維持管理が円滑に実施されるよう業務実施体制（第１２条記載）を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな場合は、

その費用は事業者が負担する。 

５．新たな事業者に対し、平成28年1月から３月まで準備室を貸与する。準備室は別添3「管理事務

所図」に示す守口サービスセンター会議室とする。準備室では、本業務に関する準備を行うものと

し、準備室における光熱水費は近畿地方整備局が負担する。 

 

第３６条 情報公開 

事業者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成21年7月1日法律第66号）の規定に準じて取り扱うものとする。この場合、調査職員等と協議する

こと。 

 

第３７条 調査等への対応 

事業者は、近畿地方整備局が実施する事業者に対する立ち入り検査、指示等監督・検査に対して、誠

意を持って対応すること。 

 

第３８条 会計検査への対応 

事業者は、会計検査院法第２２条に該当するとき、または同法第２３条第１項第７号に規定する「事

務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条

により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は近畿地方整備局を通じて、資料・報告書

等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。 

 

第３９条 愛称の使用 

事業者は、共同体で本事業を実施する場合、園内看板やチラシ等において、愛称を設定の上使用する

ことができる。 
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第７章 コンプライアンス 

第４０条 守秘 

１．事業者は、業務上知りえた秘密については、第三者へ漏らしてはならない。 

２．近畿地方整備局が定める情報セキュリティ－対策（平成 20 年 5 月）に沿って、情報管理を適切

に行うこと。 

３．事業者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り

得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰

則の適用がある。 

 

 

 

－別紙46－



 31

第８章 個人情報の取扱いについて 

第４１条 基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理するための個人情報の取扱

いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成15年5月30日法律第58号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、

改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

第４２条 秘密の保持 

事業者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

第４３条 取得の制限 

事業者は、本業務における事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

 

第４４条 利用及び提供の制限 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための利用

目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

 

第４５条 複写等の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するために発注

者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

第４６条 再委託の禁止 

事業者は、調査職員等の指示又は承諾があるときを除き、本業務における事務を処理するための個人

情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。 

 

第４７条 事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速

やかに調査職員等に報告し、調査職員等の指示に従うものとする。本業務にかかる契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

 

第４８条 資料等の返却等 

事業者は、本業務における事務を処理するために発注者から貸与され、又は事業者が収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等を、本業務にかかる契約の終了後又は解除後速やかに発注者に

返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したと

きは、当該指示に従うものとする。 

 

 

－別紙47－



 32

第４９条 管理の確認等 

近畿地方整備局は、事業者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、

必要と認めるときは、事業者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は検査することがで

きる。 

 

第５０条 管理体制の整備 

事業者は、本業務における事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め

なければならない。 

 

第５１条 従事者への周知 

事業者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務における事務に関して知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に

関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

第５２条 罰則 

事業者は、正当な理由無く、又は、不正な利益を図る目的で個人情報を提供したり、盗用した場合は、

法律に基づき罰則が科せられる。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H28-31淀川河川公園運営維持管理業務のうち、本業務全体の計画立案及びマネジメ

ント業務に適用する。 

 

第２条 基本事項 

１．運営維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い、実施

することとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する場合は、

公園利用者の安全と快適な利用を確保するため、制限速度 20km/h を厳守し、事故を未然に防止

し公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運

転・駐停車・作業態度等に努めるとともに、国事務所発行の車両運行許可証等を前面に提示して

走行するものとする。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は20km/h以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

１０．禁止事項である車両等の乗り入れを発見した際は、口頭注意を行うとともにナンバーを記録す

るなどし、違反の防止に努める。また自転車利用者のスピードの出しすぎや、駐輪マナーについ

ては、利用者の安全確保を優先した上で利用指導を行うものとする。 

 

第３条 その他 

本仕様書によるもののほか、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実施にあたり必要な事項

は、調査職員と協議の上定めることとする。 
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第２章 業務の計画立案及びマネジメント業務 

第４条 管理水準 

本公園の運営維持管理全般について、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針の下で、企画

運営管理業務、施設・設備維持管理業務、植物管理業務等、多岐にわたる業務について総合的な調整の

もと相互連携を保ちつつ、適切な進捗管理を行うとともに、地方整備局の実施する整備・修繕工事にお

ける実施方針の検討等の助言・調整、臨機の措置、その他本業務が円滑に行われるための諸業務を行う。 

 

第５条 計画立案 

淀川河川公園の業務全般について、公園利用者に対するサービス向上を目指し、多岐にわたる各業務

を円滑かつ効率的に実施するため、総合的な視点から運営維持管理全般の目標をさだめるとともに計画

立案を行うものとする。 

 

第６条 マネジメント業務 

１．別紙4「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務 管理基本方針」をふまえ、統一的な方針のもと、

公園利用者に対するサービス水準を維持向上するため、多岐にわたる各業務について業務全般を俯

瞰的に監理するものとする。 

業務全般の監理にあたっては、適宜、各業務における総合的な連携調整をはじめ、実施方法の決定、

及び各業務の適切な進捗管理など、総合的な視点から淀川河川公園の運営維持管理全般のマネジメ

ントを行うものとする。 

２．近畿地方整備局が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、安全パトロール、行催

事、要人案内、公園に関する会議、監査・検査、視察、式典等）への参加・協力・実施を、積極的

かつ主体的に行う。 

３．収益施設等管理運営業務が、他の運営維持管理業務と連携しながら創意工夫やノウハウを発揮し、

質の高いサービスの提供が行えるよう調整を行うこと。 

４．別紙13「利用者数の集計方法・利用者数等」に基づき、毎日、公園利用者数を計測し、調査職員

に報告すること。 

 

第７条 保険の加入 

万一の事故に備えて、動産総合保険（園内における保管・輸送を対象）等に加入すること。 

 

第８条 安全管理 

１．本公園における公園利用者の安全確保並びに快適な利用を図るため、本業務の履行にあたり、常

に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、本公園の利用に関し必要な事項につい

て、適切な措置・対応を行うなど、事業者の責任において常に善良なる管理を行うものとする（別

添4「淀川河川公園における行為の禁止等について」参照）。 

２．新型インフルエンザや鳥インフルエンザのように、重症化する恐れのある感染症等については、

調査職員と協議の上、消毒液を設置するなど、適切な措置・対応を行うこと。 

３.セアカゴケグモについては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によ

り、生きたままの生息場所からの移動は禁止されていることから、本公園内で発見し、利用者の安

全確保に支障がある場合は、調査職員と協議の上、適切な措置・対応を行うこと。 
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４．事業者は、本業務の履行にあたっては消防法に準拠するとともに、近畿地方整備局が定める消防

計画・危険物予防規定を遵守すること。 

５．事業者は、近畿地方整備局と協力し、火災・その他災害による物的・人的被害を軽減することを

目的に、別途消防計画を作成すること。なお、消防計画には、防火管理者等の担当者を明記するこ

ととする。 

６．事業者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主検査を実施し、調

査職員に報告するものとする。 

７．異常を確認した場合、速やかに調査職員に報告しその指示に従う。安全管理には十分注意し本業

務を履行する。 

 

第９条 安全確保 

１．本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、事故

の防止に努める。 

２．本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、

危険防止に必要な措置を調査職員に報告の上、当該措置を講じ、事故の発生を防止する。 

３．設備に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を調査職員に報告の上、当該措置を講ずる。 

４．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運転を一時

停止又は運転制限をする等の措置をした上、直ちに調査職員に報告し、臨時に精密検査を行い、そ

の原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

５．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、事業者

が作成した緊急連絡体制に基づき、次の各号に掲げる事項について、遅滞なく、書面等により調査

職員に報告するものとする。（なお、近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等があ

る場合は、それに則った対応を図ること。） 

１）事故発生日時 

２）事故発生場所 

３）事故発生の原因 

４）事故の程度 

５）人身事故の場合は、医師の診断結果 

６）事故処理の概略 

７）再発防止策等 

 

第１０条 救急対応 

１．事業者は、救急活動及びその報告に関するマニュアルを作成し、調査職員に提出するものとする。 

２．事業者は、調査職員が指定する箇所に救急施設を配置し、そのうちの主たる箇所に開園時間中は

看護師または普通救命講習終了者（１，２）の資格を有した救急担当職員を配属し、救急活動に当

たらなければならない。救急担当職員については、応急手当等の研修を受けた者を配置すること。 

３．救急担当者は、救急活動を要する事態を認めたときは、公園利用者の急病や負傷には応急処置を

とり、怪我等の状態によっては救急車両による搬送手配を行うなど、最も適切と思われる措置をと

らなければならない。 

４．事業者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正確に記録するとと
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もに、その経過及び結果を速やかに別途定める様式により調査職員に報告する。ただし、軽微なも

のについては、後日報告とすることができる。 

５．重大事故についてはただちに調査職員に報告し、その指示に従うこととする。 

なお、重大事故とは公園管理又は公園施設に起因するか若しくはその恐れのある事故が起こった場

合、または３０日以上の治療を要する重傷者若しくは死者の発生する事故が起こった場合、さらに

人的被害が発生しなくても、公園施設に起因する３０日以上の治療を要する重傷者又は死者が発生

する恐れがあった事故が起こった場合とする。 

６．傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

 

第１１条 災害時、異常時等の対応 

１．事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全を確保し、迅

速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。この場合において、閉園措

置等の必要があると認めるときは、事業者はあらかじめ近畿地方整備局の承諾を得なければならな

い。ただし、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２．前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員に速やかに報告する。 

３．事業者は、夜間及び休園日において、異常を発見した場合は、必要に応じて警察、消防等の関係

機関等に通報し、適切な措置を講ずるとともに、調査職員に速やかに報告する。 

４．調査職員は、災害防止や本業務の履行上特に必要と認めるときは、事業者に対して、臨機の措置

をとることを指示することができる。 

５．調査職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、事業者は、迅速に必要な人員

を確保し、適切な措置・対応を行うこと。（なお、近畿地方整備局が策定した災害発生等への対応

計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図ること。） 

６．事業者は、事故や災害発生時等への対応のため、事務所が定める別添 8「淀川河川公園災害対策

要領」及び別添 9「危機管理について」に基づき、事業者の役割・行動・体制等をとりまとめた危

機管理マニュアルを作成し、調査職員と協議するものとする。 

７．事業者は、事故や災害発生時等には、前項において作成したマニュアルに基づき、公園の開園日、

開園時間に関わらず、適切な措置・対応を行うものとする。 

８．災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、調査職員

に報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な措置・対応を行うこと。 

 

第１２条 出水時施設撤去の支援 

１.淀川の出水、高潮により利用者に危険が及ぶ可能性があるときには、速やかに以下の措置を講じ、

調査職員に報告を行う。 

１）出水、高潮等で利用者に危険が及ぶ可能性のある公園区域では、巡視員の配置又は巡回により、

利用者に警告を行ったうえで利用中止を呼びかけ、避難誘導する。 

２）一般車両が公園区域に入らないよう坂路入口を進入禁止にする。ただし、公園区域より利用者

が自動車で避難する場合等においては、退出可能な措置を講ずる。 

３）公園区域の危険箇所は、看板及び仮柵の設置により立入禁止措置を行う。 

４）その他利用者の安全確保に必要な措置を行う。 

２. １．に挙げる危険防止対策を講じる場合、対象となる公園区域の利用を中止し、以下の措置を
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講じる。 

１）公園の地区全体を利用中止する場合は、速やかに閉園措置を行う。 

２）危険防止対策を講じる公園区域の利用予定者に速やかに利用中止の連絡を行うとともに、利用

受付を中止する。 

３）危険防止対策を講じる区域での通常の維持作業を中止する。 

３. 危険防止対策を講じる基準、および危険防止対策や施設撤去に備えての待機の目安は「淀川河

川公園災害対策要領」（別添8）に基づくものとする。 

４．事業者は、調査職員と協議し出水期前に「施設撤去計画」を作成する。 

５．国事務所が実施する施設撤去に際し、事業者は現地立会により状況確認、撤去作業への助言

を行う（別添10「施設撤去仮置場所位置図」参照）。 

６．事業者は、公園利用者の被災、施設撤去を行う公園地区の放置物件の発見、撤去作業の遅れ

等不測の事態が生じたときは、直ちに調査職員に報告し、必要な指示を受けるものとする。 

７．退水後は、速やかに以下の措置を行い、園内の安全を確認したうえで早期の利用再開を目指

すものとする。 

１）退水開始後は速やかに、公園区域の冠水状況、被災状況等を調査し、調査職員に報告する。 

２）必要に応じ撤去施設の復旧、冠水区域の堆積塵芥処理等、利用禁止区域の利用再開に向けた復

旧計画を速やかに作成し、調査職員と協議する。 

３）利用禁止区域における利用再開は、近畿地方整備局の指示に従うものとする。 

 

第１３条 地震・津波への対応 

１.地震等が発生した場合は、直ちにテレビ・ラジオ等を通じ情報の収集を行う。気象庁が大阪府北

部・京都府南部において、震度５以上を発表した時、および気象庁が大阪府において津波警報又は

津波注意報を発表した場合は、危険防止対策を講じるため、速やかに行動を開始する。 

２．気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、緊急巡視及び緊急施設

点検を行うものとする。 

１）公園の開園時間内に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策や、閉園措置を行う。 

２）公園の開園時間外に地震が発生した場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、

必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策を行う。利用の安全が確認出来た場合は、速やか

に利用を開始する。 

３）点検結果、安全措置、被害状況等を、調査職員に速やかに報告を行うものとする。 

３．気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、直ちに津波に関する情報を

収集するとともに、調査職員の指示を受け、迅速な初動対応を行うものとする。 

１）園内放送により避難誘導案内を行い、利用者に対し速やかに堤内地への避難を促す。 

２）津波注意報・警報発令時は施設利用禁止（駐車場閉鎖）の措置を行う。 

３）園内放送により公園利用者に対し避難誘導を行う地区は、以下のとおりである。 

 (1)海老江管理所（海老江地区・大淀野草地区） 

 (2)赤川管理所（長柄河畔地区・長柄地区） 

 (3)西中島管理所（西中島地区・十三野草地区） 

４）事業者は、調査職員に随時情報の確認を行い、安全が確認された場合は、現場管理員に連絡・
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指示を行う。現場管理員は、巡視等により安全を確認するとともに、利用者への放送による周

知を行うなど、利用再開の措置を講ずる。 

 

第１４条 繁忙日対応 

行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況の把握等から、事前に繁忙日や利用者数を予想し、調査

職員や関係者との協議・調整、適切な人員配置及び駐車場の早期開場の検討等、事前準備を含めた対応

を行う。 

－別紙55－
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＜留意事項＞ 

 

H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務個別仕様書【企画運営管理業務】については、第４編第１章

第４２条の一部及び第４３条の一部、第２章第４４条の一部、第４５条の一部、第４６条の一部及び第

４７条の一部、第３章第４８条、第４９条、第５０条、第５１条、第５２条、第５３条及び第５４条に

関する業務内容の取扱いを以下とする。 

 

１．上記の業務内容は、当初契約の対象としない。 

 

２．そのため、平成２８年度予算の配賦がなされた場合においては、当初契約に基づく数量に加え、た

だちに計画数量に基づく契約の変更及び業務計画書等の変更を行う「追加業務」とする。 

 

３．追加業務は、平成２８年４月１日から履行を開始することを想定しているが、追加業務の内容にか

かる平成２８年度支出負担行為計画示達日が４月２日以降となった場合は、契約締結は支出負担行為

計画示達日とする。 

 

４．平成２８年度予算が暫定予算となった場合は、追加業務の予算措置が全額計上されているときは全

額の契約とするが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの

契約とする。 

 

５．追加業務にかかる適正な履行が可能となるよう、履行準備については、当初契約の対象である別紙

6：本業務全体の計画立案及びマネジメントで行うこととする。 

 

６．現段階で想定している追加業務は、別紙39：追加業務にかかる計画数量総括表を参照すること。 

 

７．実施方針および企画書等に関するヒアリングは、当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含め

た計画数量に対して行うことから、以下の申請書及び企画書の作成にあたっては追加業務も含めた計

画数量を満たす提案とすること。 

  ＜実施要項P36に示す申請書のうち以下の様式＞ 

・様式１－５業務実施体制 

   ・様式１－６実施方針 

  ＜実施要項P37に示す企画書のうち以下の様式＞ 

   ・様式２－２－１、２－２－２、２－２－３、２－２－４、２－２－５、２－２－６、       

２－２－７、２－２－８、２－２－９、２－２－１０、２－２－１１ 

   

８．「従来の実施方法に対する改善提案」は、当初契約に基づく数量内で提案がある場合のみ様式２－

２－１２に記載すること。 

 

９．「当初契約に係る予定価格の作成」は、当初契約に基づく数量で行うことから入札価格は当初契約

に基づく数量で作成すること。 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H28-31淀川河川公園運営維持管理業務のうち、企画運営管理業務に適用する。 

 

第２条 基本事項 

１．企画運営管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努めると

ともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に運営維持管理を行うものとする。

なお、本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協

議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携し、適切に進捗管理を行い、実施

することとする。 

４．公園利用者に対する簡易な案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

５．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

６．業務責任者を含めた全てのスタッフについて、調査職員の指定する名札を作成し着用すること。 

７．取材、行催事、ボランティア活動、工事、納品等通常の公園利用と異なる目的で入園する者に対

しては、公園利用者の安全と快適な利用を確保するため、制限速度 20km/h を厳守するよう指導

し、事故を未然に防止し公園施設の保全を図るように努めること。 

８．持ち込み可能な車種及び車両の運行については、維持管理車両であることを明示するプレートを

車体側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態

度等に努めるとともに、国事務所発行の車両通行許可証等を前面に掲示して走行するものとする。

なお、園内の車両通行の際には管理用園路は20km/h以下とする。 

９．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

１０．禁止事項である車両等の乗り入れを発見した際は、口頭注意を行うとともにナンバーを記録す

るなどし、違反の防止に努める。また自転車利用者のスピードの出しすぎや、駐輪マナーについ

ては、利用者の安全確保を優先した上で利用指導を行うものとする。 

 

第３条 その他 

本仕様書によるもののほか、企画運営管理業務の実施にあたり必要な事項は、調査職員と協議の上定

めることとする。 
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第２編 企画広報 

第１章 行催事企画運営 

第１５条 目的 

事業者は、公園利用の増進に加え、公共施設としての公園の目的・機能を発揮するために行われる利

用プログラム（イベント・行事から構成される行催事含む）について、企画立案、開催・運営等の一連

の作業をノウハウや創意工夫を発揮して行うものとする。 

行催事は、公園の施設を活用し、公園利用者に対するサービス水準の向上の一貫として通年的に提供

されるサービスと、公園の周知や利用促進のため、公園利用者の利用のきっかけを提供する定期および

不定期のサービスがある。 

また、近畿地方整備局の主催、あるいは近畿地方整備局と事業者との共催による行催事のほか、近畿

地方整備局長の許可を受けて独立採算により開催する行催事については自主事業として取り扱う（別紙

10「H28-31淀川河川公園収益施設等管理運営規定書」参照）。 

 

第１６条 管理水準 

事業者は、別添17「行催事について」に示す行催事を適切に実施し、本公園の設立趣旨の達成及び利

用の促進に寄与することとする。 

 

第１７条 年間行事計画の作成 

事業者は、現地及び企画内容を十分に検討し、年間行事計画を作成する（共通仕様書第１５条参照）。

年間行事計画は、調査職員に提出の上、承諾を得るものとする。 

 

第１８条 行催事の企画立案 

行催事を円滑に実施するために、開催目的、手順、内容、工程、実施体制、開催効果、予算書等につ

いて企画立案し、その内容について調査職員と密接に連絡調整の上、提出するものとする。 

 行催事は、淀川の広大な河川敷、豊かな自然環境を活かし、多くの公園利用者が参加・学習・体験・

交流できる多種・多様な内容とする。また、各地区の資源に相応しい利用プログラムの内容とする。 

 

第１９条 行催事の開催・運営 

行催事の目的に沿って、その効果が十分に発揮されるよう、入念な事前準備を行った上で、公園利用

者のサービスや満足度の向上に寄与する行催事の開催・運営を行うものとする。 

また、行催事の開催にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

１） 官公署への連絡、届出 

行催事の主催または共催時には、必要に応じ、警察・消防等行政機関との協議のほか、許認可の

必要な事項について手続きが欠落しないよう注意する。 

２） 事故防止対策 

参加者の誘導整理、救護、緊急連絡など、事故防止対策には特に注意する。 

また、大型の行催事の主催または共催時には、必要に応じて、物的措置及び専門の警備員の配置

も含めた人的措置を講じ、安全確保に努めるものとする。 

なお、けが人、病人などが発生した場合は、適切に対処し、調査職員に報告すること。 

３） 災害発生時の対応 
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台風、豪雨、雷等の災害発生時は、迅速に必要な人員を確保し、行催事の開催の可否の判断を行

うとともに、行催事の参加者を安全な場所に誘導する等、適切な措置・対応を行うこと。 

４） 保険の付保及び事故の補償 

参加者の不慮の事故に備え、必要な場合には損害保険に加入する。 

５） 地域連携の継承 

大型イベントについて、地域連携を継承していくものとする。 

 

第２０条 提出書類 

事業者は、調査職員が指定する主要な行催事について、別添17「行催事について」に掲げる書類、そ

の他指示する図書を準備作業開始の３週間前までに調査職員に提出するものとする。 

 

第２１条 行為の許可申請の調整等 

主催または共催以外で、第3者が本公園内で実施を希望する行催事等（競技会、集会、ロケーション、

展示会、その他。以下、「持込イベント」という。）については、都市公園法第 12 条に基づく近畿地方

整備局長の許可が必要であるため、事業者は、下図に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。

また持込イベントの開催に際しては、共通仕様書第３０条に示す協議・報告を行うなど、調査職員の指

示に従い、必要な調整を行うものとする（別添19「団体、持込イベント、ロケーション、施設占用利用

の手続き」参照）。 

１）事業者は、利用者からの持込イベントの相談窓口として、日時、規模、内容、建物使用料及び

土地使用料が発生するかどうか等を確認・調整するものとするとともに、その概要を調査職員

に報告すること。 

２）他の利用形態等との調整を経て、持込イベントについて事業者と近畿地方整備局間で確認・調

整するものとする。なお、必要に応じて、国事務所も入りイベント主催者と調整を行う。 

３）イベント主催者側から、事業者を通じ国事務所に対し必要書類の提出を受けるものとする。 

４）国事務所において都市公園法等に基づく許認可と、建物使用料及び土地使用料の徴収などを行

う。 

５）事業者は、イベント開催時に実際に占用が発生したかどうかを確認し、調査職員に報告するも

のとする。 
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＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また行催事の開催に際し、占用物件が発生する場合は、都市公園法第６条に基づく近畿地方整備局長

の許可が必要であるため、事業者は、下記に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。なお、そ

の際に発生する建物使用料及び土地使用料の徴収については、別途国事務所で行う。 

 

＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

請 

者 

③確認・調整 
 場所、面積、内容、その他 
③’申請書作成にあたっての
助言・指導 

 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

事
業
者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

 
⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

 

※原則として都市公園法第１２条に基づく行為に関する許可を前提とする（例外あり） 

⑧’債権発生通知 

⑫建物使用料及び土地使用料納付 

②報告 

 

申 

請 

者 

③確認・調整 
行為の種類、日時、場所、 
目的、内容、 
占用物件に関する事項※、 

③’申請書作成にあたっての 
助言・指導 

 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

事
業
者 

国 

事 

務 

所 

④必要に応じ 
 事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

 
※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使用

料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務は国

事務所による） 

 

②報告 
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第２２条 その他 

１．行催事の実施に際しては、園内の施設工作物及び樹木等を損傷しないように注意すること。また、

行催事の実施中は、服装、言動等に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意すること。 

２．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに調査職員に

報告しその指示に従うものとする。 

３．行催事の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園及び河川の適正管理の観点から、公

園利用重点調整区域（別添34）または、他の公園利用者の活動を阻害する恐れのある場所での実

施を原則として認めない。 

４．行催事の実施に必要な仮設物の準備、撤去等に当たっては、安全管理に十分注意し施工する。 

５．公園利用者に対する案内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

６．行催事を開催する関係者については、アルバイト等を含むスタッフ全員が名札を着用すること。 

７．本仕様書に定める行催事の実施に当たり、必要な原材料費等相当程度の参加費を参加者より徴収

することは妨げない。但し、実施に当たっては、調査職員に事前に承諾を得た上で、実施するも

のとし、その徴収額と経費については、本業務の会計とは別に帳簿等を取りまとめ、調査職員に

報告するものとする（別添16「許認可事務」参照）。 
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第２章 公園又は河川に関するボランティア活動の支援・調整 

第２３条 管理水準 

市民のボランティア活動を促進するため、事業者が既存のボランティア活動の実態を把握し、ボラン

ティアとの連携を図り、ボランティアが円滑に活動できるよう側面的に支援するとともに、活動の調整

を行うものとする。 

 

第２４条 ボランティア活動の内容 

ボランティアの活動の内容、および認定団体等の状況（平成 27 年 7 月現在）は以下の表のとおりで

ある。（別添21「淀川サポート制度実施要領」参照） 

 

ボランティア名 活動内容 認定団体数 

淀川サポーター 「清掃」、「除草、植栽・植生管理」、「生物保護活動」、「その他

淀川河川事務所が認める活動」 
7 

※平成27年7月現在 

淀川サポーター認定状況 

No. 名称 認定日 活動場所 活動内容 担当出張所 

1 新川姫蛍と花を守る会 H22.5.17 芥川左岸 高槻市南庄所町地先 清掃 高槻 

2 淀川掃除に学ぶ会 H22.7.16 
淀川左岸 淀川河川公園海老江地

区 
清掃 福島 

3 高槻市立第七中学校 H22.7.30 
淀川右岸 淀川河川公園三島江地

区～芥川合流点付近 
清掃 高槻 

4 ジャンボ H22.12.28 芥川右岸 城西橋下流付近 
清掃、除草、 

植栽、植生管理 
高槻 

5 
関西大学ボランティア

センター学生スタッフ 
H23.1.21 

淀川右岸 大阪市淀川区西中島 2

丁目地先（一部淀川河川公園西中

島地区を含む。） 

清掃 福島 

6 淀納所桂川愛護会 H23.2.28 
桂川左岸 京都市伏見区納所町 1

番2～583番地先 
清掃、除草 山崎 

7 鴻池運輸株式会社 H25.6.7 
淀川左岸 大阪市此花区伝法 5 丁

目付近 
清掃 福島 

※平成27年7月現在 

その他管理運営に関する連携状況 

 連携相手の名称 活動場所 期間 活動内容 

淀川守口すこや

か花壇 

淀川守口すこやか

花壇を育てる会 

淀川河川公園守口

地区内（守口市外

島町６番（面積約

20㎡）） 

H26.10.1 

～H28.3.31 

淀川河川公園の景観および

公園機能の向上に資する目

的のために、「淀川守口すこ

やか花壇」を設置。連携相

手は材料費の負担、草花の

育成、維持管理を実施。事

業者は技術協力等を行って

いる。 

淀川河川公園と

りかいアドプト

大阪府立とりかい

高等支援学校、大

淀川河川公園鳥飼

上地区内 

H26.10.20

～H28.3.31 

花を主とする公園景観の向

上とともに沿川の地域への
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花壇 阪府立摂津支援学

校 

貢献に資する目的のため

に、「アドプト花壇」を設置。

連携相手はプランターへの

花の植え込み及び栽培育

成、堆肥の製作作業及び管

理等を実施。事業者は技術

の提供、材料の提供、花壇

（プランター）の淀川河川

公園への搬入搬出を実施。 

 

第２５条 新たなボランティア活動の実施に関わる規約案の作成 

前条以外に新たにボランティア活動を行う場合には、事業者は、本公園において、活動を希望する個

人または団体を対象とした公園ボランティア規約案を作成し、調査職員と協議する。 

 

第２６条 調査職員との協議等 

事業者は、公募により組織されたボランティア団体については、ボランティアの募集及び窓口等の業

務を行うものとする。 

事業者は、調査職員と協議の上、ボランティアの登録、個人情報の管理、年間活動計画の策定、当該

年度のボランティア活動の報告を行う。 

 

第２７条 ボランティア登録の抹消 

近畿地方整備局は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。その

際、事業者は、ボランティア登録の抹消に関する窓口業務や連絡、調整等を行うものとする。 

１）登録者より登録取消しの申出があったとき 

２）登録者の所在が不明となり、連絡不能となったとき 

３）登録者がボランティアとして不適格であると認められるとき 
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第３章 淀川管内河川レンジャーの支援・調整 

第２８条 管理水準 

事業者は淀川管内河川レンジャーの活動（以下「活動」という。）を促進するため、既存の活動実態

を把握し、淀川管内河川レンジャーとの連携を図り、淀川管内河川レンジャーが円滑に活動できるよう

情報・資料提供、資材・Ｅボート等の貸し出し等、側面的に支援するとともに、淀川管内河川レンジャ

ーが実施するプログラムの調整・協力を行うものとする。 

 

第２９条 淀川管内河川レンジャーの活動内容 

淀川管内河川レンジャーの主な活動の内容は、以下の表のとおりである。 

 

活動内容 

防災の推進を図る活動 ○防災意識の啓発（体験談に基づく水害への対処方法の学習会等） 

○自主防災活動の活性化（水防活動、集団避難活動等） 

川の管理を支援する活動 ○不法投棄の監視 

○河川利用者への安全指導 

○河川美化（清掃活動、除草活動等） 

○節水意識の普及・啓発・学習 

川の環境保全を図る活動 ○環境啓発（自然観察会等） 

○動植物の保護、貴重種の監視 

○水質監視・測定 

川の歴史・文化を普及・啓発

する活動 

○歴史・文化教室（河川と地域の歴史、河川にまつわる文化等） 

○イベント 

○河川啓発（体験学習、出前講座等） 

川づくり・人づくりの参画・

支援する活動 

○住民等の河川整備の計画段階からの参画・支援 

○川の人材育成 
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第４章 広報 

第３０条 管理水準 

公園の利用促進や適正な利用の確保のため、ホームページの維持・更新や情報紙の作成・配布等、各

種広報を適切に行う。 

 

第３１条 年間広報計画の作成 

事業者は、情報紙、チラシ等の広報の展開に関する年間広報計画を調査職員と協議し、了解を得た上

で策定する。 

 

第３２条 情報紙、チラシ等作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、情報紙、チラシ、パンフレット等を作成し、配布や掲示等を行う

ものとする。 

 

第３３条 「情報紙よしぶえ」の作成 

事業者は、年間広報計画に基づき、「情報紙よしぶえ」を年 4 回（各 1 万部）作成し、配布や掲示等

を行うものとする。 

 

第３４条 情報提供 

事業者は、本公園の自然や施設等の資源や行催事等について、ダイレクトメールによる広報活動や、

テレビ、ラジオ、雑誌、新聞等の各種媒体や記者クラブへの情報提供等を行う。 

 

第３５条 広報に係る素材等 

１．事業者は、本公園のロゴ（名称）及びホームページアドレス等を入れた広告媒体を、調査職員と

協議の上、作成することができる。本公園のロゴ（名称）等は、別添23「公園ロゴタイプとマス

コットキャラクター」に従って使用するものとする。 

なお、本業務の成果及び本業務の実施過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新

案等の無体財産については、近畿地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、近畿地方整備局から提供したパンフレット等の電子媒体を、調査職員と協議の上、使

用することができる。なお、提供した電子媒体について修正等を行った場合は、契約の終了後又

は解除後、速やかに修正した電子媒体を調査職員に提出することとする。 

 

第３６条 取材・視察等への対応 

テレビ局・新聞社等からの取材等及び行政機関等からの視察について、対応・協力を行うものとする。 

なお、いずれの場合も事前に調査職員に連絡し、指示を受けるものとする。 

なお、調査職員への連絡については、視察の場合は事前協議を行うものとし、即時性が求められる取

材等の場合は事後報告を行うものとする。 

 

第３７条 公開場所 

ホームページによる情報発信は、公園の公的名称を使用し、原則として調査職員が指定するレンタル

サーバーに格納して公開することとし、レンタルサーバー管理会社にサーバー維持管理費を支払うもの
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とする。 

 

第３８条 ホームページによる情報発信 

１．事業者は、淀川河川公園ホームページ上で発信する情報について共通仕様書第８章に定める「個

人情報の取扱いについて」及び近畿地方整備局が定めるプライバシーポリシーに基づいた適正な

内容であることを事前に確認することとする。 

２．ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、図画、写真及び音楽など）における著

作権等の知的所有権に配慮することとする。 

３．他人の著作物を淀川河川公園ホームページに掲載する場合には、事前に著作権者の許諾を得るこ

ととする。 

４．淀川河川公園ホームページは原則として一つとし、収益施設や行催事等で作成したホームページ

は公園ホームページよりアクセスできるようリンクをはるものとする。ただし、それによりがた

い場合は、別途協議によるものとする。 

 

第３９条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．事業者は、淀川河川公園ホームページについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新される公

園情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。なお、

本業務の成果及び本業務の実施の過程において、派生的に生じた著作権、特許権及び実用新案の

無体財産については、近畿地方整備局が継承するものとする。 

２．事業者は、個人に関する掲載情報について、本人又は保護者から内容の訂正又は削除の要請を受

け、必要と認めた場合には、訂正等の措置をとることとする。 

３．事業者は、淀川河川公園ホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページを発見し

た場合には、訂正等必要な措置を求めることとする。 

 

第４０条 携帯サイトの更新・修正・訂正 

事業者は、淀川河川公園の携帯サイトについて、施設情報や行催事・草花等、随時更新される公園

情報についてホームページデータを作成し、サーバーデータの更新を行うものとする。 

 

第４１条 その他 

１．事業者やその関係者が私的に作成・開設するホームページ（及びブログ、プロフ、SNS等 を含む）

は、淀川河川公園ホームページであるとの誤解を与えないよう配慮するとともに、職務上知り得

た情報を掲載しないこととする。 

２．事業者は、月1回アクセス解析を行い、その結果を調査職員に報告する。 

３．本仕様書によるもののほか、淀川河川公園ホームページの運用に関し必要な事項は、事業者が調

査職員と協議の上定めることとする。 
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第４編 利用サービス等 

第１章 公園利用者への利用指導  

以下、第４２条から第４３条までの一部は、追加業務として取り扱う。 

第４２条 管理水準 

事業者は、健全な公園利用の増進を図ることともに、安全快適な利用のため、利用上の注意などの公

園利用者への利用指導、また電話対応、園内放送、障害者・高齢者等の公園利用者の補助、各種掲示物

の管理、見学者等の対応等、公園利用者への利用サービスに関する業務全般を行う。 

 

第４３条 一般事項 

１．公園利用者に受付であることが容易に理解されるよう必要な表示や案内を行うこと。 

２．事業者は、公園利用者への利用指導及び利用サービスのために必要な人員数を各所に適宜配置す

ること。 

３．遊具が正しく利用されているか、監視及び遊具周辺の巡視を行うこと。 

４．自転車利用者が危険な走行をしていないか、監視及び利用指導を行うこと。 

４．公園規則から逸脱している者、他の公園利用者に著しく迷惑をかける者等については、統括責任

者が退園を命じることができるものとする。 

５．ペット同伴者のマナー遵守や他の公園利用者とのトラブルが発生しないよう、ペット同伴者の注

意事項の配布や適切な掲示、利用指導を行うこと（別添24「ペット対応」参照）。 

６．その他、不法行為、危険・迷惑行為について、監視及び利用指導を行うこと（別添25「利用者指

導について」参照）。 
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第２章 公園利用者等へのサービス業務 

以下、第４４条から第４７条までの一部は、追加業務として取り扱う。 

第４４条 管理水準 

１．公園利用者等に直接接する業務であり、公園利用者等が快適に楽しめるよう心がけ、不快と感じ

させるような行動、言動、身なりをしてはならない。 

２．業務遂行に当たっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あるいは不

利な扱いとならないようにすること。 

 

第４５条 利用者サービスを提供する拠点 

 事業者は、各利用者サービス拠点を中心に、巡視・利用者整理・利用者指導及び利用者サービスの提

供に努めるものとする。利用者サービスを提供する拠点は下表に示すとおりとする。 

拠点名 備考 

守口サービスセンター 維持管理及び運営管理の統括を行う。また淀川下流域の巡視・利用者整理・

利用者指導および利用者サービスの堤内地の拠点施設を兼ねる。 

太間サービスセンター 主として淀川左岸地区を対象に、巡視・利用者整理・利用者指導および利用

者サービスを行う堤内地の拠点施設。 

鳥飼サービスセンター 主として淀川右岸地区を対象に、巡視・利用者整理・利用者指導および利用

者サービスを行う堤内地の拠点施設。 

庭窪レストセンター 堤内地の休憩施設であり、環境活動や地域交流や拠点施設として運営する。 

管理所 各々が管理対象とする地区について、巡視・利用者整理・利用者指導および

利用者サービスを行う現地詰所。 

設置場所については、別添13「園内施設位置図」を参照。 

※背割堤サービスセンター（仮称）は、平成28年度第4四半期から対象。 

 

第４６条 公園利用者等への利用案内 

１．園内の概要、見頃の花や開催するイベント等の基本情報を収集し、案内所にて公園利用者の問い

合わせに対応すること。また、電話及びメール等での問い合わせに対しても同様に対応すること。

なお、必要に応じて各部署に確認又は引き継ぐこととする。 

２．公園利用者等の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録すること。 

３．施設の利用終了時間、呼び出し等の園内放送を行うこと。 

４．運営管理業務において作成する情報紙を希望する公園利用者等に配布すること。 

５．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

６．障害者及び高齢者等の補助を行うこと。 

 

第４７条 拾得物、残置物の処理 

１．事業者は、公園内で遺失物を発見した場合は、遺失物法に従い適正に処理すること。 

２．事業者は、拾得物の台帳を作成し、原則として所轄の警察に届けることとする。 

３．事業者と契約した者及び従業員等が、公園内において他人の紛失した物件を拾得した時は、速や

かに事業者に届けるように指導すること。 

４．事業者と契約した者及び従業員等は、遺失物法に規定する報労金は受け取る権利及び一切の権利

を放棄すること。 

５．拾得物に当たらない残置物を発見した場合には、その処分方法等について調査職員と協議するこ

と。 
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第３章 園内巡視 

以下、第４８条から第５４条までは、追加業務として取り扱う。 

第４８条 管理水準 

公園利用者の安全利用の確保、公園利用者への利用サービス及び公園施設の点検確認を行うため定期

的に園内巡視を実施する。また、災害事故等不慮の事態に備え、緊急の処置を取る。 

 

第４９条 巡視業務の実施 

１．適正な巡視業務を実施するため、事業者は巡視計画書を作成し、調査職員の承諾を受けなければ

ならない 

２．巡視業務には、区域巡視、巡回巡視、特別巡視、サービスセンター建物等警備がある。 

３．巡視員は、巡視計画書及び次の各号に掲げる要領にて巡視業務を行うものとする。 

１）巡視ルートは、別添26「巡視ルート図」のとおりとし、これに従って巡視するものとする。な

お、天候、利用状況、工事等その他状況に応じ、柔軟に園内を巡視するものとする。 

２）巡視員は、公園利用者に対して不快感等を与えないよう常に親切丁寧に接するものとする。 

３）巡視員は、小規模な修理用具を携帯し、必要に応じて処置するものとする。 

４）巡視員は、都市公園法第11 条、第12 条及び都市公園法施行令第18 条、第19条に定める違

反行為を発見した場合には適切な指導をするものとする。 

 

第５０条 区域巡視 

区域巡視は、公園施設の安全点検等を行い、公園利用者が公園を快適に利用できるようにすることを

目的とする。管理所に管理員を配置し担当区域の巡視を行う（別紙30「淀川河川公園巡視マニュアル」

別添26「巡視ルート図」参照）。 

１）公園の利用開始、利用終了時における駐車場、トイレ等の施設の解錠及び施錠 

２）園内における公園利用者（車輌等含む）の案内・誘導・整理、利用指導及び利用状況の報告 

３）公園利用者の危険箇所への立入り及び危険な行為に対する制止及び安全指導 

４）迷子、負傷者、病人等の発見又は届出を受けた場合には、緊急連絡体制に基づき速やかに適切な

処置と報告 

５）事件、事故または災害等が発生した場合の適切な処置と報告 

６）園内不審物の有無の確認 

７）拾得物を発見した場合の保管、速やかな報告及び拾得物預かり書の作成 

８）植物、施設及び清掃状況等の点検 

(1) 樹木、芝生、草花等の生育状況及び流水等の修景施設の異常の有無 

(2）危険を及ぼす動植物の発見 

(3) 園路、広場・、路側、法面、排水桝、橋梁、階段、建物その他構造物等の異常の有無 

(4) 門扉、案内標識、ベンチ等休憩施設、便所、くずかご、灰皿、水のみ場、遊具施設等の異常の

有無 

(5) 電気、放送、給排水設備等の異常の有無 

(6) 草刈作業、清掃、ゴミ収集の状況の確認 

(7) トイレ・水のみ場の清掃 

(8) 落石・災害・事故等不測の事態発生の有無 
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９）緊急車両の誘導（救急車、消防車、パトカー等） 

１０）迷子や近隣の行方不明者等に関する警察からの協力要請があった場合、その要請に対応した園

内巡視と報告、関係者への連絡 

 

第５１条 巡回巡視 

巡回巡視は、区域巡視の補完を行い情報の共有化を図るとともに、公園管理に必要な書類や工具類の

受け渡しを行うことを目的とする。通常は、太間サービスセンターを起終点として、同センター常駐員

が、一日 1 回、すべての管理所、各サービスセンター、レストセンターの巡回を行うものとする。（別

紙30「淀川河川公園巡視マニュアル」参照）。 

１）公園管理に必要な書類・物品・工具類の受け渡し 

２）公園及び河川の利用者指導 

３）危険を及ぼす動植物の発見 

 

第５２条 特別巡視 

特別巡視は、出水・地震時・事故等の緊急巡視や、不正行為是正の指導を行うことを目的として、必

要に応じ重点的な巡視を行う。 

 

第５３条 サービスセンター建物警備 

１．事業者は、警備装置が常に正常な機能を維持しているか確認すること。また、機械警備の異常を

発見した場合には、調査職員に報告するものとする。なお、保守契約については、近畿地方整備

局が別途行う。 

２．事業者は、警備装置が異常を感知した場合は、該当場所の異常の有無を確認し、異常を発見した

ときは、調査職員に報告するものとする。 

 

第５４条 報告等 

巡視員は点検実施後、巡視の結果を毎日巡視業務日報（写真帳含む）及び巡回報告書（写真帳含む）

に記録し、調査職員に報告するものとする。 

また、重大な事件・事故または災害等が発生した場合には、遅滞なく調査職員に報告し指示を受ける

ものとする。 

巡視に伴う打合せを実施した場合は、その打合せ終了後、速やかに業務打合せ簿を作成するとともに、

その他調査職員が指示する書類もあわせて作成する。 
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第４章 繁忙日対応 

第５５条 管理水準 

繁忙日において、クレーム等の発生がなく、利用者が安全、快適に利用できるよう、事前準備を十分

に行い、適切な運営体制や臨時施設等の準備・管理を行う。 

 

第５６条 事前準備 

行催事の実施計画や過年度の利用者数の状況を把握し、事前に繁忙日や利用者数を予想し、調査職員

や関係者との協議・調整も含めた事前準備を行う。 

 

第５７条 繁忙日に対応した運営体制の補強 

繁忙日が予想される場合は、巡視・警備や案内・誘導等が円滑に行われるよう、利用者数を想定し、

適切に人員配置を行う。 

１）駐車場の巡回、公園利用者（車輌等含む）への案内・誘導・整理及び利用指導を行う巡視・警備

員等の人材を配置する。 

２）利用者の安全確保に向けて、利用者間のトラブル、迷子等の対応、園内案内放送等に適切かつ迅

速に対処するための情報伝達、対応方針決定手続き等の流れを作成し、その体制を整える。 

 

第５８条 臨時施設等の設置・管理 

不足が予想される駐車場やトイレ、ごみ箱等の設置と、開園中の適正運用と、清掃等を行う。 

１）利用者数等を想定し、臨時駐車場の開設準備を行うとともに、開園時間中の車両整理、案内・誘

導員を増員、配置する。 

２）トイレやごみ箱等の臨時設置を行うとともに、常に美観を保ち、利用者が快適に使えるよう、利

用状況に応じて清掃や塵芥収集を行うとともに、仮設トイレ等においては、利用状況を確認の上、

水の補給を行う。 
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第５章 三島江野草地区の管理運営 

第５９条 管理水準 

三島江野草地区における、多様で豊かな自然環境の創出・再生、公園利用者の安全利用の確保、及び

川らしい利用の促進のため、ゲートの管理や巡視を実施する。また、安全利用の確保を確認するため、

定期的に水位観測を行う（別添22「三島江野草地区の管理運営にかかる取扱について」参照）。 

 

第６０条 管理内容 

事業者は、次の各号に掲げる管理運営を行うものとする。 

１）通常時のゲート管理 

２）三島江野草地区内の巡視 

３）出水時におけるゲート管理 

４）水位観測 

 

第６１条 通常時のゲート管理 

事業者は、公園出入口の車止めゲートに合わせたゲートの開閉や、利用届出の受付及び鍵の貸出しを

行うものとする。 

 

第６２条 巡視 

 事業者は、別添26「巡視ルート図」に従って、地区内を巡視するものとする。なお、巡視方法は「現

場管理員マニュアル（平成23年8月改訂）」によるものとする。 

 

第６３条 出水時におけるゲート管理 

 事業者は、別添22「三島江野草地区の管理運営にかかる取扱について」に示す閉鎖基準を満たした際

に、三島江野草地区内のゲートを閉鎖するものとする。また、再開基準を満たした際は、ゲートの再開

を行う。 

 

第６４条 水位観測 

 事業者は、三島江野草地区水際部に設置されている水位観測装置について、データロガーからのデー

タ吸い上げを行い、調査職員に提出するものとする。 

また、適切な時期に機器の電池交換を行う。 

 

第６章 鳥飼下地区の管理運営 

第６５条 管理水準 

 鳥飼下地区における、チガヤエリア、ヨシ原エリアの順応的管理のための状況把握（変化の程度の把

握）、雨水排水の工夫による植生誘導の効果（オギ群落からヨシ群落への移行状況）の確認を目的とし

て、定期的に土壌水分測定を実施する。 

 

第６６条 管理内容 

事業者は、次の各号に掲げる管理運営を行うものとする。 

１）土壌水分測定 
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第６７条 土壌水分測定 

 事業者は、鳥飼下地区に設置されている土壌水分計について、データロガーからのデータ吸い上げを

行い、調査職員に提出するものとする。 

また、適切な時期に多孔質素焼管への水の補給、バッテリーの充電及び交換を行う。 

 

第７章 背割堤サービスセンター（仮称）の運営 

第６８条 管理水準 

 背割堤サービスセンター（仮称）は、公園のサービスセンターとしての役割に加え、三川合流域の地

域活性化を促す拠点施設としての役割を担うため、本業務の実施要項（別紙、別添含む）に規定してい

るサービスセンターの運営に関する内容のほか、地域の地方公共団体や市民団体等の様々な活動が円滑

に行われるよう側面的に支援するとともに、行催事や施設利用の調整を行うものとする。 
 
第６９条 活動の内容 
 学習室やイベント広場等の利用受付や利用調整を行うものとする。特に、今後立ち上がる予定である、

サービスセンターを拠点に三川合流域の地域活性化を促す活動を行う組織や活動との調整を行うもの

とする。詳細については、調査職員と協議すること。 
 
第７０条 供用開始時の行催事 
平成 28 年度第 4四半期に、近畿地方整備局が背割堤サービスセンター（仮称）の供用開始の式典を

行う予定であるため、事業者においては本仕様書第 6条第 2項に定める参加・協力・実施に加え、調査
職員と協議の上、関連行催事の開催・運営や他の行催事との調整を行うものとする。 
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＜留意事項＞ 

 

H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務個別仕様書【施設・設備維持管理業務】については、第２編

第１０条、第１１条、第１２条、第１３条、第１４条、第３編第１５条、第１６条、第１７条、第１８

条、第１９条、第２０条、第４編第２１条、第２２条、第５編第１章第２３条、第２４条、第２５条、

第２６条、第２７条、第２８条、第２９条、第３０条、第３１条、第３２条、第３３条、第２章第３４

条、第３５条、第６編第３６条、第３７条、第７編第３８条、第３９条、第８編第４０条、第４１条、

第９編第４２条、第４３条、第４４条、第 1０編第１章第４５条、第４６条、第４７条、第２章第４８
条、第４９条、第５０条、第５１条に関する業務内容の取扱いを以下とする。 

 

１．上記の業務内容は、当初契約の対象としない。 

 

２．そのため、平成２８年度予算の配賦がなされた場合においては、当初契約に基づく数量に加え、た

だちに計画数量に基づく契約の変更及び業務計画書等の変更を行う「追加業務」とする。 
 

３．追加業務は、平成２８年４月１日から履行を開始することを想定しているが、追加業務の内容にか

かる平成２８年度支出負担行為計画示達日が４月２日以降となった場合は、契約締結は支出負担行為

計画示達日とする。 

 

４．平成２８年度予算が暫定予算となった場合は、追加業務の予算措置が全額計上されているときは全

額の契約とするが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの

契約とする。 

 

５．追加業務にかかる適正な履行が可能となるよう、履行準備については、当初契約の対象である別紙

6：本業務全体の計画立案及びマネジメントで行うこととする。 

 

６．現段階で想定している追加業務は、別紙39：追加業務にかかる計画数量総括表を参照すること。 

 

７．実施方針および企画書等に関するヒアリングは、当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含め

た計画数量に対して行うことから、以下の申請書及び企画書の作成にあたっては追加業務も含めた計

画数量を満たす提案とすること。 

  ＜実施要項P36に示す申請書のうち以下の様式＞ 

・様式１－５業務実施体制 

   ・様式１－６実施方針 

  ＜実施要項P37に示す企画書のうち以下の様式＞ 

   ・様式２－２－１、２－２－２、２－２－３、２－２－４、２－２－５、２－２－６、       

２－２－７、２－２－８、２－２－９、２－２－１０、２－２－１１ 

   

８．「従来の実施方法に対する改善提案」は、当初契約に基づく数量内で提案がある場合のみ様式２－
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２－１２に記載すること。 

 

９．「当初契約に係る予定価格の作成」は、当初契約に基づく数量で行うことから入札価格は当初契約

に基づく数量で作成すること。 
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第１編 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H28-31淀川河川公園運営維持管理業務のうち、施設・設備維持管理業務に適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及

び現地の気象条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、管理水準を達成すべ

く、施工にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及び現地の気象条件等環境条件を十分に照査し、明

示無きもの又は疑義の生じた場合は、近畿地方整備局の指定する調査職員等と事前に協議するものとす

る。 

 

第４条 業務実施体制 

事業者は、業務実施体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員等に提出しなければならない。

また、施工体制に変更が生じた場合は、その都度、提出しなければならない。 

 

第５条 施工体制の点検 

事業者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年11月27日法律第127

号）第 13 条 2 により近畿地方整備局から施工体制について点検を求められたときは、これを受けるこ

とを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第６条 基本事項 

１．施設・設備維持管理を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。

なお、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査

職員等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、

実施することとする。 

４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、弾力的に配置するものとする。 

５．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行うことと

する。 

６．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７．業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職員等の承諾を受けた

上で、事業者の負担にて行うこと。 

８．作業従事者の身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

９．作業従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメー

ジアップに心掛けるものとする。 
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１０．事業者は、管理する施設、設備及び備品等について、日々稼働状況を把握し、異常が発生した

とき又は異常を発見したときは直ちに調査職員等に報告すること。 

 

第７条 安全管理等 

１．本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体

側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等

に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/hを厳守する。 
２．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

３．施工中は安全管理を徹底し、公園利用者の安全を十分確保するものとする。 

４．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

５．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 作業時間 

作業時間は、公園利用者の迷惑とならないように配慮し、決定すること。なお、開園時間内に作業を

行う場合には、必要に応じて公園利用調整を行うこと。 

 

第９条 事業者の過失による管理を許可した施設等の事故、破損等 

管理を許可した施設等に関して、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任

において処理するものとする。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等

に報告すること。 
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第２編 建物維持修繕等 

以下、第１０条から第１４条までは、追加業務として取り扱う。 
第１０条 管理水準 

事業者は、公園内の建物を常に良好な状態に維持し、公園利用者への快適・安全なサービスに努める

こととする。事業者の責任において常に建物の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第１１条 作成書類 

事業者は、調査職員等が指示する主要な建築物の修繕等については、次の各号に掲げる書類を作成し、

調査職員等から提出依頼があった場合は、提出すること（別添 2「国土交通本省委託契約取扱要領」参

照）。 

１）作業計画書（工程表含む）－－－－ 各作業着手前に作成 

２）作業打合簿－－－－－－－－－－－ 打合せ毎に終了後、速やかに作成 

３）施工図書－－－－－－－－－－－－ 施工後、速やかに作成 

４）作業記録写真－－－－－－－－－－ 施工後、速やかに作成 

５）その他調査職員等が指示する書類－－ 適宜 

 

第１２条 サービスセンター修繕 

サービスセンター建物について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に

行うとともに、次の各号に掲げる修繕及び点検を行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方

整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする（別添3「管理事務所図」参照）。 

１）外観については、美観の維持に努め、塗装面等の防腐、防錆等の点検を行う。 

２）自動ドアについては、原則年4回保守点検を実施するものとする。 

 

第１３条 車庫・倉庫等修繕 

車庫、倉庫について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。

なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるも

のとする。 

 

第１４条 その他修繕 

建物の維持修繕において、第12条から第15条までに該当しない項目については、必要に応じて、適

宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。 
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第３編 建物設備維持修繕 

以下、第１５条から第２０条までは、追加業務として取り扱う。 
第１５条 管理水準 

事業者は、公園内の空調設備、昇降機の機能及び消防設備を常に安全かつ良好に維持するため軽微な

修繕及び点検を行うものとする。（別添3「管理事務所図」参照）。 

 

第１６条 空調設備維持修繕等 

建物内に設置されている空調設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。また、なお、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は

調査職員等との協議によるものとする。 

 

第１７条 昇降機等設備保守点検等 

建物内に設置されている昇降機等設備について、国土交通省が定めた「建築保全業務共通仕様書」に

基づき点検を行い、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。ただし、関係法令等に基づい

て実施する法定点検は、近畿地方整備局が別途行う。 

 

第１８条 消防設備維持修繕等 

建物内に設置されている消防設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協

議によるものとする。 

 

第１９条 電気設備維持修繕等 

建物内に設置されている電気設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補

充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協

議によるものとする。 

 

第２０条 その他維持修繕等 

建物内に設置されているその他設備について、日常、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は

補充を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との

協議によるものとする。 
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第４編 園路広場維持修繕工 

以下、第２１条から第２２条までは、追加業務として取り扱う。 
第２１条 管理水準 

事業者は、公園内の園路広場等の施設を常に安全かつ良好な状態とし、公園利用者への快適・安全な

サービスに努めることとする。 

事業者の責任において常に公園内の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第２２条 園路・広場維持修繕等 

園路・階段、舗装、サイン・ファニチャー、手摺・柵等について、区域巡視時及び巡回巡視時に、目

視あるいは必要に応じて触診・聴診を行い、施設の異常等の有無を点検する。また4月（連休前点検）

と 12 月（年末点検）の年 2 回、各サービスセンターを中心に全地区の施設について一斉定期点検を実

施する。これらの点検において、異常が認められた場合は、腐朽・破損箇所等の小規模な修繕を適切に

行うこと。 

なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 
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第５編 遊具維持修繕工、その他修繕 

第１章 遊具維持修繕工 

以下、第２３条から第３３条までは、追加業務として取り扱う。 
第２３条 管理水準 

事業者は、公園内の遊具について、劣化や危険を早期に発見し、遊具による事故を予防するとともに、

適切な運営維持管理業務につなげるよう点検を行うこと。 
点検業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等（「遊具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」

等）を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 
なお、遊具の点検は幼児や児童が遊具の利用者であることから、次の各号に掲げる事項に配慮して行

う。 

１）安全性の確保 

２）機能の保持 

３）美観に配慮した形姿の維持 

 

第２４条 用語の定義 

１．「点検責任者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」あるいは、

調査職員等が同等と認めたものとする。なお、「点検責任者」は、「点検担当者」以上の経験、知

識及び技能を有するものであること。 

２．「点検担当者」は、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品整備技士」あるいは、調

査職員等が同等と認めたものとする。 

３．「同等と認めた者」とは、(社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」「公園

施設製品整備技士」と比較して同等の学歴、経歴、実務経験、講習会の受講実績等から同等の知

識と技術、管理能力等があると調査職員等が認めた者をいう。 

４．「作業」とは、遊具の点検をいう。 

５．「劣化」とは、物理的、化学的、生物的要因によりその物の性能が、低下することをいう。(ただ

し、地震、火災等の災害によるものを除く。) 

６．「日常点検」とは、目視診断、触手診断、聴音診断等により、遊具の異常、劣化等の有無を調べ

るために日常的に行う点検をいう。 

７．「定期点検」とは、公園施設製品安全管理士及び公園施設製品整備技士等が一定期間ごとに摩耗

状況や変形ならびに経年変化等について点検する「劣化診断」と、「遊具の安全に関する規準JPFA

－SP－S：2014」に基づき遊具の形状や安全領域等の規準に対する妥当性を評価する「規準診断」

をいう。 

８．「SP表示認定企業」とは、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準JPFA－SP-S：

2014」等に基づき製品の設計、製造、販売、施工、点検、修繕を行い、かつ、(社)日本公園施設

業協会が定めた規格「SP-S：2014QMS－SP 表示認定規格」を満たすマネジメントシステムを構築

していると(社)日本公園施設業協会に認定された企業をいう。 

９．「SP点検済シール」とは、「SPマーク」を付された「点検済シール」で点検、修繕した遊具が、「遊

具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」に合致したと認められた時に、安全性の確保が維持

されていることを示すために、SP表示認定企業が貼付することができるシールをいう。 
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第２５条 点検の範囲 

点検とは、遊具の形状を調査し、JPFA－SP－S：2014 に基づく規準診断等を行い、報告書を作成する

までの一連の行為をいう。 

 

第２６条 事業者の負担 

点検業務に必要な工具、測定機器等は事業者の負担とする。 

 

第２７条 点検の種類 

点検には、「日常点検」「定期点検」がある。 

事業者は各点検の内容とその必要性を正しく理解した上で業務計画書を立案し、調査職員等に承諾を

受けてから点検を実施しなければならない。 

 

第２８条 診断の方法 

遊具の点検は、点検表を作成し、診断することで安全性を確認すること。 

診断方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１）目視診断 

遊具の外観・形状を観てその劣化状態を診断する方法 

２）触手診断 

遊具を素手で触ってその劣化状態を診断する方法 

３）聴音診断 

遊具の可動部を動かし、発生する音、ガタツキの状態の有無を判断し、劣化状態を診断する方法 

４）打音診断 

遊具を点検ハンマー等で軽打し、異音の有無を判断し、その劣化状態、亀裂、ボルトの緩み等を

診断する方法 

５）揺動診断 

遊具本体を揺り動かし、仕様に対応できるかを診断する方法（複合系遊具の場合は単体ごとに行

う） 

６）JPFA検査器具による判定 

JPFAが開発した器具で遊具の規準（JPFA－SP－S：2014）に適合しているかを調べる 

７）ノギスによる測定（JIS認定商品を使用する） 

８）メジャーによる測定（JIS認定商品を使用する） 

９）傾斜計による測定 

 

第２９条 作成書類 

事業者は、次の各号に掲げる書類を作成し、調査職員等から提出依頼があった場合、提出すること。 

１）作業計画書 

業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業手順、作業範囲、点検責任者名、点検担当者名、

安全管理者等を具体的に定めた定期点検に関する作業計画書を作業前に作成して調査職員等の承

諾を受けること。作業計画書には、点検の作業中に利用を中止した方が良いと判断された遊具の取
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扱と処置方法、連絡手順について記載すること。 

２）定期・精密点検記録簿 

点検実施後、(社)日本公園施設業協会が定めた「遊具の安全に関する規準 JPFA－SP－S：2014」

に記載する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別定期点検表」に基づき速やかに作成すること。 

３）写真帳 

客観的な判断材料として、必要に応じて遊具施設の劣化や破損状況を写真に記録すること。 

写真は、着手前、作業状況(規準点検状況・劣化点検状況)からなり、点検表と照合できるよう、

点検実施後、速やかに写真帳に整理すること。 

４）その他調査職員等が指示する書類－－ 適宜 

 

第３０条 日常点検 

１．日常点検を行う者は、遊具の外観を目視し、必要に応じて触診により部材の腐食、亀裂、変形、

ボルトの脱落等の施設の変形や異常の有無を調べる。また、設置面や植栽等を含めた遊具周辺の

確認も行う。 

２．日常点検は、区域巡視時及び巡回巡視時に行うものとする。 

３．点検対象遊具は、以下の通りとする。 

遊具区分、タイプ

区分 

地区名 海

老

江 

太

子

橋 

大

日 

木

屋

元 

出

口 

西

中

島 

豊

里 

鳥

飼

西 

鳥

飼

上 

三

島

江 

大

塚 

合計 備考 

石の山・人工的な

築山型 

複合遊

具(小) 

1           1 土管連結 

す

べ

り

台 

ｺﾝｸﾘｰﾄ型 単体遊

具-Ｂ 

   5        5  

ﾛｰﾗｰ式型 単体遊

具-Ｂ 

  1         1  

複合遊具（ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ） 

複合遊

具(小) 

1           1 帆掛け船 

健康器具系施設 単体遊

具-Ａ 

  3         3 ｽﾃﾝﾚｽ製 

単体遊

具-Ａ 

          11 11 木製（現在

使用不可） 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊

具 

単体遊

具-Ａ 

     3      3 人工木材

製 

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具 単体遊

具-Ａ 

  8         8  

そ

の

他 

ｼﾞｬﾝｹﾝﾎﾟﾝ 単体遊

具-Ａ 

       1    1 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

遊具 

汽車・新幹

線・宇宙船 

複合遊

具(小) 

   3    5    8 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

遊具 
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四角柱 単体遊

具-Ａ 

          2 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

遊具 

動物（ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ） 

単体遊

具-Ａ 

4 15 20 14 9  10  6 8 5 91  

その他ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ遊具 

単体遊

具-Ａ 

3       1 1 7  12  

動物（樹脂） 単体遊

具-Ａ 

  6       1  7  

動物（ｺﾞﾑ） 単体遊

具-Ａ 

4           4  

動物（ﾌﾞﾛﾝ

ｽﾞ） 

単体遊

具-Ａ 

          2 2  

その他遊具 単体遊

具-Ａ 

        24   24  

合計 13 15 38 22 9 3 10 7 31 16 20 184  

 

４．公園内巡視時に日常点検を行う者は、点検箇所や点検方法をよく理解したうえで、日常点検を実

施すること。 

５．事業者は、対象となる遊具の経年変化に伴う劣化状況を把握するため、日常点検記録簿を精査し

たうえ、保管しておく。 

６．点検履歴については、遊具履歴書を作成、追記、修正をすること。 

７．台風や豪雨等の異常気象時や震度５以上の地震発生により、遊具に異常箇所が生じるおそれのあ

る場合に、遊具及び遊具の周辺状況について、必要に応じて特別巡視を実施し、臨時的に点検を

行うものとする。また、遊具の利用者が怪我をした場合や、他公園において類似遊具等で事故が

あった場合も点検を行うものとする。 

 

第３１条 定期点検 

１．定期点検を完了させるために、管理体制を確立し、品質、工程、安全、法令遵守等の業務管理を

行う。 

２．事業者は、点検責任者を定め調査職員等に届け出る。また、点検責任者を変更した場合も同様と

する。 

３．点検を行う月日及び時間等は、作業計画書により実行する。 

４．点検対象遊具は、日常点検に準ずる。 

５．遊具の点検内容は、(社)日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」「定期点検表」「特別

定期点検表」に基づいて実施し、その結果について定期点検記録簿としてとりまとめ報告する。 

６．点検作業の中で測定を行う必要がある場合は、定められた測定機器又は(社)日本公園施設業協会

認定の、JPFA検査器具、JPFA肉厚測定器、JPFA落下衝撃測定器等を使用して行う。 

７．点検作業と点検表に基づく判定は別の者がそれぞれ担当し、職務を兼ねることはできない。 

８．点検責任者は、「劣化診断」による劣化判定と「基準診断」によるハザードレベルを組み合わせ

て総合的な機能判定を行うこと。その判定基準については、必要に応じ事前に調査職員等と協議
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をしておくこと。 

９．定期点検は、年１回実施すること。 

１０．点検終了後、「合格」と判断された遊具について、「SP 点検済みシール」を貼付出来る遊具に

は調査職員等の承諾を受けて、点検実施時期を明記して添付する。 

 

第３２条 遊具維持修繕等 

点検により確認された破損箇所については、小規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕

は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

 

第３３条 その他 

１．点検作業においては、安全管理を徹底し、作業中であることを掲示して、公園利用者の遊具利用

への影響が無いように十分な安全対策を講ずること。 

２．定期点検等で不良と判断された場合は、速やかに調査職員等へ報告すること。 

３．点検で異常が発見された場合、もしくは、異常の可能性がある場合は、使用禁止が妥当と判断さ

れる遊具について、業務計画書等で事前に調査職員等と打合せた手順に従い、ロープやネット等

で使用できないように処置するとともに、使用禁止表示を行い、公園利用者に事故が起きないよ

うに安全対策を実施する。併せて、調査職員等に速やかに連絡する。 

４．点検作業は、作業に適した服装にて作業を実施し、「公園施設製品安全管理士」「公園施設製品整

備技士」の携帯用認定証等がある場合は携帯して作業に従事する。 

５．本仕様書に記載されていない事項については、 (社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関す

る基準JPFA－SP－S：2014」を参考にすること。 
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第２章 その他修繕 

以下、第３４条から第３５条までは、追加業務として取り扱う。 
第３４条 管理水準 

事業者は、公園内を常に良好な状態に維持し、公園利用者への快適・安全なサービスに努めることと

する。 
事業者の責任において常に公園内の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

 

第３５条 その他修繕等 

園路広場及び遊具以外の工作物について、必要に応じて、適宜巡回点検し、破損箇所については、小

規模な修繕等を適切に行うこと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職

員等との協議によるものとする。 
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第６編 電気設備維持修繕 

以下、第３６条から第３７条までは、追加業務として取り扱う。 
第３６条 管理水準 

事業者は、本公園の電気設備について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に維持するため

点検を行うものとする。 

 

第３７条 電気設備維持修繕等 

１．分電盤・配電盤等、別添 28「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す施設について、計器によ

る設備の運転状況の把握や目視、触手、聴音による点検を行う。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を適切に行うこと。な

お、法定点検、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によ

るものとする。 

３．落雷があった場合には、すみやかに電気設備の巡回点検を行うこととする。 

４．開園時間外に電気設備において異常が発生した場合は、法定点検の受託者等と連携して、適切な

措置を講じること。 
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第７編 排水施設維持修繕 

以下、第３８条から第３９条までは、追加業務として取り扱う。 
第３８条 管理水準 

事業者は、公園内の汚水・排水施設の機能を常に安全かつ良好に維持するため点検を行うものとする。 

 

第３９条 排水施設維持修繕 

１．公園内の側溝、排水枡等の排水施設について、適宜巡回点検し、異常があれば小規模な修繕又は

補充を適切に行うこと。 

２．台風や大雨が予想される場合は、巡回点検を行うとともに、適切な対策を講じるものとする。 

 

 

－別紙90－



 16

第８編 給水施設維持修繕 

以下、第４０条から第４１条までは、追加業務として取り扱う。 
第４０条 管理水準 

事業者は、本公園の給水施設について、関係法令を遵守し、常に安全かつ良好に維持するため点検を

行うものとする。 

 

第４１条 給水施設維持修繕等 

１．別添 28「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す、水道管、仕切弁等について、日常、適宜巡

回点検し、破損箇所の小規模な修繕又は補充を適切に行うこと。なお、法定点検、大規模な修繕

は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものとする。 

２．点検の結果に応じ、清掃、調整、消耗部品の交換及び補充、軽微な修繕等を行う。 
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第９編 その他設備維持修繕等 

以下、第４２条から第４４条までは、追加業務として取り扱う。 
第４２条 管理水準 

事業者は、本公園の放送設備、電話設備等について、関係法令を遵守し、機能を常に安全かつ良好に

維持するため点検及び修繕を行うものとする。 

 

第４３条 放送設備保守点検等 

別添 28「工作物に係る点検整備（位置図）」に示す園内の放送設備、スピーカー、配線等について、

計器による設備の運転状況の把握や目視、触手、聴音による点検を年１回行い、破損箇所の小規模な修

繕等を適切に行うこと。 

 

第４４条 電話設備維持修繕等 

日常、園内の電話設備、配線等について、適宜巡回点検し、破損箇所の小規模な修繕等を適切に行う

こと。なお、大規模な修繕は近畿地方整備局において行うので詳細は調査職員等との協議によるものと

する。 
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第１０編 園内清掃、公園内建物清掃 

第１章 基本事項 

以下、第４５条から第４７条までは、追加業務として取り扱う。 
第４５条 管理水準 

事業者は、公園施設を常に清潔を保ち、快適な環境を保持する。また、本公園の利用状況に適切に対

応するため、作業内容、作業場所等について十分に検討するとともに、周辺地域に配慮した実施時期の

調整を行うものとする。 

 

第４６条 消耗品 

本清掃作業に必要な消耗品については、支給しない。 

 

第４７条 事業者の過失による管理を許可した施設等の事故、破損等 

管理を許可した施設等に関して、事業者の過失による事故、破損等が生じた場合には、事業者の責任

において処理するものとする。なお、事故・器物の破損等が発生した場合には、すみやかに調査職員等

に報告すること。 
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第２章 清掃 

以下、第４８条から第５１条までは、追加業務として取り扱う。 
第４８条 建物清掃 

１）清掃箇所は、各サービスセンター、レストセンターとする。（別添3「管理事務所図」参照）。 

２）壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス、黒板等は、掃き掃除、拭き掃除を行い、公園利用者

に不快感を与えないよう清潔に保ち、必要に応じて薬液類を使用し洗浄するものとする。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

５）清掃箇所及び実施頻度は下表の通りとする。なお背割堤サービスセンター（仮称）展望室のガ

ラス窓については公園利用者に不快感を与えないように適宜清掃を行うものとする。 
 

 

 

 

 

第４９条 工作物清掃 

１）対象施設は、業務対象敷地内に位置する各種の工作物とする。ただし、収益施設は除く。 

２）拾い清掃による紙くず、空き缶等の除去や掃き掃除による土ぼこり、落ち葉等の除去により、

園路(園地含む)や側溝、水飲場、遊具等の工作物をきれいな状態に保つこと。 

３）回収したゴミは指定場所に集積すること。 

４）Ｕ型溝、排水桝等の排水設備の性能を維持するため、適宜点検を行う。ゴミ、土砂等の堆積が

見られた場合は、それらの除去、清掃を行う。 

５）公園利用者が直接触れるベンチやテーブル等は、汚れが無いよう水拭き等の清掃を行い、同時

にささくれ、がたつき等による危険箇所の確認を行うこと。 

６）水飲み場は、排水口等に溜まっているゴミ、土砂等を除去し、たわし、デッキブラシ等を用い

て洗浄する。 

７）移動式トイレは、手洗い水が常時あるように補充するとともに、トイレットペーパーを管理所

に常備し利用者の便宜を図る。また、1日1回トイレのタンク容量の確認を行う。汚れが認め

られた場合、清掃（便器、床のデッキブラシ等による洗浄、壁、棚等の水拭きによる清掃）を

実施し、清潔な状態を維持すること。 

８）徒渉池等へビン、缶等が投棄されていないか確認し、発見した場合は除去・清掃を行う。 

９）外灯等の設備について、汚れがひどい場合には清掃を行うこと。 

１０）大規模な行催事の開催後は、行事主催者が許可条件に沿った適切な清掃、塵芥の処理を行な

っているか確認を行うものとする。 

１１）実施頻度は下表の通りとする。 

 

清掃箇所 実施頻度 

全地区 適宜実施 
 

 

清掃箇所 実施頻度 

守口サービスセンター 
太間サービスセンター 
鳥飼サービスセンター 
庭窪レストセンター 
背割堤サービスセンター（仮称） 

１回／２日実施 
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第５０条 移動式トイレの汲み取り 

１）区域巡視時に１日１回トイレの汚物量の確認を行う。 

２)汚物量の状況に応じ、下表に示す各自治体の回収方法に従って回収日を調整のうえ、自治体窓

口もしくは委託業者に汲み取りを依頼する。 

３）トイレの汚物量の状況によっては、臨時回収を行うものとする。 

 
対象自治体 該当地区 収集方法等 

大阪市 海老江、大淀野草、長柄、長柄河畔、毛
馬、赤川、城北河畔、太子橋、十三野草、
西中島、豊里 

月曜日にその週のくみ取り対象トイレを
指定し依頼。 

守口市 外島、守口、八雲、八雲野草、庭窪河畔、
大日、佐太西 

事前にカレンダーでくみ取り日を調整。
原則金曜日に実施。 

寝屋川市 仁和寺野草、点野野草、大間、木屋元 事前にくみ取り日を調整。 
毎月第 2、４木曜日。 枚方市 出口野草、出口、出口河畔、伊加賀野草、

三矢、枚方 
摂津市 一津屋野草、一津屋河畔、鳥飼西、鳥飼

野草、鳥飼下、鳥飼上 
2週に一回市の、都合の付く日 

高槻市 三島江、三島江野草、大塚 大塚地区 毎週月曜日  三島江地区 
1回/2週間  市の都合の付く日 

島本町 島本 不確定、適宜依頼 
大山崎町 大山崎 
八幡市 背割堤 市の予定表による。 

 

 

第５１条 雑作業等 

事業者は、使用機材等の改良・メンテナンス、使用車両の給油・メンテナンス、等の業務責任者の判

断による作業を行うこと。 
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＜留意事項＞ 

 

H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務個別仕様書【植物管理業務】については、第２章第９条、第

１０条、第１１条、第１２条、第１３条、第３章第１４条、第１５条、第１６条、第１７条、第１８条、

第４章第１９条に関する業務内容の取扱いを以下とする。 

 

１．上記の業務内容は、当初契約の対象としない。 

 

２．そのため、平成２８年度予算の配賦がなされた場合においては、当初契約に基づく数量に加え、た

だちに計画数量に基づく契約の変更及び業務計画書等の変更を行う「追加業務」とする。 
 

３．追加業務は、平成２８年４月１日から履行を開始することを想定しているが、追加業務の内容にか

かる平成２８年度支出負担行為計画示達日が４月２日以降となった場合は、契約締結は支出負担行為

計画示達日とする。 

 

４．平成２８年度予算が暫定予算となった場合は、追加業務の予算措置が全額計上されているときは全

額の契約とするが、全額計上されていないときは、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの

契約とする。 

 

５．追加業務にかかる適正な履行が可能となるよう、履行準備については、当初契約の対象である別紙

6：本業務全体の計画立案及びマネジメントで行うこととする。 

 

６．現段階で想定している追加業務は、別紙39：追加業務にかかる計画数量総括表を参照すること。 

 

７．実施方針および企画書等に関するヒアリングは、当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含め

た計画数量に対して行うことから、以下の申請書及び企画書の作成にあたっては追加業務も含めた計

画数量を満たす提案とすること。 

  ＜実施要項P36に示す申請書のうち以下の様式＞ 

・様式１－５業務実施体制 

   ・様式１－６実施方針 

  ＜実施要項P37に示す企画書のうち以下の様式＞ 

   ・様式２－２－１、２－２－２、２－２－３、２－２－４、２－２－５、２－２－６、       

２－２－７、２－２－８、２－２－９、２－２－１０、２－２－１１ 

   

８．「従来の実施方法に対する改善提案」は、当初契約に基づく数量内で提案がある場合のみ様式２－

２－１２に記載すること。 

 

９．「当初契約に係る予定価格の作成」は、当初契約に基づく数量で行うことから入札価格は当初契約

に基づく数量で作成すること。 
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第１章 総則 

第１条 適用 

本個別仕様書は、H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務のうち、植物管理業務に適用する。 

植物管理として、中低木管理、高木管理、草丈管理、草花管理の４種の施工について、適用する。 

 

第２条 事業者の責務 

事業者は、施工にあたって、公園管理業務の特性を踏まえ、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及

び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を十分に把握のうえ、管理効果が上がるよう配慮し、目標とす

る管理水準を達成すべく、施工にあたるものとする。 

 

第３条 事前協議等 

事業者は、共通仕様書、淀川河川公園の設計図書及び現地の気象条件、土壌条件等環境条件を十分に

照査し、次の各号に掲げる事項のほか明示無きもの又は疑義の生じた場合は、調査職員等と事前に協議

するものとする。 

また、管理年度内にあっても、管理実態に合わせて、効率化に向けた管理施工上の工夫が可能な場合

は、調査職員等に提案し、協議の上、変更理由を明記の上、業務計画書の変更を行うことも可能である。 

１）植物について補植を要する事態が生じたとき。 

２）既存木の移植（又は伐採）を行う必要が生じたとき。 

３）公園利用者サービスに供するために新規植栽の必要が生じたとき。 

 

第４条 業務実施体制の点検 

事業者は「公共業務の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12 年11 月27 日法律第127

号）第13 条2 により近畿地方整備局から業務実施体制について点検を求められたときは、これを受け

ることを拒んではならない。なお、点検員は当該業務の調査職員等とする。 

 

第５条 歩掛実態調査及び諸経費動向調査 

本業務は、歩掛実態調査及び諸経費動向調査の試行業務であり、調査職員等より指示のあった場合、

別途通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うこと。 

調査票は、業務終了後速やかに調査職員等に提出するものとする。又、調査票の聞き取り調査等を実

施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。 

 

第６条 基本事項 

１．植物管理業務を総括する業務責任者の責任のもと実施することとする。 

２．事業者は、本個別仕様書によるほか、関係法令を遵守し、公園利用者への快適なサービスに努め

るとともに、公共性に配慮し、都市公園の効用に資するよう適切に管理運営を行うものとする。な

お、本個別仕様書に記載のない事項又は本個別仕様書に疑義が生じたときは、その都度、調査職員

等と協議するものとする。 

３．事業者は、公園内の植物を常に良好な状態とし、他の業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を

行い、実施することとする。 

４．管理体制人員は、円滑な運営維持管理を行うため、植生状況に基づき弾力的に配置するものとす
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る。 

５．提供物品は事業者に貸与するが、物品類の修理等は調査職員等に報告の上、事業者が行うことと

する。 

６．設備及び提供物品は事業者の注意義務で管理すること。 

７．植生状況等に基づく業務効率化に向けた設備及び物品を事業者が導入する場合は、事前に調査職

員等の承諾を受けた上で、事業者の負担にて行うこと。 

８．スタッフの身分保障、健康管理、服務規律は事業者の責任において行うこと。 

 

第７条 安全管理等 

１．常に公園利用者の迷惑とならないよう十分注意するとともに、事業者の責任において常に公園の

観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

２．本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体

側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等

に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/hを厳守する。 
３．作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導

員を配置するか、公園利用者の迷惑とならない場所へすみやかに移動するものとする。 

４．危険防止のため、枯損木や枯枝の早期発見と枯枝の除去、及び、全ての作業実施時に作業エリア

をバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管理を徹底し、公園利用

者の安全を十分確保するものとする。 

５．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者に不快感を与えないよう留意するものとする。 

 

第８条 利用サービス 

１．公園利用者に対する案内及び緊急対応等のサービスに努めること。 

２．業務責任者を含めた全てのスタッフは調査職員等の指定する名札を作成し着用すること。 

３．スタッフの服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、イメージ

アップに心掛けるものとする。 

４．公園利用者に対して、管理作業内容の情報を提供する必要が生じた場合には、作業場所において

適切な説明看板類を掲示するものとする。 
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第２章 中低木管理 

以下、第９条から第１３条までは、追加業務として取り扱う。 

第９条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす低木管理を行うこと。（別添29「樹木・草花管理区域図」参照） 

 

 

第１０条 中低木剪定工 

１．樹種毎の特性に応じ、主に刈り込み機械（ヘッジトリマー等）を用いた剪定作業を行うこと。 

２．刈り取った枝葉は調査職員等の指定する箇所に運搬、集積すること。 

 

第１１条 中低木地除草工 

１．人力による抜根除草とし、根に付着した土を取り除いた後、調査職員等の指定する場所に箇所

に運搬、集積すること。 

 

第１２条 中低木病虫害防除工 

１．病虫害の発生を確認したときは、業務責任者の判断で速やかに対応すること。 

２．薬剤散布は、原則として開園時間外の施工とする。病虫害の発生状況、散布時間、枝葉のボリ

ュームなどを考慮して薬剤、希釈倍率及び散布方法、散布量について配慮すること。 

 

第１３条 中低木雑工（雑作業） 

１．中低木雑工については業務責任者の判断する作業を実施するものとする。 

 

管理目標 ・公園利用者にとって安全で快適な利用環境の確保 

管理水準 

・利用者の安全確保面および快適な利用面で支障となる、枯損枝、伸長枝等が除去され
ていること。 

・巡視時における見通しの支障となる、枯損枝、伸長枝等が除去されていること。 
・管理所および駐車場周辺において、安全管理面での見通し確保の支障となる、枯損枝、
伸長枝等が除去されていること。 

標準実施回数  

中低木剪定工 
・巡視時に見通しの支障の状況を確認し、必要に応じ適宜実施する。標準的な実施回数
は年1回とする。 

対象地 
 
・公園内の全域を対象とする。 
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第３章 高木管理 

以下、第１４条から第１８条までは、追加業務として取り扱う。 

第１４条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす高木管理を行うこと。（別添29「樹木・草花管理区域図」参照） 

 

 

第１５条 高木剪定工 

１．樹種の特性に応じた剪定作業を行うこと。 

２．公園利用者の動線上の高木については、支障枝・枯枝等を適切に除去し、落ち枝等によるけが

などないよう努めること。 

３．調査職員等の指示する景観上重要な樹木については、樹形の維持及び眺望の確保に努めること。 

４．剪定した枝葉は、調査職員等の指定する箇所に運搬、集積すること。 

 

第１６条 ヤゴ取り工 

１．ヤゴ取りは、やご（ひこばえ）、幹ぶき（胴ぶき）を剪定鋏、鋸等で剪定するものとする。 

 

第１７条 高木病虫害防除工 

１．病虫害の発生を確認したときは、業務責任者の判断で速やかに対応すること。 

２．薬剤散布は、原則として開園時間外の施工とする。病虫害の発生状況、散布時間、枝葉のボリ

ュームなどを考慮して薬剤、希釈倍率及び散布方法、散布量について配慮すること。 

 

第１８条 高木雑工（雑作業） 

１．高木雑工については、業務責任者の判断する作業を実施するものとする。 

 

管理目標 

背割堤地区サクラ並木 サービスセンター・レストセンター内の景観木 

・春の開花期の鑑賞や、夏季の緑陰
としての機能の維持 
・公園利用者にとって安全で快適な
利用環境の確保 

・各サービスセンターの景観木としての機能の維
持 
・公園利用者にとって安全で快適な利用環境の確
保 

管理水準 
・利用者の安全確保面および快適な利用面で支障となる、枯損枝、支障枝等が除去さ
れていること。 

標準実施回数 （単位；回/年） 

剪定 
枯れ枝、支障枝落ろし、薬剤散布を適宜実施（ヤゴ取等は随時行う） 

標準的な実施回数は年１回とする。 

対象地 背割堤地区サクラ並木 
守口、太間、鳥飼サービスセンター、庭窪レスト
センター 
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第４章 草丈管理 

以下、第１９条は、追加業務として取り扱う。 

第１９条 草丈管理 
１．管理員は、区域巡視において毎日一回、所定の調査地点における草丈を測定し記録する。それら

を集計し、草丈報告書を調査職員等に提出する。 
２．調査地点は、別添30「草丈調査報告書（草地管理区域図）」に示すとおりとする。 
３．事業者は、草丈調査の結果、公園の利用状況及び予定を踏まえ、高水敷の除草を実施する国事務

所に対し、適切な除草の時期及び方法について調査職員等に情報提供を行う。 
４．公園の快適かつ安全な利用の阻害、または公園の美観を損なう雑草については、巡回時に管理員

が適宜除去を行うものとする。 
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第５章 草花管理 

第２０条 管理水準 

以下に示す管理水準を満たす草花管理を行うこと。 

なお、草花管理においては、行催事の開催時期等に十分留意すること。 

 

第２１条 草花材料一般 

１．花苗は発育良好で病害虫に侵されていないものを使用する。 

２．球根はよく充実し、傷がなく、病害虫に侵されていないものとする。 

 

第２２条 草花耕耘工 

１．植付け・播種前に、現地の状況に応じて抜根、土壌改良、土の入れ替えを行い、花の生育を助長

させる。 

 

第２３条 草花植栽工 

１．花苗、球根の植えつけの際のデザインについては、事前に調査職員等と協議の上の決定する。 

２．植えつけ後、よく灌水し、傾き、根の浮き上がりなど、植え付けが確実でないものは植えなおし

をする。 

 

第２４条 草花除草工 

１．植付け・播種後は、生育状況を観察し、必要に応じて人力除草および潅水を実施する。 

 

第２５条 草花雑工（雑作業） 

１．草花雑工については業務責任者の判断する作業（花がら摘み、ピンチ、摘心、誘引、ロープ柵設

置・撤去等）を実施するものとする。 

対象エリア名称 目的・目標 管理頻度 

長柄地区 
太間地区 
大塚地区 
枚方地区 

季節ごとに咲く既存の花類について、
鑑賞に耐えるレベルに維持管理を行う
こと。 

枚方地区：ポット苗植付け２回／年 
 
長柄・太間・大塚地区：播種 ２回／
年 
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第６章 特殊管理 

第２６条 対象 

本章は、植物廃棄物処分工について、適用する。 

 

第２７条 植物廃棄物処分工 

１．剪定や枯損枝除去により発生した植物性廃棄物については、建設副産物適正処理推進要綱（平成

14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとする。 
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はじめに 

 

本規定書は、淀川河川公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公園利用者サ

ービス向上のための収益施設である運動施設、及び自動販売機の管理運営業務及び自主事業

において、遵守すべき法令類や規範等の基本事項を取りまとめたものである。 

なお自動販売機は裁量施設であり、事業者が近畿地方整備局の許可を受けた上で自ら設置

することのできるものである。 

淀川河川公園の運営維持管理業務を実施する事業者が独立採算で行う収益施設等管理運営

業務の指針として、また許可申請時における管理運営要領の作成に際して、本規定書を参考

にされたい。 
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第１編 淀川河川公園収益施設等管理運営共通規定書 

第１章 総則 

第１条 履行場所及び履行期限 

１．履行場所 

施設名称 淀川河川公園 

所在地  大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市北区大淀北二丁目

（海老江地区）～京都府八幡市八幡在応寺先地（背割堤地区） 

 

面積 333.0ha うち収益施設許可面積 377,992㎡(予定) 

 

■対象となる収益施設 

対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
許可面積 

（予定）（㎡） 
数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

海老江地区 

野球場 18,889 4面 

少年野球場 7,655 2面 

テニスコート 1,836 3面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 8,515 1面 

毛馬地区 

野球場 7,589 2面 

テニスコート 1,321 2面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 8,613 1面 

赤川地区 
テニスコート 4,933 6面 

サッカー・ラグビー場 9,502 1面 

太子橋地区 
野球場 12,017 2面 

少年野球場 4,311 1面 

外島地区 
テニスコート 5,423 6面 

陸上トラック 5,627 1面 

 

八雲地区 
少年野球場 4,193 1面 
テニスコート 2,104 3面 

西中島地区 野球場 16,157 3面 

豊里地区 テニスコート 2,559 4面 

太
間
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

大日地区 野球場 14,411 2面 

佐太西地区 

野球場 14,468 2面 

少年野球場 5,108 2面 

テニスコート 2,110 3面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 15,501 27ホール 

ゲートボール場 1,932 3面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン
ドゴルフ(24ホール)兼用 

13,380 1面 

太間地区 
野球場 4,879 1面 

陸上トラック 6,251 1面 

木屋元地区 

野球場 10,111 2面 

サッカー・ラグビー場 12,749 1面 

テニスコート 2,505 3面 
三矢地区 テニスコート 2,945 4面 

枚方地区 淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 14,549 1面 

鳥
飼
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 10,194 1面 

フットサルコート 2,812 2面 

鳥飼上地区 

野球場 20,532 3面 

テニスコート 5,266 7面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 13,867 1面 
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三島江地区 

野球場 12,969 2面 

テニスコート 4,181 4面 

サッカー・ラグビー場 9,851 1面 

大塚地区 

野球場 14,491 2面 

テニスコート 1,345 2面 

サッカー・ラグビー場 6,886 1面 

島本地区 

野球場 5,161 1面 

少年野球場 5,161 1面 

テニスコート 1,569 2面 

サッカー・ラグビー場 7,492 1面 

大山崎地区 
野球場 9,638 2面 

フットサルコート 1,099 1面 

※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、収益施設として自動販売機を設置するこ

とができる。 

※許可面積は、小数点以下を四捨五入している。 

 

２．履行期限 

管理運営期間は、平成２８年４月１日から平成３２年１月３１日までとするが、収益施設

の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期施設等運営者への引継ぎに際し、期間を変更す

ることがある。ただし、期間の変更により発生する売上額の減少等損失について、近畿地方

整備局は補償しない。また、利用者の利便性の確保及び公園全体のマネジメントの観点から、

期間変更時に収益施設の現任施設等運営者あるいは収益施設の次期現任施設等運営者の指示

を受けることがある。 

施設等運営者は、収益施設等管理運営業務（以下「本業務」という。）が適正かつ円滑に

実施できるよう収益施設の現任施設等運営者から業務開始日までに必要な引継ぎを受け、開

園に備えなければならない。 

 

第２条 基本事項 

本公園の一元的な運営維持管理を進めるにあたり必要な公園利用者サービス向上のための収

益施設である運動施設、自動販売機の管理運営業務及び自主事業からなる本業務は、都市公園

法第５条、第６条または第12条の手続きを行った上で実施しなければならない。 

 

第３条 本業務の目的 

１．本業務は、本公園内に設定された許可区域内の収益施設の管理運営を行うこと、また、公

園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により行う行催事や繁忙期における臨

時物販施設等の自主事業を行うことを目的とする。なお、本業務の実施に際して施設等運

営者は、以下に掲げる本公園の目的、基本方針、本公園全体の地区構成を十分に理解した

上で、本公園内で実施される他の維持管理業務と連携しながら、創意工夫やノウハウを積

極的に発揮し、公園利用者及び施設利用者が求める多様なニーズに対して質の高いサービ

スの提供で応えることで、本業務の遂行に努めなければならない。 
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本公園の施設目的、基本方針、管理運営方針、公園全体の地区構成 

１）本公園の施設目的  

淀川河川公園は、都市公園法第２条第１項第２号「イ）一の都府県の区域を超えるような見

地から設置する都市計画施設である公園又は緑地」に基づくイ号国営公園である。淀川の広大

な河川敷、豊富な自然環境を活かして、近畿のレクリエーション需要の増大に対応するととも

に、淀川の河川空間を広域緑地系統の骨格として活用することを目的として、昭和 47 年から

公園整備を進めている。大阪府大阪湾河口部から桂川、宇治川、木津川が合流する京都府三川

合流部までの延長約 37km、計画面積 1,216ha のうち、約 240ha、計 40 地区を開園している。

昭和 48 年度の供用開始時から平成 26 年度までの累計入園者数は約 14,770 万人であり、平成

26年度には約646万人の方々に利用されている。 

  本公園では、「淀川河川公園基本計画」を平成20年8月に改定し、淀川の自然環境や淀川と

人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指しており、以下の基本方針、整備方

針及び管理運営方針のもとに総合的に整備、管理運営を進めている。 

 

２）基本方針 

① 河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環 

境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

② 淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

  ③ 多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を促し、

淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。 

 

３）管理運営方針 

① 淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行います。 

② 安全、快適に利用できるようにします。 

③ 淀川にふれ、学ぶための機会を増やします。 

④ 多様な主体の参加と連携を図ります。 

 

４）地区構成 

海老江地区、十三野草地区、西中島地区、大淀野草地区、長柄地区、 

長柄河畔地区、毛馬地区、赤川地区、城北河畔地区、太子橋地区、外島地区、守口地区、

豊里地区、八雲野草地区、八雲地区、庭窪河畔地区、大日地区、 

佐太西地区、仁和寺野草地区、点野野草地区、太間地区、木屋元地区、 

出口野草地区、出口地区、出口河畔地区、伊加賀野草地区、三矢地区、 

枚方地区、背割堤地区、一津屋野草地区、一津屋河畔地区、鳥飼西地区、 

鳥飼野草地区、鳥飼下地区、鳥飼上地区、三島江地区、三島江野草地区、 

大塚地区、島本地区、大山崎地区 

 

 

第４条 用語の定義 
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本規定書にて使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

１）「近畿地方整備局」とは、国営公園の管理主体者であり、H28-31 淀川河川公園運営維持

管理業務の発注者のこと。 

２）「収益施設」とは、利用料金の徴収や売上金を得て事業者の収入とするために事業者が

実施する事業の対象となる施設であり、その使用に当たっては、都市公園法施行令（昭

和31年政令第290号）第20条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料

を納めることが必要となる場合がある。 

３）「自主事業」とは、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近畿地方整備局と事前

に協議し、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第５条、第６条又は第 12 条に基づく

許可を受けた上で、事業者の提案により土地使用料等を納めて独立採算により臨時の飲

食・物販施設の運営や行催事を行う事業のこと。 

４）「施設等運営者」とは、収益施設の管理運営及び自主事業に関する許可を受けた事業者

のこと。 

５）「調査職員」とは、近畿地方整備局として本業務を監督する職員のこと。 

６）「維持管理業務受託者」とは、H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務を受託した事業者

のこと。 

７）「収益施設等管理運営業務責任者」とは、施設等運営者として第２編淀川河川公園収益

施設等管理運営個別規定書に記載されている本業務全体を監理する者のこと。 

８）「施設担当責任者」とは、施設等運営者として各収益施設を個別に監理する者であり、

主に各収益施設の利用指導や事故報告等を担当する業務従事者のこと。 

９）「現場管理員」とは、管理所に常駐し、園内巡視等を担当する業務従事者のこと。 

10）「公園利用者」とは、公園を利用する者のこと。 

11）「施設利用者」とは、収益施設を利用する者のこと。 

12) 「開園」とは、駐車場、サービスセンター及び運動施設の運動施設（アイススケート場

を除く）の利用可能な期間及び時間のこと。 

13）「閉園」とは、駐車場、サービスセンター及び運動施設の運動施設（アイススケート場

を除く）の利用を終了あるいは休止している期間及び時間のこと。 

14）「閉園措置」とは、出水、地震等の発生に係る危険防止対策として、公園の利用を中止

する措置（駐車場の閉鎖、立入禁止措置、利用者への利用中止の呼びかけ・避難誘導

等）を行うこと。 

15）「許可区域」とは、本業務の管理運営を許可された範囲内のこと。 

16）「管理施設」とは、許可区域内にある建築躯体及び建築設備等施設のこと。 

17）「管理備品」とは、本業務の実施に必要な機器備品類で、あらかじめ許可区域内に設置

されているもののこと。 

18）「特定備品」とは、本業務の実施及び運営に必要な設備等機器備品類で、施設等運営者

が持ち込んだもののこと。 

19）「指示」とは、調査職員が施設等運営者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書

面をもって示し、実施させること。 

20）「承諾」とは、施設等運営者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事
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項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意すること。 

21）「協議」とは、本規定書の協議事項及び近畿地方整備局が指示する事項について、近畿

地方整備局又は調査職員と施設等運営者が対等の立場で合議すること。 

22）「確認」とは、本規定書に示された事項について、臨場若しくは関係資料によりその内

容について本規定書との適合を判断すること。 

23）「提出」とは、施設等運営者が調査職員に対し、業務に係わる事項について書面または

その他の資料を説明し、差し出すこと。 

24）「報告」とは、施設等運営者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書

面をもって知らせること。 

25）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名または捺印

したものを有効とする。ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メール

により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。電子納品を

行う場合は、別途調査職員と協議するものとする。 

26）「利用料金」とは、収益施設の使用やそれに伴うサービスの対価として、施設利用者か

ら徴収する料金のこと。 

27）「施設使用料」とは、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20 条に基づき、

施設等運営者が近畿地方整備局に納める公園の土地又は建物に使用にかかる料金のこと。 

28）「建物使用料及び土地使用料」とは、本公園の土地または建物を使用して臨時的な飲

食・物品販売等を設置する場合に、「行政財産を使用又は収益させる場合の取り扱いの

基準について」（昭和33年蔵管第1号）に基づき近畿地方整備局から金額を通知し、施

設等運営者が近畿地方整備局に納める料金のこと。ただし、公共性の高い行催事を淀川

河川事務所との共催により行う場合は、建物使用料及び土地使用料は不要となる場合が

ある。 

29）「修繕」とは、施設若しくは設備又は備品等の劣化した部分又は部材について、性能又

は機能を原状あるいは事実上支障のない状態まで回復させること。 

30）「軽微な修繕」とは、電球等の交換や壁紙の一部補修等、市販の交換品や補修材を使用

して専門の業者に委託することなく対応可能な修繕行為のこと。 

31）「改修」とは、施設の性能又は機能を従前より向上させる措置を行うこと。 

32）「保守」とは、施設若しくは設備又は備品等の必要とする性能または機能を維持する目

的で行う消耗品または材料の取り替え、注油、汚れ等の除去及び部品の調整等の軽微な

作業を行うこと。 

33）「点検」とは、施設若しくは設備又は備品等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べるこ

とをいい、機能に異常または劣化がある場合、必要に応じて対応処置を判断する事を含

む。 

 

第５条 許認可申請等 

１．施設等運営者は、近畿地方整備局に都市公園法第５条、第６条又は 12 条に基づく許可申

請を行うものとする。基本的には、「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務民間競争入札

実施要項 ４．入札に参加する者の募集に関する事項」に基づき提案される「収益施設管
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理運営計画書」及び本運営規定書に記載されている条件によるものとする。ただし、申請

された事業内容が本公園の利用にふさわしくない場合等、その実施を許可しない場合があ

る。 

なお、臨時売店については、近畿地方整備局が指定する設置場所、設置期間に限り、営

業を許可するものとする。 

２．施設等運営者は、実施する事業に係る許認可等各種法令で必要な許可の取得や届出につい

ては、所定の期日までに施設等運営者の責任で行うものとする。また、業務を完了する場

合は、廃止に係る手続きを行うものとする。 

 

第６条 法令等の遵守 

施設等運営者は、業務の履行に当たり本規定書及び近畿地方整備局の指示に従うほか、法令

の規定を遵守しなければならない。 

 

第７条 準拠規定 

本業務の遂行にあたっては、次の各号に掲げる基準等に準拠する。 

１）河川法 

２）都市公園法 

３）景観法、屋外広告物条例 

４）建築基準法 

５）消防法（消防庁） 

６）建築物における衛生的環境の確保に関する法律、建築物環境衛生管理基準（厚生労働

省） 

７）水道法 

８）電気事業法及びこれに基づく政令等 

９）高圧ガス保安法 

10）ボイラー及び圧力容器安全規則 

11）食品衛生法 

12）官公法 

13）下水道法 

14）浄化槽法 

15）環境基本法 

16）大気汚染防止法 

17）水質汚濁防止法 

18）騒音規制法 

19）振動規制法 

20）悪臭防止法 

21）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

22）地球温暖化対策の推進に関する法律 

23）リサイクル法（容器包装リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法） 
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24）エネルギー使用の合理化に関する法律 

25）温泉法 

26）公衆浴場法 

27）旅館業法 

28）風俗営業法 

29）鉄道法 

30）建設業法 

31）労働基準法、労働安全衛生法 

32）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 

33）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法） 

34）移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 

35）移動等円滑化の促進に関する基本方針 

36）都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 

37）公園のユニバーサルデザインマニュアル 

38）公園施設の安全点検に係る指針（案）（国土交通省都市局公園緑地・景観課） 

39）原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版） 

40）建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 

41）淀川河川公園における行為の禁止等について（別添4） 

42）「H28-31 淀川河川公園 運営維持管理業務」における情報セキュリティについて（別添

5） 

43）個人情報の保護に関する法律 

44）遺失物法 

45）国有財産法、会計法、会計検査院法、国の債権管理等に関する法律 

46）都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第２版）（国土交通省都市局公園

緑地・景観課） 

47）環境省版レッドリスト「絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト」（環境省自然環境

局野生生物課編） 

48）「大阪府レッドリスト2014」 

49）「京都府レッドデータブック2015」 

50)著作権法 

51）その他、関係諸法令 

 

第８条 施設等運営者の義務 

１．施設等運営者は、常に公園利用者及び施設利用者の安全に配慮するとともに、施設等運営

者の責任において常に施設を含む周囲の観察を行い、本業務について善良なる管理者の注

意をもって実施する義務を負うものとする。なお、異常を確認した場合、速やかに近畿地

方整備局に報告しその指示に従うものとする。 

２．施設等運営者は、施設が国営公園内にあることを鑑み、その公共性に十分配慮すると共に、

淀川河川公園設置の意義を踏まえて行動すること。 
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３．収益施設の適正な管理を保持しつつ、施設の管理運営に際して創意工夫やノウハウを積極

的に発揮し、本業務の遂行に努めなければならない。 

４．繁忙日には、臨時駐車場の確保や早期開場を行わなければならない。 

５．施設等運営者は、近畿地方整備局が行う安全管理行為（例：緊急安全点検、防災訓練、安

全パトロール、消防訓練等）への参加・協力・実施等、近畿地方整備局の求めに応じて、

積極的に協力しなければならない。 

６．施設等運営者は、近畿地方整備局が行う各種会議等（例：公園に関する会議、監査・検査、

視察、式典、緑化フェア等）への参加・協力・実施、行催事開催時に営業時間の変更等を

行うこと、要人案内等、近畿地方整備局や維持管理業務受託者の求めに応じて、積極的に

協力しなければならない。 

７．施設等運営者は、調査職員から公園に関する調査、または作業の指示等があった場合には、

誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

８．管理運営要領の策定及び管理運営に際して、同じ国営公園内において異なる施設を管理す

る施設等運営者や維持管理業務受託者と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施

しなければならない。 

９．別添 4「淀川河川公園における行為の禁止等について」を参考に、収益施設の運営にあた

ること。 

１０．施設等運営者は、本業務の実施にあたって、常に近畿地方整備局と密接な連絡をとり、

本業務の目的の達成を図るものとし、その実施状況を記録しておくものとする。 

 

第９条 景観への配慮 

施設等運営者は、収益施設の運営においては、施設周辺の景観を阻害することのないよう、

景観への配慮に努めなければならない。 

 

第１０条 近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担 

本業務を実施するにあたり、近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担を下表「責任分担

表」のとおりとする。ただし、「責任分担表」に定める事項に疑義が生じた場合、又は、「責任

分担表」に定めのない事項については、近畿地方整備局と施設運営者の間で十分に協議のうえ

決定するものとする。 

 

－別紙115－



- 9 - 

近畿地方整備局と施設等運営者の責任分担一覧 

※年間修繕費用は、軽微な維持管理修繕に要した費用の平成 24年～平成 26年の実績平均と現在の状況を踏ま

えた額であり、本業務において事業者によるこれと同程度の修繕を見込んでいる。実績は、別紙 32「建

物・工作物に係る修繕履歴(修繕箇所、費用等)」を参照のこと。 

※事業者の責任分担に係る項目のうち◎の項目については、委託費を充当することはできない。 

項目 
近畿地方

整備局 

事業者 

 
 

運営
維持
管理 

収益 

施設 

 内   容    

公園施設の管理 公園施設の管理（都市公園法第 5条に基づき設置・管理している

施設は除く。） 
 ○  

収益施設の管理 収益施設の管理   ◎ 

物品の管理 
近畿地方整備局より提供のあった物品の管理  ○ ◎ 

本業務において取得した物品及び消耗品の管理  ○  

苦情・要望対応 施設管理、運営業務内容に対する住民及び公園利用者からの苦

情、訴訟、要望への対応 
 ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

事故・災害時対応 本仕様書等に記載された業務内容による対応  ○ ◎ 

上記以外の場合 ○   

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

 但し、30/1000以上の物価変動が見込まれる場合 ○   

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ ◎ 

運営日時の変更 開園日時の変更（事業者による提案）に伴う経費の増減  ○  

 収益施設の運営日時の変更に伴う経費の増減   ◎ 

許認可 都市公園法に基づく許認可 ○   

 公園利用者の受付及び書類交付手続きの補助  ○  

施設・物品等の修

繕 

事業者の責めに帰すべき事由による場合（事業者による管理が不

適切なために修繕が必要になった場合も含む。）（以下この表にお

いて「①」という。） 

 ◎ ◎ 

 修繕にかかる費用が1件あたり100万円を超えない場合かつ年間

修繕費用１，０００万円（税抜き）【平成 28～30 年度】、７５０

万円（税抜き）【平成 31 年度分】※を超えない場合（上記①を除

く。）。 

 ○  

 収益施設の建物の構造に関わる部分を除く修繕にかかる費用（上

記①を除く。）。 
  ◎ 

 上記３項目以外の場合 

※予算の状況により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合に

は、年間業務計画の変更を協議するものとする。 

○   

不可抗力 大規模な自然災害等（災害対策本部運営計画に基づく警戒体制以

上の体制をとるような事態）の不可抗力（以下この表において

「②」という。）により公園施設に著しい損害を受けた場合に、

公園を一時閉園するなどして行わなければならない施設、設備等

の復旧等 

※上記②により施設の使用中止又は臨時閉園とする場合には、対

応を協議するものとする。 

○   

公園利用者への損

害 

事業者の責めに帰すべき事由により、公園利用者に損害を与えた

場合（事業者の不適切な運営又は、施設管理による公園利用者の

怪我等） 

 ◎ ◎ 

共通仕様書第33条の保険の付保及び事故の補償に係る場合  ○ ◎ 

上記２項目以外の場合 ○   

第三者への損害 事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合  ◎ ◎ 

上記以外の場合 ○   
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第１１条 公租公課 

１．施設等運営者は、運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置等により賦課される不動

産取得税、固定資産税、都市計画税、償却資産税その他の公租公課について全て施設等

運営者の負担とする。 

２．施設等運営者は、地方税法第７３条第７項（不動産取得税の納税義務者等）に定める手

続き等、施設等運営者の賦課資産に係る公租公課の分離手続について近畿地方整備局に

協力するものとする。 

 

第１２条 運営日時等 

１．収益施設の運営日時に関しては、本公園の開園日、開園時間に合わせ、個別施設の各章

で定める運営日時を基に別に定めることを原則とするが、運営方法の内容によっては近

畿地方整備局との協議の上、当該運営日時を変更して運営することができる。（共通仕

様書第12条参照）。 

２．近畿地方整備局が、天変地異、社会的状況の著しい変化及び公園管理上の理由その他や

むを得ない事由により、施設等運営者に対し一時休業若しくは営業廃止又は営業時間の

変更を指示したときは、施設等運営者は異議を申し立てることはできないものとする。 

３．近畿地方整備局は、前項の規定により施設等運営者が一時休業若しくは営業廃止または

営業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任は負わないものとす

る。 

４．施設等運営者の都合により施設を運営する日時等を変更する場合は、あらかじめ調査職

員と協議を行った上で、協議の結果を記載した文書にて申請しなければならない。 

 

第１３条 提供品目及び利用料金 

１．自動販売機等において提供・販売しようとする品目を定めるに当たっては公園利用者の

要望等配慮して定めるものとする。 

２．収益施設の利用料金等については、近畿地方整備局長と協議の上、周辺類似事例に基づ

き、収益施設全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。なお、施

設等運営者は管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望する場

合は、事前に近畿地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領を

近畿地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

３．施設等運営者が、本規定書に基づき収益施設の管理運営を行うに当たっては、利用料金

を施設利用者の見やすいところに表示しなければならない。ただし、利用料金が既に販

売商品等に表示されていて、その価格が一般的に知られているものについては、この表

示を省略することができる。 

 

第１４条 国有財産の施設使用料 

１．施設使用料の定めがある施設について 

毎月の施設使用料については、歳入徴収官近畿地方整備局総務部長が発行する納入告知

書により、当月分を指定期日までに納入しなければならない。 
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指定期日までに施設使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応

じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

近畿地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると

認める場合には、施設使用料を改定することができる。 

なお、風水害その他の事業者の責に帰することが出来ない事由により、長期間閉園が生

じた場合の施設使用料の取扱については、近畿地方整備局と施設等運営者の間で協議する

ものとする。 

 

■施設使用料（現時点の目安） 

公園施設の名称 税込み施設使用料（円／年） 
淀川河川公園収益施設 １式 約999万 

※面積等条件の変更により金額は増減する可能性がある。 

 

【個別施設毎の施設使用料の現時点の目安】 

対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
税込施設使用料 
（円／年） 

数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

海老江地区 

野球場 207,779 4面 

少年野球場 84,205 2面 

テニスコート 214,812 3面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 93,665 1面 

管理所 196 1基 

毛馬地区 

野球場 60,712 2面 

テニスコート 103,038 2面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 68,904 1面 

赤川地区 

テニスコート 369,975 6面 

サッカー・ラグビー場 66,514 1面 

管理所 124 1基 

太子橋地区 
野球場 144,204 2面 

少年野球場 51,732 1面 

 管理所 202 1基 

外島地区 

テニスコート 601,953 6面 

陸上トラック 61,897 1面 

管理所 186 1基 

 
八雲地区 

少年野球場 46,123 1面 
テニスコート 229,336 3面 

 管理所 182 1基 

西中島地区 
野球場 323,140 3面 
管理所 352 1基 

 テニスコート 261,018 4面 

豊里地区 管理所 180 1基 

 更衣室 874 1基 

守口地区 
受付 27,027 1室 

事務所 32,760 1室 

太
間
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー 

大日地区 野球場 144,110 2面 

佐太西地区 

野球場 159,148 2面 

少年野球場 56,188 2面 

テニスコート 229,990 3面 

管理所 182 1基 

仁和寺野草地区 
パターゴルフコース 403,026 27ホール 

ゲートボール場 52,164 3面 
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対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
税込施設使用料 
（円／年） 

数量 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウンド
ゴルフ(24ホール) 兼用 

294,360 1面 

倉庫 1,795 2基 

太間地区 

野球場 68,306 1面 

陸上トラック 87,514 1面 

管理所 246 1基 

受付 23,562 1基 

木屋元地区 

野球場 111,221 2面 

サッカー・ラグビー場 140,239 1面 

テニスコート 270,540 3面 
三矢地区 テニスコート 530,100 4面 

枚方地区 
淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 509,215 1面 

管理所 286 1基 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー 

鳥飼下地区 

サッカー場 224,268 1面 

フットサルコート 764,864 2面 

管理所 182 1基 

受付 22,143 1基 

鳥飼上地区 

野球場 205,320 3面 

テニスコート 563,462 7面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 138,670 1面 

管理所 178 1基 

 

対応 
窓口 

地区名 公園施設の名称 
税込施設使用料 
（円／年） 

数量 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

三島江地区 

野球場 129,690 2面 

テニスコート 413,919 4面 

サッカー・ラグビー場 98,510 1面 

管理所 166 1基 

大塚地区 

野球場 188,383 2面 

テニスコート 185,610 2面 

サッカー・ラグビー場 89,518 1面 

管理所 230 1基 

島本地区 

野球場 72,254 1面 

少年野球場 72,254 1面 

テニスコート 233,781 2面 

サッカー・ラグビー場 104,888 1面 

管理所 248 1基 

大山崎地区 

野球場 144,570 2面 

フットサルコート 212,107 1面 

管理所 256 1基 

※施設使用料は「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準について」（S33.1.7 蔵

管１号）に基づき算定し、毎年４月１日に前年次使用料との調整を行い改定する予定である。 

※施設使用料全体額と個別施設毎の施設使用料合計額が合致しないのは、端数調整によるもの

である。 

 

 ２．許可申請毎に納入すべき施設 

施設等運営者は、施設使用料の定めのない土地または建物を使用する場合は、許可申請毎に

占用面積及び期間に応じ告知する建物使用料又は土地使用料を歳入徴収官近畿地方整備局総務

部長が発行する納入告知書により、納入告知の日から20日以内に納入しなければならない。 
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期日までに建物使用料又は土地使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの

日数に応じ、年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 

近畿地方整備局長は、経済情勢の変動その他の事情の変更に基づいて特に必要のあると認

める場合には、建物使用料及び土地使用料を改定することができる。 

 
※ １ 平成 26 年度の土地使用料は最大６５円／月・m2 であった。（建物使用料は徴収してい
ない。） 

※ ２ ［建物の占用］及び［土地の占用で占用期間が１ヶ月を超えない場合］は、別途消費
税が課される。 

※ ３ 建物使用料及び土地使用料は、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準
について」（S33.1.7 蔵管第１号）に基づき算定し、毎年４月１日に前年次使用料との調整
を行い改定する予定である。 

 

第１５条 経費等の負担 

１．施設等運営者の負担範囲 

１）通常の施設運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水

費等）、運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区域に関る各種保険料、さら

には施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る補修または改造等に係る経費

は、施設等運営者の負担とする。なお、委託費で購入した設備、備品及び消耗品等を

本業務に使用することはできない。 

２）施設等運営者が管理する収益施設に係る法定点検については原則施設等運営者が点検

を行うものとし、近畿地方整備局が実施する法定点検との役割分担について協議の上、

実施時期を近畿地方整備局に報告すること。点検結果については遅滞なく近畿地方整

備局に書面により報告すること。 

３）上記以外に定めのない費用については、近畿地方整備局と協議を行い、協議録を保管

するとともに書面をもって負担等を定めるものとする。 

２．光熱水費納付 

１）基本料金 

基本料金については、サービス拠点施設全体の従量料金に対する収益施設の従量料金

で近畿地方整備局の指示のもと維持管理業務受託者が負担金額計算を行い、施設等運

営者が負担するものとする。 

２）従量料金 

水道及び電気料金については、個別にメーターを設置するなど、各施設の使用料が切

り分けられるようにし、その計量により負担するものとする。ガス、その他メーター

が設置できない場合は近畿地方整備局と協議するものとする。なお、計算方法につい

ては変更する場合がある。 

３．ごみ処分費用 

ごみ処分費用については、施設等運営者と維持管理業務受託者との間で、発生量に応

じて、応分の負担を行うこと。発生量等が不明確な場合は、近畿地方整備局と協議す

るものとする。 

４．費用分担における確認 
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光熱水費やごみ処分、さらにはこれら以外に近畿地方整備局または維持管理業務受託

者と施設等運営者との間で費用分担を行う場合にあっては、近畿地方整備局と費用分

担ルール及び費用分担結果の近畿地方整備局との確認方法、並びに支払方法について

協議すること。また、協議結果を書面にして残すこと。 

 

第１６条 コンプライアンス 

１．守秘義務 

１）施設等運営者、若しくはその職員その他の本業務に従事している者または従事してい

た者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘

密を漏らし、または盗用した場合には、競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律（平成１８年法律第５１号）第５４条により罰則の適用がある。 

２）近畿地方整備局が定める情報のセキュリティに関する規定等がある場合は、それに沿

って、情報管理を適切に行うこと。 

２．個人情報保護 

１）施設等運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務における事務を処理する

ための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８

号）第６条第２項の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざんまたはき損の防

止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２）施設等運営者は、本業務における事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解

除された後においても同様とする。 

 

第１７条 業務の再委託の禁止 

１．施設等運営者は、業務を他の者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を他の者

に再委託する場合、あらかじめ書面により近畿地方整備局の承諾を得たときは、この限

りではない。 

２．再委託を行う場合、書面により施設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、

施設等運営者に対し、業務の実施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなけ

ればならない。 

３．再委託を受けた業務受託者は、入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿

地方整備局長から指名停止を受けていないこととする。 

４．暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者を、再委託を

行う業務受託者としてはならない。 

５．施設等運営者は、前項の規定により近畿地方整備局が承諾した業務受託者が、その責め

により近畿地方整備局に損害を及ぼしたときは、近畿地方整備局に対して、その損害を

賠償するものとする。 

６．施設等運営者は、前項の規定により近畿地方整備局が承諾した業務受託者が、その責め

により第三者に損害を及ぼしたときは、速やかに近畿地方整備局に報告するとともに、
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第三者に対して、その損害を賠償するものとする。また、その結果については、書面に

より近畿地方整備局に報告するものとする。 

 

第１８条 許可した目的以外の利用及び施設の転貸等の禁止 

１．収益施設を運営するにあたっては、許可した目的以外の利用は禁止する。 

２．施設利用者及び公園利用者に対する安全確保に反する行為をしてはならない。 

３．施設管理者は、施設の全部若しくは一部を第三者に貸与し、または担保に供してはなら

ない。ただし、近畿地方整備局に書面により承諾を得たときは、この限りではない。 

４．施設等運営者は、本業務によって生じる一切の権利義務を他の者に譲渡し、または継承

させてはならない。 

 

第１９条 業務の履行 

１．管理許可条件に定める運営時間内での運用を休止させてはならない。ただし、近畿地方

整備局の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

２．施設等運営者は、業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解

除されるまでは、施設利用者に利便性を図るために本規定書及び管理運営要領を維持す

ることとする。 

 

第２０条 業務の解除 

施設等運営者の責めに帰すべき事由により適正な収益施設の管理運営が困難となった場

合またはその恐れが生じた場合は、近畿地方整備局は施設等運営者に対して改善勧告を行

い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。 

この場合において、施設等運営者が当該期間内に改善することができなかったときには、

近畿地方整備局は都市公園法第５条２項の許可を取り消すことがある。 

 

第２１条 業務の完了・引継、原状回復等 

１．施設等運営者は、施設等運営者の責めに帰すべき事由により、施設を汚損・破損若しく

は滅失したとき、または近畿地方整備局に無断で施設の原状を変更したときは、直ちに

これを原状に回復しなければならない。 

２．施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が

解除された場合は、近畿地方整備局または新たな施設等運営者と十分に協議の上、書面

をもって下記事項について事務引き継ぎを行い、公園の管理に支障が生じないようにす

る。この際、施設等運営者が設置した特定備品を撤去し速やかに管理物件を原状に回復

して、近畿地方整備局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不

適当若しくは近畿地方整備局が特定物品の残置を希望した場合、施設等運営者及び近畿

地方整備局間で事前に協議を行った上で、近畿地方整備局の書面による承認を得て原状

回復せずに引き渡すことができる。 

１）建物や関連設備の鍵の場所等、建物の管理に関する事項。 

２）設備等設置における建物躯体や構造物への影響等に関して留意が必要な事項。 
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３）建物や設備等の老朽化等により、それら使用において、維持修繕上、留意が必要な事

項。 

４）継続的な地域連携イベント等において、運営日時の調整や臨時売店の設置、販売品目

の変更、提供等を行うなど、主催者と連携、協力すべき事項。 

３．前項ただし書きの適用がない場合において、施設等運営者が前項本文の原状回復を履行

しないときは、近畿地方整備局は施設等運営者が自ら整備した内装・設備等を放棄した

ものとみなし、現状を維持するかまたは施設等運営者の費用をもって原状回復を行うこ

とができる。 

４．不可抗力その他、近畿地方整備局や施設等運営者の責めに帰することが出来ない事由に

より管理の継続が困難となった場合は、近畿地方整備局と施設等運営者は管理の継続の

可否について協議し、近畿地方整備局が書面により指示することとする。 

 

第２２条 立退料等の不請求 

施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が

解除された場合、または不可抗力の場合は、近畿地方整備局に対し施設等運営者の施設の

買取または立退料等の請求若しくは施設等運営者が支出した有益費等を請求することがで

きない。 

 

第２３条 保険の付保及び事故の補償 

１．施設等運営者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法及び健康保険法の規定により、雇

用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければな

らない。 

２．施設等運営者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に

対して責任をもって適切な補償をしなければならない。 

３．施設等運営者は、火災保険、自動車任意保険、施設賠償責任保険、動産総合保険の他、

必要に応じて各種保険に加入するものとする。 

４．１～３項に規定する保険料、補償費は、施設等運営者の負担とする。 

 

第２４条 情報公開 

１．施設等運営者は、文書の開示等の情報公開については、「行政機関の保有する情報の公

開に関する法律」（平成15年5月30日法律第58号）の規定に準じて取り扱うものとす

る。この場合、調査職員の書面による指示に従うこと。 

２．施設運営者は、近畿地方整備局が会計法令に基づき実施する事業者に対する立ち入り検

査、指示等監督・検査に対して、誠意を持って対応すること。 

 

第２５条 その他留意事項 

本規定書に定めていない事項または疑義を生じた事項に関しては、必要に応じて、近畿地方整

備局の指示により、決定することとする。
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第２章 マネジメント（運営管理） 

第２６条 基本事項 

１．提出書類 

１）収益施設等管理運営業務責任者は許可を受けた後に、近畿地方整備局が指定した様式

による関係書類を近畿地方整備局に遅滞なく提出しなければならない。 

２）施設等運営者が近畿地方整備局に提出する書類で様式が定められていないものは、様

式を作成後調査職員に了解を得て提出するものとする。 

３）報告書及び経理状況に関する帳簿類等の提出した書類は、近畿地方整備局の求めに応

じて常に提出できるよう、許可を受けた施設ごとに整理・保管し、業務成果として施

設等運営者において業務完了後５年間保存する。 

２．連絡、協議 

１）収益施設等管理運営業務責任者は、必要に応じて調査職員と連絡、協議等を行うこと。

またその結果について、書面に記録し相互に確認しなければならない。 

２）調査職員と収益施設等管理運営業務責任者は業務の方針及び条件等の疑義を正すもの

とし、その内容については相互に確認しなければならない。 

３）施設の運営維持管理に係る各種規定・要項を作成する場合や、追加供用等により契約

期間中に管理運営内容が変更する場合、さらにはその他新業務への対応が必要な場合

は、近畿地方整備局と施設等運営者の間で書面により調整または協議を行う。 

４）不測の事態または疑問等が生じた場合は、速やかに調査職員と協議する。 

３．報告事項 

１）施設等運営者は、次の各号に掲げる事項について、近畿地方整備局に書面により報告

するものとする。 

① 管理運営要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・許可日より１４日以内に提出 

② 管理運営報告書（月毎の売上高、施設利用者数等）・・翌月の１０日迄に提出 

③ 業務打合せ簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・打合せ毎に終了後速やかに提出 

④ 施設保守定期点検等の実施結果報告 ・・・・・・点検後速やかに提出 

⑤ その他近畿地方整備局が指示する書類 ・・・・・・・適宜 

 

第２７条 業務実施体制 

１．施設利用者に対して、安全・快適な利用サービスを提供するために、必要な資格等専門

技術・知識を有する職員を配置するなど本業務を実現する業務実施体制を構築しなけれ

ばならない。 

２．本業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害等非常時における緊急対応

が適切に行われるよう、管理体制を構築しなければならない。 

３．本業務の計画立案及びマネジメントを担当する収益施設等管理運営業務責任者を配置し

なければならない。 

４．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者が配置する総括責任者と兼務す

る場合、収益施設等管理運営業務とそれ以外の業務との従事割合等を明確に区分しなけ

ればならない。 
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５．開園期間中は、維持管理業務の業務責任者及び収益施設等管理運営業務責任者のうち、

少なくとも２名以上が勤務する体制とすること。さらに収益施設等管理運営業務責任者

が勤務しない場合については、本業務に精通した者を勤務させるものとし、緊急対応を

含め本業務が円滑かつ迅速に行われる勤務体制をとること。 

６．収益施設等管理運営業務責任者は、維持管理業務受託者と常に調節し、業務を遂行する。 

１）調査職員について 

① 近畿地方整備局は、本業務における調査職員を定め、施設等運営者に通知するものと

する。 

② 調査職員は、本規定書に定められた事項の範囲内において、近畿地方整備局または、

施設等運営者の責任者である、収益施設等管理運営業務責任者に対し連絡、調節等の

職務を行うものとする。 

２）収益施設等管理運営業務責任者について 

 ① 収益施設等管理運営業務責任者は、本業務について業務従事者が適切に管理運営を

行うよう、指揮監督しなければならない。 

３）適切な業務従事者の配置について 

① 収益施設等管理運営業務責任者は、施設担当責任者及び業務従事者の手持ちの手持ち

業務量が適切となるよう配慮すること。 

② 調査職員は、必要に応じて収益施設等管理運営業務責任者、施設担当責任者及び業務

従事者の経歴・職歴に関する事項について書面により報告を求めることができる。 

 

第２８条 許可、承諾等を要する事項 

１．管理運営要領 

１）施設等運営者は、別に定めがある場合を除き、許可日より１４日以内に収益施設管理

運営計画書に基づく下記の項目を記載した管理運営要領を近畿地方整備局に提出し、

承諾を得るものとする。その際、管理運営要領は許可を受ける施設ごとに作成するこ

と。 

①業務内容（商品、価格及びサービス内容、イベント企画等） 

②業務の実施方針 

③業務の実施工程（業務の順序及び手順） 

④業務の実施体制 

⑤連絡体制(緊急時含む) 

⑥その他（業務実施上必要と思われる事項） 

２）管理運営要領の策定にあたっては、維持管理運営の実務に通じた経験や知見、施設利

用者からの意見・苦情・要望を踏まえた運営計画の変更の経緯、記録が確実に残る仕

組みについて記載すること。 

３）施設等運営者は、収益施設の維持管理運営業務を通じた経験や知見、施設利用者から

の意見・苦情・要望に基づく対応による修正が必要と判断した場合は、近畿地方整備

局と協議の上近畿地方整備局に変更した管理運営要領を提出し、許可を得ること。 

２．管理運営報告書 
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１）施設等運営者は、毎年度決算終了後、速やかに、近畿地方整備局に決算に関する報告

書を提出すること。その際、報告書は施設毎に作成し、運営維持管理業務と明確に区

分して整理すること。 

２）施設等運営者は、毎月の売上その他の営業に関する状況を翌月１０日までに、書面に

より近畿地方整備局に報告すること。 

３）経理状況に関する帳簿類は常に整理し、近畿地方整備局からこれらに関する報告や実

施調査を求められた場合には、速やかに調査職員の指示に従い、誠実に対応すること。 

４）近畿地方整備局は、実施調査の結果、必要と認める場合には、施設等運営者に対し改

善を求めることができる。 

３．施設の修繕等 

１）施設等運営者が、収益施設の修繕等を実施する場合は、その内容、時期等の情報につ

いて事前に近畿地方整備局に書面により報告するものとする。ただし、施設利用者の

安全確保などの観点から緊急を要する修繕については、この限りではない。 

２）施設等運営者が、必要に応じて管理施設の建築構造躯体に対して穿孔、開口、留め付

け等を伴う設備工事や電気を使用するもの等を実施する場合は、事前に近畿地方整備

局と書面により協議し、承諾を得なければならない。変更の際も同様である。 

３）施設等運営者が、施設の管理運営上必要に応じて運営に必要な設備等を管理施設に新

たに設置する場合には、近畿地方整備局と事前に書面により協議し、承諾を得なけれ

ばならない。 

４）施設等運営者は、運営に必要な設備等を管理施設に新たに設置することに伴い近畿地

方整備局または第三者に及ぼした損害を賠償しなければならない。 

５）施設等運営者は、近畿地方整備局の承諾を得て施設に付加した機械等の設備、間仕切

り、建具その他の造作等について、買取請求を行わないものとする。 

４．価格・サービス内容の決定・変更 

施設等運営者は、管理運営要領にて定めたサービス及びその価格に関して変更を希望す

る場合は、事前に近畿地方整備局と協議を行い、その結果に基づき変更した管理運営要領

を近畿地方整備局に提出し、承諾を得なければならない。 

５．施設等運営者の変更 

１）新たな施設等運営者の追加等による管理運営要領の変更を行う場合、書面により同施

設等運営者との契約関係を明確にしておくとともに、同施設等運営者に対し業務の実

施について適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

６．広告物の掲出 

施設等運営者は、広告物を掲出しようとするときは、広告物の内容についてあらかじめ

近畿地方整備局に提示し書面により承諾を得るものとし、掲出物については許可区域内と

する。 

なお、施設等運営者が、許可区域外への広告物の掲出を希望する場合は、近畿地方整備

局と書面により協議を行うこと。 

①収益施設の運営に関して、通常業務の運営や店舗位置への案内誘導、企画商品等の

販売促進を目的とする張り紙、張り札、広告旗、立看板、広告幕等を設置する場合
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は、公園の美観を損なわす、また他の本公園に関する看板類等に比して目立ちすぎ

ないよう、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。あわせて、淀川河

川公園の施設であることを明示すること。 

さらに、企画商品等の企画名称に淀川河川公園の名称を冠したものとし、その名称

を企画商品名称と同程度以上の大きさとする。 

②収益施設の運営に関して、協賛企業から協賛金を募って企画商品の販売や協賛での

行催事等を実施する際、その販売促進を目的とする協賛企業の名称等を張り紙、張

り札、広告旗、立看板、広告幕等に表示することはできるが、前項同様、公園の美

観を損なわず、また本公園に関する広報物に比して目立ちすぎないよう、その形

状・大きさ、色彩において十分留意すること。 

③施設等運営者は、事前に近畿地方整備局の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛

内容を広報宣伝させることができるが、本公園に関する広報物はもちろんのこと、

協賛する淀川河川公園の名称を冠した企画商品や協賛での行催事等の広告物より目

立ちすぎないよう、その形状・大きさ、色彩において十分留意すること。 

④施設等運営者は、事前に近畿地方整備局の承諾を得た上で、自らが作成する企画商

品や協賛での行催事等に関するポスター、パンフレット、スタッフジャンパー等に、

協賛企業の名称等を表示することができるが、併記される淀川河川公園の名称より

小さく表示すること。 

７．施設等運営者のその他提出義務 

施設等運営者は、下記の項目の一に該当するときは、直ちにその旨を近畿地方整備局に

書面により提出しなければならない。 

①施設等運営者が、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき。 

②施設が損傷、破損又は滅失したとき。 

③施設内で事故等が発生したときまたはそのおそれがあるとき。 

④施設等運営者が、強制執行・仮差押え・仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき。 

⑤施設等運営者に対して破産の申立て、または更生手続き開始の申立て若しくは民事

再生手続き開始の申立てがあったとき。 

 

第２９条 その他の協議・報告等 

施設等運営者は、公園の管理運営等で必要な協議を適切に行い、結果等については、遅滞

なく書面により報告しなければなければならない。 

１）関係機関等との協議。 

２）その他施設の運営者との協議。 

 

第３０条 官公署への連絡、届出 

施設等運営者は、官公署への連絡、届出手続きは近畿地方整備局に協力し、遅滞なくこれ

を処理する。また、施設等運営者による工事等によって官公署への連絡、届出が必要となる

ときは施設等運営者において行う。 
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第３１条 別途工事等との調整 

国が別途発注する工事または別途業務（法定点検業務等）の実施にあたり、施設等運営者

は、調整等に協力する。また計画停電を伴う工事や点検を実施する際には、その対応につい

ては、調査職員と調整すること。  

 

第３２条 記録の保存 

報告書及び経理状況に関する帳簿類は、近畿地方整備局の求めに応じて常に提出できるよ

う、許可を受ける収益施設ごとに整理・保管し、施設等運営者において５年間保存する。 

 

第３３条 再調査等の依頼 

近畿地方整備局は、施設等運営者からの報告等に疑義を生じた場合、再調査を依頼しより

詳細な報告等を求めることができる。 
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第３章 ホスピタリティ（施設利用者対応） 

第３４条 基本事項 

１．本業務は、施設利用者に直接接する業務であり、施設利用者が快適に楽しめるよう心が

け、不快と感じさせるような身だしなみ、行動、言動とならないよう心がけるものとす

る。 

２．業務遂行にあたっては、常に公平なサービスの提供に努め、特定の個人や団体に有利あ

るいは不利な扱いとならないようにすること。 

３．業務従事者の服装、作業用機械、器具、車両等については、公園にふさわしいものとし、

イメージアップに心掛けるものとする。 

４．全ての業務従事者について、名札を作成し着用すること。 

５．作業にかかる車両の乗り入れは最小限にとどめ、また開園時間の中の乗り入れも最小限

に留めること。車両の運転については、公園利用者及び施設利用者の安全確保を第一と

して必要に応じ誘導員を配置するとともに、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならな

い場所へ速やかに移動するものとする。 

 

第３５条 施設利用者対応 

１．園内の概要や開催するイベント等の基本情報を収集し、公園利用者及び施設利用者の問

い合わせに対応すること。問い合わせの内容に関して必要に応じて維持管理業務受託者

等に確認または引き継ぐこと。 

２．公園利用者及び施設利用者の苦情については、誠意を持って適切かつ迅速に対応し記録

するとともに書面をもって報告すること。 

３．園内掲示板、掲示物を適切に管理すること。 

４．障害者及び高齢者等から施設利用上の援助を求められた場合には、適切に対処すること。 

５．団体での施設利用者の誘導、バス等車両の停車場所への誘導を行うものとする。 

 

第３６条 拾得物、残置物の処理 

施設等運営者が、施設内で遺失物を発見した場合は、速やかに維持管理業務受託者へ届け

出ること。 

 

第３７条 広報・広聴 

１．施設等運営者は、収益施設において提供する商品やサービスに対する施設利用者の評価

や注文書等意見などの聴取や記録に取り組まなければならない。 

２．施設等運営者は、聴取や記録した施設利用者の評価や注文などの意見を集約し、近畿地

方整備局に書面により報告しなければならない。 

３．施設等運営者は、施設の利用促進を目的としたホームページやポスター、チラシ等の広

報の展開に関する計画を、媒体毎に近畿地方整備局と協議した上で策定し、それに基づ

き広報活動を行う。 

４．施設等運営者がホームページによる情報発信を行う際、維持管理業務受託者が管理する

本公園のホームページに設置管理許可書で許可を受けた運営業務の運営日時、基本提供
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サービス等基本的な運営業務内容については維持管理業務受託者が管理する本公園のホ

ームページに掲載することは可能である。 

但し、その他企画商品や行催事等販売促進に係る内容については、ホームページとは別

に設置することとし、そのホームページを維持管理業務受託者が管理する本公園のホー

ムページにリンクすることは可能である。 

なお、データを収納するサーバ及びリンクする他のホームページについて、事前に調査

職員と協議を行う。 

５．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、国営淀川河川公園ホー

ムページ上で発信する情報について、別に定める「個人情報の取扱いについて」及び近

畿地方整備局が定めるプライバシーポリシーに基づいた適正な内容であることを事前に

確認することとする。 

６．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、情報（掲載する文書、

図画、写真及び音楽など）における著作権等の知的所有権に配慮することとする。 

７．施設に関するリンク先のホームページは原則として一つとする。ただし、それによりが

たい場合は、別途協議によるものとする。 

 

第３８条 掲載情報の更新・修正・訂正 

１．施設のホームページやポスター、チラシ等の広報の掲載情報については、常に新しい情

報を掲載し更新に努めることとする。 

２．施設等運営者に所属する情報ネットワークのシステム管理者は、個人に関する掲載情報

について、本人または保護者から内容の訂正又は削除の要請を受け、必要と認めた場合

には、訂正等の措置をとることとする。 

３．施設等運営者は、施設のホームページであるとの誤解を与える内容の他のホームページ

を発見した場合には、近畿地方整備局に報告をした上で、当該ホームページ管理者に対

し訂正等必要な措置を求めることとする。 
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第４章 安全衛生管理 

第３９条 基本事項 

１．安全管理 

１）施設等運営者は、収益施設における施設利用者の安全確保並びに快適な利用を図る。 

２）本業務の履行にあたり、適切な措置・対応を行うなど、施設等運営者の責任において

常に善良なる管理を行うものとする。 

３）施設等運営者は、消防法等関係法令に準拠するほか、近畿地方整備局が別途定める計

画・規定等を遵守する。 

４）施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防用設備等の自主

検査を実施し、調査職員に報告するものとする。 

５）異常を確認した場合、速やかに調査職員に報告しその指示に従う。安全管理には十分

注意し本業務を履行する。 

６）施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、事前に調査職員と協議を行い、

必要に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員に提出するもの

とする。また、施工体制に変更が生じた場合の対応についても同様とする。 

７）作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう

留意するものとする。 

２．安全確保 

１）本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を

講じ、事故を防止しなければならない。 

２）施設若しくは許可区域内において、公園利用者及び施設利用者に危険が及ぶ恐れのあ

る障害が発生した場合は、危険防止に必要な措置を調査職員に書面により報告の上講

じ、事故の発生を防止しなければならない。 

３）本業務の実施に係る車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレ

ートを車体側面に貼付するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運

転・駐停車・作業態度等に努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限

速度 20km/h を厳守する。また、作業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園

利用者及び施設利用者の迷惑とならない様、必要に応じ誘導員を配置するか、公園利

用者及び施設利用者の迷惑とならない場所へ速やかに移動するものとする。 

４）公園利用者や施設利用者に対する安全確保上必要があると判断される作業実施時に作

業エリアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管

理を徹底し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５）施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しないように注意するものとする。 

３．救急救護 

１）施設等運営者は、管理運営要領の「救急救護」において救急時の対応方法を定める。 

２）施設等運営者は、開園時間中は救急活動に当たらなければならない。 

３）施設等運営者は、救急活動を要する事態を認めたときは、施設利用者の急病や負傷に

は応急処置をとり、事故や怪我等の状態により、消防車や救急車を要請するなど、最

も適切と思われる措置をとらなければならない。 
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４）施設等運営者は、前項の措置をとった場合は、その原因となる事項や処置内容等を正

確に記録するとともに、その経過及び結果を速やかに調査職員に報告する。 

５）傷病者の発生に備え、日頃から研修・訓練等を行うこと。 

４．災害時、異常時、出水時、地震発生時等の対応 

１）施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、施設利用者の

安全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、施設休止等の必要があると認めるときは、施設等運営者はあ

らかじめ近畿地方整備局の書面による承諾を得なければならない。ただし、緊急上や

むを得ない事情があるときは、この限りではない。 

２）前項の場合においては、施設等運営者は、そのとった措置の内容を調査職員に速やか

に書面により報告する。 

３）淀川の増水、高潮により公園施設が冠水する恐れのある場合は、調査職員と密接な連

絡をとるとともに、巡視等を実施して、利用者の安全の確保に努めなければならない。

また、減水後は速やかに、施設等に関する被害報告を行う。出水時の措置については

「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務共通仕様書」第 4 章の第 25 条を参照するこ

と。 

４）気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５以上を発表した時は、施設の緊急

巡視及び緊急施設点検を実施し、必要に応じて施設の使用禁止などの安全対策をとる

ものとする。地震発生時の対応については「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務

共通仕様書」第4章の第26条を参照すること。 

５）気象庁が大阪府において津波警報又は津波注意報を発表した場合は、調査職員等と密

接な連絡をとりながら、利用者の避難誘導、施設の利用禁止（駐車場の閉鎖）の措置

を行う。避難誘導・利用禁止措置を実施する対象地区等、対応の詳細については、

「H28-31 淀川河川公園運営維持管理業務共通仕様書」第 4 章の第 26 条を参照するこ

と。 

６）近畿地方整備局は、災害防止上特に必要と認めるときは、施設等運営者に対して、臨

機の措置をとることを指示することができる。 

７）調査職員の指示により、災害時、異常時等の緊急を要する場合は、施設等運営者は、

迅速に必要な人員を確保し、適切な措置・対応を行うこと。なお、近畿地方整備局が

策定した災害発生等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対応を図るこ

と。 

８）災害時、異常時等の発生後は、園内の臨時巡視・点検を速やかに行い、安全を確認し、

近畿地方整備局に書面により報告する。異常を確認した場合は、前項に基づき適切な

措置・対応を行うこと。 

９）施設等運営者は、天変地異等により、運営を一時中止・変更、または休止したときは、

運営再開の前に施設の点検を行い、異常のないことを確認しなければならない。異常

を確認した場合は、本規定書第１編総則第６条にもとづき適切な措置・対応を行うこ

と。 

10）関係機関の立会検査または調査がある場合は、施設等運営者は調査職員の指示により
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立会等に協力する。 

 

第４０条 点検等 

１．安全衛生管理計画 

１）施設等運営者は、消防法等の関係諸法令及び規則に基づき設定した法定点検及び自主点

検計画を記載した安全衛生管理計画書を近畿地方整備局に提出の上、書面により承認を

受けること。 

２）安全衛生管理計画書に記載した、法定点検及び自主点検については、特段の事情がない

限り予め設定したスケジュールに沿って実施すること。 

３）上記法定点検等の結果については、遅滞なく近畿地方整備局に書面により報告すること。 

２．定期点検 

１）施設等運営者は、施設利用者が快適に利用できるよう、常に清潔かつ快適な状態に維持

することに努めるものとする。 

２）施設の定期点検項目は、原則として施設等運営者が行うが、別途近畿地方整備局が行う

点検との役割分担について協議の上実施し、両者が不可分のものについては費用を按分

する。協議内容については近畿地方整備局が書面により残すものとする。 

３）法定点検項目以外の定期点検は、施設等運営者が自ら設定するものとする。 

３．自主点検 

１）自主点検は、施設等運営者が建築保全業務共通仕様書に準じて行う。 

４．日常点検 

１）施設等運営者は始業点検、終業点検、巡回パトロール等を実施し、適切な管理を行うこ

と。 

２）施設等運営者は、施設、設備等が損傷、破損または滅失したとき及びそれを発見したと

きは、直ちに近畿地方整備局に報告するものとする。 

５．スタッフ管理・研修 

１）日常管理業務に加え、施設利用者の案内や苦情・要望、事故・災害時非常時における緊

急対応が適切に行われるよう、一元的な管理体制を構築しなければならない。 

２）運営体制人員は、円滑な管理運営を行うため、施設利用者数の動向に基づき弾力的に配

置するものとする。 

３）施設等運営者は、近畿地方整備局が実施または要請するスタッフ管理・研修、公園全体

での調整連携等への参加・協力・実施を、積極的かつ主体的に行うこと。 

４）施設等運営者は、施設が有する機能を最大限に活用するとともに、施設利用者が安全か

つ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、機能面及び景観に留意して適切な管

理を行うこと。 

５）車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体側面に貼付

するとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に

努める。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度20km/hを厳守する。 

 

第４１条 危機管理 
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１．事故・災害 

１）緊急時連絡体制構築 

施設等運営者は、緊急連絡体制表を作成し、近畿地方整備局に提出すること。また、施

設内に掲示をすること。 

２）予防対策 

①施設等運営者は、施設を運営している期間中は毎月１回、施設の消防設備等の自主点検

を実施し、異常を発見した場合は近畿地方整備局に書面により報告するものとする。 

②本業務を行う場所若しくは、その周辺に第三者が存する場合または立ち入る恐れがある

場合には、危険防止に必要な措置を近畿地方整備局に報告の上、当該措置を講じ事故の

発生を防止する。 

３）初期対応 

①施設等運営者は、近畿地方整備局の指示に従い、公園利用者及び施設利用者に対する案

内及び緊急の対応等のサービスに努めること。 

②万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の運

転を一時停止または運転制限をする等の措置をした上、直ちに近畿地方整備局に報告し、

臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、機能復旧に努めると共に、再発防止のため

の必要な措置をとる。 

③その他事故等が発生したとき、またはその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取

り、施設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき関係機関へ連絡し、次の各号に掲げ

る事項について、遅滞なく、書面等により近畿地方整備局に報告するものとする。なお、

近畿地方整備局が策定した事故等への対応計画、規定等がある場合は、それに則った対

応を図ること。 

一 事故発生日時。 

二 事故発生場所。 

三 事故発生の原因。 

四 事故の程度。 

五 人身事故の場合は、医師の診断結果。 

六 事故処理の概略。 

七 再発防止など改善策等。 

④重大事故についてはただちに近畿地方整備局に報告し、その指示に従うこととする。 

２．異常事態対策 

１）施設等運営者は、近畿地方整備局が実施又は要請する異常事態対策への参加・協力・実

施を、積極的かつ主体的に行う。 

２）施設等運営者は、異常な事案が発生した場合、その内容・初期対応状況等を、速やかに

近畿地方整備局へ報告するとともに、警察、消防署等関連部局に連絡する。 
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第５章 施設管理 

第４２条 基本事項 

１．施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、許可を受けた施設内及びその周辺の

環境を良好に維持することを心掛けなければならない。 

２．施設等運営者は、収益施設内及び許可範囲内を常に良好な状態で維持し、公園内で実施さ

れている他業務と相互連携を保ち、適切に進捗管理を行い、実施することとする。 

３．設備及び管理備品は施設運営者の注意義務で管理すること。 

 

第４３条 清掃等 

１．施設等運営者は、許可を受けた範囲内ならびにその周辺の環境について、常に清潔かつ快

適な環境を保持するために、計画的な清掃管理を実施するものとする。 

２．施設等運営者が、清掃を実施する際には、施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十

分注意するものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する清掃と維持管理業務受託者が実施する清掃について、そ

の清掃範囲及び夾雑物が混合しないように注意するものとする。 

 

第４４条 工事等 

１．施設等運営者は、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事の実施に際して、

事前に調査職員と協議を行ない、必要に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手ま

でに調査職員に提出するものとする。また施工体制に変更が生じた場合の対応についても

同様とする。 

２．施設等運営者が、消耗品の交換や施設等運営者が自ら実施する修繕工事を実施する際には、

施設利用者ならびに公園利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任

において常に公園の観察を行ない、善良なる管理を行うものとする。 

３．施設等運営者は、自らが実施する修繕工事について、その施工範囲及び構造物が、許可を

受けた範囲及び許可を受けた構造物であることを注意するものとする。 

 

第４５条 安全管理 

１．施設等運営者は、消耗品交換・修繕の実施に際して、事前に調査職員と協議を行い、必要

に応じて施工体制に係る書類を作成し、業務着手までに調査職員に提出するものとする。

また、施工体制に変更が生じた場合の対応についても同様とする。 

２．常に施設利用者の安全確保に十分注意するとともに、施設等運営者の責任において常に公

園の観察を行い、善良なる管理を行うものとする。 

３．車両の運行に際しては、維持管理車両であることを明示するプレートを車体側面に貼付す

るとともに、公園利用者の安全と快適な利用を妨げない運転・駐停車・作業態度等に努め

る。なお、園内の車両通行の際には管理用園路は制限速度 20km/h を厳守する。また、作

業にかかる車両の持ち込みは最小にとどめ、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない

様、必要に応じ誘導員を配置するか、公園利用者及び施設利用者の迷惑とならない場所へ

速やかに移動するものとする。 
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４．施設利用者や公園利用者に対する安全確保上必要があると判断される作業実施時に作業エ

リアをバリケード等で囲い作業中であることを明示すること等、施工中は安全管理を徹底

し、公園利用者及び施設利用者の安全を十分確保するものとする。 

５．施工中は園内の施設工作物及び樹木等を破損しない様に注意するものとする。 

６．作業中は服装及び言動に注意し、公園利用者及び施設利用者に不快感を与えないよう留意

するものとする。 
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第６章 財産管理 

第４６条 台帳管理 

１．施設等運営者が施行した固定資産（償却資産）については、「固定資産税における家屋と

償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出するものとする。 

２．運営に関する備品等（建物除く）の費用、管理区域に関る建物管理費（消耗品の購入、貸

与した備品類の修理等）は、施設等運営者の負担とする。 

 

第４７条 備品の取り扱い 

１．管理備品の取扱い 

許可を受けた収益施設の運営に必要な備品は、施設等運営者が全て準備するものとする。 

ただし、業務開始時に近畿地方整備局が費用を負担した備品の引き継ぎを受けた場合は、

施設等運営者は、本業務完了の際、残存する備品で近畿地方整備局がその費用を負担した

ものについて当該備品を近畿地方整備局に引き渡す。ただし、翌年度以降において当該契

約が引き続き締結され、当該業務に継続して使用されるものはこの限りではない。 

残存する備品とは、本業務において管理上必要となった機械器具、その他の物品の内、原

状のまま比較的長期の使用に耐え、取得価格（消費税込み）が５万円以上のものをいう。

なお、その取扱いについては、近畿地方整備局が定める規定等による。 

２．特定備品の取扱い 

施設等運営者は、施設の管理・運営に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。 

ただし、「本章 第２１条 業務の完了・引継、原状回復等」に記載があるとおり、施設等

運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）または、契約が解除され

た場合、速やかに管理物件を原状に回復して、近畿地方整備局に引き渡すこととなること、

さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、「本章 第２２条 立退

料等の不請求」にあるとおり、近畿地方整備局に対し施設等運営者の施設の買取等を請求

することを禁じていることを踏まえ、施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を

持ち込むこととする。 

ただし、下記引継方針に従い、次期施設等運営者に資産を引き渡す場合は、原状回復を

行わなくてもよいものとする。なお、資産の処分については、施設等運営者が責任を負う

ものとする。 

３．機器・設備等を持ち込む費用、電気工事等の措置等に必要な経費及び持ち込んだ設備・機

器等から生じる経費（電気代、コピー代、電話代等）、原状回復に必要な経費は、施設等

運営者の負担とする。 

 

第４８条 本業務の引継 

１．施設等運営者は、業務の履行が満了するとき（継続して、契約した場合は除く）または、

契約が解除された場合は、近畿地方整備局又は新たな施設等運営者と十分に事務引き継ぎ

を行い、施設の管理運営に支障が生じないようにする。この際、速やかに施設を原状に回

復して、近畿地方整備局に引き渡すこと。ただし、原状回復することが不可能若しくは不

適当である場合、近畿地方整備局の承認を得て原状回復せずに引き渡すことができる。 
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２．不可抗力その他、近畿地方整備局や施設等運営者の責めに帰することができない事由によ

り管理の継続が困難となった場合は、近畿地方整備局と施設等運営者は管理の継続の可否

について協議すること。 

３．施設等運営者は、本業務の履行期限（継続して、契約した場合は除く）または、契約が解

除されるまでは、施設の管理運営が円滑に実施されるよう業務実施体制（第２７条記載）

を維持すること。 

４．履行期限後において補償すべき事態が発覚し、その原因が履行期間内の瑕疵等が明らかな

場合は、その費用は施設等運営者が負担する。 
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第２編 国営淀川河川公園収益施設等管理運営個別規定書 

第１章 運動施設 

第１条 総則 

施設等運営者は、運動施設の管理運営に際して、関係法令等を遵守し、施設利用者への快適

なサービスの提供及び安全確保に努めるものとする。なお、本規定書に記載のない事項又は本

規定書に疑義が生じたときは、その都度、施設等運営者は近畿地方整備局と協議するものとす

る。 

 

第２条 施設の目的 

運動施設は、淀川河川公園の利用者に対し、多様なスポーツ活動の場を提供することを目的

とする。 

 

第３条 運営対象施設 

運営対象施設は次のとおりである。 

■運営対象施設一覧 

対応窓口 地区名 公園施設の名称 数量 

守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

海老江地区 

野球場 4面 

少年野球場 2面 

テニスコート 3面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 1面 

毛馬地区 

野球場 2面 

テニスコート 2面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 1面 

赤川地区 
テニスコート 6面 

サッカー・ラグビー場 1面 

太子橋地区 
野球場 2面 

少年野球場 1面 

外島地区 
テニスコート 6面 

陸上トラック 1面 

八雲地区 
少年野球場 1面 
テニスコート 3面 

西中島地区 野球場 3面 

豊里地区 テニスコート 4面 

太
間
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

大日地区 野球場 2面 

佐太西地区 

野球場 2面 

少年野球場 2面 

テニスコート 3面 

仁和寺野草地区 

パターゴルフコース 27ホール 

ゲートボール場 3面 

ディスクゴルフコース(8 ホール)・グラウン
ドゴルフ(24ホール) 兼用 

1面 

太間地区 
野球場 1面 

陸上トラック 1面 

木屋元地区 

野球場 2面 

サッカー・ラグビー場 1面 

テニスコート 3面 
三矢地区 テニスコート 4面 

枚方地区 淀川スタジアム（野球場・サッカー場兼用） 1面 
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対応窓口 地区名 公園施設の名称 数量 

鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
ン
タ
ー 

鳥飼下地区 
サッカー場 1面 

フットサルコート 2面 

鳥飼上地区 

野球場 3面 

テニスコート 7面 

サッカー・ラグビー場（陸上トラック兼用） 1面 

三島江地区 

野球場 2面 

テニスコート 4面 

サッカー・ラグビー場 1面 

大塚地区 

野球場 2面 

テニスコート 2面 

サッカー・ラグビー場 1面 

島本地区 

野球場 1面 

少年野球場 1面 

テニスコート 2面 

サッカー・ラグビー場 1面 

大山崎地区 
野球場 2面 

フットサルコート 1面 

※上記施設は、必須施設である。 
※このほかに、近畿地方整備局の許可を受けた上で、裁量施設として自動販売機を設置すること
ができる。 

 

第４条 責任者の選任 

施設等運営者は、施設担当責任者を選任した上で、運動施設の管理運営にあたらせるものと

する。 

 

第５条 運営日時 

運営日時は、原則として本公園の開園日を営業日とする。なお、運営日時を短縮又は延長す

る場合は、施設等運営者は、事前に近畿地方整備局と協議し、書面により提出するものとする。 

＜参考＞現行の運営日 

地区名 管理所 

3月1日～ 
5月31日、 
9月1日～ 
11月30日 

6月1日～ 
8月31日 

12月1日～ 
2月28日(29日) 

海老江地区 
 

海老江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

大淀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄地区 赤川管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

長柄河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

毛馬地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

赤川地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

城北河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太子橋地区 太子橋管理所 
 
 
 
○八雲管理所
（八雲地区） 

(平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

外島地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

守口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

八雲野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 
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地区名 管理所 

3月1日～ 
5月31日、 
9月1日～ 
11月30日 

6月1日～ 
8月31日 

12月1日～ 
2月28日(29日) 

八雲地区 太子橋管理所 
○八雲管理所
（八雲地区） 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

庭窪河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

十三野草地区 西中島管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

西中島地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

豊里地区 豊里管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大日地区 佐太西管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

佐太西地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

仁和寺野草地区 
(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

(平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

点野野草地区 太間管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

太間地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

木屋元地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

出口野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

出口河畔地区 枚方管理所(下
流) 
○枚方管理所
(上流) 
 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

伊加賀野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

三矢地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

枚方地区 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

背割堤地区 背割堤管理所 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 

一津屋野草地区 一津屋管理所 
○鳥飼西管理所
（鳥飼西地区） 

9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

一津屋河畔地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼西地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼野草地区 鳥飼上管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

鳥飼下地区 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

鳥飼上地区 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江地区 三島江管理所 (平日)9:00～17:00 

(土日祝)7:00～17:00 

(平日)9:00～19:00 

(土日祝)7:00～19:00 

9:00～17:00 

三島江野草地区 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

大塚地区 大塚管理所 7:00～17:00 7:00～19:00 7:00～17:00 

島本地区 島本管理所 (平日土)9:00～17:00 

(日祝)7:00～17:00 

(平日土)9:00～19:00 

(日祝)7:00～19:00 
9:00～17:00 

大山崎地区 大山崎管理所 9:00～17:00 9:00～19:00 9:00～17:00 

・○の管理所は土曜日・日曜日・祝祭日のみ運営する。 

・背割堤地区の休園日は12月29日～1月3日、その他の地区は休園日なし。 

・鳥飼サービスセンターの休館日は12月29日～1月3日、守口サービスセンター、太間サービスセン 

ター及び庭窪レストセンターは休館日なし。 

・繁忙期、イベント開催時等においては、事業者が近畿地方整備局長に協議し、承諾を得た上で開園時 

間の変更を行うことができる。 

・開園期間においても、定期点検等の実施により休園が必要な場合は、事業者が近畿地方整備局長に協 

議し、承諾を得た上で休園とすることができる。 
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第６条 利用料金 

１．運動施設の利用料金は、近畿地方整備局との協議の上、周辺類似事例に基づき、収益施設

全体の収支のバランスを鑑みながら、市場価格に準じて定める。 

＜参考＞現行の利用料金 

施設名 貸出単位 曜日 料金 摘要 
野球場 2時間 全曜日 1,230円 少年野球場も同料金 
野球場（人工芝） 2時間 全曜日 4,530円 淀川スタジアム 
陸上トラック 2時間 全曜日 1,230円  
サッカー・ラグビー場 2時間 全曜日 1,230円  
サッカー場（人工芝） 2時間 全曜日 4,530円 淀川スタジアム、鳥飼下地区 
フットサルコート 2時間 全曜日 620円 大山崎地区 
フットサルコート（人
工芝） 

2時間 全曜日 2,060円  

ゲートボール場 1時間 全曜日 210円  
ディスクゴルフ場 1ラウンド 全曜日 210円 小学生以下及び 65 歳以上は

100 円・協議用用具持参の場合
は無料 

グラウンドゴルフ場 1ラウンド 全曜日 210円 1ラウンド16H 
パターゴルフ場 1ラウンド 平日 530円 小学生以下及び 65 歳以上は

270円 
土日祝 740円 小学生以下及び 65 歳以上は

370円 
テニスコート 2時間 平日 1,690円  

土日祝 2,300円  

 

第７条 業務内容 

１．施設等運営者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

１）よどいこ！システムによる運動施設の利用者登録、予約受付および料金収受に関するこ

と（別添 32「淀川河川公園施設予約システム（よどいこ）一般ユーザー操作マニュア

ル、別添33「施設（よどいこ！）の利用申し込み手順」参照）。 

２）運動施設の維持修繕に関すること。 

３）運動施設利用者の安全管理、安全確保に関すること。 

４）運動施設の利用指導に関すること。 

４）運動施設の利用に伴う苦情処理に関すること。 

５）前各号に掲げる業務に付随するもの。 

 

第８条 施設の運営 

１．利用者登録 

各サービスセンターは、以下に示す「よどいこ！」の利用者登録事務を行う。 

１）利用者登録申請書および預金口座振替依頼書の配布 

２）利用者登録申請書の受付 

３）登録番号（利用者ID）とパスワードを記した、「利用者ID登録書」の発行 

４）利用者登録情報（銀行口座変更）の受付と手続き 

５）個人情報管理 

２．予約の受付 
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１）施設等運営者は、運動施設の利用について、「よどいこ！」システムにより先着順で予

約の受け付けを行う。 

２）ただし野球場の土日祝祭日の予約については「抽選予約」とし、システムの自動抽選に

より利用者を決定する。 

３．予約のキャンセル 

１）利用者の都合による予約のキャンセルは、利用希望日の１週間前の午後５時までとし、

「よどいこ！」システムにより自動受付を行う。 

２）降雨等により運動施設の利用ができない場合は、各サービスセンターが電話連絡等によ

るキャンセルの受付を行い、区域管理員に天候の状況を確認の上、利用料金口座引落し

の中止手続きを行う。 

３）運動施設の利用中に利用ができなくなった場合については、区域管理員の証明に基づき、

利用時間に見合った利用料金の請求を行う。 

４．施設利用中止の周知・連絡 

公園内での工事、出水、優先使用等により運動施設の利用ができない場合は、「よどい

こ！」システムの予約画面にその旨を明示するとともに、既に予約済みの利用者に対しては、

メールまたは電話により連絡を行うものとする。 

５．テニスコートの利用ポイント付与 

テニスコートの利用１枠（2 時間）に付き 2 ポイントの利用ポイントを付与する。20 ポ

イントでテニスコートの利用料１枠（2 時間）を無料とする。 

６．「よどいこ！」の利用停止措置 

「よどいこ！」の利用に際して、以下の事項に該当する場合、「よどいこ！」の利用停止措

置を行う。なお守口サービスセンターは、利用停止に係わる問合せに対する窓口対応を行う。 

１）誤ったパスワードが3 回連続して入力された場合 

２）口座振替日に利用料金が引き落とせなかった場合（口座残高不足） 

３）最後に「よどいこ！」へログインした日から1 年以上経過した場合 

４）運動施設の利用に際して、『予約の空き状況の確認と申込み画面』において選択された

利用目的以外の利用が確認された場合 

５）上記２)と４)に該当した場合及び別添 25「利用者指導について」の「淀川河川公園施

設利用規約」に記する「その他の禁止行為」に該当する場合は、予約を無効として予告

なしに取消すことができる。この場合、印刷された『淀川河川公園施設利用券』は無効

として扱う。 

７．管理所での利用受付 

現場管理員は、利用者から利用券または携帯電話の「予約状況の確認画面」の提示を受け、 

現地での利用案内を行うものとする。 

８．利用指導 

現場管理員は、運動施設の利用者に対し以下のような利用指導を行い、一般利用者を含む

快適な公園利用環境の維持を図るものとする。 

１）施設の管理上、利用が不適当であると認められる場合（例：目的外利用など 別添 25

「利用者指導について」参照）、利用者に注意を行う。改善が見られないときは、予約
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の停止やID番号の取り消しとなる旨を警告する。 

２）テニスシューズ以外でのテニスコート面への立ち入り、硬式球の使用、投てき具の使用

など、不適切な利用を行わないよう、利用指導を行う。 

３）申込み時間以外の利用は厳禁とするほか、利用時間には施設利用後の整備時間も含まれ

ることを周知する。10 分前には利用を終了し、用具の片付け、清掃、整地を行い、施

設を正常な状態に戻した上で、直ちに次の利用者に明け渡すよう指導する。 

４）発生したゴミ類の持ち帰りの指導を行う。 

９．施設の運営管理 

１）増水等の危険が予想される場合は、未然に事故の発生を防ぐため、施設利用の「可・

否」の判断を行い、「否」と判断した場合は、利用者が立ち入ったり、利用できないよう

に速やかにカラーコーン・杭・ロープ等で閉鎖し、使用禁止の表示を行うものとする。 

２）運動施設の用具箱の開閉と貸出管理、備品・消耗品の確認・補充等を行う。 

１０．利用制限等 

次の各号に該当する場合は、利用を禁止するものとする。 

①危険物を持ち込み、その他、秩序を乱し、風紀を害する恐れがある者 

②公園で定める制限事項に違反する者 

③その他施設利用者及び公園利用者の安全、快適を妨げる者 

 

第９条 施設・設備等の維持管理 

１．施設等運営者は、施設利用者が快適に施設を利用できるよう、常に施設を良好な状態に維

持することに努めるものとし、日常管理として、以下の各号に掲げる業務を行うものとす

る。 

１）施設に係る清掃及び塵芥の集積 

２）施設の点検整備及び軽微な補修又は故障の修理 

３）その他利用によって消耗する施設の修繕、消耗品の購入等 

 

第１０条 安全管理 

１．施設に異常を認めた時は、危険防止に必要な措置を速やかに行うものとする。 

２．万一、設備、機器等に事故その他、異常が発生したときは、必要に応じてその部分の使用

を一時中止又は利用制限をする等の措置をした上、臨時に点検を行い、その原因を究明し、

機能復旧に努めると共に、再発防止のための必要な措置をとる。 

３．その他事故等が発生したとき、又はその恐れがあるときは、速やかに必要な措置を取り、

施設等運営者が作成した緊急連絡体制に基づき、業務責任者の報告を行い、適切な処置を行

うものとする。 

４．施設等運営者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、公園利用者の安全

を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど臨機の措置をとらなければならない。 

５．淀川の出水、高潮により公園施設が冠水する恐れのある場合は、巡視等を実施して、利用

者の安全の確保に努めなければならない。また施設利用者に注意を促し利用中止と避難を呼

びかけなければならない。また、駐車場の利用を中止し、車が駐車場に入らないように車止
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め施設を閉鎖しなければならない。 

 

第１１条 費用負担 

１．運動施設の運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費

等）、貸出等に供する用具を始めとする運営に関する備品等（建物除く）の費用、許可区

域に関る諸管理費（清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品

類の修理等）及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係

る補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復すること。 

３．施設利用者の不適切な使用により、運動施設に係わる工作物等を破損等した場合は、原則

施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 
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第２章 自動販売機 

第１２条 設置箇所、販売内容・料金等 

１．本施設は、近畿地方整備局の許可を受けた上で、施設等運営者が自ら設置することので

きる裁量施設であり、設置箇所、設置台数は施設等運営者の提案によるものとする。 

２．自動販売機での販売は、缶又はペットボトル等を想定している。 

３．自動販売機で酒類の販売は行わないこと。 

４．自動販売機の大きさについては、指定の範囲内に設置できるものであること。 

５．施設等運営者は、施設利用者が安全かつ快適に施設を使用できるよう、安全面、衛生面、

機能面及び景観に留意して適切な管理を行うこと。 

■設置箇所一覧 参考；平成26年度実績 

設置箇所 設置する自動販売機の種別 台数 
太間サービスセンター 飲料（缶及びペットボトル） 2基 
鳥飼サービスセンター 飲料（缶及びペットボトル） 1基 
庭窪レストセンター 飲料（缶及びペットボトル） 2基 

＊）上記の自動販売機は、平成27年度末に撤去される予定である。 

＊）平成28年度第4四半期供用予定の背割堤サービスセンター（仮称）は2基を予定。 

第１３条 費用負担 

１．自動販売機運営に関わる一切の費用（営業に際し必要な許認可に関わる経費、光熱水費、

清掃費、消耗品の購入、施設の点検整備、軽微な修繕、貸与した備品類の修理等等）、自

動販売機の購入、設置、機械の交換、撤去並びに保守・故障対応等に要する費用、自動販

売機に装着する漏電・漏水等安全対策に要する費用、その他運営に関する備品等（建物除

く）の費用及び各種保険料、さらには施設等運営者自らが設置した工作物、設備等に係る

補修又は改造等に係る経費は、施設等運営者の負担とする。 

２．自動販売機の商品の補充、売上金回収等に要する経費、自動販売機周辺に設置する回収ボ

ックスの設置及び空き容器回収に要する費用は、施設等運営者の負担とする。 

その他園内のごみ箱についても、空き容器等の発生量に応じて、維持管理業務受託者との

間で、応分の費用負担を行う。その際、事前に近畿地方整備局と協議の上、費用分担ルー

ル及び費用分担結果の近畿地方整備局との確認方法について協議し、決定すること。なお、

費用分担の確認方法に基づき、近畿地方整備局及び維持管理業務受託者と確認を行った上

で、費用分担を行うこと。 

３．自動販売機の設置に伴う電気・排水工事の追加工事を必要とする場合はそれに要する経費

は、施設等運営者の負担とする。 

４．その他、本業務を実施するに必要な備品等についても、施設等運営者の負担で準備するこ

と。 

但し、施設等運営者は、業務が完了する場合（継続して契約した場合は除く）又は、契約

が解除された場合、速やかに管理物件を原状に回復して、近畿地方整備局に引き渡すこと

となること、さらには、原状回復する際に残存価値が残される場合であっても、近畿地方

整備局に対し施設等運営者の施設の買い取り等を請求することを禁じていることを踏まえ、

施設等運営者の一切の責任のもとで機器・設備等を持ち込むこととする。 

５．施設利用者の不適切な使用により、関連施設・設備、備品等を破損または紛失した場合は、
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原則施設利用者責任として、修理費または施設等運営者が定める損害料を徴収する。 

 

第１４条 自動販売機の維持管理 

１．商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、

施設等運営者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品

がないよう努めること。 

２．自動販売機に併設して、原則として自動販売機１台に１個の割合で、選別回収タイプの回

収ボックスを設置するとともに、施設等運営者の責任で適切に空き容器を回収・処分する

こと。 

３．自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を

遵守するとともに徹底を図ること。 

４．自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全設置」するこ

と。 

 

第１５条 その他留意事項 

１．自動販売機の設置に関する必要な手続きは、施設等運営者が行うこと。 

２．自動販売機の設置にあたっては、事前に近畿地方整備局と協議し、必要な手続きを実施し

たうえで設置すること。 

３．販売商品等については事前に近畿地方整備局と協議し、決定すること。 

４．自動販売機を第三者に譲渡又は貸与してはならないこと。 

５．販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、近畿地方整備局の指示に従うこと。 
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 第３章 自主事業における行催事等 

第１９条 自主事業における行催事等 

１．施設等運営者は、公園の利便性や魅力をより一層高めるため、独立採算により、自主事業

（広報も含む）を行うことが出来る。 

２．行催事を開催する場合は、本公園の利用増につながる各種行催事の主催、共催等も可能と

する。 

３．自主事業の内容については、本公園利用に相応しくない場合、その実施を認めない場合が

ある。このため事業者は、事前に調査職員と協議を行うこと。 

４．自主事業の実施場所については、公園利用者の安全誘導、公園の美観確保の観点から、公

園利用重点調整区域（別添 34）または、他の公園利用者の活動を阻害する恐れのある場

所での実施を原則として認めない。 

５．調査職員と事業者は、本公園の利用促進等のために自主事業の実施について協議すること。 

６．事業者は、自主事業による公園施設の利用が他の公園利用者による利用や安全に支障が生

じないよう、十分に調整を図って対応すること。 

７．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条、第６

条又は 12 条に基づく許可を得る必要がある場合、申請書を発注者に提出して許可を受け

なければならない。ただし、都市公園法第 12 条第１項第２号に掲げる行為の許可につい

ては、事業者の申請に限り、自主事業の内容を「業務計画書」に記載することにより、年

間を通して一括申請を行うことができる。 

８．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第 20

条に基づき、施設使用料または建物使用料及び土地使用料を納めることが必要となる場合

がある。ただし、公共性の高い行催事を国や地方公共団体との共催により行う場合、施設

使用料または建物使用料及び土地使用料が不要となる場合がある。 

９．事業者は、自主事業の実施にあたり、都市公園法施行令第 20 条に基づく都市公園法第５

条又は第６条の許可を受けた範囲の維持管理にかかる費用（水道、電気料金を含む）を負

担するものとする。 

10．事業者は、自主事業の実施にあたり、協賛企業から協賛金を募り、実施費用に当てること

ができる。なお、この場合、以下の点に留意すること。 

１）事業者は、事前に近畿地方整備局長の承諾を得た上で、自主事業の実施場所及び各ゲー

トに協賛企業の名称等の表示等を行うことができる（はり紙、はり札等、広告旗、立看

板等、広告幕及びアドバルーンへの協賛企業名の表示。）。この場合、大阪府の屋外広告

物に関する規制等、関係法令等を遵守すること。なお、協賛企業の名称、ロゴマーク又

はブランド名称等は表示できるが、商品の名称等は一切表示出来ない。 

２）事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、協賛企業に自己の協賛内容を広報宣伝させ

ることができる。 

３）事業者は、事前に発注者の承諾を得た上で、自らが作成する自主事業に関するポスタ

ー・パンフレット・スタッフジャンパー等に、協賛企業の名称等を表示させることがで

きる。 

11．事業者は、調査職員が自主事業に関する収支状況等の報告を求めた場合には、それに応じ
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なければならない。 

＜参考＞実績一覧表（平成25年度） 

名称 実施月日 実施場所 内容 

淀川河川公園西中島

地区におけるバーベ

キュー有料化事業 

H25.9.14（土）～ 

H25.11.4（月） 

淀川河川公園西中島

地区 

バーベキュー利用

を有料とし、ゴミ

の回収・処分費用

に充てる事業 

植木市（秋） H25.11.23（土）～ 

H25.11.24（日） 

淀川河川公園守口地

区 

都市緑化月間に際

し、都市緑化の推

進と普及啓発を目

的に花苗・花木の

販売 

 

（平成26年度） 

名称 実施月日 実施場所 内容 

淀川河川公園西中島

地区におけるバーベ

キュー有料化事業 

H26.9.6（土）～ 

H26.11.3（月） 

淀川河川公園西中島

地区 

バーベキュー利用

を有料とし、ゴミ

の回収・処分費用

に充てる事業 

植木市（秋） H26.10.11（土）～ 

H26.10.12（日） 

淀川河川公園枚方地

区 

都市緑化月間に際

し、都市緑化の推

進と普及啓発を目

的に花苗・花木の

販売 

花苗市場 H26.10.13（月） 

※台風の影響により中

止 

淀川河川公園守口地

区 

都市緑化月間に際

し、都市緑化の推

進と普及啓発を目

的に花苗・花木の

販売 

１日体験サッカース

クール及び冬の短期

サッカースクール 

（１日体験サッカース

クール） 

H26.11.22（土） 

（冬の短期サッカース

クール） 

H26.12.23（祝・火） 

淀川河川公園鳥飼下

地区 

淀川河川公園運動

施設におけるスポ

ーツ利用の活性化

のため、サッカー

スクールの開催 

はじめてのノルディ

ックウオーク講座 

H27.1.25 （ 日 ） ～

H27.2.22（日） 

淀川河川公園外島地

区 

公園利用者の健康

づくり支援や公園

の利用促進を目的
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としたウォーキン

グ講座の開催 

第１回淀川河川公園

ふれあいマラソン 

H27.3.22（日） 淀川河川公園枚方地

区 

ノーマライゼーシ

ョンの理念が広が

ることを目的に、

障がい者と健常者

が一緒に参加でき

るマラソンを開催 

春の短期サッカース

クール 

H27.3.30 （ 月 ）、 31

（火）、4.1（水） 

淀川河川公園鳥飼下

地区 

淀川河川公園運動

施設におけるスポ

ーツ利用の活性化

のため、サッカー

スクールの開催 
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　１　従来の実施に要した経費

　 常勤職員

（単位:千円）
平成26年度平成25年度

　従来の実施状況に関する情報の開示

人件費

別紙 11

　 常勤職員

非常勤職員

物件費

委託費定額部分

植物管理

建物管理

工作物管理

清掃

363,294 373,680

16,410

人件費

14,906

諸掛

運営管理費

一般管理費

施設・設備維持管理費

間接業務費

消費税相当額

成果報酬等

旅費その他

17,300 27,680

委託費
等

24,784

7,239

31,450

12,770

267,621254,423

31,450

30,941

旅費その他

計(a)

減価償却費

退職給付費用

(b) 間接部門費

(a)＋(b) 　

参
考
値

（注記事項）
・運営維持管理業務の費用のみ（収益施設等管理運営業務に係る費用はのぞく）。
・平成24年度～平成26年度までに、業務範囲の変更はない。

　 　

・平成24年度～平成26年度までに、業務範囲の変更はない。
・業務毎の委託費は精算報告書（別紙12）を参照。
・平成19年度から平成21年度は公募、平成22年度から平成27年度は企画競争により特定された事業者との3箇年契約により業務を実施。
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　２　従来の実施に要した人員

常勤職員

非常勤職員

0

平成26年度

0

平成25年度

0

0

（平成27年度の業務従事者に求められる知識・経験等）
１．知識、経験に関する要件１．知識、経験に関する要件
　　同種又は類似業務の経験

２．技術力に関する要件
　　○植物管理業務責任者
　　・1級造園施工管理技士

（過去の業務従事者に求められる知識・経験等）

（業務の繁閑の状況とその対応）
なし

（注記事項）
・運営維持管理業務の人員のみ（収益施設等管理運営業務に係る人員はのぞく。）。
・平成26年度、委託企業の職員20名及び非常勤職員等29名が従事していた。
・従事者に求める知識や技術は、平成26年時の資格要件である。
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　３　従来の実施に要した施設及び設備（委託事業者に対して供与した施設・設備）

（注記事項）
・運営維持管理業務の施設・設備のみ（収益施設等管理運営業務に係る施設・設備はのぞく。）。

・主要公園施設一覧（別紙１）、主要建築物一覧（別紙３）、提供物品一覧（別紙２０）及び建物・工作物に係る修繕履歴（別紙３
２）を参照
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　４　従来の実施における目的の達成の程度

年間公園利用者数※１　（人）

公園の運営に関する満足度
※２

広場の植物管理に関する満
足度※３

公園の運営に関する満足度
※２

広場の植物管理に関する満
足度※３

公園の運営に関する満足度
※２

広場の植物管理に関する満
足度※３

1月～3月

実績 実績 実績 実績

実績

年間公園利用者数（人） 1,711,775 1,187,197 1,383,511 1,385,083

平成24年度

10月～12月

実績

平成25年度

4月～6月 7月～9月

年間公園利用者数（人） 1,789,464 1,005,903

68.0% 59.2%

「満足」「やや
満足」の回答
比率　（％）

実績なし 実績なし

実績なし 実績なし 実績なし 実績なし

1,254,7231,582,339

5,667,566

64%70%64%

1月～3月

■四半期指標

平成26年度

実績

5,027,706 4,930,247

目標・計画

1,303,123 877,223

66%

65%

78

14回

■年間目標 平成24年度

目標・計画

69.0%

63.0%

実績

実績なし

実績なし

「満足」「やや
満足」の回答
比率　（％）

公園の運営に関する満足度
※２

広場の植物管理に関する満
足度※３

自然環境・歴史文化に関する
利用プログラムの開催回数、
延べ参加人数 ※４

マスコミによる報道件数（件）※６
61

5,204人

利用プログラ
ムの開催（開
催数及び延
べ参加人数

10回

8回
地域連携イベントの開催回
数、延べ参加人数※５

ホームページの総アクセス件数（件）
352,612

4月～6月 7月～9月

実績

実績なし 実績なし

1,140人

3,749人

356,218 282,855

目標
計画

目標
計画

2,140人

10月～12月

目標
計画

目標
計画

9回

5回

2,175人

3,835人

8回

1,412,167

58.6%

71

実績

12回

「満足」「やや
満足」の回答
比率　（％）

73.0% 74.4% 66.4%

平成26年度

62.2%

10月～12月

66.3%

目標
計画

70.4%

76.8% 67.4% 68.6% 66.2%

1月～3月

実績 実績 実績

4月～6月

「満足」「やや
満足」の回答
比率　（％）

78.6% 71.4% 76.4%

年間公園利用者数（人） 1,855,798 1,205,994

69%

1,167,563

1,167,563

目標
計画

977,616

平成25年度

目標・計画

4,930,247

目標
計画

66%

65%

9回

1,140人

5回

3,749人

71

282,855

目標
計画

実績

5,784,230

74%

69.8%

18回

3,810人

19,656人

1,582,339

目標
計画

154

319,284

目標
計画

実績

69%

目標
計画

目標
計画

7月～9月

877,233

64%70%64%

1,310,2711,303,123
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（注記事項）

１．（指標の意義、選定根拠）
　　運営管理の基本方針に基づいた公園の管理運営による効果を客観的に評価するための指標。
　　運営管理の重点事項を選定している。
２．（目標値・計画値の選定根拠）
　　現在は設定しない。
３．（実績の計算・把握の方法）
　　実施要項１．３．４　モニタリング方法による。
　　受託者からの管理月報及び公園の利用に関するアンケート調査より。
４．表中の注記は以下のとおり

※１：利用者数の集計方法は別紙13による。
※２：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」（別紙14）のQ8「公園には満足されましたか」に
おける「満足」「やや満足」の合計回答比率の平均値。
※３：年間及び四半期毎の「公園利用者アンケート」（別紙14）のQ9①「広場の芝生・樹木の手入れ」
における「満足」「やや満足」の回答比率の平均値。
※４：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する理解を深
めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プログラムで、事業者が主
催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生物の生息・生育環境の保全活動、清掃
等の維持管理活動等を含む。
※５：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携して開催
する行催事で、事業者が主催又は共催するもの。自然環境・歴史文化に関する利用プログラムのほ
か、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を目的としたイベント等を含む。
※６：マスコミ報道件数の目標とは、以下のそれぞれの件数と合計件数。委託費による有料広告等
についてはカウントできないが、委託費によらない自主事業等による有料広告等はカウントできるも
のとする。
・テレビ（NHK・民放）・ラジオ（AM、FM）の放送件数で、１番組につき１カウントとする。
・財団法人日本新聞協会加盟の新聞・販売や配布エリアが大阪市域を超える範囲の雑誌・情報誌
への紙面掲載件数で、新聞については１紙／回につき１カウントとし、雑誌・情報誌については、１冊
／回につき１カウントとする。但しホームページ等インターネット記事掲載は除く。
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5　従来の実施方法等

従来の実施方法
・業務区分表参照
(事業の目的を達成する観点から重視している事項)

(注記事項)

・公園利用者数等（別紙１３）、公園利用者アンケート（別紙１４）、自然環境・歴史文化に関する利用プログラ
ム（別紙１５）、地域連携イベント実績（別紙１６）、広報・報道実績（別紙１７）、ホームページアクセス件数（別
紙１８）

・地域特性を生かした植物管理、多様な利用プログラムの提供、情報の受発信の充実を一元的に検討し、利
用者数及び満足度を目標としている。
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【業務区分表】

国土
交通省

Ａ(主な
受託者)

Ａ以外
の業者

国土
交通省

Ｂ(主な
受託者)

Ｂ以外
の業者

マネジメント ○ ○ 通年

企画運営管理 ○ ○ 通年

維持修繕・保守
点検 ○ ○ 通年

清掃 ○ ○ 通年

③植物管理業務 植物管理 ○ ○ 通年

収益施設運営 ◯ ○ 通年

自主事業 ○ ○ 通年

現状（25～27年度）

①本業務全体の
マネジメント及び
企画立案業務

民間競争入札（28年度以降） 備考
(作業時期・
頻度・条件

等)

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務

②施設・設備維
  持管理業務

④収益施設等
　 管理運営業務

業務内容 業務細目
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過不足額

(A)-(B)

植物管理 13,020,000 12,933,309 86,691

低木管理 3,465,000 3,403,858 61,142

高木管理 4,305,000 4,279,451 25,549

草花管理 5,250,000 5,250,000 0

建物管理 9,408,000 9,125,247 282,753

建物維持修繕 1,050,000 975,872 74,128

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 1,050,000 975,872 74,128

建物設備維持修繕 798,000 693,000 105,000

電気設備維持修繕 50,400 50,400 0

空調設備維持修繕 598,500 598,500 0

消防設備維持修繕 105,000 0 105,000

その他維持修繕 44,100 44,100 0

建物清掃 7,560,000 7,456,375 103,625

建物清掃 7,560,000 7,456,375 103,625

工作物管理 5,250,000 3,809,470 1,440,530

工作物維持修繕 3,780,000 3,359,705 420,295

園路広場修繕 2,625,000 2,331,000 294,000

遊具維持修繕 525,000 406,055 118,945

その他維持修繕 630,000 622,650 7,350

設備維持修繕 1,470,000 449,765 1,020,235

電気設備維持修繕 105,000 37,000 68,000

水道設備維持修繕 735,000 319,105 415,895

電話設備維持修繕 105,000 0 105,000

その他維持修繕 525,000 93,660 431,340

平成 24 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

別紙 １2

その他維持修繕 525,000 93,660 431,340

清掃 12,390,000 12,337,940 52,060

工作物清掃 4,457,250 4,428,840 28,410

工作物清掃 2,100,000 2,100,000 0

建物清掃 2,357,250 2,328,840 28,410

トイレ汲取 6,720,000 6,696,350 23,650

トイレ汲取 6,720,000 6,696,350 23,650

臨時清掃 1,212,750 1,212,750 0

諸掛 187,850,887 186,808,284 1,042,603

巡視等 176,079,887 176,041,173 38,714

巡視 113,420,000 113,381,286 38,714

巡視補助 62,659,887 62,659,887 0

利用者整理 4,190,000 4,184,768 5,232

利用者整理 4,190,000 4,184,768 5,232

自動車維持費 1,386,000 892,474 493,526

自動車維持費 1,386,000 892,474 493,526

広報宣伝 4,452,000 4,405,319 46,681

広報費 3,537,700 3,491,019 46,681

行催事 914,300 914,300 0

出水時措置 231,000 0 231,000

出水時措置 231,000 0 231,000

その他 1,512,000 1,284,550 227,450

管理所維持補修 630,000 435,225 194,775

光熱水費 882,000 849,325 32,675
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過不足額

(A)-(B)
経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

運営管理費 108,445,113 107,683,172 761,941

運営管理費 108,445,113 107,683,172 761,941

人件費 88,854,000 88,812,067 41,933

旅費 1,050,000 1,040,970 9,030

庁費 18,541,113 17,830,135 710,978

一般管理費 33,636,000 33,636,000 0

370,000,000 366,333,422 3,666,578計
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過不足額

(A)-(B)

植物管理 13,717,000 16,409,617 -2,692,617

中低木管理 3,896,000 5,724,560 -1,828,560

中低木剪定工 3,896,000 5,724,560 -1,828,560

高木管理 2,513,000 1,241,300 1,271,700

高木剪定工 1,501,000 1,161,300 339,700

高木病虫害防除工 1,012,000 80,000 932,000

草花管理 7,308,000 9,443,757 -2,135,757

草花耕耘工 1,840,000 1,827,933 12,067

草花植栽工 2,800,000 2,219,730 580,270

草花除草工 368,000 1,091,621 -723,621

草花資材購入 2,300,000 4,304,473 -2,004,473

建物管理 3,140,000 5,557,190 -2,417,190

建物維持修繕 1,300,000 1,055,231 244,769

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等修繕 1,300,000 1,055,231 244,769

建物設備維持修繕 1,840,000 4,501,959 -2,661,959

空調設備維持修繕 1,410,000 687,919 722,081

消防設備維持修繕 70,000 25,884 44,116

電気設備維持修繕 160,000 0 160,000

その他維持修繕 200,000 3,788,156 -3,588,156

工作物管理 3,834,000 11,955,342 -8,121,342

工作物維持修繕 3,164,000 11,008,127 -7,844,127

園路広場修繕 1,690,000 6,777,219 -5,087,219

遊具維持修繕 330,000 298,129 31,871

その他維持修繕 884,000 2,980,268 -2,096,268

諸資材購入 260,000 952,511 -692,511

設備維持修繕 670,000 947,215 -277,215

電気設備維持修繕 40,000 67,308 -27,308

水道設備維持修繕 340,000 574,518 -234,518

その他設備維持修繕 230,000 58,632 171,368

諸資材購入 60,000 246,757 -186,757

清掃 22,012,000 13,428,887 8,583,113

園内清掃、園内建物清掃 22,012,000 13,428,887

諸掛 141,054,000 134,327,808 6,726,192

利用サービス 131,334,000 125,725,417 5,608,583

利用サービス等 14,045,000 14,347,053 -302,053

巡視 58,398,000 47,666,597 10,731,403

巡視補助 57,891,000 63,294,670 -5,403,670

諸資材購入 1,000,000 417,097 582,903

自動車維持費 1,020,000 519,708 500,292

自動車等維持修繕 710,000 147,505 562,495

燃料費 150,000 235,213 -85,213

保険料 160,000 136,990 23,010

広報宣伝 7,500,000 6,812,471 687,529

広報宣伝費 5,500,000 4,725,281 774,719

行催事費 2,000,000 2,087,190 -87,190

出水時措置 200,000 1,231,145 -1,031,145

出水時措置 200,000 1,231,145 -1,031,145

その他 1,000,000 39,067 960,933

その他 1,000,000 39,067 960,933

平成  25 年度　精　　算　　報　　告　　書

経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要
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過不足額

(A)-(B)
経　費　区　分 予定経費(A) 支出額(B) 摘　　要

運営管理費 122,253,000 120,095,346 2,157,654

運営管理費 122,253,000 120,095,346 2,157,654

人件費 105,824,000 102,848,879 2,975,121

旅費 700,000 242,305 457,695

庁費 15,729,000 17,004,162 -1,275,162

直接業務費 306,010,000 301,774,190 4,235,810

現場管理費 6,432,000 11,424,492 -4,992,492

業務管理費 2,108,000 1,345,773 762,227

間接業務費 8,540,000 12,770,265 -4,230,265

業務原価 314,550,000 314,544,455 5,545

一般管理費等 31,450,000 31,450,000 0

業務価格 346,000,000 345,994,455 5,545

消費税相当額 17,300,000 17,299,722 278

363,300,000 363,294,177 5,823合　計
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別記様式第６

精　算　報　告　書
税抜き

（単位：円）
過不足額
（Ａ）－（Ｂ）

植物管理 13,717,000 14,905,819 -1,188,819
3,896,000 4,890,960 -994,960

中低木剪定工 3,896,000 4,890,960 -994,960

2,513,000 3,406,948 -893,948
高木剪定工 1,501,000 3,154,448 -1,653,448
高木病虫害防除工 1,012,000 252,500 759,500

7,308,000 6,607,911 700,089
草花耕転工 1,840,000 2,040,381 -200,381
草花植栽工 2,800,000 1,116,598 1,683,402
草花除草工 368,000 977,650 -609,650
草花資材購入 2,300,000 2,473,282 -173,282

施設・設備維持管理 28,986,000 24,783,734 4,202,266
1,300,000 142,617 1,157,383

サービスセンター修繕 1,300,000 142,617 1,157,383

1,840,000 895,496 944,504
空調設備維持修繕 1,410,000 374,662 1,035,338
消防施設維持修繕 70,000 2,000 68,000
電気設備維持修繕 160,000 500,918 -340,918
その他維持修繕 200,000 17,916 182,084

1,690,000 3,167,158 -1,477,158
園路広場維持修繕等 1,690,000 3,167,158 -1,477,158

1,474,000 3,829,385 -2,355,385
遊具維持修繕等 330,000 1,588,407 -1,258,407
その他維持修繕等 884,000 285,697 598,303
諸資材購入 260,000 1,955,281 -1,695,281

40,000 371 39,629
電気設備維持修繕 40,000 371 39,629

340,000 634,171 -294,171
給水設備維持修繕工 340,000 634,171 -294,171

290,000 84,257 205,743
その他設備維持修繕工 230,000 58,632 171,368
諸資材購入 60,000 25,625 34,375

22,012,000 16,030,279 5,981,721
清掃 22,012,000 16,030,279 5,981,721

運営管理 263,307,000 267,621,247 -4,314,247
131,334,000 140,596,970 -9,262,970

利用サービス等 14,045,000 25,109,429 -11,064,429
園内巡視 58,398,000 47,420,982 10,977,018
巡視補助 57,891,000 67,240,984 -9,349,984
利用者サービス諸資材購入 1,000,000 825,575 174,425

高木管理 １式

経費区分 予定経費（Ａ） 支出額（Ｂ） 摘要

中低木管理 1式　

草花管理 1式

建物維持修繕等 １式

建物設備維持修繕 1式

園路広場維持修繕等 １式

遊具維持修繕等その他維持修繕１式

電気設備維持修繕 1式

給水設備維持修繕工

その他設備維持修繕工 １式

園内清掃、公園内建物清掃１式

利用サービス等 １式

平成 26 年度
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過不足額
（Ａ）－（Ｂ）

経費区分 予定経費（Ａ） 支出額（Ｂ） 摘要

1,020,000 453,598 566,402
自動車等維持修繕工 710,000 27,430 682,570
燃料費 150,000 266,298 -116,298
保険料 160,000 159,870 130

7,500,000 6,529,611 970,389
広報宣伝費 5,500,000 4,865,336 634,664
行催事費 2,000,000 1,664,275 335,725

200,000 148,167 51,833
出水時措置 200,000 148,167 51,833

1,000,000 225,818 774,182
その他 1,000,000 225,818 774,182

122,253,000 119,667,083 2,585,917
（ａ当初人件費） 101,400,788
（b従事割合額） 146,578

人件費（ａ－ｂ） 105,824,000 101,254,210 4,569,790
旅費 700,000 340,457 359,543
庁費 15,729,000 18,072,416 -2,343,416

直接業務費 306,010,000 307,310,800 -1,300,800

間接業務費 8,540,000 7,239,200 1,300,800
6,432,000 6,095,084 336,916
2,108,000 1,144,116 963,884

業務原価 314,550,000 314,550,000 0

一般管理費等 31,450,000 31,450,000 0

業務価格 346,000,000 346,000,000 0

消費税相当額 27,680,000 27,680,000 0

合計 373,680,000 373,680,000 0

広報宣伝 １式

自動車等維持修繕工 １式

出水時措置 1式

その他 １式

運営管理費 １式

現場管理費
業務管理費
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利用者の集計方法・利用者数等 

 

別紙13 
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淀川河川公園における利用者数の集計方法 
 
1 集計方法 

・淀川河川公園の利用者数は、公園管理所の管轄単位で行われる通常巡視の際に、各地区の利

用者の実数を１名が計測する。 

・通常巡視１回単位で利用者数を記録及び保管するものとし、日単位で各地区の利用者数を集

計する。通常巡視の回数及び時間は表１～３のとおりとする。 

・通常巡視の終了後、公園管理所等において未計測の利用者を確認した場合は、該当する巡視

時間内の利用者数として算入する。 

・利用者数は各地区の全体利用者数のほか、内訳として運動施設の利用者数、バーベキューの

利用件数及び人数、駐車台数を通常巡視１回単位で計測し、日単位で合計数を集計する。（表

4） 

・サービスセンター及びアイススケート場の利用者数については下記2.2、実数計測が困難な大

規模行催事の利用者数については下記2.3に示すとおりとする。 

 

2 計測方法 

2.1 通常巡視による計測 

・利用者数の計測範囲の縦断方向は、本業務の対象敷地とする。沿川自治体等が河川敷を占用

するグラウンド利用者は利用者数に含めない。 

・利用者数の計測範囲の横断方向は、堤防天端から水際までとする（図1）。水上バイク、カヌ

ーなど水面利用者は利用者数に含めない。 

・１回の通常巡視において、同一地区で同一者を複数回確認した場合、当該地区の利用者は１ 

人として計測する。 

・１回の通常巡視において、散歩、ジョギング又はサイクリングの利用者など、複数地区で同

一者を確認した場合は、各地区１名として計測する。 

・運動施設の利用者数は競技者、監督及び審判を計測対象とし、観客は運動施設の利用者数に   

含めない。ユニフォーム着用の有無等で判断するものとする。 

・利用者の計測は、利用者案内、施設点検など他の業務に支障を及ぼさない範囲で行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 利用者数を計測する範囲（横断方向） 

堤防 河川敷 水面 

利用者数を計測する範囲 

▼ 
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2.2 サービスセンター及びアイススケート場の計測 

・ 守口サービスセンター、太間サービスセンター、鳥飼サービスセンター、庭窪レストセンタ

ー及び背割堤サービスセンター(仮称)（以下、「サービスセンター」という）については、

各サービスセンター利用者の実数を各サービスセンターのスタッフが日単位で計測及び記

録し、本公園利用者数に算入する。 

・ サービスセンター利用者の計測対象は、公園施設の利用申し込みや問い合わせで受付に訪れ

た者、トイレ、シャワー、会議室等の利用者とする（アイススケート場の利用者を除く）。 

・ 各サービスセンターの全体利用者数のほか、内訳としてシャワー室、守口サービスセンター

の「やすらぎの間」、庭窪レストセンターの「まなびの部屋」及び「つどいの部屋」の利用

者数を計測し、日単位で利用者数を集計する。 

・ 背割堤サービスセンター（仮称）の展望塔については、施設に設置されている計測機械によ

る計測人数を日単位で集計し、本公園利用者人数に算入する。 

・ アイススケート場については、アイススケート場運営者より情報提供を受けて日単位の利用

者数を記録し、本公園利用者数に算入する。 

・ 利用者の計測は、利用者案内など他の業務に支障を及ぼさない範囲で行うこと。 

 

2.3 大規模行催事の計測 

・地域交流イベントなど公園管理者の許可を得て開催される行催事のうち、参加者が多く実数

計測が困難な大規模行催事については、当該イベントの主催者が公表する参加者数、開催場

所及び時間等にもとづき、通常巡視１回単位で利用者数を算入するものとする。マラソン大

会など同一の者が複数地区を利用することが特定できる場合は、通常巡視１回単位で各地区

１名を算入する。 

・実数計測によらず利用者数の算入を行った場合は、算入の根拠を記録し、保管すること。 

・なにわ淀川花火大会（毎年 7 月頃）が開催される場合、本公園内で花火の観覧が行われる４

地区（海老江地区、大淀野草地区、西中島地区、十三野草地区）では、15 時まで通常巡視に

よる計測を行い、15 時以降は推計利用者数を算入する。推計利用者数は、対象地区の開園面

積１㎡あたり平均 0.5 人利用するものとして算出する。開催内容の変更等に伴い、上記の推

計方法により難い場合は、近畿地方整備局と協議するものとする。      

 

（参考）なにわ花火大会の15時以降の推計利用者の算出例 

海老江地区 ： 70,000㎡ × 0.5人/㎡ ＝  35,000人  

大淀野草地区： 62,000㎡ × 0.5人/㎡ ＝  31,000人 

西中島地区 ： 46,000㎡ × 0.5人/㎡ ＝  23,000人 

十三野草地区： 67,000㎡ × 0.5人/㎡ ＝  33,500人 

合 計   ： 245,000㎡ × 0.5人/㎡ ＝ 122,500人 
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■ 表１  3月～5月・9月～11月の巡視回数と時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

海老江 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

大淀野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

長柄 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

長柄河畔 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

毛馬 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

赤川 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

城北河畔 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

太子橋 4 4 5 9 11 13 15 9 11 13 15 7 9 11 13 15

外島 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

守口 2 2 2

八雲野草 2 2 2

八雲 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

庭窪河畔 2 2 2

大日 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

佐太西 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

仁和寺野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

点野野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

太間 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

木屋元 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

出口野草 3 3 3 10 13 15 10 13 15 10 13 15

出口 3 3 3 10 13 15 10 13 15 10 13 15

出口河畔 2 2 2

伊加賀野草 2 2 2

三矢 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

枚方 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

7.背割堤管理区域 背割堤 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

十三野草 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

西中島 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

9.豊里管理区域 豊里 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

一津屋野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

一津屋河畔 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

鳥飼西 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

鳥飼野草 2 2 2

鳥飼下 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

鳥飼上 4 4 5 9 11 13 15 9 11 13 15 7 9 11 13 15

三島江 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

三島江野草 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

13.大塚管理区域 大塚 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

14.島本管理区域 島本 4 4 5 9 11 13 15 9 11 13 15 7 9 11 13 15

15.大山崎管理区域 大山崎 5 5 5 8 9 11 13 15 8 9 11 13 15 8 9 11 13 15

※上記の時間を目安に巡視を行う。

10 14

10 14

10 14

10 14

10

10 14

10 14

10 14

14

10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

5.太間管理区域

6.枚方管理区域

10 14

10 14

10 14

10 14

8.西中島管理区域

10.一津屋野草管理区域

11.鳥飼上管理区域

12.三島江管理区域

平日 土曜日

1.海老江管理区域

2.赤川管理区域

3.太子橋管理区域

4.佐太西管理区域

日曜日・祝日

巡視回数 巡視時間

3月・4月・5月・9月・10月・11月

地区名管理区域名

平日 土 日・祝
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■ 表２ 6～8月の巡視回数と時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

海老江 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

大淀野草 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

長柄 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

長柄河畔 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

毛馬 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

赤川 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

城北河畔 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

太子橋 5 5 6 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

外島 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

守口 3 3 3 16 16 16

八雲野草 3 3 3 16 16 16

八雲 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

庭窪河畔 3 3 3 16 16 17

大日 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

佐太西 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

仁和寺野草 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

点野野草 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

太間 6 6 6 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

木屋元 6 6 6 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

出口野草 4 4 4 13 15 17 13 15 17 13 15 17

出口 4 4 4 13 15 17 13 15 17 13 15 17

出口河畔 3 3 3 13 15 13 15 13 15

伊加賀野草 3 3 3 13 15 13 15 13 15

三矢 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

枚方 6 6 6 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

7.背割堤管理区域 背割堤 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

十三野草 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

西中島 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

9.豊里管理区域 豊里 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

一津屋野草 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

一津屋河畔 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

鳥飼西 5 5 5 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17

鳥飼野草 2 2 2

鳥飼下 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

鳥飼上 5 5 6 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

三島江 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

三島江野草 5 6 6 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

13.大塚管理区域 大塚 6 6 6 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

14.島本管理区域 島本 5 5 6 9 11 13 15 17 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 17

15.大山崎管理区域 大山崎 6 6 6 8 9 11 13 15 17 8 9 11 13 15 17 8 9 11 13 15 17

14

※上記の時間を目安に巡視を行う。

14

10 14

10 14

10

10

10

10

10 14

10

10

10

10

10

10

10

10 14

10 14

10 14

10 14

6.枚方管理区域

8.西中島管理区域

10.一津屋野草管理区域

11.鳥飼上管理区域

12.三島江管理区域

10

10

10

10

10

日曜日・祝日

1.海老江管理区域

2.赤川管理区域

3.太子橋管理区域

4.佐太西管理区域

5.太間管理区域

14

14

14

10

管理区域名 地区名

6月・7月・8月

巡視回数 巡視時間

平日 土 日・祝

平日 土曜日
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■ 表３ 12～2月の巡視回数と時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

１
回
目

２
回
目

３
回
目

４
回
目

５
回
目

６
回
目

海老江 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

大淀野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

長柄 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

長柄河畔 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

毛馬 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

赤川 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

城北河畔 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

太子橋 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

外島 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

守口 2 2 2

八雲野草 2 2 2

八雲 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

庭窪河畔 2 2 2

大日 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

佐太西 4 5 5 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

仁和寺野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

点野野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

太間 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

木屋元 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

出口野草 3 3 3 13 15 13 15 13 15

出口 3 3 3 13 15 13 15 13 15

出口河畔 2 2 2

伊加賀野草 2 2 2

三矢 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

枚方 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

7.背割堤管理区域 背割堤 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

十三野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

西中島 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

9.豊里管理区域 豊里 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

一津屋野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

一津屋河畔 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

鳥飼西 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

鳥飼野草 2 2 2

鳥飼下 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

鳥飼上 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

三島江 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

三島江野草 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

13.大塚管理区域 大塚 5 5 5 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15

14.島本管理区域 島本 4 4 4 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15

15.大山崎管理区域 大山崎 5 5 5 8 9 11 13 15 8 9 11 13 15 8 9 11 13 15

10 14

※上記の時間を目安に巡視を行う。

10

10

10 14

10 14

10

10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

14

10 14

10 14

10

14

10 14

10

10

10 14

6.枚方管理区域

8.西中島管理区域

10.一津屋野草管理区域

11.鳥飼上管理区域

12.三島江管理区域

10

10

10

10

日曜日・祝日

1.海老江管理区域

2.赤川管理区域

3.太子橋管理区域

4.佐太西管理区域

5.太間管理区域

14

14

14

10

管理区域名 地区名

12月・1月・2月

巡視回数 巡視時間

平日 土 日・祝

平日 土曜日
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■ 表４ 地区別のカウント項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動施設（人） バーベキュー（件・人）
海老江 ◯ ◯ ◯
大淀野草 － － －
長柄 － ◯ －
長柄河畔 － － －
毛馬 ◯ ◯ －
赤川 ◯ ◯ ◯
城北河畔 － － －
太子橋 ◯ ◯ ◯
外島 ◯ ◯ －
守口 － － －
八雲野草 － － －
八雲 ◯ ◯ ◯
庭窪河畔 － － －
大日 ◯ － ◯
佐太西 ◯ ◯ ◯
仁和寺野草 ◯ － ◯
点野野草 － － －
太間 ◯ ◯ ◯
木屋元 ◯ ◯ －
出口野草 － － －
出口 － － －
出口河畔 － － －
伊加賀野草 － － －
三矢 ◯ ◯ ◯
枚方 ◯ ◯ ◯

7.背割堤管理区域 背割堤 － ◯ ◯
十三野草 － － －
西中島 ◯ ◯ ◯

9.豊里管理区域 豊里 ◯ ◯ ◯
一津屋野草 － － ◯
一津屋河畔 － － －
鳥飼西 － ◯ ◯
鳥飼野草 － － －
鳥飼下 ◯ ◯ ◯
鳥飼上 ◯ ◯ ◯
三島江 ◯ ◯ ◯
三島江野草 － － －

13.大塚管理区域 大塚 ◯ ◯ ◯
14.島本管理区域 島本 ◯ ◯ ◯
15.大山崎管理区域 大山崎 ◯ ◯ ◯

5.太間管理区域

管理区域名 地区名

1.海老江管理区域

2.赤川管理区域

3.太子橋管理区域

4.佐太西管理区域

※平成28年度第4四半期供用予定の背割堤サービスセンター（仮称）のカウントについては、
　別途調査職員が指示する。

※バーベキューの人数は、利用区域外の利用者も計測する。

利用者総数（人）

6.枚方管理区域

8.西中島管理区域

10.一津屋野草管理区域

11.鳥飼上管理区域

12.三島江管理区域

駐車台数
（台）

内数

－別紙170－



地
区

名
４

月
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

合
計

利
用

者
数

1
8
,8

6
9

2
6
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2
3

2
4
,1

0
9

2
1
,7

7
4

5
4
,0

9
2
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0
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0

1
2
,8

0
3

1
6
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5

1
7
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7
6

2
6
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7
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7
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球

場
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1
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1
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8
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7
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1
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0
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1
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0
6

3
0
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場
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2
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1
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0
5
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,0

8
2

3
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,1

1
6
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,7
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,6
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,5

3
9

2
,1

1
3

2
,2

3
1
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9
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8
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9
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9
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6
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,0

3
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,0

5
8

1
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3
,8

7
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3
3
,9

9
4

人
数

小
計

4
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2
7
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6
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,1

5
8

2
,9

7
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7
9
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0
9
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,0

3
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計
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1
6
,1

0
1

1
6
,1

8
3

1
4
,2

0
3

3
0
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5
4

2
7
2
,7

9
1

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

1
,7

7
7

1
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1
0

1
,7

2
2

1
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9
1

1
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1
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8
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1
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4
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2
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4
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3
3
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4
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1
7
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4
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3
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0
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4
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5
,9

2
7

6
,7

8
7

6
,4

0
5

6
,0

1
1

5
,7

5
5

5
,0

7
7

5
,6

0
8

4
,6

7
1

4
,1

0
1

4
,4

4
1

4
,2

5
7

6
,4

1
4

6
5
,4

5
4

人
数
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計

2
5
,3

5
3

2
8
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2

2
8
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8
1

2
7
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2
9

2
6
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6
2

2
2
,6

4
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2

4
5
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8
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0
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8
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9
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6
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3
6
,4

3
5

3
2
4
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4
9
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5
,0

2
3
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5
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3
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7
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3
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8
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9

4
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1
8

3
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7
9

4
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5
6
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7

人
数

小
計

5
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2
3

5
,2

3
8

6
,5

9
2

5
,1

5
3

4
,2

3
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3
,7

4
3

7
,6
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3
,7

8
5

3
,1

6
9

4
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8

3
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7
9
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6
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数
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8
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1
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2
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2
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9

2
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3
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2

3
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1
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1

1
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1
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4
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2
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6
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6
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駐
車
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6
,5

4
9

7
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9
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5
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3
9

5
,2

9
4

4
,2
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9

5
,1

2
2

6
,4
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1

4
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2
8

3
,2

7
6

3
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3
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9
8

5
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小
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2
2
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3
1
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9
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3
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7
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7
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8
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子
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平
成
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年
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1
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老
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2
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淀
野
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3
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柄

4
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柄
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畔

5
.毛

馬
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5
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3
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4
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4
5
2
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6
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3
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計

5
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5
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3
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4
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1
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1
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9
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1
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1
1
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6
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9

8
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7
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4
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9

3
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3
4

4
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5
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3
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3
8

4
,9

6
0

4
,8

1
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3
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8
3

3
,1

3
9

2
,7

7
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3
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5
3

4
,9

6
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7
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9
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8
1
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9
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6
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3
5

7
7
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6
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4
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9
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1
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8
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8
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車
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3
,8
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5
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9
7

2
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2
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3

2
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6
4

2
,6

7
5

3
,2

6
6

2
,8

9
5

2
,2

5
4

2
,5

8
4

2
,3

2
8

3
,4

9
5

3
6
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6
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人
数

小
計

1
9
,4

0
4

2
3
,3

2
2

1
7
,6

5
8

1
2
,4

5
3

1
1
,3

5
0

1
2
,3

1
1

1
4
,3

8
9

2
2
,6

1
2

1
0
,9

8
2

1
0
,4

6
4

2
5
,7

1
3

2
7
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0
8
,2
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0

利
用

者
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2
3
,2

6
0

2
4
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5
0

2
4
,3

5
8

1
3
,1

0
7

9
,9

9
4

1
1
,6

8
8

1
6
,5

3
8

2
7
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1
3

1
2
,4

4
2

1
3
,8

3
8

2
8
,5

3
5

2
8
,3

8
6

2
3
3
,5
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9

パ
タ

ー
ゴ

ル
フ

2
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6
2

2
,3

2
7

1
,6

2
6

1
,3

6
5

1
,1

6
3

1
,4

7
9

2
,1

9
1

1
,8

6
7

1
,4

5
4

1
,7

1
0

1
,3

7
1

1
,9

3
0

2
0
,5

4
5

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

1
1
8

1
1
0

4
6

5
5

6
6

1
0
0

1
2
8

1
0

1
1
0

6
0

1
3
0

1
1
0

1
,0

4
3

デ
ィ

ス
ク

ゴ
ル

フ
2
,7

4
2

3
,3

6
0

2
,5

0
9

1
,9

0
8

1
,5

1
3

1
,7

9
0

2
,9

0
9

2
,4

7
3

1
,9

6
3

2
,8

2
7

2
,0

8
0

2
,7

7
9
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8
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駐
車
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4
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4
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4
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9
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3
,5
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3
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6
1

3
,4

8
2
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3
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3
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1

3
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8
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9
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4
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7
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計
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8
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5
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太
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和
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草
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,3

4
7

9
,8

2
3

9
,8

2
6

1
1
,1

6
8

9
,0

7
9

1
2
,5

4
2

8
,2

8
5

8
,0

6
1

8
,8

7
9

8
,5

5
0

7
,6

3
1

8
,5

0
0

1
1
2
,6

9
1

陸
上

競
技

場
1
,2

0
2

2
,4

0
2

1
,5

0
3

1
,1

1
9

1
,6

7
9

2
,2

9
0

2
,7

4
9

1
,5

0
8

1
,2

6
6

1
,7

3
3

3
,9

7
3

1
,2

2
9

2
2
,6

5
3

パ
タ

ー
ゴ

ル
フ

1
,6

4
5

1
,9

3
6

1
,3

6
3

1
,1

2
3

1
,0

8
7

1
,6

6
7

1
,5

6
2

1
,6

7
1

1
,1

5
2

1
,1

8
8

1
,1

8
7

1
,4

1
6

1
6
,9

9
7

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

6
0

8
3

8
6

1
5
0

0
8
7

1
4
0

1
7
4

7
0

1
0

0
8
2

9
4
2

デ
ィ

ス
ク

ゴ
ル

フ
2
,6

9
3

3
,1

6
5

2
,0

1
6

1
,9

7
4

1
,7

3
8

2
,4

1
8

2
,6

9
0

2
,6

3
5

1
,6

6
8

2
,0

9
9

2
,3

3
9

2
,1

2
4

2
7
,5

5
9

サ
ッ

カ
ー

場
2
,1

9
1

1
,6

3
5

1
,9

1
5

2
,7

9
0

2
,8

5
4

2
,6

0
3

1
,3

1
9

2
,1

4
9

2
,0

6
2

3
,0

3
1

2
,2

4
4

2
,0

6
2

2
6
,8

5
5

フ
ッ

ト
サ

ル
場

9
7
4

9
7
6

1
,3

2
2

1
,1

8
2

1
,0

1
0

1
,5

1
4

1
,2

1
8

1
,5

6
4

1
,1

5
3

1
,6

8
0

1
,1

3
9

1
,3

1
1

1
5
,0

4
3

ｲ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ﾒ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

8
8
2

1
,2

9
7

1
,0

7
7

1
,2

3
9

9
7
0

1
,0

6
5

1
,0

4
2

1
,0

7
1

9
2
1

1
,1

3
0

1
,1

0
8

1
,2

9
8

1
3
,1

0
0

プ
ー

ル
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ア
イ

ス
ス

ケ
ー

ト
7
,9

6
3

6
,6

2
7

6
,3

7
0

6
,4

8
8

7
,2

4
0

5
,9

2
9

5
,9

1
8

6
,5

5
9

8
,3

5
2

1
3
,6

6
0

8
,7

5
5

8
,0

6
7

9
1
,9

2
8

ｼ
ｬ
ﾜ
ｰ

利
用

者
数

9
7

2
5

5
5

1
2
5

1
4
0

6
9

4
9

2
6

4
3

1
8

2
1

1
2
6

7
9
4

7
1
8
,7

7
3

8
0
7
,1

2
5

5
0
9
,8

2
8

4
8
0
,5

8
6

3
8
6
,3

7
4

5
1
1
,2

5
3

4
7
1
,2

6
4

6
9
9
,8

1
0

3
0
4
,1

4
0

4
5
7
,8

6
8

3
6
4
,1

5
4

7
5
1
,2

5
5

6
,4

6
2
,4

3
0

9
1
,6

1
1

1
2
8
,1

6
4

9
0
,1

8
6

7
3
,9

1
2

6
6
,7

9
0

9
1
,5

6
3

8
2
,2

6
5

8
5
,3

6
8

5
3
,3

2
7

6
8
,5

4
8

6
1
,8

2
7

7
6
,5

8
3

9
7
0
,1

4
4

利
用

者
数

総
合

計

駐
車

場
利

用
台

数
 合

計

庭
窪

ﾚ
ｽ

ﾄｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

太
間

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

鳥
飼

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ｨｯ

ﾄﾈ
ｽ

ﾘ
ｿ
ﾞｰ

ﾄ

利
用

者
数

 合
計

施
設

利
用

者
数

合
計

守
口

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
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公園利用者アンケート 

 

 

別紙 14 

淀川河川公園 ご利用される皆様へのアンケート 
 

Ｑ１．あなたの性別は？・・・・・・・・・・ 男 ・ 女 
 

Ｑ２．あなたの年齢は？（１つお選びください） 

１）小学生   ２）中学生    ３）15～18歳   ４）19～29歳   ５）30～39歳   ６）40～49歳   ７）50～59歳   

８）60～69歳   ９）70歳以上 

 

Ｑ３．あなたのお住まいはどちらですか？（１つお選びください） 

大阪市   １）福島区     ２）北区     ３）都島区     ４）旭区      ５）西淀川区  ６）淀川区   

   ７）東淀川区   ８）此花区    ９）西区     １０）中央区    １１）城東区  １２）鶴見区 

大阪府  １３）守ロ市   １４）門真市  １５）寝屋川市  １６）枚方市  １７）吹田市   

１８）摂津市   １９）茨木市  ２０）高槻市   ２１）島本町   

京都府  ２２）大山崎町  ２３）八幡市  ２４）長岡京市  ２５）久御山町 ２６）京都市 

その他（                      ） 

 

Ｑ４．公園までの主な交通手段は何ですか？（主な手段を１つだけ、お選びください） 

１）徒歩 ２） 自転車 ３）バイク ４） 自動車 ５） 電車 ６） 路線バス ７）その他（         ） 

 

Ｑ５．本日はどなたといらっしゃいましたか？（１つお選びください） 

１） 一人で  ２）友人・知人と ３）カップルで ４）夫婦で ５）家族と ６）学校の団体 ７）地域の団体 

８）職場の団体 ９）その他 （            ） 

 

Ｑ６．どのくらいの頻度でいらっしゃいますか？（１つお選びください） 

１）ほぼ毎日 ２） 週に２～３回  ３）週に１回 ４） 月に２～３回  ５） 月に１回 ６） 年に数回 

７）年に１回 ８）数年に１回程度  ９）今回が初めて 

 
Ｑ７．本日は、どのくらいの時間、公園で過ごされますか？（１つお選びください） 

１）15分以内 ２）15～30分 ３）30分～1時間 ４）1～2時間 ５）2～3時間 ６）3～5時間 ７）5時間以上 

 
Ｑ８．公園には満足されましたか？ （１つお選びください） 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

（よろしければ理由をお教えください：                                  ） 

 

Ｑ９．公園を利用した感想を、①～⑦それぞれについてお聞かせ下さい。 

 ① 広場の芝生・樹木の手入れ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ② 広場の清掃状況 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ③ トイレの清潔さ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満 

 ④ スタッフ対応の良さ 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）スタッフには会っていない 

 ⑤ 駐車場を利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 ⑥ 野球場、サッカー場、ラグビー場を利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 ⑦ テニスコートを利用した感想 

１） 満足  ２）やや満足  ３）普通  ４）やや不満  ５）不満  ６）利用していないためわからない 

 
ご協力ありがとうございました。またご利用ください！ 
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自
然
環
境
・
歴
史
文
化
に
関
す
る
利
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
績
 

 

 
平
成
2
4
年
度
 

平
成
2
5
年
度
 

平
成
2
6
年
度
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

①
委
託
費
の
み
で
お
こ
な
っ
た
も
の
 

8
 

1
,
9
4
0
 

1
4
 

2
,
1
7
5
 

1
7
 

3
,
7
9
2
 

②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
お
こ
な
っ
た
も
の
 

1
 

2
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

③
自
主
財
源
で
お
こ
な
っ
た
も
の
 

－
 

－
 

－
 

－
 

1
 

5
 

合
計
 

9
 

2
,
1
4
0
 

1
4
 

2
,
1
7
5
 

1
8
 

3
,
7
9
7
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平
成
２
４
年
度
 
自
然
環
境
・
歴
史
文
化
に
関
す
る
利
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
績  

①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 

淀
川
の
自
然
環
境

や
歴
史
、
文
化
、

公
園
の
広
報
 

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
展
示
 

小
学
生
～
大
人
 
淀
川
の
歴
史
・
洪
水
・
治
水
、
市
民
参
加
活
動
、

公
園
の
魅
力
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
。
 

太
間
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
 

4
/
1
(
日
)
～
 

3
/
3
1
(
日
)
 1
,
5
5
4
名
 

観
覧
者
数
 

2
 
花
や
緑
、
自
然
に

親
し
む
 

摂
南
大
学
出
前
講
座
 

大
学
生
 

淀
川
の
利
水
や
治
水
、
公
園
の
概
要
等
に
よ
る
講

義
を
実
施
。
 

摂
南
大
学
 

5
/
1
0
(
木
)
 

5
7
名
 

参
加
者
数
 

3
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
0
/
2
9
(
月
)
 

1
0
名
 

参
加
者
数
 

4
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

幼
稚
園
児
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。  

太
間
地
区
 

1
0
/
3
0
(
火
)
 

1
0
0
名
 

参
加
者
数
 

5
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
1
(
木
)
 

2
0
名
 

参
加
者
数
 

6
 

環
境
学
習
 

第
9
6
回
 

淀
川
の
自
然
を
楽
し
む
会
 

「
川
原
の
野
鳥
観
察
会
」
 

小
学
生
～
大
人
 
シ
ニ
ア
自
然
大
学
校
の
方
を
講
師
に
、
野
鳥
の
観

察
や
生
態
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

枚
方
地
区
 

1
/
2
7
(
日
)
 

1
9
6
名
 

参
加
者
数
 

7
 

花
や
緑
に
親
し
む
 

中
学
生
社
会
体
験
学
習
 

「
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
ポ
ッ
ト
植

付
け
他
」
 

中
学
生
 

社
会
体
験
学
習
の
一
環
と
し
て
、
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ

コ
の
ポ
ッ
ト
苗
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
/
3
0
(
水
)
 

3
名
 

参
加
者
数
 

8
 
史
跡
・
観
光
名
所

散
策
 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園
か
ら
周
辺
の
史
跡
や
観
光
名
所
を
ま
わ
り
、

歴
史
や
見
ど
こ
ろ
を
学
習
す
る
セ
ル
フ
ガ
イ
ド
式

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
、
マ
ッ
プ
を
公
園
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
行
う
。
 

４
コ
ー
ス
 

各
地
区
、
周
辺
地

域
 

2
/
1
(
金
)
～

3
/
3
1
(
日
)
 
－
 

－
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 ②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 

環
境
学
習
 

第
9
5
回
 

淀
川
の
自
然
を
楽
し
む
会
 

「
干
潟
を
楽
し
も
う
」
 

小
学
生
～
大
人
 

シ
ニ
ア
自
然
大
学
校
の
方
を
講
師
に
、
干
潟
の
観

察
や
特
徴
等
の
レ
ク
チ
ャ
ー
、
シ
ジ
ミ
採
り
を
実

施
。
 

十
三
野
草
地
区
 

7
/
2
1
(
土
)
 

2
0
0
名
 

参
加
者
数
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平
成
２
５
年
度
 
自
然
環
境
・
歴
史
文
化
に
関
す
る
利
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
績  

①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 
史
跡
・
観
光
名
所

散
策
 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園
か
ら
周
辺
の
史
跡
や
観
光
名
所
を
ま
わ
り
、

歴
史
や
見
ど
こ
ろ
を
学
習
す
る
セ
ル
フ
ガ
イ
ド
式

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
、
マ
ッ
プ
を
公
園
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
行
う
。
 

４
コ
ー
ス
 

各
地
区
、
周
辺
地

域
 

4
/
1
(
月
)
～

3
/
3
1
(
月
)
 
－
 

－
 

2
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
桜
の
お
話
ツ
ア
ー
 

小
学
生
～
大
人
 
背
割
堤
の
歴
史
、
桜
の
見
ど
こ
ろ
や
管
理
方
法
に

つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

背
割
堤
地
区
 

4
/
6
(
土
)
 

6
名
 

参
加
者
数
 

3
 

淀
川
の
自
然
環
境

や
歴
史
、
文
化
、

公
園
の
広
報
 

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
展
示
 

小
学
生
～
大
人
 
淀
川
の
歴
史
・
洪
水
・
治
水
、
市
民
参
加
活
動
、

公
園
の
魅
力
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
。
 

太
間
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
 

4
/
1
(
月
)
～
 

3
/
3
1
(
月
)
 1
,
5
4
0
名
 

観
覧
者
数
 

4
 

環
境
学
習
 

水
辺
の
生
態
系
、
植
物
生
態
系

の
管
理
レ
ク
チ
ャ
ー
 

中
学
生
、
大
学

生
、
一
般
 

水
辺
の
生
態
系
、
植
物
生
態
系
の
管
理
レ
ク
チ
ャ

ー
を
実
施
。
 

三
島
江
地
区
 

5
/
2
6
(
日
)
 

1
6
0
名
 

参
加
者
数
 

5
 

環
境
学
習
 

水
辺
の
生
態
系
、
植
物
生
態
系

の
管
理
レ
ク
チ
ャ
ー
 

大
学
生
 

水
辺
の
生
態
系
、
植
物
生
態
系
の
管
理
レ
ク
チ
ャ

ー
を
実
施
。
 

伏
見
出
張
所
 

8
/
9
(
金
)
 

6
0
名
 

参
加
者
数
 

6
 
花
や
緑
、
自
然
に

親
し
む
 

摂
南
大
学
出
前
講
座
 

大
学
生
 

淀
川
の
利
水
や
治
水
、
公
園
の
概
要
等
に
よ
る
講

義
を
実
施
。
 

摂
南
大
学
 

1
0
/
1
6
(
水
)
 

5
8
名
 

参
加
者
数
 

7
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
コ
ス
モ
ス
花
摘
み
、
種
取
り
、

除
草
体
験
 

一
般
 

コ
ス
モ
ス
花
摘
み
、
種
取
り
、
除
草
体
験
を
実
施
。  

太
間
地
区
 

1
0
/
3
0
(
水
)
 

1
0
名
 

参
加
者
数
 

8
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
ナ
デ
シ
コ
植
付
け
 

一
般
 

ナ
デ
シ
コ
の
ポ
ッ
ト
苗
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

枚
方
地
区
 

1
0
/
3
1
(
木
)
 

8
名
 

参
加
者
数
 

9
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

幼
稚
園
児
、
障
が

い
者
施
設
生
徒
 

公
園
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
に
よ
り
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
1
8
(
月
)
 

1
1
4
名
 

参
加
者
数
 

1
0  
花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

公
園
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
に
よ
り
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
2
0
(
水
)
 

1
3
名
 

参
加
者
数
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N
o
.  

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
1  
花
や
緑
に
親
し
む
 

中
学
生
社
会
体
験
学
習
 

「
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
ポ
ッ
ト
植

付
け
他
」
 

中
学
生
 

社
会
体
験
学
習
の
一
環
と
し
て
、
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ

コ
の
ポ
ッ
ト
苗
植
付
け
、
ア
ベ
リ
ア
刈
込
の
体
験

を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
/
3
1
(
金
)
 

3
名
 

参
加
者
数
 

1
2  
環
境
学
習
 

第
9
7
回
 

淀
川
の
自
然
を
楽
し
む
会
 

「
川
原
の
野
鳥
観
察
会
」
 

小
学
生
～
大
人
 
シ
ニ
ア
自
然
大
学
校
の
方
を
講
師
に
、
野
鳥
の
観

察
や
生
態
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

枚
方
地
区
 

2
/
1
6
(
日
)
 

1
5
3
名
 

参
加
者
数
 

1
3  
花
や
緑
に
親
し
む
 
ナ
ノ
ハ
ナ
種
ま
き
 

一
般
 

公
園
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
に
よ
り
、
ナ
ノ
ハ
ナ
の
種

ま
き
体
験
を
実
施
。
 

長
柄
地
区
 

3
/
2
1
(
金
)
 

3
0
名
 

参
加
者
数
 

1
4  
花
や
緑
に
親
し
む
 
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

公
園
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
に
よ
り
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
球

根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

3
/
3
1
(
月
)
 

2
0
名
 

参
加
者
数
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平
成
２
６
年
度
 
自
然
環
境
・
歴
史
文
化
に
関
す
る
利
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
績  

①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 
史
跡
・
観
光
名
所

散
策
 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園
か
ら
周
辺
の
史
跡
や
観
光
名
所
を
ま
わ
り
、

歴
史
や
見
ど
こ
ろ
を
学
習
す
る
セ
ル
フ
ガ
イ
ド
式

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
、
マ
ッ
プ
を
公
園
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
行
う
。
 

４
コ
ー
ス
 

各
地
区
、
周
辺
地

域
 

4
/
1
(
火
)
～

1
1
/
3
0
(
日
)
 
－
 

－
 

2
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
桜
の
お
話
ツ
ア
ー
 

小
学
生
～
大
人
 

公
園
ス
タ
ッ
フ
が
指
導
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

り
、
背
割
堤
の
歴
史
、
桜
の
見
ど
こ
ろ
や
管
理
方

法
に
つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

背
割
堤
地
区
 

4
/
5
(
土
)
 

4
/
6
(
日
)
 
2
0
5
名
 

参
加
者
数
 

3
 

淀
川
の
自
然
環
境

や
歴
史
、
文
化
、

公
園
の
広
報
 

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
展
示
 

小
学
生
～
大
人
 

淀
川
の
歴
史
・
洪
水
・
治
水
、
市
民
参
加
活
動
、

公
園
の
魅
力
を
パ
ネ
ル
で
紹
介
。
 

※
守
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
８
月
か
ら
実
施
。
 

※
鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
２
月
か
ら
実
施
。
 

太
間
・
守
口
・
鳥

飼
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
 

4
/
1
(
火
)
～
 

3
/
3
1
(
火
)
 2
,
9
4
4
名
 

観
覧
者
数
 

4
 
花
や
緑
、
自
然
に

親
し
む
 

摂
南
大
学
出
前
講
座
 

大
学
生
 

淀
川
の
利
水
や
治
水
、
公
園
の
概
要
等
に
よ
る
講

義
を
実
施
。
 

摂
南
大
学
 

7
/
2
6
(
土
)
 

7
0
名
 

参
加
者
数
 

5
 

環
境
学
習
 

淀
川
ま
る
ご
と
体
験
会
 

小
学
生
～
大
人
 自
然
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
葦
工
作
、
自
然
資

源
活
用
に
よ
る
ヤ
ナ
ギ
大
木
で
ブ
ラ
ン
コ
等
を
実

施
。
 

点
野
野
草
地
区
 

7
/
2
7
(
日
)
 

1
5
0
名
 

参
加
者
数
 

6
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
8
(
土
)
 

6
8
名
 

参
加
者
数
 

7
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

幼
稚
園
児
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。  

太
間
地
区
 

1
1
/
1
2
(
水
)
 

1
1
0
名
 

参
加
者
数
 

8
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
球
根
植
付
け
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
2
7
(
木
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

9
 

花
や
緑
に
親
し
む
 
フ
ラ
ワ
ー
ガ
イ
ド
 

小
学
生
～
大
人
 
コ
ス
モ
ス
や
ハ
ー
ブ
の
見
ど
こ
ろ
や
管
理
方
法
に

つ
い
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

1
1
/
2
7
(
木
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
0  
花
や
緑
に
親
し
む
 
ナ
ノ
ハ
ナ
種
ま
き
 

市
民
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
 

花
づ
く
り
体
験
 

長
柄
地
区
 

1
/
2
5
(
日
)
 

1
0
名
 

参
加
者
数
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N
o
.  

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
1  
花
や
緑
に
親
し
む
 
鳥
飼
支
援
学
校
社
会
出
前
講
座
 
障
が
い
者
施
設

生
徒
 

出
前
講
座
 

鳥
飼
上
地
区
 

2
/
1
3
(
金
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
2  
環
境
学
習
 

第
9
8
回
 
淀
川
の
自
然
を
楽
し

む
会
 
川
原
の
野
鳥
観
察
会
 

小
学
生
～
大
人
 
シ
ニ
ア
自
然
大
学
校
の
方
を
講
師
に
、
野
鳥
の
観

察
や
生
態
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施
。
 

枚
方
地
区
周
辺
 

2
/
2
2
(
日
)
 

1
0
5
名
 

参
加
者
数
 

1
3  
花
や
緑
に
親
し
む
 
鳥
飼
支
援
学
校
社
会
体
験
学
習
 
障
が
い
者
施
設

生
徒
 

プ
ラ
ン
タ
ー
花
苗
植
付
、
カ
ワ
ラ
ナ
デ
シ
コ
播
種

作
業
 

鳥
飼
上
地
区
 

3
/
1
3
(
金
)
 

1
8
名
 

参
加
者
数
 

1
4  
環
境
学
習
 

淀
川
舟
運
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
 

中
学
生
～
大
人
 
淀
川
を
E
ボ
ー
ト
を
使
っ
て
下
り
,
自
然
環
境
、
歴

史
な
ど
学
習
 

背
割
堤
地
区
～
 

枚
方
地
区
 

3
/
1
5
(
日
)
 

2
2
名
 

参
加
者
数
 

1
5  
花
や
緑
に
親
し
む
 
フ
ラ
ワ
ー
ガ
イ
ド
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

ス
タ
ッ
フ
が
花
に
つ
い
て
解
説
と
ガ
イ
ド
を
実
施
 

太
間
地
区
 

3
/
2
3
(
月
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
6  
花
や
緑
に
親
し
む
 
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
球
根
植
付
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
球
根
の
植
付
け
体
験
を
実
施
。
 

太
間
地
区
 

3
/
2
3
(
月
)
 

1
6
名
 

参
加
者
数
 

1
7  
散
策
プ
ロ
グ
ラ

ム
、
車
椅
子
 

車
椅
子
で
の
公
園
散
策
プ
ロ
グ

ラ
ム
 

障
が
い
者
施
設

生
徒
 

太
間
地
区
で
車
イ
ス
を
使
っ
て
散
策
を
実
施
 

太
間
地
区
 

3
/
3
0
(
月
)
 

1
0
名
 

参
加
者
数
 

 ③
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.
 

テ
ー
マ
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
名
 

対
 
象
 

内
 
容
 

開
催
場
所
 

実
施
日
 

延
べ
参
加
人
数  
参
加
人
数

計
上
根
拠
 

1
 

環
境
学
習
 

園
芸
教
室
「
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ

ン
で
Ｅ
Ｃ
Ｏ
ラ
イ
フ
」
 

小
学
生
～
大
人
 
地
球
温
暖
化
防
止
に
役
立
つ
壁
面
緑
化
に
つ
い
て

講
習
を
実
施
。
 

守
口
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
 

5
/
1
1
(
日
)
 

5
名
 

参
加
者
数
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地
域
連
携
イ
ベ
ン
ト
実
績
 

 

 
平
成
2
4
年
度
 

平
成
2
5
年
度
 

平
成
2
6
年
度
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

開
催
回
数
 

参
加
人
数
 

①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

3
 

3
9
6
 

3
 

2
0
3
 

5
 

2
8
7
 

②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

1
 

5
0
0
 

1
 

2
0
2
 

3
 

2
,
5
8
9
 

③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

1
 

1
,
2
2
8
 

1
 

6
0
0
 

2
 

1
6
,
5
0
0
 

④
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

2
 

2
8
0
 

1
 

1
4
0
 

2
 

2
8
0
 

合
計
 

7
 

2
,
4
0
4
 

6
 

1
,
1
4
5
 

1
2
 

1
9
,
6
5
6
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平
成
２
４
年
度
 
地
域
連
携
イ
ベ
ン
ト
実
績
 

 ①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
9
5

回
淀

川
の

自
然

を
楽

し
む

会
 

「
干

潟
を

楽
し

も
う

」
 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

共
催

：
財

団
法

人
河

川
環

境
管

理
財

団
 

協
力

：
N

P
O

法
人

シ
ニ

ア
自

然
大

学
校

 

十
三

野
草

地
区

 
7
/
2
1
(土

) 
2
0
0

名
 

参
加

者
数

 

2
 

マ
ナ

ー
ア

ッ
プ

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

 
主

催
：
淀

川
河

川
公

園
連

絡
協

議
会

 

各
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

、

淀
川

河
川

事
務

所
、

近
畿

地
方

整
備

局
、

各
市

・
区

役
所

他
 

1
0
/
1
(月

)～

1
0
/
31

(水
) 

－
 

－
 

3
 

第
9
6

回
淀

川
の

自
然

を
楽

し
む

会
 

「
川

原
の

野
鳥

観
察

会
」
 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

共
催

：
財

団
法

人
河

川
環

境
管

理
財

団
 

協
力

：
N

P
O

法
人

シ
ニ

ア
自

然
大

学
校

 

枚
方

地
区

 
1
/
2
7
(日

) 
1
9
6

名
 

参
加

者
数

 

 ②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
1
7

回
淀

川
河

川
公

園
凧

揚
げ

大
会

 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

共
催

：
財

団
法

人
河

川
環

境
管

理
財

団
 

協
力

：
日

本
凧

の
会

 大
阪

支
部

 

太
間

地
区

 
2
/
1
0
(日

) 
5
0
0

名
 

参
加

者
数

 

 ③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

淀
川

三
川

ふ
れ

あ
い

交
流

 

第
4

回
七

夕
ま

つ
り

 
主

催
：
七

夕
ま

つ
り

等
ふ

れ
あ

い
交

流
実

行
委

員
会

 
背

割
堤

地
区

 
8
/
1
0
(金

)～

8
/
1
2
(日

) 
1
,2

28
名

 
入

園
者

数
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④
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
3
4

回
河

川
環

境
管

理
財

団
杯

争
奪

サ

ン
ス

ポ
野

球
大

会
 

決
勝

戦
 

主
催

：
財

団
法

人
河

川
環

境
管

理
財

団
、

サ
ン

ケ
イ

ス
ポ

ー
ツ

 

後
援

：
産

経
新

聞
社

 

協
力

：
ナ

ガ
セ

ケ
ン

コ
ー

株
式

会
社

、
ミ

ズ
ノ

株
式

会
社

 

枚
方

地
区

 
5
/
2
7
(日

) 
1
4
0

名
 

参
加

者
数

 

観
戦

者
数

 

2
 

第
3
9

回
淀

川
河

川
公

園
野

球
大

会
 

決

勝
戦

 

主
催

：
財

団
法

人
河

川
環

境
管

理
財

団
、

サ
ン

ケ
イ

ス
ポ

ー
ツ

 

後
援

：
産

経
新

聞
社

 

協
力

：
ナ

ガ
セ

ケ
ン

コ
ー

株
式

会
社

、
ミ

ズ
ノ

株
式

会
社

 

枚
方

地
区

 
1
2
/
2
(日

) 
1
4
0

名
 

参
加

者
数

 

観
戦

者
数

 

 

－別紙199－



平
成
２
５
年
度
 
地
域
連
携
イ
ベ
ン
ト
実
績
 

 ①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
9
7

回
淀

川
の

自
然

を
楽

し
む

会
 

「
川

原
の

野
鳥

観
察

会
」
 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

 
 

 
 淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 

協
力

：
N

P
O

法
人

シ
ニ

ア
自

然
大

学
校

 

枚
方

地
区

 
2
/
1
6
(日

) 
1
5
3

名
 

参
加

者
数

 

2
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
花

の
種

ま
き

 
主

催
：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
長

柄
地

区
 

3
/
2
1
(金

) 
3
0

名
 

参
加

者
数

 

3
 

花
の

球
根

植
付

け
に

よ
る

「
仕

事
体

験
」
 

主
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
太

間
地

区
 

3
/
3
1
(月

) 
2
0

名
 

参
加

者
数

 

 ②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
1
8

回
淀

川
河

川
公

園
凧

揚
げ

大
会

 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

 
 

 
 淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 

協
力

：
日

本
凧

の
会

 大
阪

支
部

 

太
間

地
区

 
2
/
2
3
(日

) 
2
0
2

名
 

参
加

者
数

 

 

－別紙200－



③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

乙
訓

水
辺

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
 

主
催

：
公

益
財

団
法

人
乙

訓
青

年
会

議
所

事
務

局
ま

ち
づ

く
り

委
員

会
 

共
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
 

大
山

崎
地

区
 

9
/
8
(日

) 
6
0
0

名
 

主
催

者
の

発
表

人
数

 

 ④
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
3
5

回
河

川
環

境
管

理
財

団
杯

争
奪

サ

ン
ス

ポ
野

球
大

会
 

決
勝

戦
 

主
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

、
 

サ
ン

ケ
イ

ス
ポ

ー
ツ

 

後
援

：
産

経
新

聞
社

 

協
力

：
ナ

ガ
セ

ケ
ン

コ
ー

株
式

会
社

、
ミ

ズ
ノ

株
式

会
社

 

枚
方

地
区

 
6
/
1
6
(日

) 
1
4
0

名
 

参
加

者
数

 

観
戦

者
数

 

 

－別紙201－



平
成
２
６
年
度
 
地
域
連
携
イ
ベ
ン
ト
実
績
 

 ①
委
託
費
の
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

マ
ナ

ー
ア

ッ
プ

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

 
主

催
：
 淀

川
河

川
公

園
連

絡
協

議
会

 

各
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

、

淀
川

河
川

事
務

所
、

近
畿

地
方

整
備

局
、

各
市

・
区

役
所

他
 

1
0
/
1
(水

)～

1
0
/
31

(金
) 

－
 

－
 

2
 

大
阪

・
淀

川
市

民
マ

ラ
ソ

ン
展

 

「
淀

の
恵

み
と

防
災

力
展

」
 

主
催

：
一

般
社

団
法

人
ふ

る
さ

都
・
夢

づ
く
り

協
議

会
 

共
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

 
 

 
 淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 

守
口

サ
ー

ビ
ス

セ

ン
タ

ー
や

す
ら

ぎ

の
間

 

1
0
/
28

(火
)～

1
1
/
2
(日

) 
1
5
4

名
 

観
覧

者
数

 

3
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
花

の
種

ま
き

 
主

催
：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
長

柄
地

区
 

1
/
2
5
(日

) 
1
0

名
 

参
加

者
数

 

4
 

第
9
8

回
 
淀

川
の

自
然

を
楽

し
む

会
 
川

原
の

野
鳥

観
察

会
 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

 
 

 
  

淀
川

河
川

公
園

管
理

グ
ル

ー
プ

共
同

体
 

協
力

：
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

シ
ニ

ア
自

然
大

学
校

 

枚
方

地
区

周
辺

 
2
/
1
5
(日

) 
1
0
5

名
 

参
加

者
数

 

5
 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
よ

る
花

の
種

ま
き

 
主

催
：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
鳥

飼
上

地
区

 
3
/
1
3
(金

) 
1
8

名
 

参
加

者
数

 

   

－別紙202－



②
委
託
費
及
び
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

植
木

市
（
秋

）
「
フ

ラ
ワ

ー
カ

ー
ニ

バ
ル

」
 

「
枚

方
宿

く
ら

わ
ん

か
五

六
市

」
同

時
開

催
 

主
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
枚

方
地

区
 

1
0
/
12

(日
) 

2
,4

20
名

 
参

加
者

数
 

2
 

第
1
9

回
 淀

川
河

川
公

園
 凧

揚
げ

大
会

 

主
催

：
国

土
交

通
省

近
畿

地
方

整
備

局
淀

川
河

川
事

務
所

 

 
 

 
  

淀
川

河
川

公
園

管
理

グ
ル

ー
プ

共
同

体
 

協
力

：
日

本
凧

の
会

 
大

阪
支

部
 

太
間

地
区

 
2
/
2
2
(日

) 
1
4
7

名
 

参
加

者
数

 

3
 

淀
川

舟
運

ウ
ォ

ッ
チ

ン
グ

 
主

催
：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
背

割
堤

地
区

 

～
枚

方
地

区
 

3
/
1
5
(日

) 
2
2

名
 

参
加

者
数

 

 ③
委
託
費
及
び
持
ち
込
み
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
4
6

回
守

口
市

こ
ど

も
ま

つ
り

 

主
催

：
こ

ど
も

ま
つ

り
実

行
委

員
会

 

共
催

：
守

口
市

教
育

委
員

会
 

 
 

 
 守

口
市

青
少

年
育

成
指

導
員

連
絡

協
議

会
 

八
雲

地
区

 

八
雲

野
草

地
区

 
4
/
2
7
(日

) 
1
3
,0

00
名

 
主

催
者

の
発

表
人

数
 

2
 

第
2

回
わ

い
わ

い
ガ

ヤ
ガ

ヤ
祭

 
主

催
：
淀

川
わ

い
わ

い
ガ

ヤ
ガ

ヤ
祭

実
行

委
員

会
 

共
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

 
鳥

飼
上

地
区

 
6
/
1
(日

) 
3
,5

00
名

 
主

催
者

の
発

表
人

数
 

 ④
自
主
財
源
で
行
っ
た
も
の
 

N
o
.  

行
催

事
名

 
主

催
者

等
 

開
催

場
所

 
実

施
日

 
延

べ
 

参
加

人
数

 
参

加
人

数
計

上
根

拠
 

1
 

第
3
6

回
河

川
環

境
管

理
財

団
杯

争
奪

サ

ン
ス

ポ
野

球
大

会
 

決
勝

戦
 

主
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

、
 

サ
ン

ケ
イ

ス
ポ

ー
ツ

 

後
援

：
産

経
新

聞
社

 

協
力

：
ナ

ガ
セ

ケ
ン

コ
ー

株
式

会
社

、
ミ

ズ
ノ

株
式

会
社

 

枚
方

地
区

 
6
/
8
(日

) 
1
4
0

名
 

参
加

者
数

 

観
戦

者
数

 

2
 

第
4
1

回
淀

川
河

川
公

園
秋

季
野

球
大

会
 

決
勝

戦
 

主
催

：
淀

川
河

川
公

園
管

理
グ

ル
ー

プ
共

同
体

、
 

後
援

：
サ

ン
ケ

イ
ス

ポ
ー

ツ
 

産
経

新
聞

社
 

協
力

：
ナ

ガ
セ

ケ
ン

コ
ー

株
式

会
社

、
ミ

ズ
ノ

株
式

会
社

 

枚
方

地
区

 
1
1
/
30

(土
) 

1
4
0

名
 

参
加

者
数

 

観
戦

者
数

 

 

－別紙203－



広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

４月 4 1 5

５月 1 5 2 1 9

６月 2 1 3

７月 1 1 3 5

８月 1 3 4

９月 7 7

１０月 1 1 1 3

１１月 4 2 1 7

１２月 2 1 2 5

１月 2 2 4

平成２４年度　報道実績
計

別紙 17

２月 3 3

３月 5 1 6

計 0 2 37 6 16 61

－別紙204－



広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

４月 2 5 3 10

５月 1 3 1 5

６月 1 4 5

７月 1 1

８月 3 3

９月 3 3 6

１０月 3 3

１１月 4 1 5

１２月 1 2 3

１月 1 2 4 7

平成２５年度　報道実績
計

２月 5 2 1 8

３月 3 2 10 4 6 25

計 11 2 40 8 20 81

－別紙205－



広報・報道実績

テレビ ラジオ 新聞 チラシ 雑誌
月

４月 5 1 5 1 9 21

５月 5 3 8

６月 3 3 2 8

７月 2 4 4 10

８月 1 1 1 4 7

９月 2 6 2 1 11

１０月 1 2 7 1 11

１１月 4 16 2 3 25

１２月 5 3 2 10

１月 1 1 3 1 5 11

平成２６年度　報道実績
計

２月 1 2 11 4 18

３月 2 1 9 5 17

計 22 8 75 9 43 157

－別紙206－



 

 

ホームページアクセス件数 

 

月 平成 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

4 月 40,264 38,011 22,956 

5 月 36,673 35,870 27,061 

6 月 27,919 34,392 25,307 

7 月 28,529 29,776 22,428 

8 月 30,669 27,390 35,273 

9 月 30,394 32,306 30,065 

10 月 34,959 35,783 28,885 

11 月 22,607 26,225 24,056 

12 月 16,277 19,798 14,885 

1 月 22,629 21,917 25,451 

2 月 22,053 22,134 26,556 

3 月 39,639 32,616 36,361 

計 352,612 356,218 319,284 

 

※トップページアクセス件数 

別紙 18 
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混雑時の状況 

【平成２４年度】 

守口サービスセンター 

日時 状況 1.海老江地区 6.赤川地区 8.太子橋地区 12.八雲地区 

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

7:05～16:30 

－ 

 

10:15～15:00 

－ 

 

8:50～14:00 

9:40～14:30 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

9:45～14:30 

－ 

 

9:00～15:00 

11:30～14:30 

 

10:30～13:30 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － 8 台 － － 

待ち車最大時間 － 30 分 － － 

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:00～15:30 

－ 

 

10:40～15:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:10～15:15 

－ 

 

10:50～16:00 

13:20～15:30 

 

10:30～14:00 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － 7 台 － － 

待ち車最大時間 － 30 分 － － 

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:50～ 

－ 

 

 8:50～16:30 

10:10～16:15 

 

13:30～16:00 

13:30～16:00 

 

 9:17～15:20 

－ 

待ち車台数 － 9 台 － － 

待ち車最大時間 － 40 分 － － 

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:50～13:00 

－ 

 

 8:20～16:00 

 8:50～16:15 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － 13 台 － － 

待ち車最大時間 － 40 分 － － 

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:40～ 9:30 

－ 

 

15:00～16:15 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:10～ 

10:30～15:30 

 

7:50～ 

8:20～ 

 

 8:50～14:00 

10:45～13:30 

 

 9:50～16:20 

－ 

待ち車台数 － 12 台 － － 

待ち車最大時間 － 30 分 － － 

 

別紙 19 
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日時 状況 15.西中島地区 16.豊里地区   

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:50～16:10 

10:15～16:10 

 

10:06～16:50 

 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:15～15:30 

11:10～15:40 

 

10:50～16:45 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:20～15:15 

11:35～15:15 

 

10:30～16:30 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:10 

10:55～15:10 

 

 9:30～16:25 

11:40～15:30 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:15～15:40 

10:15～15:25 

 

 9:28～16:30 

11:00～16:00 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:35 

11:30～15:45 

 

 9:20～16:30 

14:15～16:30 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:35 

11:00～15:35 

 

 8:55～16:40 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

－別紙209－



太間サービスセンター 

日時 状況 17.大日地区 18.佐太西地区 19.仁和寺野草 21.太間地区 

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:20～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

8:40～12:55 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:14～ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:35～16:45 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:30～17:10 

－ 

 

10:50～16:00 

－ 

 

 8:30～16:40 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 7:20～ 9:20 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:15～10:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

7:50～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:00～12:40 

－ 

 

 9:00～ 

 9:10～ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙210－



 

日時 状況 27.三矢地区 
28.枚方地区

（下） 

28.枚方地区

（上） 
29.背割堤地区 

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:30～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数    － 

待ち車最大時間    － 

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:35～15:20 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:45～15:45 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:30～15:00 

－ 

 

 9:50～15:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

12:00～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:00～15:10 

－ 

 

 9:40～15:30 

－ 

 

12:00～15:30 

－ 

 

11:00～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:00～15:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

13:30～14:30 

－ 

 

10:10～15:00 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙211－



鳥飼サービスセンター 

日時 状況 
30.一津屋野草 

地区 
32.鳥飼西地区 34.鳥飼下地区 35.鳥飼上地区 

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

14:45～17:00 

－ 

 

 9:20～16:30 

10:10～16:30 

 

13:00～14:30 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:40～12:00 

－ 

 

 9:00～16:00 

10:05～16:00 

 

－ 

－ 

 

11:40～14:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

12:15～15:40 

－ 

 

 9:10～16:30 

10:10～16:30 

 

－ 

－ 

 

14:50～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:35 ～15:30 

－ 

 

 9:05～16:30 

 9:30～16:30 

 

12:30～14:00 

－ 

 

11:00～14:40 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:35～14:15 

－ 

 

 8:50～16:30 

 8:55～16:30 

 

－ 

－ 

 

11:10～14:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

14:00～15:45 

－ 

 

 9:10～16:30 

 9:55～16:30 

 

－ 

－ 

 

11:40～14:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:00～16:00 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:00～13:30 

10:35～16:30 

 

 9:00～16:30 

 9:55～16:30 

 

－ 

－ 

 

10:50～14:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙212－



 

日時 状況 36.三島江地区 38.大塚地区 39.島本地区 40.大山崎地区 

4 月 29 日 

日曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:30～15:00 

9:40～15:00 

待ち車台数 － － － 25 台 

待ち車最大時間 － － － － 

4 月 30 日 

月曜日・振 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:30～12:50 

10:20～13:00 

待ち車台数 － － － 15 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

木曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:20～14:40 

14:30～14:50 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

金曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:20～14:10 

11:30～14:15 

待ち車台数 － － － 15 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:30～14:19 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:40～14:40 

10:30～14:35 

待ち車台数 － － － 20 台 

待ち車最大時間 －  － － 

5 月 6 日 

日曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

土曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 13 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:50～12:50 

11:00～12:45 

待ち車台数 － － － 15 台 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙213－



混雑時の状況 

【平成２５年度】 

守口サービスセンター 

日時 状況 1.海老江地区 6.赤川地区 8.太子橋地区 12.八雲地区 

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:50～ 

－ 

 

10:30～15:20 

13:00～15:40 

 

10:30～13:30 

12:30～16:00 

 

 9:10～16:30 

－ 

待ち車台数 － 10 台 － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

9:30～ 

－ 

 

 9:00～15:40 

10:10～16:00 

 

 9:40～16:45 

11:10～16:30 

 

10:00～16:35 

－ 

待ち車台数 － 11 台 － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～16:40 

－ 

 

 8:00～16:00 

 9:35～16:15 

 

 9:00～16:40 

10:40～16:30 

 

 9:50～16:35 

－ 

待ち車台数 － 12 台 － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:50～16:50 

－ 

 

 9:00～16:10 

10:00～16:20 

 

 9:10～16:50 

10:00～16:10 

 

 9:40～16:40 

－ 

待ち車台数 － 17 台 － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:10～16:45 

－ 

 

 9:00～15:00 

11:10～15:40 

 

 9:30～16:40 

11:30～16:30 

 

 9:40～16:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:30～16:45 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:10～16:40 

10:20～16:20 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙214－



 

 

日時 状況 15.西中島地区 16.豊里地区   

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:00 

10:50～14:50 

 

10:25～16:55 

 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:35～16:00 

10:25～16:10 

 

10:00～ 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:45～15:45 

10:45～15:30 

 

 9:45～17:00 

12:00～16:45 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:40～15:50 

 9:10～15:50 

 

 9:00～17:05 

10:50～16:50 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:15～15:00 

13:30～15:20 

 

 9:50～17:00 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:15～15:30 

10:25～15:50 

 

 9:12～16:55 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

 

－別紙215－



 

太間サービスセンター 

日時 状況 17.大日地区 18.佐太西地区 19.仁和寺野草 21.太間地区 

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:30～15:30 

10:30～15:30 

 

 9:30～16:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:10～15:45 

 9:20～15:30 

 

10:15～ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:20～15:00 

10:30～15:00 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

13:00～17:35 

－ 

 

10:30～13:00 

10:30～13:00 

 

 9:15～16:00 

11:00～15:00 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

7:45～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:15～15:20 

10:25～15:20 

 

10:00～ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

7:10～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:30～13:20 

 9:50～13:20 

 

8:50～ 

9:30～ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙216－



 

 

日時 状況 27.三矢地区 
28.枚方地区

（下） 

28.枚方地区

（上） 
29.背割堤地区 

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:50～15:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

14:30～14:55 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:10～15:40 

－ 

 

11:00～15:00 

－ 

 

－ 

－ 

 

13:40～ 

14:50～15:50 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:30～15:00 

－ 

 

 9:50～15:15 

－ 

 

13:30～14:40 

－ 

 

12:15～15:20 

14:00～ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:30～16:00 

－ 

 

 9:00～16:00 

－ 

 

11:30～15:00 

－ 

 

10:30～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:20～16:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

13:50～ 

15:10～16:00 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:00～15:45 

－ 

 

12:00～13:00 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙217－



 

鳥飼サービスセンター 

日時 状況 
30.一津屋野草 

地区 
32.鳥飼西地区 34.鳥飼下地区 35.鳥飼上地区 

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

 9:20～17:00 

11:00～15:40 

 

－ 

－ 

 

12:40～16:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

12:15～15:00 

－ 

 

 9:40～16:45 

11:00～16:10 

 

－ 

－ 

 

13:00～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

13:00～16:00 

－ 

 

 9:00～17:00 

 9:20～16:20 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:20～16:30 

－ 

 

 9:00～17:00 

 9:10～16:30 

 

－ 

－ 

 

10:30～17:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:00～16:30 

 

 9:10～17:00 

10:00～15:25 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:30～16:40 

－ 

 

10:00～16:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:05～17:00 

13:10～15:00 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙218－



 

 

日時 状況 36.三島江地区 38.大塚地区 39.島本地区 40.大山崎地区 

4 月 29 日 

月曜日・祝 

（晴・曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:40～14:20 

10:30～14:20 

待ち車台数 － － － 15 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

金曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:00～15:30 

10:10～15:30 

待ち車台数 － － － 60 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:00～15:10 

10:10～15:00 

待ち車台数 － － － 60 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

12:20～13:30 

－ 

 

12:35～14:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:30～14:50 

 9:40～14:50 

待ち車台数 － － － 40 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

月曜日・振 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

13:10～14:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

土曜日 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 12 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:30～15:15 

11:40～15:15 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙219－



混雑時の状況 

【平成２６年度】 

守口サービスセンター 

日時 状況 1.海老江地区 6.赤川地区 8.太子橋地区 12.八雲地区 

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:00～15:00 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:40～16:40 

10:45～16:20 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

8:30～16:40 

9:10～16:30 

 

 9:20～16:10 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:00～16:00 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

11:00～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:10～15:40 

10:30～15:40 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:30～12:30 

－ 

 

10:45～11:30 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

8:10～ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:40～ 

12:10～15:30 

 

 9:30～11:40 

12:30～14:30 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙220－



 

 

日時 状況 15.西中島地区 16.豊里地区   

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:15～15:30 

10:15～15:40 

 

10:00～16:30 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 8:55～15:55 

 9:30～15:55 

 

 9:00～16:40 

10:40～16:10 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:00～15:20 

11:20～15:30 

 

11:30～16:30 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:30 

10:55～15:40 

 

 9:00～16:55 

12:40～16:40 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:20～14:10 

11:40～14:10 

 

－ 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:20 

11:15～15:20 

 

 9:40～16:25 

－ 

  

待ち車台数 － －   

待ち車最大時間 － －   

－別紙221－



 

太間サービスセンター 

日時 状況 17.大日地区 18.佐太西地区 19.仁和寺野草 21.太間地区 

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:45～16:40 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:50～17:15 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:15～ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:05～16:50 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:20～16:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 6:50～16:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:20～16:40 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙222－



 

 

日時 状況 27.三矢地区 
28.枚方地区

（下） 

28.枚方地区

（上） 
29.背割堤地区 

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:30～15:20 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:50～14:10 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

13:10～16:00 

－ 

 

 9:15～14:50 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:30～15:15 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:00～16:10 

－ 

 

13:20～15:35 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:15～15:10 

－ 

 

－ 

－ 

 

11:30～14:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

10:00～14:30 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

 

－別紙223－



 

鳥飼サービスセンター 

日時 状況 
30.一津屋野草 

地区 
32.鳥飼西地区 34.鳥飼下地区 35.鳥飼上地区 

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:30～15:20 

－ 

 

 9:30～16:00 

10:10～14:30 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

 9:40～15:00 

－ 

 

8:50～ 

 8:55～15:00 

 

－ 

－ 

 

11:30～15:00 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

 9:10～16:20 

10:30～14:40 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

13:30～16:40 

－ 

 

 9:15～16:20 

10:05～14:40 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

10:30～16:30 

－ 

 

 9:50～16:40 

10:45～14:30 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 
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日時 状況 36.三島江地区 38.大塚地区 39.島本地区 40.大山崎地区 

4 月 29 日 

火曜日・祝 

（雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 3 日 

土曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:00～14:10 

11:30～14:20 

待ち車台数 － － － 5 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 4 日 

日曜日・祝 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

11:50～15:05 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:15～15:00 

10:55～15:00 

待ち車台数 － － － 30 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 5 日 

月曜日・祝 

（曇・雨） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 6 日 

火曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

 9:50～13:30 

10:30～13:40 

待ち車台数 － － － 20 台 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 10 日 

土曜日 

（曇） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 

5 月 11 日 

日曜日 

（晴） 

満車時間帯 

 正規駐車場 

 臨時駐車場 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

 

10:45～ 

－ 

待ち車台数 － － － － 

待ち車最大時間 － － － － 
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提供物品一覧 

 

 

  平成 24 年度 

 

 

  平成 25 年度 

 

 

  平成 26 年度 

 

 

 

番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 

1 小型トラック ワゴン（1,800cc） 台 1 鳥飼サービスセンター 

2 無線電話装置 遠隔操作機 1048P 台 1 太間サービスセンター 

3 無線電話装置 移動電話装置 台 18 各管理所 

番号 品目 規格 単位 数量 設置場所 

1 小型トラック ワゴン（1,800cc） 台 1 鳥飼サービスセンター 

2 無線電話装置 遠隔操作機 1048P 台 1 太間サービスセンター 

3 無線電話装置 移動電話装置 台 18 各管理所 

番号 品目 規格 単位 数量 受領場所 返納場所 

1 小型トラック 4×4Ｇ 台 1 淀川河川事務所 淀川河川事務所 
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購入備品一覧 

 

【 平成 24年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または 

設置場所 

1 エンジンポンプ ホンダＷＸ１０ 1 台 2013/3/29 46,500 
工作物管理 

水道設備維持修繕 
背割堤 

 

【 平成 25年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または 

設置場所 

1 パイプテント 1.5 間×2 間 6 基 2014/3/3 296,100 広報宣伝 庭窪ＲＣ 

2 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 赤川 

3 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 太子橋 

4 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 八雲 

5 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 佐太西 

6 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 太間 

7 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 枚方 

8 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 豊里 

9 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 鳥飼西 

10 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 鳥飼上 

11 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 三島江 

12 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 大塚 

13 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 島本 

14 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 大山崎 

15 アンプ 
３０W２局 A-1803 

（トーア製） 
1 台 2014/3/13 46,305 巡視補助 

太間サービ

スセンター 

16 ブロア 
エンジン式ＳＢ２６０ 

（新宮製） 
1 台 2014/3/13 26,775 巡視補助 

太間サービ

スセンター 

17 ブロア 
エンジン式ＳＢ２６０ 

（新宮製） 
1 台 2014/3/13 26,775 巡視補助 

鳥飼サービ

スセンター 

別紙 21 

－別紙227－



番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または 

設置場所 

18 ヘッジトリマー 
エンジン式ＣＨ６２Ｅ 

（日立製） 
1 台 2014/3/13 34,597 巡視補助 

太間サー ビ

スセンター 

19 ヘッジトリマー 
エンジン式ＣＨ６２Ｅ 

（日立製） 
1 台 2014/3/13 34,597 巡視補助 

鳥飼サー ビ

スセンター 

20 刈払機 ＳＸＤ－２６１０Ｂ－Ｗ 1 台 2014/3/13 47,250 巡視補助 
守口サー ビ

スセンター 

21 チェンソー Ｇ２５０１Ｔ－２５Ｐ－１０ 1 台 2014/3/13 57,750 巡視補助 
太間サー ビ

スセンター 

22 チェンソー Ｇ２５０１Ｔ－２５Ｐ－１０ 1 台 2014/3/13 57,750 巡視補助 
鳥飼サー ビ

スセンター 

23 リヤカー 
折りたたみ式ＳＭＣ-10

Ｃ（昭和ブリッジ） 
1 台 2014/3/18 43,995 維持修繕 赤川 

24 リヤカー 
折りたたみ式ＳＭＣ-10

Ｃ（昭和ブリッジ） 
1 台 2014/3/18 43,995 維持修繕 太子橋 

25 リヤカー 
折りたたみ式ＳＭＣ-10

Ｃ（昭和ブリッジ） 
1 台 2014/3/18 43,995 維持修繕 佐太西 

26 発電機 
防音型ＥＸ６Ｋ１ＪＮ 

（ホンダ） 
1 台 2014/3/18 61,700 広報宣伝 

守口サー ビ

スセンター 

27 ソーラーパネル ＰＶＳ－５５ＷＢ 1 基 2014/3/17 53,025 巡視補助 八雲 

28 ソーラーパネル ＰＶＳ－５５ＷＢ 1 基 2014/3/17 53,025 巡視補助 鳥飼西 

29 
パンフレットス

タンド 
ＤＰ－Ｃ３０８（クラウン） 1 基 2014/3/18 34,125 広報宣伝 

太間サー ビ

スセンター 

30 
パンフレットス

タンド 
ＤＰ－Ｃ３０８（クラウン） 1 基 2014/3/18 34,125 広報宣伝 

鳥飼サー ビ

スセンター 

 

【 平成 26年度 】 

番号 品目 規格 数量 単位 購入年月日 金額 経費区分 
保管場所または 

設置場所 

1 シュレッダー NS-406c 1 台 2014/2/26 199,800 運営管理費 
鳥飼サー ビ

スセンター 

2 蓄電池 ポータブル型 1 台 2014/2/26 182,500 維持修繕 
太間サー ビ

スセンター 

3 発電機 EU9i(ホンダ) 1 台 2014/3/4 103,680 維持修繕 
太間サー ビ

スセンター 

4 発電機 EU9iGBJNT(ホンダ) 2 台 2014/3/4 213,800 維持修繕 
太間サー ビ

スセンター 

5 
AED 収納ボッ

クス 
自立型 2 基 2014/3/3 259,200 運営管理費 

守 口 ・ 鳥 飼

サ ー ビ ス セ

ンター 
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3
7
.
4
3
ℓ 

8
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

2
9
6
k
m 

8
日
 

2
3
時
間

3
0
分
 

 
 

7
2
.
9
5
ℓ 

9
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

2
7
2
k
m 

1
6
日
 

7
2
時
間

0
0
分
 

 
 

7
0
.
2
0
ℓ 

1
0
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

7
4
6
k
m 

1
7
日
 

8
0
時
間

0
0
分
 

 
 

1
1
1
.
4
0ℓ
 

1
1
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

4
6
2
k
m 

1
4
日
 

3
5
時
間

3
0
分
 

 
 

4
0
.
0
0
ℓ 

1
2
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

2
1
3
k
m 

6
日
 

1
8
時
間

0
0
分
 

 
 

3
7
.
8
3
ℓ 

1
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

1
0
8
k
m 

4
日
 

9
時
間

0
0
分
 

 
 

2
8
.
2
7
ℓ 

2
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

3
5
3
k
m 

1
0
日
 

3
4
時
間

3
0
分
 

 
 

5
5
.
5
0
ℓ 

3
月
 

淀
川

河
川
公
園
管
理
運
営
業
務
 

6
1
3
k
m 

1
4
日
 

4
8
時
間

3
0
分
 

 
 

3
0
.
5
2
ℓ 
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貸
与

車
両
の

使
用
状
況

・
維

持
管

理
状
況
 

【
 
平
成

2
6
年
度
 
】
 

車
両
名
 
 
小
型
ト
ラ
ッ
ク
公
園
パ
ト
ロ

ー
ル
カ
ー
 

登
録
番
号
 
大
阪

5
0
0
 
に
 
7
4
4
 

月
 

主
な
作
業
内
容
 

作
業
量
 

（
走
行
キ
ロ
数
）

稼
働
状
況
 

維
持
修
理
費
 

（
円
）
 

主
な
修
理
箇
所
 

及
び
取
替
え
部
品
名
 

備
考
 

運
転
日
数
 

運
転
時
間
 

4
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

3
0
0
k
m 

1
1
日
 

3
3
時
間

0
0
分
 

 
 

5
2
.
8
2
ℓ 

5
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
8
3
k
m 

2
1
日
 

4
5
時
間

4
0
分
 

 
 

7
0
.
7
2
ℓ 

6
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

3
6
7
k
m 

1
2
日
 

4
9
時
間

0
0
分
 

 
 

5
1
.
6
6
ℓ 

7
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
4
3
k
m 

1
3
日
 

5
0
時
間

0
0
分
 

 
 

5
5
.
4
4
ℓ 

8
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

6
4
4
k
m 

1
8
日
 

9
2
時
間

3
0
分
 

 
 

1
3
9
.
8
0ℓ
 

9
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
0
3
k
m 

2
0
日
 

5
0
時
間

3
0
分
 

 
 

7
3
.
7
3
ℓ 

1
0
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

9
8
4
k
m 

2
4
日
 

1
0
9
時
間

30
分
 

 
 

8
3
.
3
7
ℓ 

1
1
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

9
0
0
k
m 

2
1
日
 

9
3
時
間

0
0
分
 

 
 

8
5
.
0
1
ℓ 

1
2
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

5
8
9
k
m 

1
4
日
 

7
1
時
間

3
0
分
 

 
 

8
7
.
5
ℓ 

1
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

4
0
6
k
m 

9
日
 

4
2
時
間

0
0
分
 

 
 

3
0
.
4
7
ℓ 

2
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

6
9
2
k
m 

1
9
日
 

9
5
時
間

0
0
分
 

 
 

8
9
.
0
1
ℓ 

3
月
 

H
2
5
-
27

淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

1
,
0
3
0
km
 

1
9
日
 

1
0
9
時
間

00
分
 

 
 

1
1
1
.
9
8ℓ
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【平成２４年度】

[守口サービスセンター] 件

危機管理対応実績・報告①＜事故対応等＞

公園区域内 公園区域外

別紙 23

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 2 0 0 2 2 3 4 7

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

5月 3 0 1 0 5 1 3 0 4 9 13

6月 1 0 2 0 0 0 1 1 3 2 5

7月 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3

8月 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3

9月 1 0 2 0 1 1 1 1 3 4 7

10月 5 0 1 0 2 1 0 0 6 3 9

11月 3 0 0 0 1 1 2 0 3 4 7

12月 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4

1月 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3

2月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

3月 3 0 0 2 0 3 3 1 5 7 12

合計 20 1 8 4 12 9 14 6 33 41 74合計 20 1 8 4 12 9 14 6 33 41 74

[太間サービスセンター] 件

事 事 病
そ
の

事 事 病
そ
の

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域

合
計

公
園
区
域事

故
事
件

病
気

の
他

事
故

事
件

病
気

の
他

4月 1 2 2 1 1 0 2 0 6 3 9

5月 1 0 0 1 2 1 0 0 2 3 5

6月 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3

7月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

域
内
計

計域
外
計

7月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

8月 1 0 0 1 1 2 0 2 2 5 7

9月 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3

10月 0 1 1 0 1 3 0 0 2 4 6

11月 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 3

12月 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2

1月 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 21月 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2

2月 0 0 2 1 0 2 0 0 3 2 5

3月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

合計 4 4 9 4 7 12 4 3 21 26 47
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[鳥飼サービスセンター] 件

そ そ

公
園
区

公
園
区 合

公園区域内 公園区域外

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3

5月 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2

6月 3 0 2 0 0 2 0 1 5 3 8

区
域
内
計

区
域
外
計

合
計

7月 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3

8月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9月 0 0 1 2 0 1 0 2 3 3 6

10月 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3

11月 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3

12月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

1月 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 3

2月 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2

3月 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2

合計 10 0 7 5 4 4 2 5 22 15 37

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

公
園
区
域
外
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

合
計

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
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【平成２５年度】

[守口サービスセンター] 件

公園区域内 公園区域外
公 公

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 0 0 4 1 3 2 1 1 5 7 12

5月 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3

公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

5月 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3

6月 2 0 2 1 2 2 0 1 5 5 10

7月 0 0 2 4 0 1 2 1 6 4 10

8月 0 0 3 4 0 2 1 1 7 4 11

9月 1 0 1 0 1 2 1 2 2 6 8

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 411月 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 4

12月 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

1月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

2月 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3

3月 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2

合計 7 1 15 11 10 9 7 7 34 33 67

[太間サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

公
園
区
域
外

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内

合
計

故 件 気
他

故 件 気
他

4月 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 4

5月 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

6月 1 0 0 1 1 1 1 0 2 3 5

7月 3 0 1 0 0 1 0 1 4 2 6

8月 1 0 4 2 1 0 0 1 7 2 9

外
計

内
計

8月 1 0 4 2 1 0 0 1 7 2 9

9月 0 0 0 3 1 1 0 1 3 3 6

10月 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3

11月 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3

12月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1月 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3

2月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

3月 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 4

合計 10 1 7 8 10 4 2 4 26 20 46
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[鳥飼サービスセンター] 件

そ そ

公園区域内 公園区域外
公
園
区

公
園
区 合

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

5月 2 1 1 1 0 0 0 0 5 0 5

6月 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

区
域
内
計

区
域
外
計

合
計

7月 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

8月 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2

9月 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

10月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

11月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2

2月 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 8 3 5 3 1 1 0 1 19 3 22

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

公
園
区
域
外
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

合
計

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 4
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【平成２６年度】

[守口サービスセンター] 件

公園区域内 公園区域外
公 公

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2 4

5月 3 0 6 0 2 1 0 0 9 3 12

公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

5月 3 0 6 0 2 1 0 0 9 3 12

6月 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2

7月 1 0 3 0 3 1 1 0 4 5 9

8月 4 0 6 0 3 0 0 3 10 6 16

9月 0 2 2 0 1 0 3 0 4 4 8

10月 3 0 1 1 3 0 0 1 5 4 9

11月 0 0 3 0 1 0 1 0 3 2 511月 0 0 3 0 1 0 1 0 3 2 5

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4

2月 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 4

3月 1 0 1 0 1 2 0 0 2 3 5

合計 16 2 24 1 18 7 6 4 43 35 78

[太間サービスセンター] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

公
園
区
域
外

合
計

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内故 件 気

他
故 件 気

他

4月 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 4

5月 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

6月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

7月 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 4

8月 3 0 1 1 1 0 0 0 5 1 6

外
計

内
計

8月 3 0 1 1 1 0 0 0 5 1 6

9月 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2

10月 2 0 1 0 1 0 0 1 3 2 5

11月 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3

12月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

1月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

2月 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 4

3月 1 1 2 0 0 1 1 0 4 2 6

合計 16 3 6 3 5 4 2 2 28 13 41
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[鳥飼サービスセンター] 件

そ そ

公園区域内 公園区域外
公
園
区

公
園
区 合

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

4月 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

5月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

6月 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2

区
域
内
計

区
域
外
計

合
計

7月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

8月 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9月 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

10月 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

3月 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

合計 8 0 0 1 2 2 1 0 9 5 14

[管轄サービスセンター不明] 件

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

事
故

事
件

病
気

そ
の
他

公園区域内 公園区域外
公
園
区
域
内
計

公
園
区
域
外
計

合
計

4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

6月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
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平成２４年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月1日
（日）

太間 佐太西地区
淀川左岸
18.2k+160m

野球場No.1
打球直撃による
負傷

13時30分頃、３塁塁審をしていた男性が打球を左目に受け
負傷した。仲間が救急車を要請。
13時55分救急車到着、病院へ搬送。

73歳
男性

2
4月15日

（日）
鳥飼 大山崎地区

桂川右岸
1.0k+180m
付近

芝生広場内（ピク
ニック広場）

転倒怪我
15時45分頃、孫とボール遊びをしていた女性が転倒し腰を
強打し動けなくなったので救急車を要請したと、家族より現
場管理所に連絡。16時10分病院に向け搬送。

80歳
女性

3
4月30日
（月・祝）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+140m
付近

管理所横
交通事故
(車同士の接触)

10時25分頃、管理所横に停車していた時に車がバックした
ため、後続の車に接触しバンパーにキズがついた。当事者
が警察に通報、話し合いで解決。

4
5月10日

（木）
太間 仁和寺野草地区

淀川左岸
19.6k+100m
付近

パターコース内 怪我
14時30分頃、仁和寺野草地区内パターコースでプレイしてい
た男性に高水敷草刈り作業中の機械が跳ねた石（約15cm）
が右足ふくらはぎの上に当たった。

73歳
男性

5
5月12日

（土）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.2k+130m
付近

駐車場入口 転倒怪我
15時50分頃公園駐車場入口付近で、坂路よりスケートボー
ドで滑走していた男性が転倒し、頭部より出血。管理員が救
急車要請。16時05分救急車到着、病院へ搬送。

21歳
男性

6
5月20日

（日）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10.2k+160m
付近

野球場No.1 試合中の怪我
野球場No.1において、男性が野球の試合中クロスプレーに
より左足首を捻挫。チームメイトが通報。
12時46分救急車到着、病院へ搬送。

32歳
男性

7
5月27日

（日）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.2k+180m
付近

駐車場
交通事故
(車同士の接触)

12時頃、駐車場内の通路で車同士の接触事故が発生。当事
者が警察に連絡し、12時25分パトカー1台到着。
けが人無し。

8
6月2日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区
淀川右岸
21.4k付近

駐車場
交通事故
(車同士の接触)

5時5分頃、鳥飼上地区の下流側駐車場内（鳥飼仁和寺大橋
直上流）にて車同士の接触事故があった。
けが人は無し。

9
6月6日
（水）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.6k+20m
付近

野球場No.２ 試合中の怪我
16時４５分、バックホームの時、ランナーとキャッチャーが接
触。男性が頭部を打撲し出血、もう一方の男性が頭部を打
撲し前歯欠ける。16時55分救急車到着、病院へ搬送。

19歳男性
20歳男性

10
6月17日

（日）
鳥飼 三島江地区

淀川右岸
23.4k付近

サッカー場 試合中の怪我
サッカー場でプレー中に男性が転倒。左足を痛めチーム関
係者が救急車を要請。
14時30分救急車到着、病院へ搬送。

37歳
男性

11
6月23日

（土）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.2k付近

堤防表法面
交通事故
(府道より転落)

府道13号線を大阪方面に走行中のワンボックスカーが堤防
上から単独で転落（時間不明）。警察２人が事情聴取を行っ
た後、7時35分にレッカー車2台が入り事故車両を搬出。

22歳
男性

12
6月24日

（日）
鳥飼 三島江地区

淀川右岸
16.7k付近

駐車場内 交通事故
 駐車場内で、公園利用者の車が損傷しているのに気付き、
枚方警察へ連絡。枚方署員到着し、当て逃げ事件として処
理するとのこと。

13
7月7日
（土）

鳥飼 大山崎地区
桂川右岸
1.0k付近

野球場横園路 転倒怪我
11時10分頃、野球場No.1隣接の園路を自転車で走行してい
た少年野球の男児が単独で転倒し足に怪我をした。チーム
関係者が救急車を要請し11時30分着。

男児

14
7月29日

（日）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10k+160m
付近

サッカー場内
選手同士の転倒
怪我

９時４0分頃、サッカー場内で選手同士が接触。高校１年男
子が転倒し左肩を痛めた為、監督が救急車を要請した。
10時40分頃、救急車到着、病院へ搬送。

15歳
男子

15
8月19日

（日）
太間 木屋元地区

淀川左岸
22.0k+100m
付近

野球場No.1 打球による負傷
軟式野球試合中、ファールボールが散歩中の来園者に当た
り負傷した。10時40分野球場利用者により119番通報。10時
48分救急車到着。軽傷のようす。

80歳代
男性

16
8月26日

（日）
鳥飼 三島江地区

淀川右岸
23.0k付近

駐車場 交通事故
駐車場内で駐車中の自動車に、バイク（125ｃｃ）を押して移
動中転倒し、自動車前面のスポイラーに接触し傷がついた。
14時53分当事者が警察に通報。15時45分警察官が到着。

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日 発生地区
サービス
センター

発生場所 事故種別距離標

（日） 23.0k付近
14時53分当事者が警察に通報。15時45分警察官が到着。

17
9月8日
（土）

守口 赤川地区
淀川左岸
11.4k付近

サッカー場 転倒怪我
男性がサッカーの練習中に転倒し左手首を負傷。
10時30分頃チーム関係者が救急車を要請し、10時53分病院
に搬送。

21歳
男性

18
10月8日

（月）
守口 八雲地区

淀川左岸
16.4k+90m
付近

少年野球場 試合中の怪我
11時30分頃、少年野球場において、試合中滑り込んだ男児
がふくらはぎを痛め父兄が救急車を要請。
11時50分救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

19
10月20日

（土）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.4k+150m
付近

野球場No.3 試合中の怪我
11時40分頃、野球場No.3において、男性が試合中打球を捕
球する際に左手首を痛め、仲間が救急車を要請。11時55分
救急車到着。12時5分大阪回生病院に向け搬送。

23歳
男性

20
10月20日

（土）
守口 赤川地区

淀川左岸
11.4k付近

サッカー場 試合中の怪我
サッカー場において、少年が試合中に転倒し、左肩を打撲。
16時5分コーチが救急車を要請。16時15分救急車到着。16
時33分北野病院に向け搬送。

14歳
男性

21
10月20日

（土）
鳥飼 大山崎地区

桂川右岸
1.0k+100m
付近

駐車場 車の接触事故
駐車中の車に車が接触。14時頃、加害者が管理所に来て被
害者を呼び出して欲しい旨依頼。放送等で呼び出す。16時
30分頃当事者同士で話し合いの上警察に連絡。

22
10月21日

（日）
鳥飼 大山崎地区

桂川右岸
1.2k付近

駐車場 転倒怪我
15時10分頃、駐車場付近で男の子が縁石に乗って遊んでい
たところ、足を滑らせて顔面を強打。
15時23分　救急車1台到着。

6歳
男性

23
10月27日

（土）
守口 海老江地区

淀川左岸
5.8k付近

野球場No.1 試合中の怪我
9時30分頃、プレイ中の男性がホームベースに滑り込んだ
際、スパイクで足に切創を負う。　チームメイトが救急車要
請。　9時40分救急車到着、病院へ搬送。

40歳
男性

24
10月27日

（土）
守口 外島地区

淀川左岸
11.4k付近

陸上競技場 試合中の怪我
11時１0分頃、陸上競技場において、練習後のミーティング中
に女児が倒れ、コーチが救急車を要請。
11時40分救急車到着、病院へ搬送。

11歳
女性

25
11月4日

（日）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.4k付近

芝生広場 試合中の怪我
11時10分、芝生広場にてフットボール練習中の男性が右肩
を脱臼し、仲間が救急車を要請。11時25分救急車到着、11
時40分病院へ搬送された。

24歳
男性

26
11月10日

（土）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.2k+170m
付近

駐車場 車の接触事故
9時33分頃、車両同士による接触事故が発生し、事故当事
者が110番通報。　9時45分、パトカー1台到着。　10時17分、
現場検証後退出。

27
11月11日

（日）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10.2k+160m
付近

野球場No.1 試合中の怪我
野球プレイ中の男性が、8時5分頃、外野(ｾﾝﾀｰ)で守備中左
足靱帯を痛め、チーム関係者が救急車を要請。
8時2０分頃救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
男性

28
11月18日

（日）
鳥飼 大山崎地区

桂川右岸
0.8k+100m
付近

野球場No.２ 試合中の怪我
11時45分頃、プレーをしていた、少年野球チームの捕手の
頭部に打者のバットが当たり負傷。　意識はあるが、大事を
取って救急車を要請。12時救急車到着、病院へ搬送。

11歳
男性

29
12月17日

（月）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.2k+50m
付近

徒渉池付近 転倒怪我
6時30分頃　ホームレスの男性が噴水周辺の段差で転び、
打撲により鼻血が出て目元が青くなった。当人が管理所へ
救急車を要請。　9時00分頃救急車到着、病院へ搬送。

73歳
男性

30
1月4日
（金）

鳥飼 大塚地区
淀川右岸
27.6k付近

芝生広場 練習中の怪我
午後4時00分頃、サッカーの練習をしていた少年が痙攣（ケ
イレン）を起こしたため、指導者が救急車を要請。　午後4時
15分頃救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

31
1月26日

（土）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10.4k+20m
付近

芝生広場 怪我
16時00分頃、芝生広場内で、友達４人で遊んでいた少年が
頭と頭をぶつけ頭から出血。一緒にいた友達が119番通報。
16時20分頃救急車到着、病院へ搬送。

16歳
男性

－別紙238－



32
3月17日

（日）
守口 太子橋地区

淀川左岸
14.4k+80m
付近

野球場No.1 試合中の怪我
11時15分頃、男性が投球時に転倒し左肩を脱臼。チームの
人が救急車を要請。
　13時救急車到着、病院へ搬送。

18歳
男性

33
3月17日

（日）
守口 西中島地区

淀川右岸
8.2k+160m
付近

駐車場
車同士の接触事
故

駐車場内において車同士の接触事故があり、事故当事者が
警察に通報。　16時16分パトカー1台が到着。　現場検証後
16時30分退出。

34
3月23日

（土）
守口 赤川地区

淀川左岸
11.4k付近

サッカー場内 プレー中の怪我
10時30分頃、サッカー場でプレー中の少年が骨折。サッカー
チームのコーチが救急車を要請。10時40分、救急車１台到
着。11時05分搬送。

13歳
男性

＜事件＞

1
4月28日

（土）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.4k+100m
付近

多自然池内 水難事故
7時10分頃、犬の散歩の人から警察に、多自然池内で人が
水面に浮いているとの情報が入った。7時55分救急車到着。
現地立入禁止状態で検証。

女性

2
4月29日

（日）
太間 枚方地区

枚方大橋下付近
のバーベキューエ
リア

喧嘩による負傷
バーベキューエリア内で男性二人が仲間内で喧嘩。ひとりの
男性が頭部から流血し、仲裁に入った女性が左肩を脱臼。
仲間が16時10分に救急車要請。

44歳男性
48歳女性

55歳
男性

3
8月5日
（日）

守口 八雲野草地区
淀川左岸
15.4k付近

緊急河川敷道路
沿い

火災
16時27分頃、緊急河川敷道路沿いで通行人が火災を発見し
消防署へ通報。16時55分頃鎮火。負傷者無し。
焼失面積　野草約500㎡　少年３人が警察に事情聴取中。

4
10月18日

（木）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.0k付近

坂路 車上荒らし
９時頃、淀川公園駐車場に通じる坂路において、昨日より駐
車中のﾜﾝﾎﾞｯｸｽｶｰの車内が荒らされているのを現場管理員
が確認し、警察に連絡。　9時35分枚方警察署員が到着。

5
12月30日

（日）
太間 太間地区

淀川左岸
21.2k+100m
付近

野球場 施設損傷
7時20分頃、早朝巡視員が野球場のベンチの座る部分の板
がはずされバックネットポールが6本中5本が引き抜かれてい
るのを発見。10時30分頃に警察へ現状を報告。

＜病気＞

1
4月7日
（土）

太間 背割堤地区
木津川右岸
1.0km付近

バーベキューエリ
ア

体調不良
バーベキューエリア内で利用者の男性がお酒を飲み過ぎて
気分が悪くなり、友人が救急車要請。
15時20分救急車到着、病院へ搬送。

72歳
男性

2
4月29日

（月）
太間 太間地区

淀川左岸
21.6k+100m
付近

バーベキューエリ
ア

体調不良
16時35分頃、バーベキュー②来ていた男性が体調不良のた
め、同行者が救急車を要請。
16時35分救急車到着、病院へ搬送。

30歳位
男性

3
5月6日
（日）

鳥飼 鳥飼上地区
淀川右岸
19.8k+150m
付近

身障者用トイレ 体調不良
14時10分頃、「身障者用トイレ（No.164）の鍵が開けられな
い」と利用者（女性）から守口SCに電話あり。現場管理員が
解錠したところ中に女性１名が倒れていたため救急車を要

22歳
女性

4
5月6日
（日）

守口 豊里地区
淀川右岸
13.8k付近

バーベキューエリ
ア

体調不良
豊里大橋上流付近のＢＢＱエリア内で、女性の具合が悪く
なったので、知人が救急車を要請。
14時15分救急車到着、病院へ搬送。

20歳
女性

5
6月2日
（土）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+80m
付近

噴水広場付近 体調不良
17時50分頃、噴水の附近で飲酒していた外国人男性が意識
を無くしたため、妻が救急車を要請。
18時10分救急車到着、病院へ搬送。

27歳
男性

6
6月3日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+100m
付近

No.81トイレ付近 体調不良
16時10分、バーベキューをしていた男性がＮｏ．81トイレ附近
で意識不明状態（飲酒）になったため、仲間が119番通報。
16時3０分救急車１台到着。

21歳
男性

事故発生日 発生地区 距離標
サービス
センター

発生場所

事故発生日 発生地区 距離標 事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

相手方･
加害者

事故内容
負傷者・
被害者

事故種別

サービス
センター

発生場所 事故種別

（日）
付近 16時3０分救急車１台到着。

男性

7
6月17日

（日）
鳥飼 大山崎地区

桂川右岸
1.0k付近

野球場No.1 体調不良
野球場（No.1）で練習中に中学生男子が過呼吸を起こしチー
ム関係者が救急車を要請。11時50分に救急車1台到着。12
時10分搬送。

14歳
男性

8
6月23日

（土）
鳥飼 三島江地区

淀川右岸
33.8k+150m
付近

野球場No.1 体調不良
11時40分頃　野球場№1で試合をしていた男性が急に苦しく
なり倒れた。チーム関係者が救急車を要請。11時50分救急
車到着、病院へ搬送。

71歳
男性

9
7月18日

（水）
鳥飼 鳥飼野草地区

淀川右岸
18.6k付近

河原樋下流400m 体調不良
9時05分頃、公園利用者が体調不良になり通行人が119番
通報。9時10分頃現場管理員が巡視中に確認。意識あり。消
防情報によると男性・50才位・熱中症とのこと。

50歳代
男性

10
9月2日
（日）

鳥飼 大塚地区
淀川右岸
27.6k+100m
付近

サッカー場 体調不良
試合後、男性が胸の痛みを訴えチームメイトが救急車を要
請。14時27分救急車到着。14時40分病院へ向け搬送。
原因不詳。

41歳
男性

11
9月9日
（日）

守口 赤川地区
淀川左岸
11.4k付近

サッカー場 体調不良
男性がサッカー試合中、体調不良により痙攣し、チームメイト
が119番通報。のち意識は回復した模様であったが、17時13
分救急車到着。17時21分病院に搬送。

41歳
男性

12
9月16日

（日）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10.0k+20m
付近

テニスコート付近 体調不良
テニスコート付近で、男性が体調不良（歩行困難）になりしゃ
がんでいたので、9時24分、赤川管理所の現場管理員が救
急車を要請。9時37分救急車到着、病院へ搬送。

67歳
男性

13
10月7日

（日）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.8k+100m
付近

ベーベキューエリ
ア内

体調不良
家族でBBQに来ていた３才の女の子が気分が悪くなり母親
が11時50分頃に救急車を要請。
12時10分頃救急車到着、病院へ搬送。

3歳
女性

14
10月9日

（火）
太間 枚方地区

淀川左岸
25.8k+100m
付近

枚方量水塔付近 体調不良
早朝6時頃、公園利用者から、枚方地区量水塔直下流に人
が倒れていると管理所に連絡があり、現場管理員が現場で
倒れている人を発見し119番通報。6時5分救急車到着。

70歳代
男性

15
11月11日

（日）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.0k付近

野球場No.２ 体調不良
14時50分頃、リバーサイドマラソンに参加していた男性が、
ゴール後気分が悪くなり友人が救急車を要請。　15時救急
車到着。　15時25分救急車出発（搬送先不明）

24歳
男性

16
11月18日

（日）
太間 太間地区

淀川左岸
21.4k付近

芝生広場 体調不良
芝生広場にて、野球の練習をしていた少年野球チームの父
兄が倒れ、意識不明状態になったため、仲間が救急車を要
請。11時頃、救急車1台到着、病院へ搬送。

44歳
男性

17
12月22日

（土）
太間 背割堤地区

淀川左岸
35.6k+150m
付近

遊歩道 体調不良
15時5分頃、背割堤地区最下流付近を散歩中の女性が突然
倒れた（意識はすぐに回復）。付近にいた公園利用者が救急
車を要請。　15時15分救急車到着、病院へ搬送。

65歳
女性

18
12月23日

（日）
守口 海老江地区

淀川左岸
5.4k付近

野球場No.3 体調不良
9時30分頃、野球場においてプレー中の少年が倒れた為、野
球監督が救急車を要請。　9時40分頃、救急車1台到着。10
時00分救急車にて搬送（搬送先不明 保護者同乗）

14歳
男性

19
1月15日

（火）
太間 大日地区

淀川左岸
18.0k+100m
付近

移動式トイレ内 体調不良
巡回時に閉じたままの状態であった移動式トイレを、13時20
分頃、開けたところ男性がいた。110番通報し警察官立会の
もと事情聞聴取。衰弱しており15時30分頃救急車を要請。

70歳
男性

20
1月24日

（木）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.6k+150m
付近

公園区域内 体調不良
8時35分頃、管理所男性（ホームレス）が、めまいがするので
救急車を呼んでほしいと依頼あり。 8時40分頃　現場管理員
が119番通報。　8時50分頃救急車到着、病院へ搬送。

65歳
男性

21
2月3日
（日）

太間 枚方地区
淀川左岸
26.0k付近

芝生広場 体調不良
寛平マラソン参加者がゴール後に脱水症状で倒れ、本部救
護所で治療したが回復が思わしくないので救急車を要請。14
時25分救急車要請。14時33分救急車１台到着。

男性

－別紙239－



22
2月11日

（月）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.4k付近

安居川園路橋下 体調不良
朝8時頃、男性が安居川に掛かる園路橋下付近にいるのを
通行人が発見し、救急車を要請（原因不明）。
8時15分救急車到着、病院へ搬送。

59歳
男性

23
2月22日

（金）
鳥飼 大塚地区

淀川右岸
27.2k+180m
付近

シェルターテント
下のベンチ

体調不良
午前8時40分頃、公園利用者からホームレスの男性が衰弱
しているとの通報あり。午前8時50分頃、本人に確認の上救
急車を要請。午前9時00分頃救急車１台到着、収容。

51歳
男性

24
3月1日
（金）

鳥飼 大塚地区
淀川右岸
27.4k付近

トイレNo.83内 体調不良
7時35分頃　現場管理員が巡視中に男性がトイレ内で倒れ
ているのを発見し119番通報。7時50分頃救急車到着。8時02
分頃ドクターカー到着。8時20分頃死亡確認。

51歳
男性

＜その他＞

1
4月22日

（水）
守口 太子橋地区

淀川左岸
14.0k+180m
付近

死体
通行人から情報があり、6時30分頃太子橋地区高木で首吊
り死体（男性らしい）があって、警察、消防車両が来ていたと
の事。その他詳細は勤務時間外のため不明。

2
4月8日
（日）

守口 赤川地区
淀川左岸
11.0k付近

公園区域内 迷子
16時00分頃公園利用者が迷子を発見し管理所に届けた。放
送呼び出しや利用者への確認作業を行ったが発見出来ず、
16.50都島警察に引取を依頼、17時45分都島警察に引き渡

3歳
女性

3
4月29日

（日）
鳥飼 大山崎地区

桂川支流小
畑川右岸

境界明示の杭柵 火災
15時55分頃、旧ストリートバスケット付近において通行人か
ら杭が燃えていると管理所に連絡。管理員が確認したとこ
ろ、杭の上部から煙がでていたので水をかけて消火。原因

4
4月30日
（月・祝）

太間 佐太西地区
淀川左岸
18.4k+200m
付近

臨時駐車場 その他
14時45分頃、管理所に「臨時駐車場内において放置されて
いた赤色のスプレーラッカーを３歳女児が自分で左目にかけ
た」という保護者の母親から連絡があった。

3歳
女性

5
5月6日
（日）

太間 太間地区
淀川左岸
21.4k+50m付
近

太間サービスセン
ター

建物損傷
11時30分頃　太間サービスセンターに来所中の少年野球
チームの少年が、センター内入口ガラス扉のガラスをふざけ
て蹴破る。少年にケガ無し。

14歳
男性

6
8月25日

（土）
太間 仁和寺野草地区

淀川左岸
18.8k付近

駐車場トイレ 迷子
18時30分頃、公園利用者が駐車場内のトイレの中に一人で
いる子供を見付けた。周りに保護者が居ないため、寝屋川
警察署に連絡。18時45分パトカー1台到着。

5歳
男性

7
9月2日
（日）

鳥飼 鳥飼野草地区
淀川右岸
19.2k+100m
付近

公園区域内 火災
17時頃、現場管理員が野草から煙が出ているのを発見し
119番通報。17時18分消防車4台到着,17時18分鎮火。
野草焼失面積150㎡。原因等詳細不明。

8
9月23日

（日）
鳥飼 鳥飼上地区

淀川右岸
19.6k+100m
付近

鳥飼サービスセン
ター

その他
13時30分頃、鳥飼サービスセンターに救急車が到着し、要
請者の男児と母親が病院に向けて搬送された。
要請内容等、詳細不明。

12歳
男性

9
1月5日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区
淀川右岸
19.6k+100m
付近

鳥飼サービスセン
ター

その他
13時30分頃、１階の女子トイレ３基、身障者トイレ1基が水詰
まりをおこし使用不可となった。いたずらの恐れもあるので、
13時45分　摂津右警察署鳥飼交番に連絡。

10
2月12日

（火）
鳥飼 三島江地区

淀川右岸
22.8k+80m
付近

野球場No.2外野
付近

火災
１１時００分頃　河川パトより芝生に焦げ跡があると管理所に
連絡あり、現場確認した時には鎮火していた。
焼失面積約500㎡。（約35m×15m）　出火原因不明。

11
2月25日

（月）
太間 点野野草地区

淀川左岸
21.0k付近

カットカス置場 火災
15時56分頃　カットカス置き場付近で煙が出ているのを現場
管理員が確認し119番通報。16時00分消防車３台、パトカー
1台到着。 16時5分鎮火。 雑草等が焼失（10m×10m）

12
3月9日
（土）

守口 太子橋地区
淀川左岸
14.2k+200m
付近

野球場No.2バック
ネット

施設損壊
8時13分頃、太子橋管理員よりバックネットが壊されていると
連絡あり。財団職員2名で補修にあたり10時10分補修完了。
原因はイタズラと思われる。

13
3月24日

（日）
守口 太子橋地区

淀川左岸
14.2k付近

河川側園路付近 火災
22時頃、野草内で出火しているのを低水敷で犬を飼ってる
人が発見し消防へ通報したとのこと。焼失面積約50㎡。その
他詳細は不明。

発生場所
相手方･
加害者

事故内容
負傷者・
被害者

事故種別事故発生日 発生地区 距離標
サービス
センター

他詳細は不明。
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平成２５年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月13日

（土）
鳥飼 大塚地区

淀川右岸
27.6k+40m
付近

トイレNo.84 単独転倒
トイレを使おうとした少年が足を踏み外し膝を打撲した。9時
40分救急車を要請。
9時50分救急車到着、10時搬送。

10歳
男性

2
5月4日
（土）

鳥飼 三島江地区
バーベキュー場
付近

犬のかみつき
ベーベキュー場の端にリードでつないでいた犬が、自転車で
通りかかった女児の足を噛んだ。15時10分、女児と母親、犬
の飼い主が救急車に同乗して病院へ向かう。

4歳
女性

犬

3
5月6日
（月）

鳥飼 三島江地区
淀川右岸
23.0k+100m
付近

バーベキューエリ
ア内

転倒事故
兄妹で１台の自転車をふざけて運転していて転倒し、女児が
頭から出血。16時05分父親が救急車を要請。16時15分救急
車到着、病院へ搬送。

3歳
女性

4
6月2日
（日）

守口 西中島地区 駐車場 人身事故
8時30分頃、男性が駐車スペースにバックで駐車しようとし
て、高齢男性と接触し腰に打撲（軽傷）を与えた。加害者が
通報し、8時40分救急車到着、病院へ搬送。

71歳
男性

24歳
男性

5
6月9日
（日）

太間 太間地区
バーベキューエリ
ア内

単独転倒
バーベキューに来ていた男性が酔っ払ってエリア内のロープ
に足を引っかけて転倒し、右手首を怪我した。14時40分、妻
が救急車を要請。14時45分救急車到着。

44歳
男性

6
6月23日

（日）
守口 赤川地区 野球場No.1 試合中の怪我

8時40分頃、男性が試合中に右手小指を負傷。チームメート
が救急車を要請。
9時05分救急車到着、病院へ搬送

男性

7
7月7日
（日）

太間 太間地区
淀川左岸
21.8k付近

トイレNo.105付近 負傷事故
15時55分頃、仲間10人ほどでバーベキューをしていた男性
が酔っ払ってアゴを負傷した。仲間が救急車を要請。16時10
分救急車到着。

20歳
男性

8
7月12日

（金）
太間 木屋元地区

淀川左岸
22.0k付近

砂場横の機関車
遊具

自損事故
友人５～６人で遊んでいた男児が、機関車と鉄橋の間を飛び
越えていて転落し左眉の上を負傷。近くにいた学生が消防
へ連絡。15時41分救急車到着。

10歳
男性

9
7月15日

（月）
太間 仁和寺野草地区

パターゴルフ練習
場

ハチ刺され
14時10分頃、少年が練習場グリーンで祖父と練習中、近くの
低木の中に入ったボールを探していたときアシナガバチに手
を刺された。現場を確認するも巣なし。

11歳
男性

10
8月17日

（土）
太間 太間地区 芝生広場内 単独転倒

18時頃、家族でサッカーをしていて、男性が転倒し肩を打っ
たため、家族が救急車を要請。
18時26分救急車到着、病院へ搬送。

45歳位
男性

11
9月7日
（土）

守口 海老江地区 サッカー場 試合中の怪我
11時50分頃、サッカーの試合中に選手同士が接触転倒し、
手首を骨折した疑いがあり、指導者が救急車を要請。11時
58分救急車到着。

14歳
男性

12
9月14日

（土）
鳥飼 鳥飼下地区

サッカー場横の芝
生地

単独怪我
13時30分頃、少年がサッカーのスライディングの練習をして
いて足を痛めたため、監督が救急車を要請。
13時37分救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

13
11月2日

（土）
鳥飼 大塚地区

淀川右岸
26.4k+100m
付近

タイル広場 犬のかみつき
15時10分頃、公園利用者の男性が、リード付きで散歩中の
犬に右太ももを噛まれた。
被害者が管理所へ通報。

60歳代
男性

犬
飼い主
は女性

14
11月16日

（土）
太間 仁和寺野草地区

駐車場内トイレの
身障者ブース内

ハチ刺され
11時15分頃、女性がトイレの中にいたアシナガバチに刺され
た旨を管理所に通報。本人が直接病院へ行かれた。
ハチは管理員が駆除。

67歳
女性

15
11月30日

（土）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.0k+100m
付近

ジョギングコース
内

人身事故
9時5分頃、小学生駅伝実施場所で、男性運転のロード自転
車と駅伝参加者の女児が接触。男性は転倒し救急車で搬
送。女児は駅伝本部でケガの手当を行った。

60歳男
性

女子小

16
12月8日

（日）
守口 西中島地区 野球場No.3 単独怪我

11時45分頃、アメフト練習中の男性が、右足の膝をひねり立
てなくなったため、チームの仲間が救急車を要請。12時頃救
急車到着、病院へ搬送。

20歳
男性

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

急車到着、病院へ搬送。

17
12月23日
（月・祝）

太間 太間地区
アリ地獄砂場近く
トイレ横

自動車自損事故
15時頃、職員が看板を固定する作業終了後、トラックをUター
ンしようとした際、車止めに気づかず前進し、ラジエータ及ぶ
ファンを破損した。

18
1月2日
（木）

鳥飼 鳥飼西地区 駐車場販路 自損事故
14時50分頃、家族で来園していた男性が、坂路で孫？とキッ
クボード遊戯中に転倒しケガを負ったため、家族が救急車を
要請。15時10分救急車到着、病院へ搬送。

60歳代
男性

19
1月11日

（土）
守口 海老江地区 野球場No.1付近 単独転倒事故

15時10分頃、公園利用者が人が倒れているのを発見し、声
を掛けると気分が悪いと訴えたため救急車を要請。15時18
分救急車到着、病院へ搬送。

71歳
男性

20
2月16日

（日）
鳥飼 三島江地区 サッカー場内 プレー中の怪我

10時50分頃、サッカーのプレー中に、男性がボールに乗って
しまい足を捻挫、チームメイトが救急車を要請。11時10分救
急車到着、病院へ搬送。

年齢不
明男性

21
2月16日

（日）
鳥飼 三島江地区 駐車場内 車の物損事故

11時40分頃、駐車場に車を止めドアを開けたところ、横に駐
車していた車両に接触した。当事者が警察に通報、警察到
着後、当事者同士で話し合い。

22
2月22日

（土）
守口 太子橋地区 少年野球場 練習中の怪我

10時10分頃、野球練習中の少年が他の選手と接触し右膝を
故障したため、父親が救急車を要請。10時23分救急車到
着、病院へ搬送。

11歳
男性

23
2月23日

（日）
太間 木屋元地区 野球場No.2 練習中の怪我

16時5分頃、野球練習中の男性が、腰をひねり立てなくなっ
たため、チームメイトが救急車を要請。16時15分救急車到
着、病院へ搬送。

24歳
男性

24
3月22日

（日）
守口 太子橋地区 野球場No.1 試合中の事故

15時25分頃、男性が野球の試合中に転倒し、後頭部を地面
にぶつけ気を失ったため、救急車を要請。
15時35分救急車到着、病院へ搬送。

72歳
男性

25
3月23日

（月）
太間 太間地区

淀川左岸
21.9k付近

緊急河川敷道路 単独怪我
15時過ぎ、男性がボードの練習中に転び、本人が救急車を
要請した。
15時23分救急車到着、病院へ搬送。

年齢不
明男性

＜事件＞

1
4月13日

（土）
太間 太間地区

淀川左岸
21.6k+50m
付近

アリジゴク遊具付
近

傷害事件
遊んでいた女の子が、赤い帽子をかぶり杖をついた老人に
殴られ、唇を少し切った（軽傷）。母親が警察へ通報。14時パ
トカー着。

6歳
女性

老人

2
5月6日
（月）

鳥飼 一津屋野草地区 駐車場内 トラブル
14時20分頃、車のドアを開けたとき相手方の車のドア部分に
接触し、加害者が警察に通報。14時45分警察官到着。警察
官立ち会いのもと当事者同士で示談となる。

3
8月18日

（日）
鳥飼 一津屋野草地区 車両進入ゲート 事故

9時頃、管理員が車両進入ゲートのチエーンを開けている最
中に、公園利用者の車両が強引に進入しチェーンで右手を
引っ張られ手首を負傷。加害者側が警察に通報。

管理員
男性

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別
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4
1月29日

（木）
鳥飼 一津屋野草地区

淀川右岸
16.8k付近

ヨシ群生地内 死体発見
8時40分頃、散歩に来た利用者が、ヨシの中に人が倒れてい
るのを発見し管理所へ通報した。管理員が警察に通報。警
察によれば死後3～4日経過しているとのこと。

40～50
歳代男

性

5
3月18日

（火）
守口 毛馬地区

淀川左岸
10.0k+180m
付近

サッカー場
サッカーゴール破
損

9時の巡回中に、サッカー場上流側ゴールの後方下部フレー
ムが壊されているのを発見。
警察に被害届の提出を予定。

＜病気＞

1
4月21日

（土）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.8k付近

駐車場内 体調不良
ベーベキューをしていた男性が、酒を飲み過ぎて体調不良に
なり、見かけた人が救急車を要請した。
17時20分、救急車到着

20歳
男性

2
4月27日

（土）
鳥飼 大塚地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
バーベキューに来ていた家族連れの子供が持病のぜんそく
を悪化させたため親が救急車を要請した。16時10分頃、救
急車到着。

3
4月27日

（土）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.8k付近

駐車場内
持病による体調
不良

男性が自転車に乗っていて、持病による体調不良により転
倒した。転倒による怪我はなし。16時10分、管理員より救急
車を要請。16時20分救急車到着。

65歳
男性

4
4月28日

（日）
守口 豊里地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
12時頃、家族でバーベキューに来ていた高齢の男性が体調
不良を訴えたため家族が救急車を要請した。12時10分、救
急車到着

75歳
男性

5
4月29日
（月・祝）

守口 太子橋地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
15時50分頃、バーベキューをしていた男性が、飲酒による急
性アルコール中毒症になり救急搬送された｡16時15分頃、救
急車要請。16時25分救急車到着。

31歳
男性

6
5月12日

（日）
鳥飼 鳥飼西地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
13時05分頃、家族でバーベキューに来ていた女児が、持参
した食材でアレルギー症状を起こしたため、親が救急車を要
請。13時25分、救急車到着、病院へ搬送。

7歳
女性

7
6月8日
（土）

鳥飼 鳥飼西地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時05分、バーベキューエリアで高齢の女性が熱中症と思
われる症状を発症したため、家族が救急車を要請。14時25
分救急車到着、かかりつけの病院へ搬送。

85歳
女性

8
6月16日

（日）
守口 西中島地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
12時20分頃、バーベキューに来ていた女性が急に倒れ心肺
停止状態になった。同行の友人が救急車を要請。12時30分
救急車到着、病院へ搬送。

23歳
女性

9
6月16日

（日）
鳥飼 大塚地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
バーベキューエリアで、若い男性が熱中症と思われる症状と
なったため、救急車を要請。
15時46分救急車到着、病院へ搬送。

20歳
男性

10
6月30日

（日）
守口 西中島地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
12時45分頃、バーベキューに来ていた女性の意識がもうろう
としてきたため、友人が救急車を要請した。
13時15分救急車到着、病院へ搬送。

39歳
女性

11
7月13日

（土）
守口 太子橋地区 少年野球場 体調不良

12時20分頃、少年野球の審判をしていた男性が熱中症の症
状を訴えたため、少年野球チームの父兄が救急車を要請。
12時27分救急車到着。

63歳
男性

12
7月14日

（日）
守口 海老江地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
バーベキューをしていた女性が、酒を飲み過ぎ体調不良を
訴えたため、友人が救急車を要請。
15時28分、救急車到着、病院へ搬送。

27歳
女性

13
7月16日

（火）
太間 仁和寺野草地区

淀川左岸
19.5k付近

パターゴルフ場 体調不良
13時10分頃、高齢男性がパターゴルフのプレー中に気分が
悪くなり、連絡を受けた管理員が消防に通報。
13時25分救急車到着、病院へ搬送。

73歳
男性

14
8月2日
（金）

太間 仁和寺野草地区 グランドゴルフ場 体調不良
10時45分頃、グランドゴルフ場でプレー中に体調不良となっ
た人が、管理所へ救急要請。管理員が消防へ通報。
11時10分救急車到着、病院へ搬送。

年齢性
別未記

載

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

11時10分救急車到着、病院へ搬送。 載

15
8月3日
（土）

守口 西中島地区 野球場No.2 体調不良
18時頃、男性が守備練習中にぎっくり腰になり、友人が救急
車を要請。
18時25分救急車到着、病院へ搬送。

18歳
男性

16
8月10日

（土）
太間 仁和寺野草地区 パターゴルフ場内 体調不良

15時25分頃、パターゴルフ場でプレー中の人が気分が悪くな
り嘔吐して倒れた。管理員が救急車を要請。
15時38分救急車到着、病院へ搬送。

年齢性
別未記

載

17
8月10日

（土）
守口 豊里地区 テニスコート内 体調不良

17時頃、テニスコートでプレー中の女性が気分が悪くなり、
仲間が救急車を要請。
17時15分救急車到着、病院へ搬送。

20歳
女性

18
8月17日

（土）
太間 佐太西地区 少年野球場No.2 体調不良

14時頃、プレー中に少年2人が体調不良を訴えた。熱中症の
疑いもあり関係者が救急車を要請した。
14時10分救急車到着、病院へ搬送。

11歳
男性

19
8月18日

（日）
守口 太子橋地区 駐車場内 体調不良

15時30分頃、家族で公園で遊び駐車場に戻ったとき体調不
良を訴えたため管理所で手当を行うが、改善されないため家
族が救急車を要請。15時55分救急車到着。

29歳
女性

20
8月21日

（水）
太間 仁和寺野草地区 駐車場内 体調不良

8時20分頃、公園利用者の男性が、気分が悪くなり本人より
救急車を要請。
8時33分救急車到着、病院へ搬送。

61歳
男性

21
9月8日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+120m
付近

新御堂筋下緊急
進入道路付近

体調不良
17時30分頃、バーベキューをやっていた女性2人が酒を飲み
過ぎ体調不良を訴えたため、友人が救急車を要請。
17時40分救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
女性2名

22
11月16日

（土）
鳥飼 大山崎地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時45分頃、バーベキューに来ていた男性が、急性アル
コール中毒で意識不明となり、同行者が救急車を要請。14
時55分救急車到着、病院へ搬送。

年齢不
明男性

23
11月16日

（土）
守口 西中島地区

バーベキューエリ
ア内

体調不良
12時20分頃、バーベキューに来ていた男性が、機敏が悪くな
り同行者が救急車を要請。
12時30分救急車到着、病院へ搬送。

66歳
男性

24
11月30日

（土）
守口 八雲地区

淀川左岸
16.4k付近

少年野球場 体調不良
14時頃、少年野球場にて練習の合間の休憩中に少年が過
呼吸に陥ったため、指導者が救急車を要請。14時10分救急
車到着、病院へ搬送。

10歳
男性

25
1月14日

（火）
太間 枚方地区

淀川左岸
26.2k+20m
付近

トイレNo.153付近 体調不良
13時20分頃、公園内維持作業員が休憩中、発作（種類不
明）を起こしたため現場代理人が救急車を要請。13時30分
救急車到着、病院へ搬送。

30歳
男性

26
2月18日

（火）
守口 太子橋地区 野球場内 体調不良

11時03分頃、高校の校内マラソンで、２年男子が完走後うず
くままり手足のしびれと過呼吸の症状もあったため、先生が
救急車を要請。11時20分救急車到着、病院へ搬送。

17歳
男性

27
3月2日
（日）

太間 枚方地区 芝生広場内 体調不良
15時40分頃、寛平マラソン参加者２名（30代女性と年齢不明
男性）が、ゴール後に体調不良で倒れ、ドクター判断により
救急車で搬送された。

30代女
性

男性
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＜その他＞

1
4月7日
（日）

守口 八雲野草地区
淀川左岸
15.6k+40m
付近

河川側園路際 火災
守口地区から消防車が進入するのを太子橋地区の管理員
が発見。子供の火遊びの通報で出動とのこと。翌日、ヨシが
約50㎡焼失しているのを発見。

2
4月21日

（日）
太間 点野野草地区

淀川左岸
21.0k付近

野草地（ヨシ群生
地）

火災
太間管理所の職員が消防車の進入を確認した。17時25分通
報、17時30分消防車3台到着。17時40分鎮火。
焼失面積50m×40m

3
5月6日
（月）

守口 十三野草地区
淀川右岸
7.8k+80m
付近

公園区域内 火災跡発見
9時50分頃、巡視中に火災跡を発見。付近にいた来園者よ
り、6日夜に火災があったとの情報を得た。
焼失面積 15m×25m　2m程のヨシが茂る場所

4
5月19日

（日）
鳥飼 鳥飼西地区 公園区域内 迷子

12時25分頃、兄と遊びに来てはぐれているところを公園利用
者が発見し、管理所に連れてきた。12時30分、摂津、守口両
警察に通報、守口警察署生活安全課で保護。

4歳

5
6月12日

（水）
守口 十三野草地区

淀川右岸
7.8k付近

緊急河川敷道路
横

火災跡発見
9時35分頃、巡視中の火災跡を発見。
焼失面積　57m×13m　741㎡
草丈が2m程度伸びている場所

6
6月17日

（月）
太間 背割堤地区

No.106のソメイヨ
シノ付近

ハチ刺され
男性が散歩していたところ右足首部分をスズメバチに刺さ
れ、翌日、管理所に連絡があった。
19日に薬剤散布、ハチ4匹を捕獲、処分。

7
7月6日
（土）

鳥飼 一津屋野草地区 駐車場 器物破損
駐車場に止めていた自動車の窓ガラス1カ所が割られてい
た。駐車場内事故は責任を持てない旨を伝えており、被害者
も了解している。

8
7月19日

（金）
守口 八雲野草地区

淀川左岸
15.4k+100m
付近

公園区域内外 火災
9時20分、保安区域より出火しているのを管理員が発見。9
時24分、消防に通報。9時38分、消防到着。
焼失面積 10m×30m＝300㎡

9
7月24日

（水）
守口 十三野草地区

淀川左岸
7.8k+110m
付近

緊急用河川敷道
路横

火災
9時25分、巡視中の火災後を発見。
焼失面積 24m×5m=120㎡
消防の出動はなし。

10
7月24日

（水）
守口 庭窪河畔地区

庭窪レストセン
ター

自動販売機破損
職員が、自動販売機の釣り銭取り口部分がこじ開けられて
いるのを発見し、自動販売機管理会社に連絡。管理会社が
確認したところ釣り銭5,000円が盗難にあっていた。

11
7月30日

（火）
守口 八雲野草地区

淀川左岸
15.8k+5m
付近

公園区域内 火災
12:50頃出火、通行人が消防に通報。
13時10分消防車現場到着、13時30分鎮火。
焼失面積 400㎡（ヨシ等）

12
8月3日
（土）

太間 点野野草地区 公園区域内 火災
17時20分頃、散歩中の女性が火災を確認し消防に通報。中
学生8名による花火の不始末による出火で中学生は逃走。
焼失面積 約155㎡

13
8月4日
（日）

太間 仁和寺野草地区
淀川左岸
20.4k+100m
付近

高水敷 火災
14時30分頃、花火をしていた中学生が飛び火したことに驚
き、自ら警察に通報、警察から消防へ通報。14時51分鎮火。
焼失面積 15.5m×6.1m＝94.5㎡

14
8月4日
（日）

守口 十三野草地区
淀川左岸
7.2k-60m
付近

公園区域内 火災
18時30分頃、学生数名による花火（打上げ花火）が草地に
燃え移った。本人が消防に通報。管理員が現場に着いた時
点では既に鎮火。焼失面積 約150㎡

15
8月13日

（火）
守口 十三野草地区

淀川左岸
7.6k+170m
7.2k-60m

公園区域内 火災
公園利用者、工事業者から草地の焼失跡を発見した旨の情
報が寄せられた。　焼失面積：①約176㎡（8m×22m）、②約
320㎡（16m×20m）

16
8月18日

（日）
守口 八雲野草地区

淀川左岸
15.4k+50m
付近

公園区域内 火災跡発見
巡回中に火災跡を発見。
草地焼失10m×50m＝500㎡

8月19日 入口ゲートから 18時25分頃、公園利用者が発見し消防へ通報後、管理員へ

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

17
8月19日

（月）
鳥飼 三島江野草地区

入口ゲートから
+100m付近

火災
18時25分頃、公園利用者が発見し消防へ通報後、管理員へ
報告。管理員の現場到着時、30m×100mが延焼中でその後
も燃え広がる。

18
8月19日

（月）
守口 十三野草地区

淀川右岸
7.6k+30m
付近

公園区域内 火災
9時30分頃、巡視中に焼失跡を発見。
焼失面積　20m×30m=600㎡

19
9月12日

（木）
太間 伊加賀野草地区

淀川左岸
24.2k付近

公園区域内 火災
14時30分頃出火。公園利用者が発見し、枚方地区管理員が
消防へ通報。14時40分消防車到着、15時15分鎮火。
焼失面積 約900㎡

20
9月22日

（日）
太間 大日地区

淀川左岸
18.0k+50m
付近

野球場 火災跡発見
5時30分頃、職員が巡回中に野球場No.1バックネットの火災
跡を発見。燃えた臭いが残っていた。
焼失面積 約7.5㎡（1.5m×5m）程度

21
9月26日

（木）
太間 太間地区

淀川左岸
21.8k+90m
付近

駐車場上流側ゴ
ミの仮置き場

火災跡発見
河川パトロールより、ゴミの仮置き場の火災跡について、現
地管理員に連絡あり。
焼失面積 約800㎡

22
10月13日

（日）
太間 背割堤地区

ソメイヨシノNo29
の切り株

火災
16時25分頃、近くでバーベキューをしていた夫婦が、切り株
が燃えているのを発見し、消防へ通報。
16時40分頃消防車到着、17時頃鎮火。
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平成２６年度　河川公園区域内における事故報告一覧

＜事故＞

1
4月1日
（火）

鳥飼 鳥飼下地区
淀川右岸
19.7k付近

サッカー場 試合中の怪我
11時20分頃、サッカー場の試合中の接触プレーにより選手
が右肩を脱臼。サッカーチーム関係者が救急車を要請。11
時40分頃救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

2
4月9日
（水）

太間 背割堤地区
木津川右岸
0.0k付近

堤防法面 接触事故
12時50分頃、花見に来ていた女性が法面を降りる際に足を
滑らせ、下に座っていた女性の腰部を強打。被害者の友人
が救急車を要請。13時救急車到着、病院へ搬送。

68歳
女性

70歳
女性

3
4月12日
（土）

鳥飼 鳥飼上地区
淀川右岸
20.2k付近

サッカー場 試合中の怪我
14時頃、サッカーの試合中に選手が転倒し左腕を負傷。
チーム関係者が救急車を要請。
14時35分救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

4
4月20日
（日）

守口 海老江地区 野球場No.4 試合中の怪我
15時15分頃、野球の試合中、ホームベース上で走者と捕手
が接触し走者が軽い脳しんとうをおこした。大事をとって監督
が救急車を要請。15時25分救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

5
4月27日
（日）

鳥飼 大塚地区
バーベキューエリ
ア内

単独転倒
15時25分頃、家族でバーベキューに来ていた家族の子供が
父親が引く台車に接触、転倒し、手を切った。15時28分救急
車到着、病院へ搬送。

10歳位
女性

6
5月2日
（金）

守口 豊里地区 駐車場
車同士の接触事
故

16時40分頃、駐車場内で車がバックで移動中、他の止まっ
ていた車に接触した。両者とも大きな傷も無く、当事者が警
察に通報し、警察官立ち会いのもと話合い。

7
5月11日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+30m
付近

バーベキューエリ
ア内

テント倒壊による
負傷

16時50分頃、バーベキューのために建てたテントが強風に
飛ばされ額に当たり出血。負傷者が意識朦朧のため、同行
者が救急車を要請。17時5分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

8
5月17日
（土）

守口 海老江地区 野球場No.1 試合中の怪我
14時20分頃、野球試合中、選手同士がぶつかり片方の選手
がスパイクの刃で足を負傷したため、チームメイトが救急車
を要請。14時34分救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
男性

9
5月17日
（日）

太間 枚方地区 下流駐車場内 単独転倒
16時30分頃、バーベキューに来た男性が駐車場外周のロー
プに足を引っかけて転倒し、救急車を要請。16時50分救急
車到着、病院へ搬送。

53歳
男性

10
5月25日
（日）

鳥飼 大山崎地区
桂川右岸
1.0k+150m
付近

駐車場 単独転倒
10時23分頃、１歳の男児が駐車場のアスファルトで転倒し、
額を切り出血したため、救急車を要請。
10時30分救急車到着、病院へ搬送。

1歳
男性

11
5月27日
（火）

太間 太間地区
淀川左岸
22.0k付近

公園区域内 単独怪我
11時20分頃、自転車に乗っていた男性が倒れているのを見
かけた通行人が、救急通報した。11時20分救急車到着した
が、病院に行きたくないとのことで自宅へ送った。

60歳位
男性

12
5月29日
（日）

太間 仁和寺野草地区 駐車場前 単独転倒
自転車で守口方面から枚方方面に向かっていた男性が転倒
して左足が動かなくなったため、消防、警察に通報。
20時32分救急車到着、病院へ搬送。

42歳
男性

13
6月21日
（土）

守口 太子橋地区
淀川左岸
14.0k付近

多目的広場内 単独転倒
11時25分頃、男性が友人とランニング中に転倒し左足の膝
下を裂傷し、友人が救急車を要請。
11時30分救急車到着、病院へ搬送。

23歳
男性

14
6月29日
（日）

太間 太間地区
淀川左岸
21.6k+20m
付近

芝生広場内 練習中の怪我
10時20分頃、フラッグフットボールの練習中、男性がアキレ
ス腱を切断。チーム関係者が救急車を要請。
10時32分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

15
7月21日
（月）

守口 海老江地区
バーベキュー広
場

巻き添えで怪我
15時過ぎ、大人が相撲を取っていて横にいた子供が巻き添
えで怪我をしたため、家族が救急車を要請。
15時55分救急車到着、病院へ搬送。

3歳
男性

16
7月26日
（土）

太間 木屋元地区 サッカー場 試合中の怪我
11時55分頃、サッカーの試合中に選手同士が接触し、男性
が転倒して左手を骨折したため、監督が救急車を要請。12
時05分救急車到着、病院へ搬送。

15歳
男性

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

17
8月6日
（金）

太間 太間地区 駐車場
車同士の接触事
故

14時20分頃、女性が車で帰宅時、駐車場内の他の車（運転
手不在）に接触したがそのまま帰宅。16時頃、ご主人と警察
に報告、現場に戻ったが被害車は既に退出していた。

年齢不
明女性

18
8月21日
（木）

太間 太間地区
管理所付近の駐
車場

ハチ刺され
10時頃、管理員が駐車場周辺の生け垣・中低木を剪定中、
20匹程度のハチが植栽から出てきて、うち１匹に刺された。
気分は悪くないが少しずつ患部が腫れてきている。

管理員

19
8月22日
（金）

守口 西中島地区 遊具広場付近 転倒による怪我
11時30分頃、親子で散歩中に野犬に追いかけられ、子供が
転倒をし摺り傷を負ったとの報告を、野犬対策をしてほしい
という苦情と共に受けた。

子供 野犬

20
8月23日
（土）

守口 太子橋地区 野球場No.2 転倒による怪我
15時10分頃、野球の応援に来ていた少女が、休憩中に遊ん
でいて選手の肩の上より飛び降り転倒、骨折の疑いがあり
母親が救急車を要請。15時20分救急車到着。

11歳
女性

21
8月24日
（日）

太間 太間地区
バーベキューエリ
ア内

単独転倒
14時頃、バーベキューに来ていた男性がつまずいて転倒し
右肩を脱臼、同行の友人が救急車を要請。
14時10分救急車到着、病院へ搬送。

61歳
男性

22
8月24日
（日）

守口 毛馬地区 野球場No.1 単独転倒
16時30分頃、野球のプレー中の男性が滑って転倒し左膝を
痛めた。チームメイトが救急車を要請。
16時45分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

23
8月31日
（日）

鳥飼 大山崎地区 ピクニック広場内 単独怪我
11時23分頃、男児が以前からぐらついていた前歯が折れて
歯茎から出血したため、同行者が救急車を要請。
11時32分救急車到着、病院へ搬送。

5歳
男性

24
8月31日
（日）

守口 毛馬地区
サッカーラグビー
場

試合中の怪我
17時50分頃、サッカーの試合中に選手同士が接触し男性が
顔面を強打したため、チームメートが救急車を要請。17時58
分救急車到着、病院へ搬送。

20歳位
男性

25
9月6日
（土）

鳥飼 三島江地区
バーベキューエリ
ア内

単独怪我
12時50分頃、バーベキュー広場の擬木ベンチから男児が落
下し頭を打って出血、母親が救急車を要請。
13時15分救急車到着、病院へ搬送。

4歳
男性

26
9月13日
（月・祝）

鳥飼 大山崎地区
桂川右岸
1.0k+150m
付近

芝生広場内 単独怪我
11時57分頃、女児が芝生広場にある石の上を飛び跳ねて遊
んでいてバランスを崩し転倒し額を切ったため、管理員が救
急車を要請。12時17分救急車到着、病院へ搬送。

4歳
女性

27
9月23日
（火・祝）

太間 背割堤地区
淀川左岸
36.4k+100m
付近

遊歩道
自転車と子供の
接触事故

10時30分頃、自転車走行中の男性が家族連れの女児と接
触した際、転倒し腰を強打。女児は軽傷。女児の母親が救
急車を要請。10時45分救急車到着、病院へ搬送。

45歳男
性

4歳女性

28
10月8日
（水）

太間 枚方地区 下流駐車場内 車両事故
16時48分、公園利用者が退園のため車両を運転したとき、
アクセルとブレーキを間違えて歩道に乗り上げ、身動き不能
となった。警察に通報、車両はJAFにて処置。

29
10月20日

（月）
太間 枚方地区

淀川左岸
25.6k付近

下流駐車場内 単独転倒
11時20分頃、小学生男児が駐車場周りの柵のロープに乗っ
て遊んでいて落ち、後頭部を打撲。母親が救急車を要請。11
時40分救急車到着、病院へ搬送。

10歳
男性

30
10月26日

（日）
守口 毛馬地区 サッカー場内 練習中の怪我

9時過ぎ、右手小指をボールで痛め、チームメイトが救急車
を要請。9時25分頃救急車到着。
詳細不明

年齢不
明男性

31
10月26日

（日）
守口 外島地区 公園区域内 単独事故

4歳の男の子が飴をのどに詰まらせたため、母親が救急車を
要請。11時04分救急車到着、救急隊員が処置をし搬送せず
に退出。

4歳
男性

－別紙244－



32
10月26日

（日）
鳥飼 大山崎地区 野球場No.1 プレー中の怪我

12時頃、プレー中スライディングをしたランナーが、肩を負傷
したため、チームメイトが救急車を要請。
12時11分救急車到着、病院へ搬送。

14歳
男性

33
10月26日

（日）
守口 毛馬地区 野球場 プレー中の怪我

13時頃、プレー中のボールが選手の鼻に当たり、チーム関
係者が救急車を要請。
13時7分救急車到着、病院へ搬送。

13歳
男性

34
11月23日

（日）
太間 仁和寺野草地区 トイレNo.174付近 単独転倒

16時前、高齢の女性が車止めに躓いて転倒したため、同行
の家族が救急車を要請。
16時10分救急車到着、病院へ搬送。

78歳
女性

35
11月24日
（月・振）

太間 枚方地区
バーベキュー広
場内

単独怪我
11時頃、バーベキューに来た男性が調理中に手の指を切り
出血したため救急車を要請。
11時08分救急車到着、病院へ搬送。

30歳位
男性

36
1月10日
（土）

守口 西中島地区
右岸8.4㎞付
近

公園区域内 車両物損事故
13時20分頃、駐車場から出口方面への道路沿い縁石に、車
両が乗り上げ、運転不能となり管理員が警察に連絡。
14時20分頃警察官１名が到着。縁石に損傷あり。

21歳
男性

37
1月25日
（日）

守口 赤川地区
ラクビー・サッカー
場内

単独怪我
15時頃、サッカーの試合中にスローイングをした時、左腕の
筋を痛めた。

39歳
男性

38
2月15日
（日）

太間 太間地区 芝生広場 プレー中の怪我
10時45分頃、フットボールの練習中、仲間同士がぶつかり頭
を打撲。救急車を要請。
11時5分頃、救急車到着

39歳
男性

39
3月23日
（月）

守口 海老江地区 一般野球場－③ 単独怪我
10時45分頃、野球場上流側の側溝の所で練習中に転倒。骨
折をしているかもしれないので救急車を要請。

50歳
男性

40
3月31日
（火）

太間 三矢地区
淀川左岸
25.2k＋250m
付近

駐車場進入堤外
坂路

車両の自損事故

11時05分頃、駐車場から移動時のアクセルとブレーキを間
違えて縁石を乗り上げ、法面を走行し坂路上で停止した。オ
イル漏れを起こしているため警官が消防へ連絡。
12：25レッカー車到着

50歳
男性

＜事件＞

1
7月6日
（日）

太間 背割堤地区
淀川左岸
35.6k+100m
付近

公園区域内 置き引き
11時頃、看板にショルダーバックをかけてランニングをしてい
て、帰ってきたらバッグがなくなっていた旨、管理所へ連絡が
あった。被害者と管理員で探索ののち、警察へ通報。

62歳
男性

2
9月20日
（土）

守口 西中島地区
バーベキュー広
場

行方不明
17時40分頃、バーベキューを行っていたグループで女性が
行方不明となっていると連絡があり、園内放送、警察への通
報を行った。19時10分トイレの中で発見。

20代後
半

女性

3
9月23日
（火・祝）

守口 西中島地区
バーベキュー広
場

トラブル
16時30分頃、バーベキュー宅配業者に泥酔した男性がク
レームを付け、掴みかかろうとした。宅配業者が警察、消防
へ通報。18時10分、警察が間に入り当事者間で和解。

4
2月7日
（土）

太間 出口地区
タイル広場横の
実生木

死体発見
時間不明、太間管理所の管理員が巡回時に警察車両が進
入しているのを発見。事情を聞くと、首つり自殺とのこと。

70歳前
後

5
3月3日
（火）

太間 枚方地区
上流側園路横の
芝生広場

火災

0時頃、来園者が新聞などが燃えているのを発見し水道水で
消火し消防へ通報。トイレ№１８１の横、で花火や暖をとった
跡あり。トイレには損傷なし。
6時50分頃消防による現場検証

＜病気＞

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

1
4月9日
（水）

守口 海老江地区 野球場No.1 体調不良
11時30分頃、散歩していた男性が急に気分が悪くなり、公園
利用者が声をかけ救急車を要請。
11時45分救急車到着、病院へ搬送。

70歳代
男性

2
5月4日
（日）

守口 十三野草地区
淀川右岸
8.0k付近

芝生広場 体調不良
15時10分頃、バーベキューをしていた男性が体調不良を訴
えたため、友人が救急車を要請。
15時25分救急車到着、病院へ搬送。

21歳
男性

3
5月5日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+20m
付近

公園区域内 体調不良
15時頃、男性が飲みすぎによる体調不良を訴えたため、友
人が救急車を要請。
15時20分救急車到着、病院へ搬送。

33歳
男性

4
5月6日
（火・振）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+20m
付近

公園区域内 体調不良
男性が飲みすぎによる体調不良になり、友人が救急車を要
請。
15時20分救急車到着、病院へ搬送。

30歳位
男性

5
5月18日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+100m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
15時頃、バーベキューエリアで仲間と酒を飲んでいて男性が
突然意識を無くしたため、同行者が救急車を要請。
15時15分救急車到着、病院へ搬送。

32歳
男性

6
5月18日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+150m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
15時40分頃、仲間と酒を飲んでいて、男性が気分が悪くなり
横になるが意識を無くしたため、友人が救急車を要請。15時
55分救急車到着、病院へ搬送。

42歳
男性

7
5月25日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+110m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
16時頃、バーベキューで飲食中の女性が急性アルコール中
毒になり、意識はあるが朦朧としていたため、友人が救急車
を要請。16時09分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
女性

8
6月1日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+150m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時頃、バーベキューエリアで男性が多量の飲酒と気温上
昇のため体調不良となり、友人が救急車要請した。
14時15分救急車到着、病院へ搬送。

35歳
男性

9
7月1日
（火）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+120m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
16時頃、バーベキューエリアで男性が多量の飲酒と気温上
昇のため体調不良となり、友人が救急車要請した。
16時3分救急車到着、病院へ搬送。

35歳
男性

10
7月2日
（水）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.4k+140m
付近

野球場No.3 体調不良
13時頃、野球の試合中に男性が体調不良になり、チーム
メートが救急車を要請した。
13時10分救急車到着、病院へ搬送。

52歳
男性

11
7月20日
（日）

守口 八雲地区
淀川左岸
13.6k+150m
付近

少年野球場 体調不良
12時20分頃、少年野球をしていた少年が熱中症にかかり、
チーム関係者が救急車を要請。
12時30分救急車到着、病院へ搬送。

11歳
男性

12
8月5日
（火）

守口 守口地区 公園区域内 体調不良
9時20分頃、高齢の男性が急病で救急搬送された。
管理員が現場に到着した時には救急車が退出するところ
だったてめ詳細不明。

男性

13
8月7日
（木）

守口 豊里地区
淀川右岸
14.0k+100m
付近

上流芝生広場 体調不良
11時頃、大学アイススケート部の練習中に、男性が軽い熱
中症の症状を訴えたため、チームメイトが救急車を要請。11
時15分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

14
8月21日
（木）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

体調不良
12時頃、グランドゴルフ場でプレー中の女性が熱中症で気分
が悪くなり立っていられなくなったため、救急車を要請した旨
の報告があった。

70歳代
女性

15
8月25日
（日）

守口 豊里地区
淀川右岸
13.4k付近

公園区域内 体調不良
17時50分頃、アルティメットのプレー中、男子大学生が体調
不良を訴えたため、チームメイトが救急車を要請。18時00分
救急車到着、病院へ搬送。

21歳
男性

事故内容
被害者 加害者

事故発生日
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別
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16
8月27日
（水）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
18時10分頃、バーベキューをしていた男性が多量の飲酒に
より体調不良となり、友人が救急車を要請。
18時24分救急車到着、病院へ搬送。

19歳
男性

17
8月31日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.2k+130m
付近

バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時20分頃、バーベキューをしていた女性が体調不良とな
り、同行のグループの方が救急車を要請。
14時35分救急車到着、病院へ搬送。

26歳
女性

18
8月31日
（日）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時50分頃、バーベキューをしていた女性が意識を失い倒
れたため、同行のグループの方が救急車を要請。
15時05分救急車到着、病院へ搬送。

20歳代
女性

19
9月7日
（日）

守口 外島地区 陸上競技場内 体調不良
10時頃、練習中に男児が体調不良を訴えたため、母親が救
急車を要請。
10時15分救急車到着、病院へ搬送。

12歳
男性

20
9月27日
（土）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.5k付近

公園区域内 体調不良
11時頃、マラソン（大阪30k）中、走行者の気分が悪くなり救
護車にて救護所へ運ばれた。大会スタッフが念のため救急
車を要請。11時27分救急車到着、病院へ搬送。

40歳代
男性

21
10月2日
（木）

守口 赤川地区
サッカー場横の園
路

体調不良
16時過ぎ、サッカー場横の園路で倒れている男性を利用者
が発見し、救急車を要請。
16時20分救急車到着、病院へ搬送。

73歳
男性

22
10月19日

（日）
太間 枚方地区

淀川スタジアム周
辺

体調不良（痙攣）
グランドゴルフ大会終了後、参加者の男性が痙攣症状で休
憩していたところ、居合わせた女性が救急車を要請。15j時
10分、男性は固辞したがとりあえず病院へ搬送された。

70歳位
男性

23
11月2日
（日）

守口 西中島地区
淀川右岸
8.0k付近

公園区域内 体調不良（痙攣）
14時20分頃、男性が市民マラソン中に体調不良になり自身
で救護所に行き点滴等を受けるが、痙攣が治まらずドクター
が救急車を要請。15時20分救急車到着、病院へ搬送。

60歳位
男性

24
11月8日
（土）

守口 西中島地区
バーベキューエリ
ア内

体調不良
14時40分頃、バーベキューに来ていた2人の男性が多量の
飲酒により体調不良を訴えたため、仲間が救急車を要請。
14時55分救急車2台到着、病院へ搬送。

22歳男
性

26歳男

25
11月9日
（日）

太間 枚方地区
リバーサイドマラ
ソンゴール地点

体調不良
12時40分頃、男性がマラソンでゴール直後に倒れて、心肺
停止。関係者が救急車を要請。救急隊員が心臓マッサージ
を施しAEDの使用前に復活し意識も回復した。

28歳
男性

26
11月21日

（金）
守口 豊里地区

淀川右岸
13.6k付近

芝生広場 体調不良
14時頃、凧揚げをしていた男性が、急に気分が悪くなり嘔吐
したため、一緒にいた友人が救急車を要請。
14時27分救急車到着、病院へ搬送。

75歳位
男性

27
2月28日
（土）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

体調不良
14時30分頃、プレーをしていた人が気分が悪くなり本人が管
理員に救急車を要請。
14時40分救急車到着、病院へ搬送。

79歳
男性

28
3月28日
（土）

太間 枚方地区
２５ｋｍ＋９０
０ｍ

淀川スタジアムの
横

体調不良
11時頃、淀川ウルトラマラソンのボランティアスタッフが気分
が悪くなった。

60歳代
女性

29
3月28日
（土）

守口 太子橋地区 野球場－① 体調不良
16時40分頃、ソフトボールの試合後、めまいを起こし動けなく
なったため救急車を要請。
16時45分救急車到着。

72歳
男性

30
3月29日
（日）

太間 枚方地区
ウルトラマラソンメ
イン会場内

体調不良
13時35分頃、マラソン完走者がゴール直後に低体温症状態
になる。

72歳
男性

＜その他＞

1
4月6日
（日）

太間 仁和寺野草地区
グランドゴルフ場
内

犬によるトラブル
小型犬のリードを外して散歩中、犬がグランドゴルフ場に進
入したため、スティックで追い払おうとして犬にあたり口論と
なる。当事者が警察に通報し話し合い。

2
4月26日
（土）

太間 枚方地区
バーベキュー広
場

認知症患者の徘
徊

13時20分頃、バーベキューに来ていた人が管理所に認知症
の女性を連れてきた。家族の方と連絡が付き、前日から行

72歳
女性

事故内容
負傷者・
被害者

相手方･
加害者

事故発生日
サービス
センター

発生地区 距離標 発生場所 事故種別

2
（土）

太間 枚方地区
場 徊 の女性を連れてきた。家族の方と連絡が付き、前日から行

方がわからなかったとのこと。
女性

3
8月30日
（土）

太間 佐太西地区
淀川左岸
18.8k+50m
付近

芝生広場 カミツキガメ捕獲
9時15分頃、公園内を歩いている体長約40センチのカミツキ
ガメを捕獲。
警察に通報し引き渡した。

4
10月9日
（木）

守口 十三野草地区
淀川左岸
7.4k+30m
付近

公園区域内 火災跡発見
9時50分頃、巡視中の管理員が火災跡（9m×19m程度）を発
見。公園利用者からの情報では前日夕方に消防車両が来て
いたとのこと。

5
3月15日
（日）

鳥飼 大塚地区
淀川右岸
25.8km＋
50m付近

枚方大橋上流の
芝生広場

救急搬送（ドク
ターヘリ）

13時05分頃、枚方管理所より救急車が進入していると連絡
を受け現地を確認したところドクターヘリで救命救急センター
に搬送するための進入と判明。
13時13分ドクターヘリ到着
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危機管理対応実績・報告②＜野生動物 セアカコケグモ対応＞ 

 

【 平成２４年度 】 

 

【 守口サービスセンター 】 

■点検実施日 

月 日 曜日 点検地区 月 日 曜日 点検地区 

5 月 22 日 火 西中島地区 5 月 22 日 火 豊里地区 

 

■対応実施状況 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

5 月 22 日 西中島地区 
成虫、卵確認できず 

（駐車場ベンチ、用具箱） 

 

5 月 22 日 豊里地区 
成虫、卵確認できず 

（駐車場ベンチ、用具箱、動物遊具） 

 

 
 
 
【 太間サービスセンター 】 

■点検実施日 

月 日 曜日 点検地区 月 日 曜日 点検地区 

5 月 23 日 火 背割堤地区    

 

■対応実施状況 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

5 月 23 日 背割堤地区 成虫、卵確認できず  
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【 鳥飼サービスセンター 】 

■点検実施日 

月 日 曜日 点検地区 月 日 曜日 点検地区 

5 月 22 日 火 一津屋野草地区 5 月 22 日 火 鳥飼西地区 

5 月 22 日 火 鳥飼下地区 5 月 22 日 火 鳥飼上地区 

5 月 23 日 水 三島江地区 5 月 23 日 水 大塚地区 

5 月 23 日 水 島本地区 5 月 23 日 水 大山崎地区 

 

■対応実施状況 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

5 月 22 日 一津屋野草地区 
成虫 12 匹、卵 9個確認 

（側溝グレーチング蓋裏側、底部） 
現場で捕殺処分 

5 月 22 日 鳥飼西地区 

成虫 7匹、卵 7 個確認 

（側溝グレーチング蓋裏側、底部） 

遊戯施設では確認できず 

現場で成虫捕殺処分 

5 月 22 日 鳥飼下地区 
成虫、卵確認できず 

（サッカー場、フットサルコート） 

 

5 月 22 日 鳥飼上地区 

成虫 22 匹、卵 16 個確認 

（テニスコート、砂場遊具下） 

野球場ベンチでは確認できず 

現場で捕殺処分 

5 月 23 日 三島江地区 

成虫 1匹確認、卵は確認できず 

（砂場遊具下） 

野球場 2 面ベンチ、用具箱、テニスコート

3 面では確認できず 

現場で捕殺処分 

5 月 23 日 大塚地区 

成虫確認できず、卵 4 個確認 

（テニスコート 2面） 

野球場 2 面ベンチ、用具箱、木製遊具では

確認できず 

現場で捕殺処分 

5 月 23 日 島本地区 
成虫、卵確認できず 

（野球場、テニスコート） 

 

5 月 23 日 大山崎地区 
成虫、卵確認できず 

（野球場、フットサルコート） 
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【 平成２５年度 】 

 

■対応実施状況 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

6 月 29 日 大山崎地区 

利用者からの通報を確認 

大量の成虫と巣を確認、駆除 

（ＢＢＱ広場水飲み場テーブル裏側） 

現場で捕殺処分 

7 月 8 日 大山崎地区 

利用者からの通報を確認 

成虫、卵を確認、駆除 

（緊急河川敷道路側溝グレーチング、 

 野球場ベンチ） 

現場で捕殺処分 

7 月 20 日 大山崎地区 
成虫を確認、駆除 

（ＢＢＱ広場水飲み場） 
現場で捕殺処分 

7 月 31 日 一津屋野草地区 
成虫 1匹、卵 3 個確認、駆除 

（側溝グレーチング） 
現場で捕殺処分 

 
 
 

 

【 平成２６年度 】 

 

■対応実施状況 

月 日 地区 確認状況 処分状況 

9 月 2 日 太間地区 

花壇除草業者より通報を確認 

成虫 4匹確認、駆除 

（花壇） 

現場で捕殺処分 

9 月 11 日 鳥飼上地区 
成虫を確認、駆除 

（トイレ(No.177,164)周りの側溝） 
現場で捕殺処分 
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出水時の公園管理に係る業務履歴 

 

【平成 24年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

4 月 4 日 

（水） 
海老江地区 強風（高潮）のため閉鎖した公園の後片付け  

6 月 19 日 

（火） 

仁和寺地区、八雲地区

外島地区 
日陰テントの撤収作業 台風 4 号接近のため 

背割堤地区 増水に備え、トイレ２基の移動 
台風 4 号接近に伴う宇治

川増水のため 

8 月 15 日 

（水） 
仁和寺地区 

ピットに水が溜まっため浮き上がり移動していたトイレ

の再設置 
8 月 14 日の豪雨のため 

8 月 16 日 

（水） 
赤川地区 

ピットの排水が悪く溜まった水で浮き上がり移動してい

たトイレの再設置 
8 月 14 日の豪雨のため 

10 月 1 日 

（月） 

仁和寺地区、八雲地区 

外島地区、太子橋地区 

台風に備え撤去したテントの復元作業 

（仁和寺 8 張、八雲 1 張、外島 2 張、太子橋 1 張） 
台風 17 号接近のため 

10 月 2 日 

（火） 
赤川地区 台風に備え撤去したテントの復元作業 台風 17 号接近のため 

 

 

【平成 25年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

4 月 6 日 

（土） 

海老江地区、八雲地区 
太子橋地区 
仁和寺野草地区 

日陰テントの上屋シート部の除去作業 

（海老江2 基、八雲1 基、太子橋 2 基、仁和寺野草8 基） 
爆弾低気圧接近のため 

6 月 27 日 

（木） 
枚方地区 

アクアシアター他、浸水痕跡調査及びカラーコーン設置

作業 
 

8 月 6 日 

（火） 

西中島地区、十三野草
地区、海老江地区、大淀
野草地区、長柄地区 

安全点検作業  

9 月 4 日 

（水） 
枚方地区 出水対策作業  

9 月 16 日 

（月） 
全地区 出水対策作業 台風 18 号接近のため 

9 月 17 日 

（火） 
全地区 台風 18 号による各地区の被害調査 台風 18 号接近のため 

9 月 19 日 

（木） 

大日、枚方、背割堤、大
山崎、島本、大塚地区 
八雲、海老江、西中島、
三島江地区 

トイレの現状状況調査 台風 18 号接近のため 

9 月 20 日 

（金） 
太子橋地区 少年野球場の立入禁止処置作業  

9 月 21 日 

（土） 

外島地区 テニスコート外周ポール設置作業  

西中島地区 

海老江地区 
野球場、サッカー場の立入禁止処置作業  
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9 月 22 日 

（日） 

毛馬～八雲地区 

西中島地区 

野球場、サッカー場の立入禁止処置作業 

バーベキューエリアの閉鎖作業 
 

9 月 23 日 

（月） 
太子橋地区、八雲地区 グランド、テント部材回収作業  

9 月 24 日 

（火） 

八雲地区 

枚方地区、大塚地区 

野球場用具庫回収作業 

仮管理所、仮便所設置作業立ち会い 
 

9 月 25 日 

（水） 
全地区 運動施設の状況確認巡視  

9 月 26 日 

（木） 
島本地区 仮設管理所、仮設便所設置作業立ち会い  

9 月 27 日 

（金） 
佐太西～太間地区 野球場、サッカー場の立入禁止処置作業  

9 月 30 日 

（月） 

西中島管理所 シャッター補修作業  

外島～太間地区 
トイレ汲み取り確認 

アリジゴク閉鎖作業（太間地区） 
 

10 月 2 日 

（水） 

全地区 
トイレ清掃作業立ち会い 

止水栓止め確認作業 
 

八雲地区 
シェルター幌ほか撤去作業 

砂場啓発看板取り付け作業 
 

10 月 3 日 

（木） 

西中島地区 開園準備作業  

枚方～大塚地区 危険箇所の囲い（カラーコーン）設置作業  

10 月 4 日 

（金） 

八雲地区 少年野球場の立入禁止処置作業  

西中島地区、枚方地区、

大塚地区 
危険箇所の処置作業  

10 月 7 日 

（月） 
出口地区、三矢地区 砂場閉鎖作業ほか  

10 月 8 日 

（火） 

太間地区、枚方地区、三

矢地区、大塚地区 

台風 24 号接近に伴う資材積み込み 

閉園ラミネート配布作業 

台風 24 号接近のため 
海老江地区 日よけテント撤去作業 

西中島地区 閉園作業及び撤去作業立ち会い 

八 雲 、 太 間 、 枚 方 、 大
塚、鳥飼下、鳥飼西、一
津屋野草地区 

台風 24 号の影響で閉園する旨の注意喚起巡視 

10 月 24 日 

（木） 

三矢地区 砂場の立入禁止処置解除  

三矢地区、長柄地区 ゴミ仮置き場安全対策囲い設置作業  

10 月 25 日 

（金） 

出口地区、木屋元地区、
大日地区、赤川地区、毛
馬地区 

砂場立入禁止鉄ピン撤去作業 及び 遊具使用禁止テ

ープ除去作業 
 

10 月 26 日 

（土） 

三矢地区 テニスコート立入禁止処置作業  

枚方地区 噴水池排水口清掃作業  

11 月 22 日 

（金） 
大塚地区 レンガ広場立入禁止処置作業  

1 月 20 日 

（月） 
大塚地区 トリム遊具立入禁止処置作業  
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【平成 26年度】 

作業日 実施地区 作業内容 理由 

4 月 30 日 

（水） 
三島江地区 テニスコート支柱の安全処置  

5 月 20 日 

（火） 
豊里地区 

テニスコート外周の鉄ピン、ロープ設置作業 

（立入禁止、安全対策） 
 

6 月 13 日 

（金） 
豊里地区、外島地区 

テニスコート内立入禁止処置 

看板設置（豊里地区 6 枚、外島地区 4 枚） 
 

8 月 12 日 

（火） 

枚方地区 園路清掃  

仁和寺地区 テント設営  
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合計 48 名（内シルバー6名）

名（内シルバー１名）
 シルバー 鳥飼ＳＣ清掃 1 名

詰め所（仁和寺） 2 名（内シルバー１名）

名
サービスセンター受付（パ

－ト）
4 名

 シルバー 守口ＳＣ・庭窪ＲＣ清掃 2 名
管理所　（パ－ト） 17

サービスセンター（パ－ト） 8
名　（内広域班補助班
1名・シルバー4名）

 シルバー 太間ＳＣ（管理） 1

背割堤（管理所でカウント） 1 名
サービスセンター（契約職員） 7 名（マルチ）

 シルバー 仁和寺野草（詰所でカウント） 1 名

サービスセンター（職員） 5 名
 シルバー ゲート開閉 時間

サービスセンター（契約職員） 5 名
 シルバー

平成25年度 職員等配置表 平成 25年4月1日

所長・総括

（兼）企画運営課長 植物管理課長 収益事業課長施設維持課長

植物管理係長企画運営係長

企画運営係

太間SC長 鳥飼SC長

植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

施設維持係長

副所長

清掃 事務補助 事務補助
1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名

シルバー

サービスセンター等　管理員等　19名（内シルバー2名）

事務補助
1名 2名

広域班補助 受付
１名

内は外業

7名 直営班は内業とした
シルバー シルバー シルバー

１名

はサービスセンター受付
清掃 マルチ 受付 管理 清掃 受付

【注】

守口サービスセンター 太間サービスセンター 庭窪レストセンター 鳥飼サービスセンター
臨時職員

合計 48 名（内シルバー6名）

合計 4 名

企画運営係 植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

9
10

名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名

9
10

9
10

9
10

うち1名
シルバー

鳥飼下8 木屋元 三矢 12 鳥飼西 14

鳥飼野
草

1512
一津屋
河畔

※土・日・
祝のみ開

14
三島江
野草

2
城北河
畔

3 守口 5
仁和寺
野草

太間
伊加賀
野草

※土・日・祝
のみ配置

5 佐太西 6 西中島 8

17 島本 18 大山崎

1
大淀野
草

2 赤川 3 外島

14 鳥飼上 15 三島江 16 大塚11 背割堤 12
一津屋
野草

13 鳥飼西
十三野
草

7 豊里 8
点野野
草

出口河
畔

太子橋 4 八雲 5 大日 6

担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

1 海老江 2 毛馬 3

担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

※上流は土・日・祝のみ配置

※土・日・祝
のみ配置

シルバー※土・日・祝
のみ配置 警備員

1 1 1 1 1 21 2 2 1 11 1 1 1 1

島本 18 大山崎 19
仁和寺
野草枚方(下）

鳥飼上 15 三島江 16 大塚 17背割堤 12
一津屋
野草

13 鳥飼西 147 豊里 8 太間
枚方(上）

114 八雲 5 佐太西 6 西中島

（管理所） （管理所） （管理所） （詰所）

1 海老江 2 赤川 3 太子橋

（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）
1 1

（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）
1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 21 1 1

10

9
10

管理所は１８箇所・40地区 仁和寺、詰め所は１箇所・1地区 八雲・鳥飼西・枚方上については土日祝日のみ配置

箇所 1 箇所 1 箇所箇所 3 箇所 2 箇所 1箇所 1 箇所 3 箇所 1箇所 1 箇所 5 箇所 4箇所 1 箇所 3 箇所 2

3 八雲

2 箇所 5 箇所 6

2
長柄河
畔

3
庭窪河
畔

8 出口

鳥飼下

2 長柄 3
八雲野
草

8
出口野
草

枚方

8 木屋元 三矢 鳥飼西2
畔

3 守口 5
野草

別
紙
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名

合計

4 名

5　名

9　名（マルチ）

6名　事務補助；3名
　　　シルバー；3名

4　名

１8　名（内シルバー１名）

仁和寺野草（詰所でカウント

サービスセンター
（職員）

 シルバー ゲート開閉 時間
サービスセンター

（契約職員）

 シルバー 背割堤（管理所でカウント） 1
サービスセンター

（契約職員）

 シルバー 1 名
サービスセンター

（パ－ト）

 シルバー 太間ＳＣ（管理） 1 名
サービスセンター受

付（パ－ト）

 シルバー 守口ＳＣ・庭窪ＲＣ清掃 2 名
管理所

（パ－ト）

 シルバー 鳥飼ＳＣ清掃 1 名
詰め所

（仁和寺）

合計

4 名

４８　名（内シルバー5名）

２　名（内シルバー１名）

平成 26 年度 職員等配置表 平成 26年4月1日

所長・総括

（兼）企画運営課長 植物管理課長補佐 収益事業課長（兼）施設維持課長

植物管理係長企画運営係長

企画運営係

総務・経理担当

植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

施設維持係長

副所長

臨時職員

(清掃） （事務補助） （マルチ） （受付） （清掃） （事務補助） （マルチ） （受付） （清掃） （事務補助） （マルチ） （受付）
1名 1名 7名 2名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名
シルバー シルバー シルバー

1

合計

鳥飼サービスセンター
はサービスセンター受付

4 名

【注】

直営班は内業とした

守口サービスセンター

内は外業

　管理員等　20名（内シルバー2名）

太間サービスセンター

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （詰所）

企画運営係 植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ担当

9
10

名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名

9
10

9
10

9
10

9

8 木屋元 三矢

うち１名
シルバー

144
八雲野
草

枚方

12

2 長柄 3
八雲野
草

8
出口野
草

2
城北河
畔

3 守口 5
仁和寺
野草

担当地区 担当地区担当地区 担当地区

鳥飼西 鳥飼下

担当地区

出口河
畔

11 背割堤

（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （詰所）

1 海老江 2 赤川 3 太子橋 4 八雲 5 佐太西 6 西中島 7 豊里 8 太間
枚方(上）

11 大塚 17背割堤 12
一津屋
野草

13 鳥飼西 14 島本 18 大山崎 19
仁和寺
野草枚方(下）

鳥飼上 15 三島江 16

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
※土・日・祝
のみ配置

シルバー

警備員

※土・日・祝
のみ配置

担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

1 海老江 2 毛馬 3 太子橋 4 八雲 5 大日 6
十三野
草

12
一津屋
野草

7 豊里 8
点野野
草

13 鳥飼西 14 鳥飼上 15 三島江 16 大塚 17 島本 18 大山崎

1
大淀野
草

2 赤川 3
一津屋
河畔

※土・日・
祝のみ開

外島
※土・日・祝
のみ配置

5 佐太西 6 西中島 14
鳥飼野
草

15
三島江
野草

4
庭窪河
畔

8 太間
伊加賀
野草

12

9
10

3 八雲

1 箇所 3

枚方

2
長柄河
畔

3
庭窪河
畔

8 出口

2 長柄 3
八雲野
草

8
出口野
草

4
庭窪河
畔

2 箇所 5 箇所 6 箇所 箇所 2 箇所 1 箇所 5 箇所 4 箇所 1 箇所 3 箇所 1箇所 1 箇所 3 箇所 2 箇所

管理所は１８箇所・40地区 仁和寺、詰め所は１箇所・1地区 八雲・鳥飼西・枚方上については土日祝日のみ配置

箇所 1 箇所 1
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統括責任者による外部会議への出席 

【平成 24 年度】 

 
会合名 開催時期 主催者 備考 

1 定例会 毎月 1 回開催 
淀川河川事務所、 
淀川河川公園事務所、 
都市再生機構 

出席必須 

2 春の緑化祭 5 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

3 施設撤去訓練 6 月初旬（6 月

15 日出水期前） 国、国からの維持作業受託者  

4 淀川わいわいガヤガヤま

つり 6 月 主催：わいわいガヤガヤまつり

実行委員会 挨拶 

5 都市緑化祭 10 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

6 淀川河川公園リレーマラ

ソン 11 月 持ち込みイベント 挨拶・表彰 

7 サンスポ野球大会抽選会 
サンスポ野球大会決勝戦 2 月、6 月 主催：サンケイスポーツ 

主催：淀川河川公園事務所 挨拶・表彰  

8 秋季野球大会抽選会 
秋季野球大会決勝戦 9 月、11 月 主催：淀川河川公園事務所 

後援：サンケイスポーツ 挨拶・表彰 

9 淀川国際ハーフマラソン 3 月 主催：サンケイスポーツ 
主催：淀川河川公園事務所 表彰 

10 大阪・淀川市民マラソン 11 月 主催：大阪・淀川市民マラソン

実行委員会 スターター 

11 淀川寛平マラソン 3 月 
主催：サンケイスポーツ、 

吉本興業、 
淀川河川公園事務所 

挨拶 
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【平成 25 年度】 

 

会合名 開催時期 主催者 備考 

1 定例会 毎月 1 回開催 
淀川河川事務所、 
淀川河川公園事務所、 
都市再生機構 

出席必須 

2 春の緑化祭 5 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

3 施設撤去訓練 6 月初旬（6 月

15 日出水期前） 国、国からの維持作業受託者  

4 淀川わいわいガヤガヤま

つり 6 月 主催：わいわいガヤガヤまつり

実行委員会 挨拶 

5 都市緑化祭 10 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

6 淀川河川公園リレーマラ

ソン 11 月 持ち込みイベント 挨拶・表彰 

7 サンスポ野球大会抽選会 
サンスポ野球大会決勝戦 2 月、6 月 主催：サンケイスポーツ 

主催：淀川河川公園事務所 挨拶・表彰  

8 秋季野球大会抽選会 
秋季野球大会決勝戦 9 月、11 月 主催：淀川河川公園事務所 

後援：サンケイスポーツ 挨拶・表彰 

9 淀川国際ハーフマラソン 3 月 主催：サンケイスポーツ 
主催：淀川河川公園事務所 表彰 

10 大阪・淀川市民マラソン 11 月 主催：大阪・淀川市民マラソン

実行委員会 スターター 

11 淀川寛平マラソン 3 月 
主催：サンケイスポーツ、 

吉本興業、 
淀川河川公園事務所 

挨拶 
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【平成 26 年度】 

 

会合名 開催時期 主催者 備考 

1 定例会 毎月 1 回開催 
淀川河川事務所、 
淀川河川公園事務所、 
都市再生機構 

出席必須 

2 春の緑化祭 5 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

3 施設撤去訓練 6 月初旬（6 月

15 日出水期前） 国、国からの維持作業受託者  

4 淀川わいわいガヤガヤま

つり 6 月 主催：わいわいガヤガヤまつり

実行委員会 挨拶 

5 都市緑化祭 10 月（植木市） 主催：淀川河川公園事務所 
共催：淀川河川事務所 挨拶 

6 淀川河川公園リレーマラ

ソン 11 月 持ち込みイベント 挨拶・表彰 

7 サンスポ野球大会抽選会 
サンスポ野球大会決勝戦 2 月、6 月 主催：サンケイスポーツ 

主催：淀川河川公園事務所 挨拶・表彰  

8 秋季野球大会抽選会 
秋季野球大会決勝戦 9 月、11 月 主催：淀川河川公園事務所 

後援：サンケイスポーツ 挨拶・表彰 

9 淀川国際ハーフマラソン 3 月 主催：サンケイスポーツ 
主催：淀川河川公園事務所 表彰 

10 大阪・淀川市民マラソン 11 月 主催：大阪・淀川市民マラソン

実行委員会 スターター 

11 淀川寛平マラソン 3 月 
主催：サンケイスポーツ、 

吉本興業、 
淀川河川公園事務所 

挨拶 
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苦情、要望等対応処理 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

期間 件数 件数 件数 

4 月 0 件 2 件 0 件 

5 月 2 件 11 件 16 件 

6 月 6 件 2 件 6 件 

7 月 1 件 3 件 3 件 

8 月 2 件 1 件 9 件 

9 月 2 件 0 件 7 件 
10 月 0 件 0 件 3 件 
11 月 2 件 0 件 2 件 

12 月 1 件 2 件 2 件 

1 月 1 件 0 件 6 件 

2 月 0 件 0 件 3 件 

3 月 1 件 0 件 3 件 

合計 18 件 21 件 60 

※現地、電話、メール等での公園利用者からの苦情、要望等を処理した件数 

別紙 28 

－別紙258－



【平成 24年度】        平成 24 年 4 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      0    0 

騒音      0    0 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      0    0 

その他      0    0 

計     0 0   0 0 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙259－



平成 24 年 5 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      0    0 

騒音     1 1   1 1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      0    0 

その他     1 1   1 1 

計     2 2   2 2 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙260－



平成 24 年 6 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     5 5   5 5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      0    0 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応     1 1   1 1 

その他      1    1 

計     6 8   6 8 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙261－



平成 24 年 7 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ     1 1   1 1 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      1    1 

その他      1    1 

計     1 9   1 9 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙262－



平成 24 年 8 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ     1 2   1 2 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応     1 2   1 2 

その他      1    1 

計     2 11   2 11 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙263－



平成 24 年 9 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応     1 3   1 3 

その他     1 2   1 2 

計     2 13   2 13 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙264－



平成 24 年 10 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      3    3 

その他      2    2 

計     0 13   0 13 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙265－



平成 24 年 11 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     1 6   1 6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      3    3 

その他     1 3   1 3 

計     2 15   2 15 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙266－



平成 24 年 12 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      6    6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応     1 4   1 4 

その他      3    3 

計     1 16   1 16 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙267－



平成 25 年 1 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      6    6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ     1 3   1 3 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      4    4 

その他      3    3 

計     1 17   1 17 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙268－



平成 25 年 2 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      6    6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      4    4 

その他      3    3 

計     0 17   0 17 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙269－



平成 25 年 3 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     1 1   1 1 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      6    6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      1    1 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      4    4 

その他      3    3 

計     1 18   1 18 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙270－



【平成 25年度】        平成 25 年 4 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     1 1   1 1 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      0    0 

騒音      0    0 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー     1 1   1 1 

職員接遇･対応      0    0 

その他      0    0 

計     2 2   2 2 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙271－



平成 25 年 5 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     1 2   1 2 

施設管理システム      0    0 

駐車場     1 1   1 1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃     1 1   1 1 

ゴミ     1 1   1 1 

騒音     2 2   2 2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク     1 1   1 1 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬     1 1   1 1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応     2 2   2 2 

その他     1 1   1 1 

計     11 13   11 13 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙272－



平成 25 年 6 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     1 3   1 3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反     1 1   1 1 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     2 15   2 15 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙273－



平成 25 年 7 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車     1 1   1 1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習     2 2   2 2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     3 18   3 18 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙274－



平成 25 年 8 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬     1 2   1 2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     1 19   1 19 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙275－



平成 25 年 9 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     0 19   0 19 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙276－



平成 25 年 10 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     0 19   0 19 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙277－



平成 25 年 11 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      2    2 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      1    1 

計     0 19   0 19 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙278－



平成 25 年 12 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音     1 3   1 3 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他     1 2   1 2 

計     2 21   2 21 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙279－



平成 26 年 1 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      3    3 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      2    2 

計     0 21   0 21 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙280－



平成 26 年 2 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      3    3 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      2    2 

計     0 21   0 21 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙281－



平成 26 年 3 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      3    3 

施設管理システム      0    0 

駐車場      1    1 

違法駐車      1    1 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      1    1 

ゴミ      1    1 

騒音      3    3 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      2    2 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      2    2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      1    1 

職員接遇･対応      2    2 

その他      2    2 

計     0 21   0 21 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙282－



【平成 26年度】        平成 26 年 4 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      0    0 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      0    0 

騒音      0    0 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      0    0 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      0    0 

職員接遇･対応      0    0 

その他      0    0 

計     0 0   0 0 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙283－



平成 26 年 5 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     2 2   2 2 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ     2 2   2 2 

騒音     9 9   9 9 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反     1 1   1 1 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー     2 2   2 2 

職員接遇･対応      0    0 

その他      0    0 

計     16 16   16 16 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙284－



平成 26 年 6 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     5 7   5 7 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      0    0 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音      9    9 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応     1 1   1 1 

その他      0    0 

計     6 22   6 22 

特記事項 
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平成 26 年 7 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      7    7 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     1 1   1 1 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音     1 10   1 10 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      1    1 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応     1 2   1 2 

その他      0    0 

計     3 25   3 25 

特記事項 
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平成 26 年 8 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     2 9   2 9 

施設管理システム      0    0 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     2 3   2 3 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      2    2 

騒音     3 13   3 13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反     2 3   2 3 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      0    0 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      2    2 

その他      0    0 

計     9 34   9 34 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙287－



平成 26 年 9 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     1 10   1 10 

施設管理システム     1 1   1 1 

駐車場      0    0 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     2 5   2 5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ     1 3   1 3 

騒音      13    13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      3    3 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬     1 1   1 1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      2    2 

その他     1 1   1 1 

計     7 41   7 41 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙288－



平成 26 年 10 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      10    10 

施設管理システム      1    1 

駐車場     1 1   1 1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      13    13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反     1 4   1 4 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応     1 3   1 3 

その他      1    1 

計     3 44   3 44 

特記事項 
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平成 26 年 11 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     2 12   2 12 

施設管理システム      1    1 

駐車場      1    1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      5    5 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      13    13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      4    4 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      0    0 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      3    3 

その他      1    1 

計     2 46   2 46 

特記事項 
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平成 26 年 12 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      12    12 

施設管理システム      1    1 

駐車場      1    1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     1 6   1 6 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      13    13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反      4    4 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙     1 1   1 1 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      3    3 

その他      1    1 

計     2 48   2 48 

特記事項 
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平成 27 年 1 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等     2 14   2 14 

施設管理システム      1    1 

駐車場      1    1 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等     1 7   1 7 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      13    13 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      0    0 

 利用方法違反     2 6   2 6 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      1    1 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      3    3 

その他     1 2   1 2 

計     6 54   6 54 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙292－



平成 27 年 2 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      14    14 

施設管理システム      1    1 

駐車場     1 2   1 2 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      7    7 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音     1 14   1 14 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク     1 1   1 1 

 利用方法違反      6    6 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      1    1 

 飼い犬      1    1 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      3    3 

その他      2    2 

計     3 57   3 57 

特記事項 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

－別紙293－



平成 27 年 3 月 ご意見集計一覧 

評価 

項目 

プラス評価 マイナス評価 要望・苦情等 その他 計 

今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 今月 累計 

施設利用等      14    14 

施設管理システム      1    1 

駐車場      2    2 

違法駐車      0    0 

野犬、野良猫等      7    7 

草刈、清掃      0    0 

ゴミ      3    3 

騒音      14    14 

トイレ      0    0 

利用マナー      0    0 

 車バイク      1    1 

 利用方法違反      6    6 

 ゴルフ練習      0    0 

 喫煙      1    1 

 飼い犬     1 2   1 2 

 花火      0    0 

 バーベキュー      2    2 

職員接遇･対応      3    3 

その他     2 4   2 4 

計     3 60   3 60 

特記事項 
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紙媒体(種類、発行部数) 

月 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

チラシ 情報紙 チラシ 情報紙 チラシ 情報紙 

4 
  「淀川わいわい

ガヤガヤ祭」 
22,000 部 

   

5 

「植木市」 
10,000 部 

「淀川わいわい
ガヤガヤ祭」 

22,000 部 

 「植木市」 
7,000 部 

 「植木市」 
1,000 部 

「淀川わいわい
ガヤガヤ祭」 

22,000 部 

 

6       

7 
「淀川の自然を
楽しむ会」 

500 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

 「よしぶえ」 
10,000 部 

「スロージョギ
ング教室」 

3,000 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

8       

9 

「リレーマラソン」 
 15,000 部 

 「リレーマラソン」 
15,000 部 

 「リレーマラソン」 
15,000 部 

「スロージョギ
ング教室」 

3,000 部 

 

10 
「植木市」 

10,000 部 
「よしぶえ」 

10,000 部 

  「植木市」 
13,000 部 

 

11 

「なにわ淀川ハ
ーフマラソン」 

20,000 部 

「淀川寛平マラ
ソン」 

20,000 部 

 「植木市」 
1,000 部 

「淀川寛平マラ
ソン」 

20,000 部 

 「なにわ淀川ハ
ーフマラソン」 

2,000 部 

「淀川寛平マラ
ソン」 

30,000 部 
「OSAKA 淀川ウ
ルトラマラソン」 

25,000 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

12 
「淀川国際ハー
フマラソン」 

40,000 部 

 「淀川国際ハー
フマラソン」 

40,000 部 

 「スロージョギ
ング教室」 

1,000 部 

 

1 

 「よしぶえ」 
10,000 部 

「なにわ淀川ハ
ーフマラソン」 

2,000 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

「はじめてのノ
ルディックウォ
ーク教室」 

1,000 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

2 

「凧あげ大会」 
7,000 部 

「淀川の自然を
楽しむ会」 

500 部 

 「凧あげ大会」 
10,000 部 

「淀川の自然を
楽しむ会」 

500 部 

 「凧あげ大会」 
10,000 部 

「淀川の自然を
楽しむ会」 

500 部 

「はじめてのノ
ルディックウォ
ーク教室」 

1,000 部 

「お散歩マナー
教室とドッグラ
ン」 

500 部 
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「ふれあいマラ
ソン」 

40,000 部 

3 
 「よしぶえ」 

10,000 部 
「熱気球＆おも
しろ自転車」 

20,000 部 

「よしぶえ」 
10,000 部 

「春休みサッカ
ー教室」 

5,000 部 

「よしぶえ」 

10,000 部 

計 145,000 部 40,000 部 137,500 部 30,000 部 173,000 部 40,000 部 
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淀川河川公園巡視マニュアル 
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１．実施・管理員配置 

公園内の巡視は現場巡視、巡回巡視及び特別巡視の３種とする。 

 

実施期間及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、出水時や事故等緊急時に行う特

別巡視等は実施時間の延長を行う。 

 

（１）期  間     毎年４月１日から翌年３月３１日まで 

（２）時  間 

① 現場巡視     8時30分から17時30分まで 

ただし、夏期(6月１日から8月31日)の期間は、19時00

分まで。また、地区によって施設利用に係る早朝開園を行

う。 

② 巡回巡視    8時30分から17時30分まで（巡回は9時から） 

③ 特別巡視    現場巡視の内で出水時や事故等緊急時にサービスセンター

の指示により行う 

（３）担当者の配置   現場巡視担当者の配置は第１表による。 

 

２．範囲 

対象区域は、淀川河川公園管理区域及び公園利用者が昇降する坂路及び階段とする。 

 

３．目的・区分 

公園内の巡視は以下の3種に分類する。 

 

① 現場巡視は第 1 表「区域・広域管理員の配置」に基づき、主要な地区に設置した

管理所に勤務する管理所員が担当し、公園を快適に利用できるよう公園施設の安

全点検を行い、軽微な清掃とトイレの消耗品補充など、施設が適切に利用できる

ようすることを目的とする。また、降雨等で運動施設がぬかるみ、運動施設利用

が可能であるか否か、巡回して判断する。 

巡回は、第2表「淀川河川公園管理概念図」の各担当区域を巡視する。 

管理所の配置は、第3表「淀川河川公園地区名及び運動施設一覧表」に示す。 

 

② 巡回巡視は、現場巡視の補完を行い情報の共有化を図るとともに、公園管理に必

要な書類や工具類の受け渡しを行うことを目的とする。一日 1 回、すべての管理

所、サービスセンター、レストセンターの巡回を行う。 

 

③ 特別巡視は、サービスセンターの指示により、出水時・地震時・事故等の緊急巡

視や、不正行為是正の指導を目的とした重点巡視を行う。 
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４．区域巡視 

（１）概略工程 

表－１ 現場巡視の概略工程 

夏期以外の通常期間 夏期間（６月１日から８月３１日まで） 

8時30分 

 

↓ 

9時00分 

公園開園準備 

開園前巡視 

運動施設・工作物点検 

公園の開園・車止め（出入口

ゲート）の解錠 

8時30分 

 

↓ 

9時00分 

公園開園準備 

開園前巡視 

運動施設・工作物点検 

公園の開園・車止め（出入口

ゲート）の解錠 

9時00分 

 

↓ 

 

12時00分 

 

↓ 

 

16時30分 

管理所内外・備品の点検 

１回目の巡視、報告書の作成 

園内等清掃 

巡視ルートは順次変える。 

２回目の巡視、報告書の作成 

巡視ルートは順次変える。 

３回目の巡視 

４回目の巡視 

 

9時00分 

 

↓ 

 

12時00分 

 

↓ 

 

18時30分 

管理所内外・備品の点検 

１回目の巡視、報告書の作成 

園内等清掃 

巡視ルートは順次変える。 

２回目の巡視、報告書の作成 

巡視ルートは順次変える。 

３回目の巡視 

４回目の巡視 

５回目の巡視 

16時30分 

 

↓ 

 

17時00分 

公園の閉園準備・閉園案内 

残車がある場合は呼び出しや

持ち主を捜す  

報告書のとりまとめ 

引き継ぎ書の作成 

管理所内外･備品の点検 

トイレ・運動施設・施錠点検 

公園の閉園・車止め（出入口

ゲート）の施錠 

18時30分 

 

↓ 

 

19時00分 

公園の閉園準備・閉園案内 

残車がある場合は呼び出しや

持ち主を捜す。 

報告書のとりまとめ 

引き継ぎ書の作成 

管理所内外・備品の点検 

トイレ・運動施設・施錠点検 

公園の閉園・車止め（出入口

ゲート）の施錠 

17時00分 

↓ 

17時30分 

残車の車種とナンバーをサー

ビスセンターへ連絡 

管理所施錠 

19時00分 

↓ 

19時30分 

残車の車種とナンバーをサー

ビスセンターへ連絡 

管理所施錠 

※勤務時間中は携帯電話を携帯すること。 
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（２）公園の開閉準備 

① 開閉園時間および車止め（出入口ゲート）の開閉 

ア 平常期間は９時００分から１７時００分までとする。 

イ 夏期間は９時００分から１９時００分までとする。 

② 車止め（出入口ゲート）の開閉は時間どおりに行う。 

ア 車止め（出入口ゲート）の開閉は、周辺に人がいないか安全を確認する。 

イ 車止め（出入口ゲート）の変形、破損等がないか点検を行う。 

③ 枚方（下流）、太間、大塚地区については早朝利用のため７時００分から開

園する。 

（３）駐車場の利用者指導及び管理 

① 施錠３０分前から放送で閉園案内を行う。 

② 施錠時間に残車がある場合は、平常期間は１７時３０分まで夏期間は１９時

３０分まで延長して呼び出しや持ち主を捜す。 

③ 指定された場所以外の駐車車両については緊急車両の通行の妨げとなり、ま

た重大な事故が起こる恐れがあるので車両移動を指導する。 

④ 利用者に対し来園時には公共機関の利用と、出来るだけ乗りあわせをお願い

する。 

⑤ 残車がある場合は、車種（乗用車・ワゴン等）とナンバーをサービスセンタ

ーに報告する。 

⑥ 放置自動車は、毎日第5表「区域巡視日報」に記入し、写真を撮り報告する。 

（４）平常時の区域巡視 

① 公園施設の点検（安全確認） 

公園施設の点検は工作物管理点検実施要領によるほか、徒渉池等へビン・缶

等危険な投棄物がないか確認を行う。  

② 公園利用者数の計測 

ア 平常期間は一日４回、夏期間（６月１日から８月３１日まで）は一日５回

巡視時に行う。 

イ 利用者数の確認は、運動施設・バーベキュー等で引き続き利用している場

合は重複しないようにカウントする。 

ウ 利用者数は毎日、第5表「区域巡視日報」に記入し、報告する。 

エ 利用者数計測は別紙13「公園利用者数等」による。 

③ 草丈の確認 

毎日一回、別添 30「草丈調査報告書（草地管理区域図）」の草丈測定定点の

草丈を測定し第5表「区域巡視日報」に記録する。サービスセンターは、その

草丈を別添 30「草丈調査報告書（草地管理区域図）」の報告書に記録し取りま

とめて近畿地方整備局へ報告する。 

④ 特に目につくゴミの収集、集積 
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一日４回の巡視時に散乱しているゴミの収集を行い、管理所横の指定された

場所へ分別集積を行う。 

⑤ トイレの清掃 

ア 一日４回点検を行い、必要に応じ清掃を行う。 

イ 必要に応じ手あらい水の補給を行う。 

ウ 一日１回トイレのタンク容量の確認を行う。 

⑥ 水飲場の清掃 

一日４回点検を行い、必要に応じ清掃を行う。 

⑦ 公園工作物の応急処置、又は軽微な補修 

工作物管理点検要領に基づいて点検を行った結果緊急性を考慮し、事故を未

然に防ぐために軽微なものについては応急処置、又は軽微な補修を行い、日報

に記入する。 

⑧ 危険を及ぼす動植物の発見 

野犬、マムシ、害虫等利用者に危険を及ぼすと思われる動植物を発見した時

はサービスセンターに緊急報告を行う。 

（５）遺失物の保管 

遺失物の保管は遺失物取り扱い要領を別途定め、各担当者が混乱しないよう遺

失物の取り扱いを標準化する。 

（６）利用者指導 

① 一時使用及び占用の確認 

一時使用及び占用の許可書に基づき使用状況から許可内容と相違ないかを確

認する。 

② 運動施設 

ア 未然に事故の発生を防ぐため施設利用の「可・否」の判断を行い、「否」

と判断した時は利用者が立ち入ったり、利用出来ないように速やかに閉鎖

し、サービスセンターに連絡する。 

イ 降雨等によってその利用が困難と思われる場合は、現場判断のうえ利用の

「可・否」を決定し、「否」の場合は受付窓口と直接連絡し調整を図る。 

ウ 施設の用具箱の開閉と備品・消耗品の確認と補充を行う。 

③ 利用者の不適切行為に対して指導を行った場合は日報と第 10 表「公園利用

者指導報告書」に記録し、サービスセンターに報告する。 

（７）安全措置 

危険箇所を発見した時は応急的な安全措置を行い、必要に応じて利用者指導を

行う。 

（８）巡視日報の作成及び報告 

① 巡視内容の日々報告は、第5表「区域巡視日報」により報告する。 

（９）公園及び河川の事故又は緊急時の報告 
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① 事故発生及び緊急時の対応 

ア 事故が発生した場合は、速やかにサービスセンターへ連絡し、第7表「事

故時・緊急時連絡フロー」に基づき報告を行う。 

イ 事故が発生した時は、人命救助を第一に行い、警察や消防署に連絡する。

報告書には「いつ」、「どこで」、「誰が」、「どのようにして」起こったのか

を記録するため、名前、年齢、住所、電話番号等支障の無い範囲で教えて

もらえる事項を聞いてメモしておくこと。警察官等から入手した情報もあ

れば添える。 

ウ 火災が発生した時は、消防署に通報するとともに、速やかにサービスセン

ターに連絡すること。 

これらの情報は第8表「事故報告書」に記録し、速やかにサービスセンタ

ーへ報告する。 

② 事故報告 

サービスセンターは、第8表「事故報告書」に記入して近畿地方整備局へ報

告する。 

ア 事故速報は、わかる範囲の事実のみを書く。 

イ 発生した場所（距離標識によるｋｍ）の他に、地区名を必ず記入。 

ウ 公園施設での怪我の場合は施設の状況などを確認する。（瑕疵：施設の破

損など欠陥について確認し、あれば記入する。） 

エ 発生場所と事故が起こった施設名を記入。 

オ 火災により公園施設が燃えた場合、燃えた施設名を（ベンチ等）記入。 

カ 平面図、写真を貼付。 

③ 事故報告書は、他の報告書と区別できるように巡回巡視員に「事故報告書」

と告げて手渡す。なお、巡回管理員が通過した後の場合は、翌日に渡す。 

④ 公園施設の点検、公園工作物の応急処置、又は軽微な補修、危険を及ぼす動

植物、不法占用、不法行為、その他の危険迷惑行為、安全措置などで緊急時の

対応をした時は、巡視員と協力して、速やかに第 9 表「公園写真点検報告

書」・第10表「公園利用者指導報告書」を作成してサービスセンターに報告す

る。 

（１０）危険予知訓練報告書 

公園管理、利用者指導、迷惑行為、特別巡視において安全対策や事前処置を講

じる場合、第 11 表「危険予知訓練報告書」を作成してサービスセンターへ報告

する。 
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５．巡回巡視 

（１） 概略工程 

表－２ 概略工程表（年間を通じて） 

8時30分 

 

 

↓ 

9時00分 

打ち合わせ 

車両点検 

装備品等の確認 

必要工具類の積み込み 

巡回 

9時00分 

↓ 

12時00分 

↓ 

16時00分 

順次サービスセンター管理所へ 

上下流の巡回 

出来るだけ巡視を実施 

現場状況、指示により特別巡視 

 

16時00分 

 

↓ 

17時30分 

報告書のとりまとめ、報告 

引き継ぎ書の作成 

車両点検  

必要に応じ洗車及び点検  

 

 

（２）平常時の巡回巡視 

①公園管理に必要な書類や物品・工具類の受け渡しを行うため、別途定めた経路

で地区管理所、サービスセンター、淀川河川事務所を経由して巡回する。 

ア 巡視日報や事故報告、草丈等書類等の受け渡しを行う。 

イ 落とし物の受け渡し。 

ウ 物品や消耗品の受け渡し。 

エ 指示書や占用関係等の書類等の受け渡し。 

オ 物品・工具類等の受け渡し。 

 

※ 物品とは次のものをいう。 

①修理のための資材・機材、石油等。 

②書類、郵便物で個人あて配布物は、宛名を確認すること。 

③現金。 

 

②公園及び河川の利用者指導 

悪質な不法行為や危険迷惑行為を発見した時は、速やかに区域管理員へ連絡を

行う。 

ア ゴルフの練習 
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イ 引き綱を外した犬など他の利用者の迷惑となる動物  

ウ ラジコン飛行機、ヘリコプター  

エ 単車の乗り入れ 

 

③危険を及ぼす動植物の発見 

危険を及ぼす動植物を発見した時は速やかに担当地区の現場管理員へ連絡を行

う。 

 

（３）公園及び河川の事故又は緊急時の報告 

事故及び緊急時は、速やかに担当地区の現場管理員へ連絡を行う。 
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６．特別巡視 

重大事故や災害等の緊急事態が発生した場合は、サービスセンターからの指示により特

別巡視に切り替える。 

（１）出水時の特別巡視 

淀川上流の降雨によって、淀川が増水する危険性がある場合は、淀川河川事

務所の指示でサービスセンターより指示がある。指示が出た場合は利用者の利

用制限または利用禁止の指導を適切に行う。 

そして、指導が適切に行われたか確認のため、巡視を行う。 

（２）地震時の緊急巡視 

ア 震度５以上の地震が発生した場合、サービスセンターからの指示により施

設の安全確認を行う。 

イ 津波注意報発令の場合は、直ちに利用者退避の放送を行い、駐車車輛の移

動も含めて適切な処置を行う。避難誘導にあたっては、速やかに堤内側に

誘導を行う。 

（３）その他 

緊急ヘリコプター離発着の要請があった場合には、緊急自動車の進入路を確

保して、事故の無いように管理する。 
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７．添付資料 

第1表  「区域・広域管理員の配置」 

第2表  「淀川河川公園管理概念図」 

第3表  「淀川河川公園地区名及び運動施設一覧表」 

第4表  「引き継ぎ書」 

第5表  「区域巡視日報」 

第6表 「写真報告書フロー」 

第7表 「事故時・緊急時連絡フロー」 

第8表 「事故報告書」 

第9表 「公園写真点検報告書」 

第10表 「公園利用者指導報告書」 

第11表 「危険予知訓練報告書」 
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１8　名（内シルバー１名）

 シルバー 鳥飼ＳＣ清掃 1 名
詰め所

（仁和寺） ２　名（内シルバー１名）

太間ＳＣ（管理） 1 名
サービスセンター受

付（パ－ト） 4　名

 シルバー 守口ＳＣ・庭窪ＲＣ清掃 2 名
管理所

（パ－ト）

名
サービスセンター

（契約職員） 9　名（マルチ）

 シルバー 仁和寺野草（詰所でカウント 1 名
サービスセンター

（パ－ト）

6名　事務補助；3名
　　　シルバー；3名

 シルバー

サービスセンター
（職員）

4 名

 シルバー ゲート開閉 時間
サービスセンター

（契約職員） 5　名

 シルバー 背割堤（管理所でカウント） 1

合計 ４８　名（内シルバー5名）

合計 4 名

第1表 区域・広域管理員の配置 平成 26年4月1日

所長・総括

（兼）企画運営課長 植物管理課長補佐 収益事業課長（兼）施設維持課長

植物管理係長企画運営係長

企画運営係

総務・経理担当

植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

施設維持係長

副所長

臨時職員

(清掃） （事務補助） （マルチ） （受付） （清掃） （事務補助） （マルチ） （受付） （清掃） （事務補助） （マルチ） （受付）
1名 1名 7名 2名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名
シルバー シルバー シルバー

1
（管理所） （管理所）

1 1 1 1
（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）

1 2 1 1

守口サービスセンター 太間サービスセンター 鳥飼サービスセンター
はサービスセンター受付

　管理員等　20名（内シルバー2名）

（管理所） （詰所）（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）
1 2 1 12 1 1

内は外業

直営班は内業とした

合計 4 名

【注】

企画運営係 植物管理係総務係 総務係 経理事務広域巡視 広域巡視

ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ担当

9
10

名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名

9
10

9
10

9
10

9

※背割堤ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(仮
称）開設後
は同ｾﾝﾀｰ内
に配置

12 鳥飼西 14 鳥飼下

2 長柄 3
八雲野
草

4
庭窪河
畔

15
三島江
野草

2
城北河
畔

3 守口 4
八雲野
草

5
仁和寺
野草

1
大淀野
草

2 赤川 3 外島

15 三島江 17 島本 18 大山崎6
十三野
草

7 豊里 8
点野野
草

1 海老江 2 毛馬 3 太子橋

担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区担当地区 担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

警備員

うち１名
シルバー

1 1 1 1 12 1 1 1 2

17 島本 18 大山崎 19
仁和寺
野草

（管理所） （管理所）

3 太子橋 4 八雲 5 佐太西 16 大塚

（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）

8
出口野
草

枚方

8 木屋元 三矢

※土・日・
祝のみ開

西中島 8 太間
伊加賀
野草

14
鳥飼野
草

※土・日・祝
のみ配置

5 佐太西 6 12
一津屋
河畔

16 大塚11 背割堤 12
一津屋
野草

13 鳥飼西 14 鳥飼上
出口河

畔
4 八雲 5 大日

担当地区担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

※土・日・祝
のみ配置

※土・日・祝
のみ配置

21 2 1 1

担当地区

1
シルバー

11 背割堤 12 14 鳥飼上
枚方(下）

15 三島江
一津屋
野草

13 鳥飼西7 豊里 8 太間
枚方(上）

6 西中島1 海老江 2 赤川

（管理所） （詰所）（管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所） （管理所）

9
10

に配置

箇所 1 箇所 1 箇所

管理所は１８箇所・40地区 仁和寺、詰め所は１箇所・1地区 八雲・鳥飼西・枚方上については土日祝日のみ配置

1 箇所 3 箇所 1 1

3 八雲

2 箇所 5 箇所 6 箇所

2
長柄河
畔

3
庭窪河
畔

8 出口

2 長柄 3
八雲野
草

4
庭窪河
畔

箇所箇所箇所 5 箇所 4 3 箇所 2箇所1 箇所 3 箇所

8
出口野
草

2 箇所 1

枚方

－別紙307－
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第 2 表
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巡
視
員
管
理
所

駐
車
場

（
臨
時
駐
車
場
を
含
む

）

淀
川
ス
タ
ジ
ア
ム

　
野
球
場
・
サ

ッ
カ
ー

場
兼
用

野
球
場

少
年
野
球
場

テ
ニ
ス
コ
ー

ト

サ

ッ
カ
ー

場

サ

ッ
カ
ー

・
ラ
グ
ビ
ー

場

陸
上
ト
ラ

ッ
ク

　
サ

ッ
カ
ー

・
ラ
グ
ビ
ー

兼
用

フ

ッ
ト
サ
ル
コ
ー

ト

陸
上
ト
ラ

ッ
ク

パ
タ
ー

ゴ
ル
フ

ゲ
ー

ト
ボ
ー

ル
場

ス
ト
リ
ー

ト
バ
ス
ケ

ッ
ト
場

ロ
ー

ラ
ー

ス
ケ
ー

ト
場

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

　
・
デ

ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
兼
用

棟 台 面 面 面 面 面 面 面 面 面 H 面 面 カ所 面

1 海 老 江
え び え

大阪市福島区 1 133 4 2 3 1

2 大 淀 野 草
お お よ ど や そ う

大阪市北区

3 長 柄
な が ら

大阪市北区

4 長 柄 河 畔
な が ら か は ん

大阪市北区 1

5 毛 馬
け ま

大阪市都島区 2 2 1

6 赤 川
あ か が わ

大阪市都島区 1 120 6 1

7 城 北 河 畔
し ろ き た か は ん

大阪市旭区

8 太 子 橋
た い し ば し

大阪市旭区 1 177 2 1

9 外 島
そ と じ ま

守口市 1 6 1

10 守 口
も り ぐ ち

守口市 95

11 八 雲 野 草
や く も や そ う

守口市

12 八 雲
や く も

守口市 32 1 3

13 庭 窪 河 畔
に わ く ぼ か は ん

守口市

14 大 日
だ い に ち

守口市 1 177 2

15 佐 太 西
さ た に し

守口市 1 356 2 2 3

16 十 三 野 草
じ ゅ う そ う や そ う

大阪市淀川区

17 西 中 島
に し な か じ ま

大阪市淀川区 1 222 3

18 豊 里
と よ さ と

大阪市淀川区 1 152 4

19 仁 和 寺 野 草
に わ じ や そ う

寝屋川市 1 85 27 3 1

20 点 野 野 草
し め の や そ う

寝屋川市

21 太 間
た い ま

寝屋川市 1 544 1 1

22 木 屋 元
こ や も と

寝屋川市 2 3 1 2

23 出 口 野 草
で ぐ ち や そ う

枚方市

24 出 口
で ぐ ち

枚方市

25 出 口 河 畔
で ぐ ち か は ん

枚方市

26 伊 加 賀 野 草
い か が や そ う

枚方市

27 三 矢
み つ や

枚方市 68 4

28 枚 方
ひ ら か た

枚方市 2 420 1

29 背 割 提
せ わ り て い

八幡市 1 156

30 一 津 屋 野 草
ひ と つ や や そ う

摂津市 1 61

31 一 津 屋 河 畔
ひ と つ や か は ん

摂津市

32 鳥 飼 西
と り か い に し

摂津市 59

33 鳥 飼 野 草
と り か い や そ う

摂津市

34 鳥 飼 下
と り か い し も

摂津市 1 66 1 2

35 鳥 飼 上
と り か い か み

摂津市 1 309 3 7 1 1

36 三 島 江
み し ま え

高槻市 1 316 2 4 1

37 三 島 江
み し ま え

野 草
や そ う

高槻市

38 大 塚
お お つ か

高槻市 1 458 2 2 1

39 島 本
し ま も と

大阪府島本町 1 61 1 1 2 1

40 大 山 崎
お お や ま ざ き

京都府大山崎町 1 268 2 1

40 21 4335 1 28 7 49 1 5 3 3 2 27 3 2 1 1

地区名

第 3 表　淀川河川公園地区名及び運動施設一欄表

都市名

－別紙309－



第 4 表

　　年　　月　　日　　　          ⇔　　　　　

引　き　継　ぎ　書　

記　　事

－別紙310－



第 5 表
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第 6 表　　公園写真点検報告書フロー

報告

写真による報告 写真による報告

および安全確保 および安全確保

（軽微であれば処置報告） （軽微であれば処置報告）

①区域巡視員による補修・修繕などの作業。

②広域巡視係もしくは各課による、直営での補修・修繕などの作業。

③専門業者による補修・修繕などの作業。

④発注者への報告（大規模な補修・修繕や判断に苦慮する場合など）。

現場管理員 巡回巡視員 広域巡視係

サービスセンター

植物管理課

施設維持課

（異常発見・確認）

企画運営課

広域巡視係

収益事業課

（異常発見・確認） （異常発見・確認）

（初期受付け）

（処置・対処方法決定）※1

①②③ 　　　 ④

処置・対処方法報告 　　　 処置・対処方法報告

　　　 発注者からの指示・意見

　　　 を確認。

不備がある 不備がない

場合 場合

（最終作業者が報告。）

発注者への報告

完了

（指示・意見を
確認した者が報告。
また必要に応じて
※1・※2へ進む。）

補修・修繕などの実施※2

※1に戻り再決定

現場での確認

（以後不備がなくな
るまで繰り返し）

完了

－別紙312－
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 表
　

事
故

時
・
緊

急
時

連
絡

フ
ロ

ー

報
告

お
よ

び
安

全
確

保

事
故

発
生

守
口

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
内

容
確

認
、

レ
ベ

ル
判

定
）

現
場

管
理

員

（
事

故
確

認
）

巡
回

巡
視

員

広
域

巡
視

係

対
応

の
指

示
報

告
報

告
必

要
に

応
じ

て
報

告

淀
川

河
川

事
務

所
所

長
各

現
場

管
理

員

河
川

公
園

課
副

所
長

関
係

業
者

水
辺

担
当

副
所

長
セ

ン
タ

ー
長

河
川

公
園

課
課

長
職

員

河
川

公
園

課
係

長

レ
ベ

ル
2
,3

で
は

、
随

時
電

話
に

て
確

認
。

現
場

管
理

員

広
域

巡
視

係

（
現

場
で

の
対

応
）
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印

不明 推定

不明 推定

管理所名

時 分

報告時刻 報告を受けた
職員

報告者

その他（参考事項）

管理瑕疵の有無

施設瑕疵の有無

救 急 通 報 時 刻 ：

有

有

・

台

台

植物管理課長 施設維持課長 総務専門役

性別： 男 女

年齢

年齢

性別： 男 女

警察車両台数：警察車両到着時刻：

台消 防 車 台 数 ：消 防 車 到 着 時 刻 ： 消 防 車 退 出 時 刻 ：

警察車両退出時刻：

救 急 車 台 数 ：救 急 車 到 着 時 刻 ：

警 察 通 報 時 刻 ：

通 報 者 ：

救 急 車 退 出 時 刻 ：

通 報 者 ：

・

無

無

発 生 日 時

施 設 名 （ 場 所 ）

状 況 （ 内 容 ）

人 身 傷 害
（ け が の 状 況 ）

消 防 通 報 時 刻 ： 通 報 者 ：

負 傷 者
（ 分 か る 範 囲 内 ）

加 害 者
（ 分 か る 範 囲 内 ）

氏名：

住所：

住所：

事故の起きた原因
（関係者、警察、消
防の見解など）

氏名：

事　故　報　告　書第 8 表

係員

レ ベ ル

件 名

管 理 対 象
（公園内・公園外）

守口サービスセンター

経理専門役収益事業課長

植物管理係長 施設維持係長 企画運営係長

所　　長 副　所　長

－別紙314－



第 9 表 公園写真点検報告書 
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第 10 表

指導の会話内容（行為者との会話を記入してください）

□ ⑪ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

指導項目
（禁止・迷惑行為）

硬式ボールの使用

□ ⑦ 立ち入り禁止区域の進入

指導者　氏名 氏名： 地区名 場所

□ ⑨ 有料運動施設の無断使用 □ ⑩

□ ⑧ 芝生広場等（目的外使用等）

犬のリードなし散歩（訓練等含む）

□ ⑤ 火気の使用（ＢＢＱエリア外等） □ ⑥ 駐車場内（車の運転練習、洗車）

② バイクの公園内　進入、練習

ラジコン類の使用（カー・飛行機等） □ ④

（　　） 天気月

□ ③

ゴルフの練習 □

【平成　　年度 】

公 園 利 用 者 指 導 報 告 書

指　導　月　日 平成 年 ：

氏名： 男 女 人

：

□ ①

日

２０代 ３０代 ４０代 ５０代

左・右岸整理№

指導時間

６０代

７０代 ８０代

□ ：その他

住所等 　　　　　　　歳

年齢 １０代

備考

相手側　態度 □ ：素直 □ ：無言 □

行為内容

・当方→

：横柄 □ ：凶暴

相手側　氏名
（分かる範囲で記入）

・相手→

・当方→

・相手→

・当方→

・相手→

・相手→

・当方→

－別紙316－



第 11 表

⑤

⑨

⑥

⑦

⑧

※あなたならどうしますか？（安全対策/事前処置）

①

②

③

④

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

③

　　　日

作業名

※どんな危険がありますか？（予想される危険）

（　　　）

地区

：

～ 平成 年 　　　月　　　日

危険予知訓練　報告書
【平成　　年度】

整理番号 №

管理所 氏名 ：記入者 所属 ：

（　　　）

作業地区

作業日程 平成 年 　　　月

－別紙317－



 

 

 

 

 

 

 

 地域活動  

別紙 31 
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平成 24 年度 淀川河川公園ボランティア清掃届一覧 

 

No 団体名・責任者 所在地 清掃場所 実施日 人数 

 該当なし     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

＊上記以外に出張所のみに連絡をされて実施されているボランティア清掃がある。 

－別紙319－



平成 25 年度 淀川河川公園ボランティア清掃届一覧 

 

No 団体名・責任者 所在地 清掃場所 実施日 人数 

1 
love 遊淀川上流クリーン作戦実行委

員会 枚方市 枚方地区 7 月 14 日 3,000 人 

2 特定非営利活動法人 水辺基盤協会 茨城県 豊里地区 7 月 21 日 40 人 

3 (株)Ｉ２Ｃ（アイ・ツウー・シー） 大阪市 枚方地区 9 月 28 日 40 人 

4 コマツユニオン大阪支部 枚方市 枚方地区 5 月 18 日 60 人 

5 日本企画（株） 大阪市 西中島地区 11 月 9 日 60 人 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

＊上記以外に出張所のみに連絡をされて実施されているボランティア清掃がある。 
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平成 26 年度 淀川河川公園ボランティア清掃届一覧 

 

No 団体名・責任者 所在地 清掃場所 実施日 人数 

1 
love 遊淀川上流クリーン作戦実行委

員会 枚方市 枚方地区 7 月 20 日 3,000 人 

2 五洋建設（株）大阪支店 大阪市 大淀野草地

区 11 月 29 日 25~30 人 

3 （株）JR 西日本テクシア 大阪市 海老江地区 11 月 8 日 20 人 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

＊上記以外に出張所のみに連絡をされて実施されているボランティア清掃がある。 
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建物・工作物に係る修繕履歴（修繕箇所、費用等）

5,566,303

平成24年度 平成25年度 平成26年度

修繕に要し
た総費用
（円）

（税抜）

5,217,469 12,887,018

別紙32
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【 守口サービスセンター 】 （消費税込み）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
3/11 守口サービスセンター 庁舎内 給湯器取替作業 190,000

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕
4/6 守口サービスセンター 庁舎内 冷房切替及び点検 115,500
10/2 守口サービスセンター 庁舎内 暖房切替及び点検 115,500

消防設備維持修繕

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 421,000

小計（消費税抜き） 400,952

修繕履歴（平成24年度）

－別紙323－



【 太間サービスセンター 】 （消費税込み）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
5/21 太間サービスセンター 庁舎内 太間ＳＣトイレ補修作業 38,902
6/19 太間サービスセンター 庁舎内 外壁等漏水補修 99,750
9/21 太間サービスセンター 庁舎内 換気扇取替修理 36,750
1/16 太間サービスセンター 庁舎内 太間ＳＣトイレ補修作業 93,975

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕
5/28 太間サービスセンター 庁舎内 空調設備機器点検 5,250
9/3 太間サービスセンター 庁舎内 エアコン部品交換 20,475

空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 295,102

小計（消費税抜き） 281,050

修繕履歴（平成24年度）

－別紙324－



【 鳥飼サービスセンター 】 （消費税込み）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
9/21 鳥飼サービスセンター 庁内 庭園灯撤去 12,600
10/2 鳥飼サービスセンター 庁舎内 モニター等取付下地設置作業 252,000
1/9 鳥飼サービスセンター 庁舎内 鳥飼ＳＣトイレ補修 73,500
2/21 鳥飼サービスセンター 庁舎内 自動扉保守点検 32,025
3/31 鳥飼サービスセンター 庁舎内 エントランスライト新設作業 146,370

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕
2/21 鳥飼サービスセンター 庁舎内 自動扉保守点検 24,675

空調設備維持修繕
4/17 鳥飼サービスセンター 庁舎内 冷房切替及び点検 183,750
10/17 鳥飼サービスセンター 庁舎内 暖房切替及び点検 183,750

消防設備維持修繕

その他維持修繕
2/21 鳥飼サービスセンター 庁舎内 自動扉保守点検 44,100

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 952,770

小計（消費税抜き） 907,400

修繕履歴（平成24年度）

－別紙325－



【 庭窪レストセンター 】 （消費税込み）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 0

小計（消費税抜き） 0

修繕履歴（平成24年度）

－別紙326－



【 河川公園 】 （消費税込み）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕
4/10 工作物補修作業 997,500
6/7 工作物補修作業その２ 997,500
3/10 西中島地区 西中島地区園路補修 336,000

遊具維持修繕
7/9 バスケットリングネット 2,950
8/1 淀川河川公園遊具点検作業 326,980
10/5 バスケットリングネット 76,125

その他維持修繕
6/20 守口地区 看板 看板製作及び設置 31,500
7/6 西中島地区 トイレ ドアクローザ取替 15,750
8/3 看板 管理所看板製作及び設置 199,500
9/3 看板 管理所看板製作及び設置その２ 199,500
11/5 看板 管理所看板製作及び設置その３ 157,500
2/8 トイレ 簡易トイレ修繕 18,900

諸資材購入

設備維持修繕 電気設備維持修繕
7/2 枚方地区 管理所アンプ、LED・電球 37,000

水道設備維持修繕
11/19 佐太西地区 止水栓 バルブボックス補修作業 82,708
2/13 西中島地区外１地区 止水栓 止水栓補修作業 97,587
3/26 エンジンポンプ他 138,810

.

電話設備維持修繕

その他維持修繕
3/1 三島江野草地区 水位調査作業 93,660

諸資材購入

小計 3,809,470

小計（消費税抜き） 3,628,067

修繕履歴（平成24年度）

－別紙327－



【 守口サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
5/21 守口サービスセンター 庁舎内 消防設備不備事項改修工事 72,303
10/5 西中島地区 西中島地区BBQ受付所改修 631,008
2/28 守口サービスセンター 庁内 車庫電動シャッター修繕 174,185

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕
4/26 守口サービスセンター 庁舎内 空調機点検作業 68,741
1/26 守口サービスセンター 庁舎内 空調機整備作業 72,303
10/29 守口サービスセンター 庁舎内 空調機点検作業 72,303

消防設備維持修繕
1/6 守口サービスセンター 庁舎内 消火器用収納箱 9,451

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕
守口サービスセンター 庁内 外灯ランプ取替清掃 67,308

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 1,167,602

修繕履歴（平成25年度）

－別紙328－



【 太間サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕
3/24 太間サービスセンター 庁舎内 エアコン取替修繕 122,258

消防設備維持修繕
8/26 太間サービスセンター 庁舎内 消防設備不良箇所修繕 16,433

その他維持修繕
2/27 太間サービスセンター 庁舎内 障害者用トイレ修理 13,475

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕
3/18 太間サービスセンター 庁舎内 障害者便器詰まり調査修理 20,048

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 172,214

修繕履歴（平成25年度）

－別紙329－



【 鳥飼サービスセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
2/25 鳥飼サービスセンター 庁舎内 自動扉開閉装置保守管理業務 96,000

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕
4/26 鳥飼サービスセンター 庁舎内 空調機冷房切替及び点検 115,028
11/1 鳥飼サービスセンター 庁舎内 空調機暖房切替及び点検 115,028

消防設備維持修繕

その他維持修繕
7/19 鳥飼サービスセンター 庁舎内 鳥飼ＳＣ２Ｆトイレ補修作業 24,415

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 350,471

修繕履歴（平成25年度）

－別紙330－



【 庭窪レストセンター 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
11/13 庭窪レストセンター 庁舎内 ガラス割れ入替 42,068
11/18 庭窪レストセンター 庁舎内 グレーチング修繕 72,566

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕
3/24 庭窪レストセンター 庁舎内 エアコン取替修繕 122,258

消防設備維持修繕

その他維持修繕

工作物維持修繕 園路広場修繕

遊具維持修繕

その他維持修繕

設備維持修繕 電気設備維持修繕

水道設備維持修繕

電話設備維持修繕

その他維持修繕

小計 236,892

修繕履歴（平成25年度）

－別紙331－



【 河川公園 】 （消費税抜き）

工種 種別 細目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額（円）

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 電気設備維持修繕

空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

その他維持修繕
10/7 コーキング材外12点 95,282

工作物維持修繕 園路広場修繕
6/10 杭購入 204,000
8/29 Ａ型ポスター差し替え式両面看板 145,000
9/2 合板足場板 33,400
9/20 平成25年度工作物補修作業 1,480,372
9/10 西中島地区 横断幕設置 98,595
10/20 仁和寺地区 仁和寺野草地区木ロープ柵設置作業 1,071,399
10/21 カラーコーン200本 51,620
10/30 ロープリール外1点 101,077
12/11 平成25年度真砂土搬入作業 689,377
3/4 ベンチ補修作業 985,950
2/5 枚方地区 看板 BBQ案内看板設置工事 609,318
3/10 海老江地区 看板 BBQエリア不陸整正作業 159,225
3/3 鳥飼上地区 ローラースケート場破損調査 220,196
2/26 枚方地区 BBQ広場補修 223,772
3/10 西中島地区外５地区 舗装補修外作業 121,207
3/10 太子橋地区 駐車場不陸整正作業 159,225
3/10 豊里地区 駐車場整備作業 68,649
3/10 佐太西地区 駐車場整備作業 208,706
3/10 看板基礎部埋め戻し外作業 146,131

遊具維持修繕
10/28 淀川河川公園遊具点検作業 205,817
1/25 外島地区 砂入替作業 92,312

その他維持修繕
4/23 A型看板 58,000
8/28 四角形シェルターテント外１点 105,000
8/28 ペタックス外１点 17,300
8/28 シェルターテント（クローバー型） 217,334
12/6 スチール道具箱設置工事 520,000
1/28 塁ベース、サッカーゴールネット購入 665,000
2/6 ユニクロ一文字継手100枚 18,572
2/13 トイレ同一キー 56,000
2/14 鉄筋コンクリートU型用蓋 68,572
3/4 保管庫設置作業 400,000
3/18 三島江地区 三島江地区砂場搬入作業 854,490

諸資材購入
10/14 台風26号出水対応コンパネ購入 6,534
11/1 鉄ピン200本 104,000
11/15 サンエイ立水栓外８点 85,305

設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕
7/10 三島江地区 三島江地区給水設備補修作業 80,323
9/4 自動継手メン外１点 22,253
10/21 淀川河川公園水質検査 82,163
10/28 淀川河川公園水質検査その２ 3,813
12/24 三島江地区 三島江地区給水設備補修作業その２ 186,737
1/22 八雲地区 八雲地区止水栓補修作業 58,500
2/8 佐太西地区 佐太西地区止水栓補修作業 61,524
3/10 佐太西地区 佐太西地区止水栓補修作業その２ 59,157

その他維持修繕

諸資材購入
1/30 三島江野草地区 水位調査作業 58,632

小計 10,959,839

修繕履歴（平成25年度）

－別紙332－



（守口サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕 　
26.5.13 守口SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 72,303
26.10.29 守口SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 72,303

消防設備維持修繕 　 　 　 　

電気設備維持修繕 　 　 　 　

その他維持修繕

園路広場維持修繕 園路広場維持修繕

遊具維持修繕 遊具維持修繕

　
　
諸資材購入

電気設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕

その他設備維持修繕その他設備維持修繕

諸資材購入

　
小計 144,606

修　繕　履　歴　　（平成26年度）

－別紙333－



（太間サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕

消防設備維持修繕 　 　 　 　

電気設備維持修繕 　 　 　 　

その他維持修繕

園路広場維持修繕 園路広場維持修繕

遊具維持修繕 遊具維持修繕

　
　
諸資材購入

電気設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕

その他設備維持修繕その他設備維持修繕

諸資材購入

　
小計 0

修　繕　履　歴　　（平成26年度）

－別紙334－



（鳥飼サービスセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物維持修繕 サービスセンター等修繕
通年 鳥飼SC 庁舎内 自動ドアの点検等 96,000

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕 　
26.5.14 鳥飼SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 115,028
26.10.17 鳥飼SC 庁舎内 空調機暖冷房切替及び点検 115,028

消防設備維持修繕 　 　 　 　

電気設備維持修繕 　 　 　 　
27.1.30 鳥飼SC 庁舎内 蛍光灯安定器取替 19,128
26.11.7 鳥飼SC 庁舎内 照明器具取替修繕 91,365

その他維持修繕 　

園路広場維持修繕 園路広場維持修繕

遊具維持修繕 遊具維持修繕

　
　
諸資材購入

電気設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕

その他設備維持修繕その他設備維持修繕

諸資材購入

　
小計 436,549

修　繕　履　歴　　（平成26年度）

－別紙335－



（庭窪レストセンター） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

電気設備維持修繕

その他維持修繕

園路広場維持修繕 園路広場維持修繕

遊具維持修繕 遊具維持修繕

　
　
諸資材購入

電気設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕 　 　 　 　
26.12.25 庭窪RC 庁舎内 配水管修繕作業 27,640

その他設備維持修繕その他設備維持修繕 　 　 　 　

諸資材購入

　
小計 27,640

修　繕　履　歴　　（平成26年度）
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（河川公園） （消費税抜き）

工　種 種　　別 細　　　　目 実施日 実施場所 対象箇所 作業内容 金額

建物維持修繕 サービスセンター等修繕

建物設備維持修繕 空調設備維持修繕

消防設備維持修繕

電気設備維持修繕

その他維持修繕

園路広場維持修繕 園路広場維持修繕
26.9.25～26西中島地区 公園内 西中島地区広場ぬかるみ補修 182,584
26.10.22 太間地区 公園内 徒渉池余水吐スクリーン取替 115,028
27.1.29 枚方地区外 公園内 ゴミ・資材置き場の補修 221,208
27.2.26 赤川地区外 公園内 仮締め切り用フェンス購入 513,112
26.6.13～8.25海老江地区外 公園内 真砂土搬入作業 487,717
26.9.25～11.4西中島地区 公園内 BBQ看板修正 19,194
27.2.27 枚方地区 公園内 アクアシアター補修 38,453
27.3.9 西中島地区 公園内 不陸整正作業 98,595
27.3.27 赤川地区 公園内 車止め補修作業 29,597

遊具維持修繕 遊具維持修繕 　 　 　 　
27.1.30～31赤川地区外 公園内 野球場・テニス場収納箱取替 870,000
27.2.18～19海老江地区外 公園内 公園遊具点検作業 606,688
26.9.22 大塚地区 公園内 大型トリム遊具修繕事前調査 19,719

　 　
　
　
諸資材購入 　 　 　 　

26.8.21 海老江管理所外 公園内 ステンレス製仕切版外 307,223
26.6.4 海老江管理所外 公園内 仮締切用標識ロープ外 348,631
26.9.30 海老江管理所外 公園内 管理所用ガスダンパー取替用 199,816
26.7.31 海老江管理所外 公園内 網戸３４枚 358,010

電気設備維持修繕 電気設備維持修繕

給水設備維持修繕 給水設備維持修繕 　 　 　 　
26.5.29 一津屋野草 公園内 止水栓漏水による取替作業 95,447
26.10.9～10枚方地区 公園内 受水槽水位弁故障による取替 318,541
26.11.27 出口地区 公園内 緊急漏水補修作業 69,313

　 　 　 　

その他設備維持修繕その他設備維持修繕 　 　 　 　
27.3.5 三島江地区 公園内 水位調査データ回収等 58,632

諸資材購入

　
小計 4,957,508

修　繕　履　歴　　（平成26年度）
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清掃実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙33 

－別紙338－



 - 1 -

１．種 類 

清掃には、園内、移動式トイレ、水飲場、徒渉池・噴水池、サービスセンター、側溝

等を対象とし、日常的に行う軽微な清掃作業と年間を通して計画的に定期的に行う専門

的な清掃作業がある。 

 

２．建物清掃 

Ⅰ．日常清掃 

サービスセンター、レストセンターの床、階段、机の上等の軽微な清掃は、毎日、業

務管理員が行う。 

 

１）清掃箇所は、設計図書によるものとする。 

２）壁、床、扉、窓、柱、ベンチ、机、イス、黒板等は、掃き掃除、拭き掃除を行い、

公園利用者に不快感を与えないよう清潔に保ち、必要に応じて薬液類を使用し洗浄

するものとする。 

３）くもの巣、ハチの巣、ガムのかす等がある場合は、速やかに取り除くものとする。 

４）天井、照明器具、展示物等は、必要に応じ清掃するものとする。 

５）清掃箇所は以下の通りとする。 

守口サービスセンター、太間サービスセンター、鳥飼サービスセンター、庭窪レストセ

ンター 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は快適な公園建物を維持するために計画的に淀川河川事務所が行う。 

 

３．公園敷地等清掃 

清掃作業は環境に配慮してゴミの排出量を軽減し、ゴミの分別化によるリサイクル、

再資源化に努める。また、河川敷地内では、清掃等の雑排水は河川へ直接放流されるこ

とから、できるだけ洗剤を使用しないように心がけ、やむを得ず使用しなければならな

いときは、合成洗剤等を避け、微生物が分解し易い油脂製石けんを使用し、水質汚濁防

止に配慮する。 

 

Ⅰ．日常清掃 

各地区の管理所員は別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」に基づき、必要に応じ

て点検と軽微な清掃を行う。 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は公園内敷地を快適な公園を維持するために行う。計画的に淀川河川事

務所が行う。 
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４．工作物清掃 

Ⅰ．日常清掃 

各地区の管理所員は別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」に基づき、トイレ、手

洗い、水飲場、徒渉池等の毎日の点検を行い、必要に応じて点検と軽微な清掃を行う。 

 

Ⅱ．定期清掃 

定期清掃は公園内の施設、工作物を定期的に清掃し、快適な公園を維持するため

に淀川河川事務所が行う。 

 

５．し尿処理 

（１）移動式トイレの汲み取り 

 

ⅰ）大阪市 

毎週月曜日に、その週のくみ取り対象トイレを指定し、大阪府衛生管理協同

組合に依頼する。費用は 7 基以上と 6 基以下ではくみ取り料金が異なるので、

依頼基数は、7基以上となるよう調整して依頼する。 

ⅱ）守口市 

依頼は、事前に金沢メルピックとくみ取り日を調整して行う。金曜日が主。 

ⅲ）寝屋川市、枚方市 

依頼は、事前に北口建設とくみ取り日を調整して行う。第2、4木曜日が主。 

ⅳ）摂津市 

２週間ごとに１回、市衛生管理部局が都合の付く日にくみ取り。 

ⅴ）高槻市 

市衛生管理部局が都合の付く日にくみ取り。 

ⅵ）島本町、大山崎町 

町衛生管理部局にその都度くみ取りを依頼する。 

ⅶ）八幡市 

依頼は、市の予定表でくみ取り日が指定され、城南衛生管理組合が行う。 
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第１表 移動式トイレの汲み取り 

対象自治体 
処理の流れ 

該当地区 収集方法等 連絡等 

大阪市 海老江、長柄、毛馬、

赤川、太子橋、 

西中島、豊里 

毎週月曜日に、その週のくみ取り対

象トイレを指定し、依頼する。 

大阪府衛生管理協同組合 

6基以下は8,000円/基 

7基以上は5,000円/基 

守口市 外島、八雲、大日、 

佐太西 

事前に依頼業者とくみ取り日を調

整、金曜日が主。 

12,1,2月 1回/月 

3,4,6,7,9,10,11月 2回/月 

5,8月 3回/月 

金沢メルピック 

5,000円/基＋消費税 

寝屋川市 仁和寺、大間、木屋元 

 

事前に依頼業者とくみ取り日を調整

（第2・4木曜日） 

北口建設 

枚方市 

3,000円/基＋消費税 

寝屋川市 

8円/ℓ 

臨時3,000円/基＋消費税 

枚方市 出口、三矢、枚方 

 

摂津市 一津屋野草、鳥飼西、

鳥飼下、鳥飼上 

2週間ごとに1回 

市の都合の付く日 

市衛生管理部局 

2回/月まで無料 

高槻市 大塚、三島江 大塚地区（毎週月曜日） 

三島江地区（1回/2週間） 

市の都合の付く日 

市衛生管理部局 

島本町 島本 その都度依頼 町衛生管理部局 

島本 300円/50ℓ 

大山崎800円/90ℓ 
大山崎町 大山崎 

八幡市 背割堤 市の予定表でくみ取り日が指定され

る 

城南衛生管理組合 

1,100円/90ℓ 

 

１ 定期収集の自治体も繁忙期の場合は連絡すれば臨時くみ取りが可能。 

２ 高槻市は費用を免除、摂津市は2回/月まで費用を免除されている。 
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別紙 34別紙 34

事業系一般廃棄物（サービスセンター等）（排出量、経費）

別紙 34

事業系一般廃棄物（サービスセンター等）（排出量、経費）事業系一般廃棄物（サービスセンター等）（排出量、経費）

【平成24年度】【平成24年度】

金額地区 月日 内容 単位 数量 金額
（税抜き：円）

摘要地区 月日 内容 単位 数量
（税抜き：円）

摘要

大塚地区 H24.9.30 草（除草で発生した） kg 98 980大塚地区 H24.9.30 草（除草で発生した） kg 98 980

太間地区 H24.10.6 草（除草で発生した） kg 93 930太間地区 H24.10.6 草（除草で発生した） kg 93 930

十三野草地区 H24.10.11 草（除草で発生した） kg 350 3,500十三野草地区 H24.10.11 草（除草で発生した） kg 350 3,500

枚方地区 H24.10.12 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H24.10.12 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H24.10.12 草（除草で発生した） kg 48 480

枚方地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 48 480

大塚地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 98 980大塚地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 98 980大塚地区 H25.3.18 草（除草で発生した） kg 98 980

太間地区 H25.3.19 草（除草で発生した） kg 93 930太間地区 H25.3.19 草（除草で発生した） kg 93 930

十三野草地区 H25.3.21 草（除草で発生した） kg 350 3,500十三野草地区 H25.3.21 草（除草で発生した） kg 350 3,500

【平成25年度】【平成25年度】

金額地区 月日 内容 単位 数量 金額
（税抜き：円）

摘要地区 月日 内容 単位 数量 金額
（税抜き：円）

摘要

大塚地区 H25.6.13 草（除草で発生した） kg 348 3,480大塚地区 H25.6.13 草（除草で発生した） kg 348 3,480

枚方地区 H25.6.17 草（除草で発生した） kg 96 960枚方地区 H25.6.17 草（除草で発生した） kg 96 960

大塚地区 H25.6.18 草（除草で発生した） kg 198 1,980大塚地区 H25.6.18 草（除草で発生した） kg 198 1,980

太間地区 H25.6.19 草（除草で発生した） kg 435 4,350太間地区 H25.6.19 草（除草で発生した） kg 435 4,350

枚方地区 H25.6.24 草（除草で発生した） kg 366 3,660枚方地区 H25.6.24 草（除草で発生した） kg 366 3,660

枚方地区 H25.7.25 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H25.7.25 草（除草で発生した） kg 48 480

太間地区 H25.7.26 草（除草で発生した） kg 218 2,180太間地区 H25.7.26 草（除草で発生した） kg 218 2,180

枚方地区 H25.8.30 草（除草で発生した） kg 96 960枚方地区 H25.8.30 草（除草で発生した） kg 96 960

大塚地区 H25.8.30 草（除草で発生した） kg 467 4,670大塚地区 H25.8.30 草（除草で発生した） kg 467 4,670

枚方地区 H25.10.24 草（除草で発生した） kg 96 960枚方地区 H25.10.24 草（除草で発生した） kg 96 960枚方地区 H25.10.24 草（除草で発生した） kg 96 960

太間地区 H25.10.30 草（除草で発生した） kg 119 1,190太間地区 H25.10.30 草（除草で発生した） kg 119 1,190太間地区 H25.10.30 草（除草で発生した） kg 119 1,190

太間地区 H25.11.14 草（除草で発生した） kg 198 1,980太間地区 H25.11.14 草（除草で発生した） kg 198 1,980太間地区 H25.11.14 草（除草で発生した） kg 198 1,980

全17地区 H25.11.22 草（除草で発生した） kg 2,438 24,380全17地区
（海老江地区他）

H25.11.22 草（除草で発生した） kg 2,438 24,380
（海老江地区他）

太間地区 H25.12.9 草（除草で発生した） kg 237 2,370太間地区 H25.12.9 草（除草で発生した） kg 237 2,370

大塚地区 H25.12.9 草（除草で発生した） kg 119 1,190大塚地区 H25.12.9 草（除草で発生した） kg 119 1,190

枚方地区 H25.12.11 草（除草で発生した） kg 96 960枚方地区 H25.12.11 草（除草で発生した） kg 96 960

大塚地区 H26.3.14 草（除草で発生した） kg 271 2,710大塚地区 H26.3.14 草（除草で発生した） kg 271 2,710

太間地区 H26.3.17 草（除草で発生した） kg 218 2,180太間地区 H26.3.17 草（除草で発生した） kg 218 2,180

枚方地区 H26.3.19 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H26.3.19 草（除草で発生した） kg 48 480

長柄地区 H26.3.24 草（除草で発生した） kg 79 790長柄地区 H26.3.24 草（除草で発生した） kg 79 790
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【平成26年度】【平成26年度】

金額地区 月日 内容 単位 数量 金額
（税抜き：円）

摘要地区 月日 内容 単位 数量
（税抜き：円）

摘要

枚方地区 H26.6.16 草（除草で発生した） kg 98 980枚方地区 H26.6.16 草（除草で発生した） kg 98 980

太間地区 H26.6.24 草（除草で発生した） kg 435 4,350太間地区 H26.6.24 草（除草で発生した） kg 435 4,350

長柄地区 H26.6.26 草（除草で発生した） kg 113 1,130長柄地区 H26.6.26 草（除草で発生した） kg 113 1,130

大塚地区 H26.6.27 草（除草で発生した） kg 354 3,540大塚地区 H26.6.27 草（除草で発生した） kg 354 3,540大塚地区 H26.6.27 草（除草で発生した） kg 354 3,540

佐太西地区、枚 H26.7.11 草（除草で発生した） kg 398 3,980佐太西地区、枚
方地区

H26.7.11 草（除草で発生した） kg 398 3,980
方地区

H26.7.11 草（除草で発生した） kg 398 3,980

大塚地区 H26.8.29 草（除草で発生した） kg 247 2,470大塚地区 H26.8.29 草（除草で発生した） kg 247 2,470大塚地区 H26.8.29 草（除草で発生した） kg 247 2,470

太間地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 435 4,350太間地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 435 4,350

枚方地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 67 670枚方地区 H26.9.3 草（除草で発生した） kg 67 670

長柄地区 H26.9.5 草（除草で発生した） kg 79 790長柄地区 H26.9.5 草（除草で発生した） kg 79 790

仁和寺野草地 H26.10.10 草（除草で発生した） kg 339 3,390仁和寺野草地
区、鳥飼上地区

H26.10.10 草（除草で発生した） kg 339 3,390
区、鳥飼上地区

太間地区 H26.11.5 草（除草で発生した） kg 198 1,980太間地区 H26.11.5 草（除草で発生した） kg 198 1,980

鳥飼上地区、大 H26.7.18 草（除草で発生した） kg 353 3,530鳥飼上地区、大
塚地区

H26.7.18 草（除草で発生した） kg 353 3,530
塚地区

太間地区 H26.12.11 草（除草で発生した） kg 198 1,980太間地区 H26.12.11 草（除草で発生した） kg 198 1,980

枚方地区 H26.12.16 草（除草で発生した） kg 68 680枚方地区 H26.12.16 草（除草で発生した） kg 68 680

長柄地区 H26.12.25 草（除草で発生した） kg 30 300長柄地区 H26.12.25 草（除草で発生した） kg 30 300

枚方地区 H27.3.19 草（除草で発生した） kg 48 480枚方地区 H27.3.19 草（除草で発生した） kg 48 480

※平成24年度の数量・金額は、措置請求資料などを参考に算出したもの。※平成24年度の数量・金額は、措置請求資料などを参考に算出したもの。
※平成25年度、平成26年度の数量・金額は、植物管理課で設定したもの。※平成25年度、平成26年度の数量・金額は、植物管理課で設定したもの。
　　↳ 実際に排出した量・経費ではありません。
※平成25年度、平成26年度の数量・金額は、植物管理課で設定したもの。
　　↳ 実際に排出した量・経費ではありません。
　　（実際に排出した量がわかる地区もあれば、わからない地区もあります。）
　　↳ 実際に排出した量・経費ではありません。
　　（実際に排出した量がわかる地区もあれば、わからない地区もあります。）　　（実際に排出した量がわかる地区もあれば、わからない地区もあります。）
※この廃棄物は、各地区で発生した一般廃棄物を計上しております。※この廃棄物は、各地区で発生した一般廃棄物を計上しております。
※剪定枝は、産業廃棄物の「木くず」に分類されます。（園芸サービス業として行えば一般廃棄物にな※剪定枝は、産業廃棄物の「木くず」に分類されます。（園芸サービス業として行えば一般廃棄物にな
ります。）ります。）
※平成27年3月末日現在。※平成27年3月末日現在。
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農薬散布（位置、数量、時期、頻度等） 

 

【 平成 24年度 】 

作業日 種 別 
作業 
回数 

施工数量 施工箇所等 
摘要 

（薬剤名等） 

H24.10.5 高木薬剤散布 1 回 
高木 250 本 

（ソメイヨシノ他） 
背割堤地区 

スミチオン乳剤 
（1,000 倍液） 

H24.11.12 スズメバチ駆除 1 回 1 箇所 佐太西地区 
スミバイン乳剤 

（500 倍液） 

 

 

【 平成 25年度 】 

作業日 種 別 
作業 
回数 

施工数量 施工箇所等 
摘要 

（薬剤名等） 

H25.6.4 高木薬剤散布 1 回 
高木 32 本 

（ウメ、コブシ） 
鳥飼サービスセンター 

スミチオン乳剤 
（1,000 倍液） 

H25.6.19 スズメバチ駆除 1 回 1 箇所 背割堤地区 
スミバイン乳剤 

（500 倍液） 

 

 

【 平成 26年度 】 

作業日 種 別 
作業 
回数 

施工数量 施工箇所等 
摘要 

（薬剤名等） 

H26.7.28 高中木薬剤散布 1 回 
高木 68 本 

（ケヤキ、エノキ、サルスベ
リ、カシ類、ツバキ類 他） 

鳥飼上地区 
太間サービスセンター 
鳥飼サービスセンター 

スミチオン乳剤 
（1,000 倍液） 

H26.9.16 高木薬剤散布 1 回 
高木 135 本 

（ソメイヨシノ） 
背割堤地区 

トレボン乳剤 
（4,000 倍液） 

H26.9.20 低木薬剤散布 1 回 
低木 5.6 ㎡ 

（カンツバキ） 
西中島地区 

スミチオン乳剤 
（1,000 倍液） 
※上面面積 
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公衆電話 

【平成 24・25・26 年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[太間サービスセンター] 

設置場所 国設置 管理センター設置 

正面玄関前  1 

計  1 
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業務評定 

【概要】 

公園名 淀川河川公園 

所在地 大阪府、京都府 

事業者 ○○○○ 

履行期間 自；平成○○年○○月○○日  至；平成○○年○○月○○日 

評価対象 平成○○年度 

 

【目標達成状況】 

設定した目標指標と目標値 達成状況 備考 

①入園者数 年間○○万人  

 

 

②満足度 ○○％  

 

 

③○○ ○○  

 

 

 

【運行状況】 

評価内容 

 

 

 

評価ランク 

 

優 ・ 良 ・ 可 

 

特
記
事
項 

特に評価 

すべき 

事項 

 

改善が 

望まれる 

事項 

 

今後の 

課題等 

 

備 考 
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＜
参

考
資

料
＞

計
画

数
量

総
括

表

別
紙

３
９

業
 
務
 
名
：
H
2
8
-
3
1
淀
川
河
川
公
園
運
営
維
持
管
理
業
務
 

履
行
場
所
：
淀
川
河
川
公
園

契
約
期
間
：
契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
平
成
3
2
年
1
月
3
1
日
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川
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園
運
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持
管

理
業

務
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格
単

位
運

営
管

理

式
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1
利

用
サ

ー
ビ

ス
等

式
1

1
利

用
サ

ー
ビ

ス
等

追
加

業
務

式
1

1
利

用
者

サ
ー

ビ
ス

補
助

－
1

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

（
守

口
）

追
加

業
務

日
1
6
9

3
6
5

利
用

者
サ

ー
ビ

ス
補

助
－

2
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
追

加
業

務
（
鳥

飼
、

太
間

、
庭

窪
）

日
1
6
7

3
5
9

利
用

者
サ

ー
ビ

ス
補

助
－

3
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
追

加
業

務
（
背

割
堤

）
日

1
6
7

3
5
9

業
務

名 区
分

・
工

種
・
種

別
・
細

別

計
画

数
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総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

日
1
6
7

3
5
9

園
内

巡
視

追
加

業
務

式
1

現
場

巡
視

－
1

管
理

所
追

加
業

務
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背

割
堤

管
理

所
を

除
く

管
理

所
）

日
3
6
5

現
場

巡
視

－
2

管
理

所
追

加
業

務
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背

割
堤

管
理

所
）

日
3
5
9

現
場

巡
視

－
3

管
理

所
追

加
業

務
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土

日
祝

の
み

の
管

理
所

）
日

1
1
8

巡
視

補
助

追
加

業
務

式
1

-
 1

 -
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工
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燃
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8
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種
・
種

別
・
細

別

計
画

数
量

総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

園
路

広
場

維
持

修
繕

等
追

加
業

務

式
1

遊
具

維
持

修
繕

等
そ

の
他

維
持

修
繕

等
追

加
業

務

式
1

遊
具

維
持

修
繕

等
追

加
業

務

式
1

遊
具

維
持

修
繕

等
追

加
業

務

式
1

そ
の

他
維

持
修

繕
等

追
加

業
務

式
1

そ
の

他
維

持
修

繕
等

追
加

業
務

式
1

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

電
気

設
備

維
持

修
繕

追
加

業
務

式
1

電
気

設
備

維
持

修
繕

追
加

業
務

式
1

電
気

設
備

維
持

修
繕

追
加

業
務

式
1

-
 7

 -
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・
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別
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画

数
量

総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

給
排

水
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

給
排

水
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

給
排

水
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

そ
の

他
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

そ
の

他
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

そ
の

他
設

備
維

持
修

繕
工

追
加

業
務

式
1

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

-
 8

 -
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務
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分
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種
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・
細

別

計
画

数
量

総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

諸
資

材
購

入
追

加
業

務

式
1

園
内

清
掃

、
公

園
内

建
物

清
掃

追
加

業
務

式
1

清
掃

追
加

業
務

式
1

建
物

清
掃

－
1

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

建
物

日
常

清
掃

追
加

業
務

（
守

口
）

日
3
6
5

建
物

清
掃

－
2

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

建
物

日
常

清
掃

追
加

業
務

（
鳥

飼
、

太
間

、
庭

窪
）

日
3
5
9

建
物

清
掃

－
3

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

建
物

日
常

清
掃

追
加

業
務

（
背

割
堤

）
日

3
5
9

日
3
5
9

ゴ
ミ
収

集
追

加
業

務

式
1

消
耗

品
購

入
追

加
業

務

式
1

工
作

物
清

掃
（
定

期
清

掃
）

追
加

業
務

式
1

移
動

式
ト
イ

レ
汲

み
取

り
追

加
業

務

式
1

仮
設

ト
イ

レ
設

置
追

加
業

務

式
1

-
 9

 -
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位

業
務

名 区
分

・
工

種
・
種

別
・
細

別

計
画

数
量

総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

臨
時

清
掃

追
加

業
務

式
1

植
物

管
理

式
1

1
中

低
木

管
理

追
加

業
務

式
1

中
低

木
剪

定
工

追
加

業
務

式
1

中
低

木
剪

定
寄

植
　

機
械

剪
定

追
加

業
務

m
2

9
,9

9
0

高
木

管
理

追
加

業
務

式
1

式
1

高
木

剪
定

工
追

加
業

務

式
1

高
木

剪
定

枯
れ

枝
お

ろ
し

追
加

業
務

本
7
9

高
木

病
虫

害
防

除
工

追
加

業
務

式
1

薬
剤

散
布

動
力

薬
剤

散
布

追
加

業
務

本
3
7
5

草
花

管
理

式
1

1

-
 1

0
 -
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工
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種

別
・
細

別

計
画

数
量

総
括

表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

草
花

耕
転

工

式
1

1
草

花
耕

転
地

拵
え

m
2

3
,6

8
0

3
,6

8
0

草
花

植
栽

工

式
1

1
草

花
植

栽
-
1

草
花

播
種

m
2

3
,0

4
0

3
,0

4
0

草
花

植
栽

-
2

花
壇

苗
植

付

m
2

6
4
0

6
4
0

草
花

除
草

工

式
1

1
式

1
1

草
花

除
草

人
力

除
草

m
2

3
,6

8
0

3
,6

8
0

草
花

資
材

購
入

式
1

1
諸

資
材

購
入

式
1

1
直

接
業

務
費

式
1

1
一

般
管

理
費

等

式
1

1

-
 1

1
 -
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・
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表

当
初

契
約

数
量

計
画

数
量

数
量

増
減

業
務

価
格

式
1

1
消

費
税

相
当

額

式
1

1
業

務
委

託
料

式
1

1

-
 1
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 -
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（提出様式１－１） 
 

競争参加資格確認申請書 
 

 

平成  年  月  日 
 

 

 支出負担行為担当官 

 近 畿 地 方 整 備 局 長 殿 
  
 

                     住      所 
                             商号又は名称 
                                     代 表 者 氏 名                     印 
                               （担  当  者） 
                                所属部署 
                       氏    名 
                                      電話番号 
                                 FAX番号  

                                E-mail 
 

                                （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                             住     所 共同体事務所の所在地 
                           商号又は名称 H28-31淀川河川公園 

運営維持管理業務◇◇・○○共同体 
                                  代表者氏名                  印 
                    
 

 
 
 
 
 
  平成２７年●月●日付けで入札公告のありました「H28-31淀川河川公園運営維持管理業
務」に係わる競争に参加する資格について、関係書類を添えて申請します。 
 
 なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 
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（提出様式１－２） 
○企業の業務実績 

 

担当する分担業務：○○業務 

 

会社名：○○○○(株) 

 

業務名 

 

発注者 

 

受注形態 

 

業務概要 

 

履行期間 
○○○○○○○○○業務  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・単独  
 ・共同企業体 
(・代表者・代表者

以外) 
 
 
 
 
 
 
 

公園種別、○○施設（園地管理面
積約○㎡）、展示面積、業務内容
等を記載。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
内容種別 1) 2) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
内容種別 1) 2) 

企業の延べ業務年数 ○ヶ月 

 
１級造園施工管理技士保有者数（植物管理業務のみ記入） 
 
              平成  年  月  日時点 ○名 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付す

る。図面等で植栽地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添

付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等の写しを提出する。 

注４:複数の業務を記載する場合は行を追加して記入する。 

注５:記載する業務件数による評価は行わない。 

注６:内容種別欄は実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の１)～２)のい

ずれか該当するものを選び○を記入する。 

注７：実施要項３．２．の「表７ 企業の業務実績等に関する要件」の注意事項に沿って記載す

る。 

注８：参加する法人の会社概要がわかる公表資料（会社紹介パンフレット、ＨＰ等）を別途提出

する。 
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（提出様式１－３） 
○業務責任者の業務実績 

 
担当する分担業務： ○○業務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふりがな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○○会社・○○部・○○部長 

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・１級造園施工管理技士 （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外) 
 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５：企画書の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業務

経験証明書（様式１－８）を添付する。 

注６:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の1)～4)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注７:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

柱８：実施 要項３．３．に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない。配置した場合には、

特定しない。ただし、実施要項に定める範囲において兼務は可能とする。 
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（提出様式１－４）守秘性に関する要件 

 

○守秘義務に関し、下記の処置が講じられているか記載する。 

 

イ． 社内規則等（守秘義務に関する規程及びその罰則規定が明示されているものに限る）制定に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ロ．守秘義務に関する研修、講習等の定期的な実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１： 守秘義務に関する規程及びその罰則規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付

することとし、該当部分に下線を引くこと。 

共同体の場合は、各構成員それぞれの提出様式１－４を作成し、かつ各構成員それぞれの

守秘義務に関する規程及びその罰則を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付するこ

ととし、該当部分に下線を引くこと。 
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5

 （
提
出
様
式
１
－
５
－
１
）
業
務
実
施
体
制
 

  
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
 

 
 

実
施
要
項
3
.
3
.
に
定
め

る
業
務
責
任
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容
 

 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に
対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 
 

常
勤
 

 

非
常
勤
 

 

委
託
 

 

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

総
括
責
任
者
 

 
  
○
 
  
 
－
   
 
－  

 

  
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
代
表
企
業
 
 

 
○
○
会
社
 

 
 
近
畿
 
太
郎
 

８
 
８
 
８
 
８
 
８
 
０
 
０
 
4
0 

企
画
運
営
管
理
 

 
業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設
・
設
備
維
持
 

管
理
業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
植
物
管
理
 

 
業
務
責
任
者
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

収
益
施
設
等
運
営
 

 
業
務
責
任
者
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
※
 
組織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式
）
。
 

※
 
総
括
責
任
者
お
よ
び
業
務
責
任
者
が
資
格
要
件
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
特
定
し
な
い
。
 

 
※
 
備
考
欄
に
は
、
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
共
同
体
の
場
合
は
、
各
構
成
員
の
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
 

※
 
実
施
要
項
 
３
．
３
．
に
定
め
る
業
務
を
分
割
し
複
数
の
業
務
責
任
者
を
配
置
で
き
な
い
。
配
置
し
た
場
合
に
は
、
特
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
要
項
に
定
め
る
範
囲
に
お
い
て
兼
務
は
可

能
と
す
る
。
 

※
 
[
実
施
要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
]
を
配
置
す
る
場
合
に
は
、
別
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

  ※
 
総
括
責
任
者
及
び
総
括
責
任
者
以
外
の
業
務
責
任
者
は
、
原
則
、
実
施
期
間
中
専
任
（
注
）
と
す
る
。
な
お
、
病
気
・
死
亡
等
の
事
情
に
よ
り
や
む
を
得
ず
総
括
責
任
者
又
は
総
括
責
任
者
以

外
の
業
務
責
任
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
上
記
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
、
か
つ
、
当
初
の
者
と
同
等
以
上
の
者
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
：
専
任
と
は
、
他
の
工
事
及
び
業
務
等
に
係
る
職
務
を
兼
務
せ
ず
、
常
時
継
続
的
に
当
該
業
務
に
係
る
職
務
に
の
み
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
契
約
の
締
結
後
、
業
務
開
始

す
る
ま
で
の
期
間
（
準
備
期
間
）
は
専
任
を
要
し
な
い
。
）
 

※
 
当
初
契
約
に
基
づ
く
数
量
で
は
な
く
、
追
加
業
務
も
含
め
た
計
画
数
量
に
対
し
て
記
載
す
る
こ
と
。  
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（
別
紙
）
 

 
 
[
実
施
要
項
以
外
で
提
案
す
る
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
]
 

 
 

業
務
責
任
者
の
下
に
配

置
し
、
責
任
者
を
補
佐

す
る
者
 

 
具
体
的
な
業
務
内
容
 

 

雇
用
形
態
 

資
格
、
能
力
、
実
務
経
験
年
数
等

（
業
務
内
容
に
対
す
る
適
切
性
に

つ
い
て
記
載
）
 

１
週
間
の
予
定
勤
務
時
間
 

 
備
考
 
 

常
勤
 

 

非
常
勤
 

 

委
託
 

 

 
そ
の
他
（
具

体
的
に
）
 

△
△
業
務
責
任
者
の
下
 
 

  
○
 
  
 
－
   
 
－  

 

  
 

月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

○
○
係
長
 

８
 
８
 
８
 
８
 
８
 
０
 
０
 
4
0 

□
□
業
務
責
任
者
の
下
 
 

 
 

 
 

 
月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

○
○
リ
ー
ダ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
 
火
 
水
 
木
 
金
 
土
 
日
 
計
 
○
○
会
社
 

 
 
○
○
 
○
○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ※
 
[
実施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
の
下
に
配
置
す
る
の
か
責
任
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
 

※
 
[
実
施
要
項
で
定
め
る
業
務
責
任
者
]
と
併
せ
た
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
を
添
付
す
る
（
任
意
様
式
）
。
 
 

 
※
 
災
害
、
繁
忙
期
等
の
緊
急
時
を
含
み
、
現
地
を
支
援
す
る
本
社
等
の
体
制
（
責
任
体
制
、
現
地
体
制
）
を
記
載
す
る
。
 

※
 
配
置
予
定
人
員
の
枠
が
足
り
な
け
れ
ば
、
追
加
し
て
記
入
す
る
。
 

※
 
備
考
欄
に
は
、
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
共
同
体
の
場
合
は
、
各
構
成
員
の
所
属
企
業
名
お
よ
び
配
置
予
定
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
。
（
氏
名
が
未
確
定
の
場

合
は
、
氏
名
に
つ
い
て
、
記
載
し
な
く
て
も
よ
い
）
 

※
 
業
務
責
任
者
の
下
に
配
置
し
、
業
務
責
任
者
を
補
佐
す
る
者
を
変
更
す
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
精
通
し
た
者
を
配
置
す
る
も
の
と
し
、
予
め
近
畿
地
方
整
備
局
の
承
諾
を
得
る
も
の
と
す
る
。
 

※
 
当
初
契
約
に
基
づ
く
数
量
で
は
な
く
、
追
加
業
務
も
含
め
た
計
画
数
量
に
対
し
て
記
載
す
る
こ
と
。  
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業
務
実
施
体
制
 
組
織
図
（
業
務
実
施
の
た
め
の
管
理
機
構
）
 
（
作
成
例
）
 

                                ※
 
当
初
契
約
に
基
づ
く
数
量
で
は
な
く
、
追
加
業
務
も
含
め
た
計
画
数
量
に
対
し
て
記
載
す
る
こ
と
。  

 

総
括
責
任
者
 
○
○
 
○
○

企
画
運
営
管
理
業
務
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇

施
設
・
設
備
維
持
管
理
業
務
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇  

植
 物
管
理
業
務
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇

収
益
施
設
等
運
営
業
務
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇

○
○
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇

○
○
責
任
者
 
◇
◇
 
◇
◇

企
画
部
 
◇
◇
 
◇
◇

経
理
部
 
◇
◇
 
◇
◇

○
○

公
園

管
理

セ
ン

タ
ー

○
○

会
社

 
本

社

協
力

会
社

○
○
部
 
◇
◇
 
◇
◇  

下
請

会
社

再
委

託
 

○
○

○
 

◇
◇
 
◇
◇

◇
◇
 
◇
◇

◇
◇
 
◇
◇
 

◇
◇
 
◇
◇

◇
◇
 
◇
◇

－別紙372－



8 

（提出様式１－５－２）業務実施体制における提案 

 

・迅速かつ円滑な意志決定及び臨機の対応等の体制に関し、緊急時等におい

ても混乱なく対応できる水準を超えた優れた提案を記述。 

 

 ※上記について、組織面、費用面の対応等を付帯的に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版１枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※白黒片面印刷で提出すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式１－５－３） 
○申請した総括責任者以外で同一企業に在籍する総括責任者（代替総括責任者）の業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ふりがな

氏 名   
 
生年月日   年  月  日 

会社名・所属・役職 

○○会社・○○部・○○部長 

保有資格（植物管理業務責任者は、１級造園施工管理技士を必ず記入すること） 

  ・技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

         （登録番号：       ）    （取得年月日：  年  月  日） 

業務名 発注者 受注形態 業務概要 期間 

総括責任

者の経験

期間 

業務責

任者の

経験期

間 

業務経

験の期

間 

○○○○○○○○○
業務 

 ○○ 

・単独 
・共同企業体 

(・代表者・代
表者以外) 
 

公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 
 

平成○年○月 
～ 

平成○年○月 
 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

 
○○○○○○○○○

業務 
 

 

 
○○ 

 

 
・単独 

・共同企業体 
(・代表者・代
表者以外) 

 
公園種別、○○

施設（園地管理

面積約○㎡）、

展示面積、業務

内容等を記載。 

 
平成○年○月 

～ 
平成○年○月 

 

 
平成○年

○月 
～ 

平成○年
○月 

平成○年
○月 
～ 

平成○年
○月 

○月 
～ 

平成○年
○月 

内容種別 1) 2) 

3) 4) 5) 

総括責任者の延べ経験年数 
○年○

ヶ月 

業務責任者の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 
 

業務経験 の延べ経験年数 
○年○ヶ

月 

注１：業務概要欄には業務の具体的内容が分かるよう記述する。 

注２：面積、植栽地の存在が分かる資料（施工図面、空中写真、地形図等）を添付すること。図面等で植栽

地の存在が証明できない場合は、図面等と照合できる現地写真を添付する。 

注３:実績として記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を提出する。 

注４:経験年数が複数件にまたがる場合は行を追加して記入する。 

注５:内容種別欄は実施要項３．３． 「表８ 配置予定者の業務実績等に関する要件」の１)～5)のいずれか

該当するものを選び○を記入する。 

注６:実施要項３．３．配置予定者の業務実績等に関する要件の実施体制に沿って記載する。 

注７：申請書類の提出時に雇用関係が無い場合は、業務開始時までに雇用される念書（任意様式）及び業

務経験証明書（様式１－８）を添付する。 
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（提出様式１－６）実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※A4版２枚以内にまとめる(図表含む。)。 

※文字寸法は10.5ﾎﾟｲﾝﾄ以上。 

※別紙年間業務計画を添付する。それ以外の添付資料は認めない。 

※白黒片面印刷で提出すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（
別
紙
）
 

年
間
業
務
計
画
（
作
成
例
）
 

 工
 
種
 

 種
別
 

 
実
施
頻
度
 
４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

１
月
 

２
月
 

３
月
 

植
物
管
理
 

芝
生
管
理
 

●
回
／
年
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

低
木
管
理
 

●
回
／
年
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

高
木
管
理
 

●
回
／
年
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

草
花
管
理
 

●
回
／
年
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
●
●
●
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（提出様式１－７）再委託又は、下請負の予定（協力企業の名称等） 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

企 業 名      

 

 

 

代表者名 

 

 

 

所 在 地      

 

 

 

再 委 託 す      

る理由及び      

具体的内容      

 

 

 

 

 

 

 

分担業務内容      

 

 

 

 

注１：再委託又は、下請負（予定含む）がある場合に記入する。 

 

注２：原則として、小規模な業務※を除き、記載された以外の業務を再委託又は下請負する場合には、金

額および必要性等について協議が必要となる。 

※ 小規模な業務とは、基本的に契約金額が100万円未満の業務等 

 

注３：再委託又は、下請負の枠が足りなければ、追加して記入すること。 
 
注４：組織図（業務実施のための管理機構）に記入すること。 
 
 
注５：当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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念書（例） （申請書類提出時に当該法人と雇用関係が無い場合） 
 
 
 
 
 支出負担行為担当官 
 近畿地方整備局長 様 
 
 
 

念書（例） 
 
 
 
 
  株式会社○○○○と近畿太郎は、現在雇用関係に無いが、下記の場合において
雇用契約を締結するものとする。 
 
 
 
 
 

記 
 
 
 国土交通省近畿地方整備局で、平成２７年●月●日付けで入札公告のあった「H28-31
淀川河川公園運営維持管理業務」と契約締結した場合。 
 
 
 
 
 

平成２７年○月○日 
 
 
 
 
 
 
 
              住所 
              電話番号 
              会社名 株式会社○○○○ 
              代表者 代表取締役社長△△ △△ 印 
 
 
              住所  
 
              氏名   近畿 太郎 印 
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（提出様式１－８）業務経験証明書 

 

 
ふりがな

氏名 
 

 

 近畿 太郎           

（   年  月  日生） 

 

会社名 

 

 

 

 □□□□株式会社 

 

 

 

業務実績 

 

 

    

 ○○業務の○○責任者として従事。 

 

 

 

 

従事期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

年    月    日 

～ 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の通りであることを証明します。 

                         平成２７年○月○日 

 

 

                    住 所 
 

                    電話番号 
                    会社名  □□□□株式会社 
 

                    代表者  役職名  氏名  印 
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（提出様式１－９－１） 

 
平成  年  月  日 

 

収益施設運営実績書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申請者）社 名 

                       代表者                  印 

                       所在地 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記収益施設等について運営実績書を提出します。 

  

 

記 

（記入例） 

  

淀川河川公園 

収益施設名 

収益施設運営実績（※１） 収益施設運営予定（※２） 

   企業としての

実績 

 

配置予定者

としての実

績 

申請者（共

同体構成員

を含む） 

 申請者以外

の者（再委託

・下請け等） 

１ 運動施設  

 

  ○ 

（(株)○○） 

２ 自動販売機 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 

 

３ 公衆電話 ○ 

（(株)○○） 

 ○ 

（(株)○

○） 
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（提出様式１－９－１）の注意事項 

 

※１ 収益施設運営実績について、実施要項３．２．企業の業務実績に関する要件、及び３．３．

配置予定者の業務実績に関する要件の｢⑤収益施設等運営業務｣で申請している収益施設に｢◎｣

を記入し、その他実績を有する収益実績は｢○｣を記入する（共同体の場合は、代表企業又は構

成員の実績でも可。その場合｢◎｣、｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○

（(株)○○）｣、｢◎（○○太郎）｣） 

又、｢◎｣、｢○｣を記入した施設の全ての施設について（提出様式１－９－３）に記入するこ

と。 

※２ 収益施設運営予定について、淀川河川公園において、申請者または申請者以外の者で行う

のかいずれかに｢○｣を記入する。なお、収益施設運営実績の申請者と収益施設運営予定の申請

者が必ずしも同一箇所でなくてもよい。（共同体の場合は、代表企業又は構成員の実績でも可。

その場合｢○｣のあとに実績のある者を具体的に記入する。（例｢○（(株)○○）｣、｢○（○○

太郎）｣）。申請者以外の者が未定の場合は、｢○｣のあとに｢未定｣と記載すること。（例｢○

（未定）｣） 

又、申請者以外の者によって実施し、予定している企業等がある場合は、（提出様式１－

７）に記載すること。 

※３ 「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務」に入札参加しようとする者は、公園施設と連携

して収益施設を運営することから、淀川河川公園収益施設等管理運営規定書（以下、「規定

書」という。）の事項を確認の上、収益施設運営実績書を提出しなければならない。 

また、「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務」の受託者は、収益施設について都市公園法

第５条の申請を行い、許可を受け所定の使用料を国へ支払なければならない。 

※４ 共同体として参加する者が提出する場合は、H28-31淀川河川公園運営維持管理業務につい

て、代表企業を申請者とする。 
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（提出様式１－９－２） 

 

会社の概要 
 

（１）以下について記入するものとする。 

  ①社名         （               ） 

②業種（主・副）    （       ・       ） 

  ③設立         （         年   月 ） 

  ④資本金        （             円 ） 

  ⑤従業員数       （             人 ） 

  ⑥株式         （   上場  ・  非上場  ） 

  ⑦株主数        （             人 ） 

  ⑧営業範囲       （大阪府・近畿地方・全国  ） 

  ⑨年商         （             円 ） 

 

（２）下記の最新資料を添付するものとする。 

  ①会社概要書等 

  ②登記簿謄本 

  ③財務諸表（過去3ケ年分） 

 

 ※ 提出様式１－９－１で記載している全ての収益施設の施設等運営者について記載すること。

（収益施設運営実績、収益施設運営予定を含む） 

 ※ 財務諸表については、決算報告に使用された「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」

「利益の処分又は損失の処理に関する議案」等（過去３ケ年分）を提出するものとする。 

※ 申請者以外の者については、上記（２）②、③は提出しなくてもよい。ただし、落札者決定さ

れた場合は、業務計画書提出時までに提出するものとする。 

※ 申請者以外の者が未定の場合は、上記（１）①社名に｢未定｣と記載すること。ただし、落札者

決定された場合は、本様式と上記（２）①～③を業務計画書提出時までに提出するものとする。 
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（提出様式１－９－３） 

 

○○施設運営実績 

 項  目 内        容 

・施設名 

・所在地 

・開設年 

（記入例） 

・○○○○  ○○店 

・大阪府○○市○○１－２－３ 

・平成○年○月 

 

 

・業態 

・取扱品目 

・主な客層 

（記入例） 

・フルサービス和食レストラン 

・郷土料理 
・家族連れ、観光客 

 

 

 

・構造 

・規模 

（記入例） 

・構  造  RC構造 

・延床面積  401.88㎡ 

・客席面積  300㎡ 

・席  数  100席 

・厨房面積  50㎡ 

・駐 車 場      平面駐車場 普通車20台 

 

 

 

 

・売上高 

記入例） 

・120,000千円／年（過去３ヶ年の平均） 

 

 

 

・従業員数 

（記入例） 

・社員３人、補員５人 

 

 

 ※ 提出様式１－９－１の収益施設運営実績の◎及び○と記載した箇所についてそれぞれ１件以上

記載すること。企業及び配置予定者の業務実績が同じ収益施設で異なる施設（別の施設）の場合

は、それぞれ記載すること。 又、施設等により物理的条件より記載が難しい場合であっても実

施している概要がわかる内容を記載すること。 

 ※ 売上高は、過去３ヶ年の平均とし、実績がないものは、過去２年又は１年でもよい。又１年に

満たない場合は、予定金額でもよい。 

※ 実績を証明する登記簿又は契約書等の写しと、自由様式で施設概要がわかる資料又は写真等を

２～３枚添付すること。 

なお、自由様式は、Ａ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 
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（提出様式１－１０） 
（第１面） 

 

  近畿地方整備局長 

   ○○ ○○  殿 

 

平成  年  月  日 

住 所        

商 号 又 は 名 称 

氏 名    印 

（法人にあっては、代表者氏名） 

                                                                                 

                     法定代理人 
○印  

氏  名 
 

誓 約 書 
 

平成27年●月●日付けで公告のありました「H28-31淀川河川公園運営維持管理業務」の入札に参加

するにあたり、下記のとおり誓約します。 

 

記 

 

１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」とい

う。）第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。 

２．再委託等を行わせる場合、暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 

３．法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 

４．予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号) 第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ

と。 

５．他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準のいずれかに該当

する関係がないこと。 

１)資本関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①会社と子会社の関係にある場合 

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

２)人的関係 

 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし②については、会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

６．淀川河川事務所が平成23年度に実施した「淀川河川公園運営維持管理方針等策定業務」、平成26

年度に実施した「淀川河川公園西中島地区他実施設計業務」、平成25年度に実施した「淀川河川公

園利用者満足度調査業務」、平成25・26年度に実施した「淀川河川公園地域協議会運営支援業務」、

平成27年実施予定の「淀川河川公園利用実態調査」に参加している者及び当該業務の監理技術・担

当技術者の出向・派遣元並びにこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

７．申請書類の内容については事実と相違ないこと。 

 

上記誓約に相違があった場合は、入札参加の取消し、契約解除等の措置又は処分も甘受し、一切

 の意義を申し立てないことを併せて誓約します。 

 

                                          以上 
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（提出様式１－１０） 
（第２面） 

公共サービスの内容 H28-31淀川河川公園運営維持管理業務 

 
公共サービス実施民間事業者 ○○株式会社 住所又は所在地 ○○県○○市○○町１丁目○番○号 

親会社等（法人） ○△株式会社 

主要株主等（法人） □□株式会社、△△株式会社 

公共サービス実施民間事業者の「役員」「法定代理人」「主要株主等（個人）」 

及び「相談役、顧問等役員と同等以上の支配力を有する者 

上記事業との関係 氏
フ リ

  名
ガ ナ

 生年月日 性別 住   所 

例 役員 公共
コウキョウ

 太郎
タ ロ ウ

 昭和38年7月4日 男 ○○府○○区○○町○番地○ 

例 主要株主 

（個人） 
    

例 親会社の役員     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※１ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して下さい。 

※２ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 
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（提出様式１－１０） 
（第３面） 

記載が必要な事項一覧表 

 

 記載対象（※１） 記載必要事項 

落

札

予

定

事

業

者 

個

人

の

場

合 

① 落札予定事業者 ・氏名、生年月日、性別、住所 
・商号又は屋号 
 

② ①の法定代理人（※２） ・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

法

人

の

場

合 

③ 落札予定事業者 
 

・商号又は屋号 
・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所、役職名 
 
 

⑤ ④の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑦ ③の主要株主等（法人） 
 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支配

力を有する者 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人） 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑩ ⑨の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑪ ③の親会社等（法人） 
 
 

・商号又は屋号 
 
 

⑫ ⑪の役員 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑬ ⑫の法定代理人 
 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支配

力を有する者 
 

・氏名、生年月日、性別、住所 
 
 

※１ 「記載対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者

の法定代理人をいう。 
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氏名カナ（半角） 氏名漢字（漢字） 元号（半角） 年 月 日 性別
ｺｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 公共　太郎 S 38 7 14 M 

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。 

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者と「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施

行令」第３条第１項各号。のいずれかに該当する関係（特定支配関係）を有する者のみをいい、同条第２項に規

定する者は含まないものとする。 

※５ 必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 

※６ 「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者を

いう。 

※７ 「理事」、「監事」とは、財団法人及び社団法人等におけるものである。 

※８ 「取締役」、「執行役」、「業務を執行する社員」、「監査役」とは、会社法の株式会社、持分会社

等におけるものである。 

※９ 前記※６の「これらに準ずる者」とは、法人格を有する他団体における役員で、理事、取締役、執行

役、業務を執行する社員、監事、監査役と名称は異なるが、これらに準ずる者をいう。 
※10 電磁的記録媒体の作成要領 

電磁的記録は、氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別とし、これらをＣＳＶ 形式（ 例えば、エクセル、

アクセス等）により、電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）に以下の要領で記録する。 

① 電磁的記録媒体に記載すべき対象者は、第３面により第２面に記載された者とする。 

② 氏名カナは、半角で記録し、姓と名の間を半角で１マス空ける。 

③ 氏名漢字は、全角で記録し、姓と名の間を全角で１マス空ける。なお、常用漢字でない等の理由に

より、漢字が記録不可能な場合は、当該漢字に代えて平仮名を記録する。 

④ 生年月日のうち、年、月及び日については、半角の２ 桁で記録する。元号については、明治の場

合は「M」、大正の場合は「T」、昭和の場合は「S」、平成の場合は「H」と半角で記録する。 

⑤ 性別については、男性の場合は「M」、女性の場合は「F」と半角で記録する。 

⑥ 氏名カナ、氏名漢字、元号、年、月、日及び性別は、それぞれセル毎で区切る。 

⑦ 記載例（データ上の記載） 

昭和３８年７月１４日生まれの公共太郎（ 男性）の場合は、 
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［別添］ 
申請書類における留意事項について 

 
１．提出部数は１部とし、通しの頁数を次の例ように頁右下に記載するものとする。
（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 
 
２．提出様式１－２「企業の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
 ②単体および共同体の担当する分担業務については、「本業務全体の計画立案及
びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、「施設・設備維持管理業務」
「植物管理業務」、「収益施設等運営業務」とし、さらに細かく業務を分担す
る場合には「施設・設備維持管理業務のうち、施設管理」などの記載とし、独
自に｢総合運営管理業務（例）｣など独自の名称は作らないこと。 

③本業務全体の計画立案及びマネジメント業務の実績については、説明書１．
（２）１）で記載しているとおり、必ず「本公園の運営維持管理全般について
目標及び業務計画を策定し、多岐にわたる業務について総合的な調整を行い、
適切な進捗管理を実施」した会社とし、その内容について契約書で記載されて
いない場合は、その内容が確認できる業務の仕様書等も添付すること。 
④共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する企業
を代表企業とすること。 

 
３．提出様式１－３「総括（業務）責任者等の業務実績」 
 ①記載した業務に係る契約書の写し及び業務計画書等を必ず添付すること。 
②「本業務全体の計画立案及びマネジメント業務」、「企画運営管理業務」、
「施設・設備維持管理業務」、「植物管理業務」、「収益施設等運営業務」の
業務責任者においては、業務を分割し複数の業務責任者を配置できないものと
する。なお、複数 配置した場合には、特定しない。 

  ただし、実施要領に定めた範囲において兼務は可能とする。 
 ③共同体の場合は、本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する総括
責任者を代表企業の社員（予定を含む）とすること。また、「所属・役職」の
欄に会社名を記載すること。 

     
４．提出様式１－４「守秘性に関する要件」 
 ①守秘義務に関する規定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。
また、共同体の場合は、構成員毎に様式１－４の提出及び守秘義務に関する規
定を定めた社内の規則等（該当ページのみ）を添付すること。該当部分に下線を引
くこと。  

 
５．提出様式１－５－１「業務実施体制」 
 ①共同体の場合は、備考欄に所属企業名および職務、配置予定者の氏名を記載す
ること。 

②組織図（業務実施のための体制図）を添付すること。その際に担当する分担業
務を記載すること。 
③実施要項３．３．表８に定める業務を分割し複数の業務責任者を配置できない
ものとする。なお、複数配置した場合には、特定しない。 
④当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載する
こと。 

 
６．提出様式１－５－２「業務実施体制における提案」 
①Ａ４版片面１枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
②図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 
③当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載する
こと。 
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７．提出様式１－６「実施方針」 
①Ａ４版片面２枚以内で、文字寸法は１０．５ポイント以上とすること。 
②図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能とならない文字の大きさ９
ポイント程度までとし、判読できない場合は、図表等を評価しない場合がある。
白黒片面印刷で提出すること。 
③当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載する
こと。 

 
８．提出様式１－１０（２面）等 
落札者となるべき者（落札予定者）は、開札後速やかに様式１－１０（２面）
及び電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を提出すること。 
なお、記載内容に疑義が生じた場合等必要に応じて、住民票の写し等の確認書
類の提出を求める場合があります。 
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（提出様式２－１） 

 

企画書 

 

 

 業務の名称  H28-31淀川河川公園運営維持管理業務 

 

 履行期限   平成  年  月  日 

 

 

標記業務について、企画書を提出します。 

 

 

                                                 平成  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近畿地方整備局長 

 ○○ ○○ 殿 

 

 

              提出者）住    所 

                  電話番号 

                  会 社 名 

                  代 表 者 役職名    氏      名    印 

 

              作成者）担当部署 

                  氏  名 

                電話番号 

                  Ｆ Ａ Ｘ 

                  Ｅ－mail 

 

                           （共同企業体の場合は、以下のように記入すること。） 

                                   住 所 ：共同体事務所の所在地 

                                    電話番号：共同体事務所の電話番号 

                                        ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ番号 

                                        会社名 ：○○○○業務 

                                         △△・○○共同体 

                                        代表者 ：△△㈱ 役職名  氏名 印 

                    

 

 注）紙入札方式による場合は代表者印を押印してください。 
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（提出様式２－２―１） 

１）目標とする公園利用者数の確保に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

  

公園利用者数【数値目標】          （単位：万人） 

年目 １年目 ２年目 ３年目 

年間 

公園利用者数 
           

  

四半期毎 

公園利用者数 

１ ２ ３ ４ 計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※目標とする数値を各年度設定の上、その公園利用者数確保に向けて、実現性のある企画

提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※公園利用者は、２年目以降も四半期毎の目標値を記入すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―２） 

２）利用者満足度の確保に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

公園利用者の満足度（「満足」または「やや満足」） 

【数値目標】    （単位：％） 

年目 １年目 ２年目 ３年目 

年間 

公園利用者の

満足度 

            

  

四半期毎 

公園利用者の

満足度 

１ ２ ３ ４   

    

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 
※目標とする数値を設定の上、その満足度数の向上に向けて、実現性のある企画提案およ
び期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提
案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 
※公園利用者の満足度【数値目標】は、２年目及び３年目についても、１年目と同様、四
半期毎の目標値を記入すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―３） 

３）公園特性を活かした植物管理に関する提案  

 

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１．～５．に、本公園内の自然資源等を活用した魅力ある花修景や河川

公園ならではの風景の演出に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具

体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―４） 

４）公園特性及び資源、施設を活かした運営管理に関する提案  

 

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目の１．～５．に、本公園の河川公園ならではの魅力や機能を発揮させるた

めの維持管理方法に関して、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―５） 

５）多様な利用プログラムの提供に関する提案  

基本的な考え方・方針  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

イベント・行事等利用プログラムの種類※1・開催数、参加人数【数値目標】   

イベント・行事名 

１ 年 目 ２ 年 目 ３ 年 目 

開 催 数

(回 ) 

参 加 人数 

（ 人 ） 
  

自 然 環境・歴史 文化 に関 す る利

用 プ ログ ラム ※2 
 ○ ～ ○○   

地 域 連携 プロ グラ ム※3  ○ ～ ○○   

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

※1：イベント・行事等は、本公園の意義や役割、機能を踏まえ、また本公園の様々な資源

等を活用した内容のものとする。 

※2：自然環境・歴史文化に関する利用プログラムとは、淀川を利用しながら淀川に対する

理解を深めてもらうため、淀川とその周辺の歴史文化や自然環境などを学ぶ利用プ

ログラムで、事業者が主催又は共催するもの。体験講座や自然環境学習のほか、生

物の生息・生育環境の保全活動、清掃等の維持管理活動等を含む。 

※3：地域連携イベントとは、淀川沿川の自治体、市民団体、地域住民、民間企業等と連携

して開催する行催事で、事業者が主催又は共催するもの。自然環境・歴史文化に関

する利用プログラムのほか、マラソンなどのスポーツ大会、地域の交流・活性化を

目的としたイベント等を含む。 

※各企画提案項目には１から２までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１に、利用プログラムの開催数と参加人数の目標の実施、達成に向けて、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目２に、地域連携プログラムの開催数の目標の実施、達成に向けて、実現

性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※自主事業の自主イベントの企画提案については「（提出様式２－２－１０）自主事業に

関する提案」に記述するものとし、本様式では委託費で行う行催事（材料代等実費を公

園利用者から徴収すること等ができるものを含む）のみを記載すること。 

※「利用プログラム」と「地域連携プログラム」の内容及び実施回数は重複してはならな

い。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※利用プログラムの種類・開催数・延べ参加人数【数値目標】は、２年目及び３年目につ

いても、１年目と同様、開催数・延べ参加人数の目標値を記入すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―６） 

６）情報受発信の充実に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

マスコミ報道件数・ホームページアクセス件数【数値目標】 （単位：件）   

年目 １年目 ２年目 ３年目 

年間 

マスコミ報道

件数 

○○ ○○ ○○ 

年間 

ホームページ

アクセス件数 

○○ ○○ ○○ 

 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※マスコミ報道件数やホームページアクセス件数の目標を設定の上、それら実施、達成に

向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―７） 

７）地域との連携活動・市民との協働活動に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

１．企画提案項目：○○○と連携 

 ・具体的な企画提案：○○○と連携し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○と連携することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、周辺自治体や学校、地域住民等関係機関や関係者との連携

体制、協力体制の構築に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目３．～５．に、ボランティアやＮＰＯ団体との連携方策及びボランティア

活動の充実・継続に向けて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記

述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―８） 

８）公園利用者等の安全を確保する管理手法に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、公園利用者の安全・安心を確保する施設管理および運営管

理について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、既存地形や河川公園という本公園の特性を踏まえた上で、

ハード面、ソフト面でのユニバーサルデザイン対応について、実現性のある企画提案お

よび期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目５．に、公園スタッフに関する事故を未然に防ぐ取組について、実現性の

ある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―９） 

９）緊急時及び非常時の対応に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○について、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○をすることにより、・・・・の防止が期待されます。  

  

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※企画提案項目１．～２．に、緊急事態を想定し、実現性のある企画提案および期待され

る効果を具体的に記述する。 

※企画提案項目３．～４．に、トラブル時や緊急時に円滑に対応し、かつ被害を拡大させ

ないための体制、対策について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的

に記述する。 

※企画提案項目５．に、繁忙期において、混乱回避のための体制構築を含めた対応策につ

いて、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―１０） 

１０）自主事業に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の実施 

 ・具体的な企画提案：○○○において、・・・・○○○を実施します。 

・期待される効果：○○○を実施することにより、・・が期待されます。 

 

 

 

２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

※各企画提案項目には１から５までの通し番号を付けること。 

※公園の目的・魅力の向上の観点について、実現性のある企画提案および期待される効果

を具体的に記述する。 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※自主事業：事業者の独立採算により行う事業をいう。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―１１） 

１１）収益施設の運営に関する提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１．企画提案項目：○○○の活用 

 ・具体的な企画提案：○○○を活用し、・・・・実施します。 

・期待される効果：○○○を活用することにより、・・・・が見込まれます。  

 ２．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案： 

・期待される効果：  

 

 

 

３．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

４．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果：  

 

 

 

５．企画提案項目：  

 ・具体的な企画提案：  

・期待される効果： 

 

 

 

 

 

 

 

※企画提案項目１．野球場・テニスコート等における公園利用者サービスの向上に向けた

運営について、実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 

 

※企画提案によって、設計数量が変更する場合には、必ず提出様式２－２―１２の改善提

案も行うこと。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も含めた計画数量に対して記載すること。 
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（提出様式２－２―１２） 

１２）各業務の最低水準（現行基準）として示された仕様書に対する、改善提案  

 

基本的な考え方・方針 

  ○○○を基本的な方針として、○○○ 

 

 

１． 改善提案項目：○○○工 

・設計数量：○○ｍ２ 

・変更数量：○○ｍ２ 

 ・変更可能な理由：○○○を導入し、・・○○の質が向上（○○を削減）します。 

・期待される効果：○○○を導入することにより、・・・の削減が見込まれます。

   

 

２． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

３． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

４． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果：  

 

 

５． 改善提案項目： 

・設計数量： 

・変更数量： 

 ・変更可能な理由： 

・期待される効果     

 

※各改善提案項目には通し番号を付けること。 

※改善提案による質の維持向上又は経費の削減（あるいはその両方）に関する提案につい

て、実現性のある改善提案および期待される効果を具体的に記述する。 

※設計数量が変更となる場合には、数量総括表に変更数量を記述して提出すること。 

※記載にあたっての注意事項等は、本様式の【別添】に示すので必ず確認すること。 

※当初契約に基づく数量内で提案がある場合のみ記載すること。 
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【別添】 

 

企画書の提案に関する注意事項等 
 

 

  １．各企画提案および改善提案について、着眼点が他と比較して優れており、具体性、

実現性があり、当該公園において適切かつ効果的なものであるか等の妥当性について

総合的な観点から評価する。 

 

  ２．各企画提案および改善提案の頁数は、説明図表を含めＡ４版２頁以内とする。 

   上記頁数を超えた場合、加点評価対象は２頁目までに記載されている内容とし、３頁

目以降に記載した内容は加点評価対象としない。ただし、３頁目以降に記載した内容

（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負

うものとする。 

 

  ３．各企画提案の項目数は最大５項目までとし、記載の順に１から５までの通し番号を

付けること。 

    加点評価対象は番号１から５の企画提案項目までとし、これを超えた企画提案項目

は加点評価対象としない。また、通し番号の記載がない企画提案項目についても加点

評価対象としない。ただし、超過した企画提案項目又は通し番号の記載がない企画提

案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義

務は負うものとする。 

    

  ４．改善提案は、記載の順に１から通し番号を付けること。 

    通し番号の記載がない改善提案項目については加点評価対象としない。ただし、通

し番号の記載がない改善提案項目（履行不可と判断されたものを除く。）についても

特定された場合は、履行義務は負うものとする。 
頁数は、上記２．によるものとする。 

 

  ５．１つの企画提案項目は１つの着目対象（○○対策、等）に限って設定すること。 

    複数の着目対象に対する企画提案項目を記載した場合には、当該企画提案項目

を加点評価対象としない場合がある。ただし、当該企画提案項目（履行不可と判断

されたものを除く。）についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

 

  ６．１つの企画提案項目に対する具体的な企画提案は、業務の特性及び現場条件等を考

慮のうえ、企画提案項目とした着目対象に関して効果を発現させるための実施方法（効

果を高めるために付帯して行うものを含む。）を具体的に記載する。 

    曖昧な表現及び「仕様書に基づき履行」等の簡易な表現はしないこと。 
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  ７．以下に示すような企画提案項目は、標準案と同程度であり効果が期待できな

いものとし、加点評価しない。 

        ①仕様書及び関係法令を遵守した標準的な内容 
   

  ８．以下に示すような企画提案項目は、実施を認めないもの（履行不可）とする。 

①関係法令に違反するもの 

②入園料、使用料等の増減を変更させるもの 

    ③開園日時を変更させるもの（主催イベントなど仕様書で明示してあるもの

は除く） 

 

９．文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等

により判読不可能とならない文字の大きさ９ポイント程度までとし、判読でき

ない場合は、図表等を評価しない場合がある。 

 

10．白黒片面印刷で提出するものとする。 

 

11．企画書の提出部数は１部とし、通しの頁数を以下の例のように頁右下に記載す

るものとする。（例 1／10，2／10･･･9／10，10／10）。 

 

12．企画書に個別法人および個別グループ等が特定できる記載内容（法人名、個人

名など）がある場合は、その記載された頁に該当する実施要項表９に示す｢区分｣

は加点評価対象としない。ただし、当該区分（履行不可と判断されたものを除く。）

についても特定された場合は、履行義務は負うものとする。 

   

（例） ▲▲会社     →  当法人  

■■財団     →  当法人 

◇◇共同体    →  当法人 

□□グループ   →  関連グループ 等 

        ※固有の名称は用いないこと。     

                                                      

13．各企画提案および改善提案を作成する上で、同様な内容を記述する場合は、該当箇

所に｢（再掲）｣と記載すること。ただし、加点対象とするが、実施要項表９に示

す｢区分｣によって評価が異なる場合がある。 

 

14．企画書等に関するヒアリングは、当初契約に基づく数量ではなく、追加業務も

含めた計画数量に対して行うことから、以下の様式については、追加業務も含め

た計画数量を満たす提案とする。 

・様式２－２－１、２－２－２、２－２－３、２－２－４、２－２－５、２－２－６、

２－２－７、２－２－８、２－２－９、２－２－１０、２－２－１１ 

 

15．「従来の実施方法に対する改善提案」は、当初契約に基づく数量内で提案があ

る場合のみ様式２－２－１２に記載すること。 
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国土交通省 近畿地方整備局 

 

 
 
 
 
 
 

淀川河川公園 

収益施設運営計画書 

 

提  出  様  式 
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 １

【企画書提出時に提出すること】 

（様式３－１） 

 

平成  年  月  日 

 

収益施設運営計画書 
 

 国土交通省 近畿地方整備局  殿 

 

                  （申込者）社 名 

 

                       代表者                  印 

 

                       所在地 

 

                       TEL(FAX) 

 

 

下記施設について、淀川河川公園収益施設運営計画書を提出します。 

 

 

 

記 

 

（１）所 在 地     大阪市福島区海老江三丁目・四丁目・六丁目並びに大阪市大淀北二丁目（海老江地区）

～京都府八幡市八幡在応寺地先（背割堤地区） 

（２）対象施設 野球場・テニスコート等（４０地区）、自動販売機、公衆電話 

 

 

 

 

＊共同体として参加する者が提出する場合は、H28－31 淀川河川公園運営維持管理業務について、業務

全体の計画立案及びマネジメント業務をする者とする。 
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 ２

（様式３－２） 

収益施設運営計画 

※運営施設全体の運営計画について、基本的な考え方及び取り組み方策を具体的に記述すること。 

  また、混雑期、閑散期に対応した運営方針も具体的に記述すること。 

※図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

（１）運営施設全体の運営計画 

・基本的な考え方 

 

・取組方策 

 

・混雑期、閑散期に対応した運営方針 
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 ３

（様式３－３） 

 

（２）収益施設の運営に関する提案 

 
 
 
１．企画提案項目：○○○の設定 
 ・具体的な企画提案：○○○を設定し、・・・・実施します。 
・期待される効果：○○○を設定する事により、・・・・が見込まれます。  
 

 

 
※企画提案項目１．野球場・テニスコート等における公園利用者サービスの向上に向けた運営について、

実現性のある企画提案および期待される効果を具体的に記述する。 
※文字寸法は１０．５ポイント以上とする。図表等を入れる場合は、コピー等により判読不可能となら

ない文字の大きさ９ポイント程度までとする。白黒片面印刷で提出するものとする。 
※本様式に記述した企画提案については、企画書提出様式２－２－１２と同様な内容とする。 
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 ４

（様式３－４－１） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

 

 

 

（３－１）野球場・テニスコート等の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス 

運営期間、運営時間 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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 ５

（様式３－４－２） 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

※既存の自動販売機は、平成24年度末に撤去される予定である。 

 

 

（３－２）自動販売機の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス（新たに設置する場合） 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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（様式３－４－３） 

 

 

※収益施設の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービスを具体的に記述すること。 

※様式は、図表を含みＡ４版２枚までとし、文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

※仕様書に示す期間・時間、料金を超える提案は不可とする。 

※ただし、公衆電話１台は既設（近畿地方整備局設置）である。 

（３－３）公衆電話の運営期間、運営時間、料金設定、主なサービス（新たに設置する場合） 

運営期間、運営時間 

 

 

 

料金設定 

 

 

 

 

 

 

 

主なサービス 
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H28-31 淀川河川公園 

運営維持管理業務 

 

 

別添資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年８月 

 

国土交通省近畿地方整備局 
 



仕様書に関連する別添・様式 

【淀川河川公園】  
分類 資料名 頁番号 

共
通
仕
様
書 

別添1 公園平面図 別添１ 

別添2 国土交通本省委託契約取扱要領 別添41 

別添3 管理事務所図 別添53 

別添4 淀川河川公園における行為の禁止等について 別添59 

別添5 
「H28-31 淀川河川公園 運営維持管理業務」における情報セキュ

リティについて 
別添61 

別添6 土地利用方針 別添63 

別添7 公園施設の設置等許可申請書 別添67 

別添8 淀川河川公園災害対策要領 別添68 

別添9 危機管理について 別添77 

別添10 施設撤去仮置場所位置図 別添88 

別添11 提供施設一覧（建築物） 別添114 

別添12 提供施設一覧（機械器具等） 別添115 

別添13 園内施設位置図 別添116 

別添14 提供施設等の取扱について 別添149 

別添15 取得した備品の取り扱いについて 別添153 

本
業
務
全
体
の
計
画
立
案
及
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
企
画
立
案 

別添16 許認可事務 別添169 

別添17 行催事について 別添171 

別添18 行催事実施計画書例 別添173 

別添19 団体、持込イベント、ロケーション、施設占用利用の手続き 別添175 

別添20 継続必要性の高いイベント対応 別添184 

別添21 淀川サポート制度実施要領 別添185 

別添22 三島江野草地区の管理運営にかかる取扱について 別添189 

別添23 公園ロゴタイプとマスコットキャラクター 別添192 

別添24 ペット対応 別添193 

別添25 利用者指導について 別添195 

別添26 巡視ルート図 別添212 

別添27 工作物点検について 別添227 

施
設
設
備 

維
持
管
理 

別添28 工作物に係る点検整備（位置図） 別添230 

植
物
管
理 

別添29 樹木・草花管理区域図 別添293 

別添30 草丈調査報告書（草地管理区域図） 別添327 

 



 
分類 資料名 頁番号 

収
益
施
設
管
理
運
営 

規
定
書 

別添31 収益施設管理運営対象区域図 別添373 

別添32 
淀川河川公園施設予約システム（よどいこ） 

一般ユーザー操作マニュアル 

別添395 
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国土交通本省委託契約取扱要領 

 

                                                                平成１３年４月２日 

                                                                国官会第２９３号 

  改 正   平成１７年６月 ２日   国官会第３２１－２号 

  改 正    平成１７年９月 １日   国官会第８２３号 

  改 正    平成２０年８月 １日   国官会第８３６－２号 

  改 正    平成２０年９月１７日   国官会第９８４号 

  改 正    平成２２年３月２３日   国官会第２１１７号 

  改 正    平成２３年３月３１日   国官会第２９９４号 

    改 正    平成２４年３月３０日   国官会第３３８３号 

改 正     平成２５年３月２５日   国官会第３６７７号 

   改 正     平成２６年３月２８日   国官会第３３９５号 

改 正     平成２７年３月３１日   国官会第４０４９号 

 

（通則） 

第１ 国土交通本省の所掌業務を委託契約を締結して国以外の者に委託する場合の取扱いについて 

は、他の法令等に定めるもの並びに各委託事業に係る委託契約書又は委託費の取扱いに関する要領等

に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（委託業務実施要領） 

第２ 支出負担行為担当官（分任支出負担行為担当官を含む。以下「担当官」という。）は、業務委託

をしようとするときは、次に揚げる項目を明らかにした委託業務実施要領（以下「実施要領」という。）

を、委託しようとする者に送付するものとする。 

  一 名称 

 二 委託料の限度額 

 三 業務の目的及び内容 

 四 業務の実施場所 

 五 業務の実施期間 

 六 その他必要な事項（成果物の仕様） 

 

（委託料の算定） 

第３  担当官は、実施要領に基づく委託料の積算調書を作成する。 

 

（実施計画書等の提出） 

第４ 担当官は、第２により実施要領の送付を受けこれを受託しようとする者（以下「受託者」という。）

別添 2　
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から、次に掲げる計画書等を提出させるものとする。なお、変更しようとするときも同様とする。 

 一 実施計画書（別記様式第１） 

 二 四半期別必要経費内訳書（別記様式第２） 

  三 承諾書  

 四  実施体制書(別記様式第３）  

 五 その他担当官が必要とする書類 

 

（契約の締結） 

第５ 担当官は、受託者から第４に掲げる書類を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、

別紙委託契約書により委託契約を締結するものとする。 

２ 委託契約書の各条項により難い特別の事情がある場合においては、必要に応じ適宜条項を変更する

ことができる。 

 

（再委託等） 

第６ 受託者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

るとき（以下「再委託」という。）は、あらかじめ再委託（変更等）承諾申請書（別記様式第４）を

委託者に提出し、承諾を得なければならない。なお、変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が

行われるときは、その履行体制に関する書面（別記様式第５）を委託者に提出しなければならない。

なお、変更しようとするときも同様とする。 

 

（報告書等の提出） 

第７ 担当官は、受託者が当該業務の委託を完了したときは、遅滞なく、次に掲げる報告書（正副２通）

を成果物に添えて提出させるものとする。 

 一 完了報告書（別記様式第６） 

 二 精算報告書（別記様式第７） 

 三 委託費経費内訳報告書（別記様式第８） 

 四 残存物件報告書（別記様式第９） 

２ 担当官は、受託者が第８第３項による補正命令に基づき当該業務の委託を完了したときは、遅滞な

く、次に掲げる報告書（正副２通）を成果物に添えて提出させるものとする。 

 一 補正完了報告書（別記様式第６に準ずる様式） 

 二 精算報告書 

 三 残存物件報告書 

 

（検 査 等） 

第８ 担当官は、第７第１項の成果物及び完了報告書等を受理したときは、自ら又は国土交通本省会計

事務取扱細則（以下「細則」という。）第３３条に基づき補助者に命じて検査を行うものとする。 

２ 前項により検査を命じられた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の検査の結果不合格と認
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めたときは、細則第３４条に定める検査調書に次に掲げる事項を付記して担当官に提出するものとす

る。 

 一 不合格である旨 

 二 不合格と認めた理由 

 三 その措置についての意見 

３ 担当官は、第１項の検査の結果不合格と認めたとき、又は前項の検査調書を受理したときは、受託

者に対し補正を命ずるものとする。 

４ 第１項の規定は、第７第２項の成果物及び補正完了報告書等を受理した場合に準用する。 

５ 検査職員は、第１項（第４項において準用する場合を含む。）の検査の結果合格と認めたときは、

細則第３４条により検査調書を担当官に提出するものとする。 

 

（担当職員の任命等） 

第９ 担当官は、必要があると認めたときは、次に掲げる事務を行わせるため、担当職員を任命し、 任

命後すみやかに受託者に通知するものとする。 

 一 委託業務の処理状況についての調査 

 二 委託料の経理状況についての監査 

 三 その他委託業務についての必要な指示 

 

（概 算 払） 

第10 担当官は、必要があると認めたときは、受託者に対し概算払を請求させることができる。 

 

（委託費の精算） 

第11  担当官は、受託者から第７の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたと

きは、委託費の額を確定し、これを受託者に通知するものとする。 

 

（請求書の受理） 

第12 担当官は、受託者から官署支出官官職宛ての請求書を受理するものとし、受理後は、必要書類を

添えて官署支出官に回付するものとする。 

 

附則 

１．この要領は、平成１３年４月２日から適用する。 

 

   附則（平成１７年６月 ２日国官会第３２１－２号） 

１．この要領は、平成１７年６月２日から適用する。 

 

   附則（平成１７年９月 １日国官会第８２３号） 

１．この要領は、平成１７年９月１日から適用する。 
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   附則（平成２０年８月 １日国官会第８３６－２号） 

１．この要領は、平成２０年８月１日から適用する。 

 

   附則（平成２０年９月１７日国官会第９８４号） 

１．この要領は、平成２０年１０月１日以降に入札手続を開始する契約について適用する。 

 

   附則（平成２２年３月２３日国官会第２１１７号） 

１．この要領は、平成２２年４月１日から適用する。 

 

   附則（平成２３年３月３１日国官会第２９９４号） 

１．この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

      

      附則（平成２４年３月３０日国官会第３３８３号） 

１．この要領は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

    附則（平成２５年３月２５日国官会第３６７７号） 

１．この要領は、平成２５年４月１日から適用する。 

 

      附則（平成２６年３月２８日国官会第３３９５号） 

１．この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

 
      附則（平成２７年３月３１日国官会第４０４９号） 

１．この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 
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別記様式第１（第４）

（単位：千円）

実施期間 成果物 摘要

（備　　考）

１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ適宜項を加除して使用すること。

３．受託の内容は、調査項目毎に区分すること。

５．変更にあっては、変更後の部分を上段に（　）書きすること。

６．業務委託の処理を第三者に委託する必要があるときは、摘要欄にその事務の内容及び委託先等必要な事項を記載する
こと。

実　　　施　　　計　　　画　　　書

経　費　積　算　内　訳受託の内容

４．経費積算内訳は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費に区分し、庁費にあっては、備品費、
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、賃金、会議費及び雑役務費に細分して計上すること。なお、区分等は必要
に応じ適宜加除して計上すること。

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－　５　－

７.当初契約に基づく数量で作成すること。
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別記様式第２（第４）

（単位：千円）

四半期別

経費区分
摘　　要

四　半　期　別　必　要　経　費　内　訳　書

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 計

（受託の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．変更にあたっては、変更後の部分を上段に（　　）書きすること。

４．当初契約に基づく数量で作成すること。

２．経費区分は、直接人件費、技術経費、謝金、旅費、庁費、再委託費及び諸経費の区分により記載する
こと。なお、必要に応じ適宜加除して記載すること。
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別記様式第３（第４）

国土交通省近畿地方整備局

淀川河川事務所長　殿

受託者 住　所

氏　名 印

１．再委託の（変更等）承諾を申請する業務及びその範囲（具体的に記載すること）

２．再委託の（変更等）承諾を申請する必要性（具体的に記載すること）

３．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約（予定）金額（総計）

４．再委託の（変更等）承諾を申請する業務の契約金額の根拠

・

・ 継続的な履行関係が存在する（この場合、その証明書（契約書、協定書）の「写し」を添付）

５．その他特記事項

受託者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

また、当該承諾内容等の履行については、次のことを承諾の条件とする。

① 受託者は、再委託の相手方に対し業務の適正な履行を求めること。

②

③ 受託者は、委託者（支出負担行為担当官等）からの求めに応じ、②の書類の写しを提出すること。

国土交通省近畿地方整備局

淀川河川事務所長 印

（備考） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

２．必要に応じ、適宜加除して使用すること。

－　７　－

再委託（変更等）承諾申請書

平 成 年 月 日

平成　　年　　月　　日付けの「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務契約」（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆
◆円、税込み）に関して、下記の通り申請するので、手続き方お願いします。

受託者は、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書などの書類を提出させた場合は、適切に保管し、事後
において履行の確認ができるように徹底すること。

記

業務の再委託に際し、当該業務の履行（予定）者から、入札書・見積書を徴収した結果（この場合、その「写し」
を添付）

平 成 年 月 日

　　平成　　年　 　月　　日付けで申請のあった上記については、承諾したので、その旨通知する。なお、承諾内容等に
変更等を生じる場合は、あらかじめ協議すること。
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別紙様式第４（第４）

○当該履行体制に関する書面は、「委託契約書第４条」に基づいて作成したものである。

（受託者）

住　　所

氏　　名

（再委託先１） （再々委託先１）

○○○有限会社 ○○○株式会社

××株式会社 住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先２）

○○○株式会社（予定）

履　行　体　制　に　関　す　る　書　面

（実施計画書の別紙資料）

平 成 年 月 日

受託者

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

△△に関する□□地区基
礎調査

住 所

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

（再委託先３） （再々委託先２）

○○○合資会社 ○○○株式会社

住 所 住 所

電 話 番 号 電 話 番 号

代 表 者 氏 名 代 表 者 氏 名

（再委託先□）

・・・・・ ・・・・・

（ 備 考 ） 本様式は、適宜加除して差し支えないものであるが、次の項目は必須事項とする。

①再委託の相手方の住所

②氏名（若しくは代表者氏名）

③再委託を行う業務の範囲

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容

担当業務範囲
若 し く は 内 容
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別表第４

平 成 年 月 日

支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　　殿

受託者 住　所

氏　名 印

１． 精 算 報 告 書 通

完　　了　　報　　告　　書

平成　　年　　月　　日付契約（契約金額　￥◆◆，◆◆◆，◆◆◆円）の○○○○が完了したので、下記の
書類を添えて報告します。

記

１． 精 算 報 告 書 通

２． 通

３． 残 存 物 件 報 告 書 通

４． 業 務 実 施 の 記 録 通

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４縦とする。

委託費経費内訳報告書

（ 備 考 ）
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別記様式第６（第６）

（単位：円）

過不足額

(A)-(B)

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

３．第６条第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

摘　　要

２．経費区分は、別紙様式第１備考４により記載すること。

精　　算　　報　　告　　書

予定経費(A) 支出額(B)経　費　区　分

計
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別記様式第８（第６）

取得年月日 物　　件　　名 規　　格 数　　量 単　　価 価　　格 経費区分 摘　　要

（ 備 考 ） １．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。

２．価格は取得価格を記載し、受託中に派生的に取得した物件については、見積額を記載すること。

４．第６第２項に基づき提出する場合は、その旨を付記すること。

３．経費区分は、別記様式第１備考４の区分により記載し、区分が明らかでないものは、摘要に取得の理
由を記載すること。

残　　存　　物　　件　　報　　告　　書
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淀川河川公園における行為の禁止等について 

 

行為の禁止等一覧表 

禁止等の行為 備考 

園路・駐車場を除いた、自転車乗り入れ禁止箇所への乗り入

れ 

 

定められた駐輪場以外に自転車を駐輪させること  

自転車の利用において、スピードの出し過ぎ、無理な追い越

しなど他の利用者の安全に支障が及ぶ行為 

 

他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為 ・楽器（音響設備）の持ち込み、

演奏の場合は「公園での一時使

用届」にて申請をする。 

バイクの進入路、駐車場以外の乗り入れ  

動物等の移動火葬車の乗り入れ及び営業活動  

運動グラウンド以外のキャッチボールやサッカーの練習  

ゴルフの練習 ・クラブの素振り 

ペット（動物）の鎖を外した歩行 ・ペット（動物類）はリードや

鎖を付けるか籠に入れる。 

・糞は飼い主が処分する。 

・事故等については飼い主がそ

の責を負う。 

ラジコン飛行機、スポーツカイト、パラグライダーなど飛行

遊具の練習等 

 

右記でのラジコンカーの利用等 ・公園区域内の駐車場、臨時駐

車場、バーベキュー広場、有料

施設等 

バーベキュー指定場所以外でのガス、多量のマッチ、花火な

ど爆発性・引火性の高いもの及び燃料などの持ち込み・利用

・煙草の吸殻等（特に冬季）に

も充分留意する。 

ゴミの不法投棄 ・責任を持って持ち帰るよう指

導する。 

その他、他の利用者の安全または公園施設の正常な利用に支障を及ぼす行為 

  

 

 

 

別添４
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持ち込み禁止等物品一覧表 

持ち込み禁止等物品 備考 

銃及び刀剣類（モデルガン、木刀、竹刀、弓等含む）  

ガス、多量のマッチ、花火など爆発性・引火性の高いもの及

び燃料など 

 

ゴルフクラブ  

ラジコン飛行機  

その他職員等により安全かつ快適な公園利用に支障を及ぼし、公園施設を損壊する恐れがあると

認められるもの 

 

法第１２条の規定による許可申請に関し、原則として許可しないもの 

許可申請が原則下りない行為 備考 

営利を目的とした物品の販売または頒布  

公益性に欠け、または排他的な集会、展示会及び興行  

営利のみを目的とした集会、展示会及び興行  

公共性に欠ける募金または署名運動  

公園利用または公園管理に係わりのない調査  

職員等が勤務する時間以外の利用  

公園施設の損傷または汚損など著しく公園利用の快適性を損

なうもの 

 

公園の風致または美観の侵害など著しく公園利用の快適性を

損なうもの 

 

他の利用者に危害を与え、または不便を生じさせるなど著し

く公園利用の快適性を損なうもの 

 

事故の発生や公園施設の損害に対し、申請者の責任能力が欠

如していると考えられる場合 

 

その他公園の利用上または管理上から不都合と認められるもの 
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「H２８-３１淀川河川公園 運営維持管理業務」における情報セキュリティについて 

 

（情報資産の取り扱い） 

第１条 事業者は、情報資産（情報及び情報システム等）の機密性、完全性及び可用性を

維持するよう、情報資産の取り扱いを適正に行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 事業者は、業務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、契約が

終了し、又は解除されたときも同様とする。 

（安全確保の措置） 

第３条 事業者は、業務に関して取り扱う情報資産について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の情報資産の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 

（収集の制限） 

第４条 事業者は、業務を処理するために情報を収集するときは、業務を処理するために

必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第５条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た情報

を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写または複製の禁止） 

第６条 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から

提供を受けた情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（下請負の制限） 

第７条 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、第三者に委託しては

ならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 事業者は、業務を行うため、発注者から提供を受け又は事業者自らが収集し、若

しくは作成した情報が記録された資料等（電子媒体を含む）は、当該契約終了後

直ちに発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。 

（事故等の報告） 

第９条 事業者は、第１条から第８条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあるこ

とを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければなら

ない。 

（体制の整備） 

第１０条 事業者は、情報セキュリテイを確保するための体制を整備し、責任者や従事さ

せる者の名簿及び連絡体系図を発注者に提出しなければならない。 

（管理状況の調査） 

別添５ 
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第１１条 発注者は、事業者が業務を行うに当たり、取り扱っている情報資産の管理の状

況について、必要に応じて調査することができ、事業者はそれに協力しなけれ

ばならない。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 発注者は、事業者が本要領に違反していると認めたときは、本契約の解除及び

損害賠償の請求をすることができる。 
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別図３ ゾーニング計画図 

 

 

 
※ この計画図は、平成 15 年 3 月時点の淀川の地形図をもとに、本案における

各ゾーンの整備及び管理運営の目的と内容、並びに淀川水系河川整備計画基

礎案に係る具体的な整備内容シート（平成 18 年 3 月 22 日）を踏まえ、図

化したものです。 

※ ゾーニングについては、自然環境の状況や社会動向、周辺の都市の状況、利

用動向などの変化を踏まえ、自然環境の保全・再生が図られた場合は、自然

環境保全・再生ゾーンや水辺環境保全・再生ゾーンを拡大するなどの見直し

を行うものです。 

※ 具体的な整備及び管理運営にあたっては、本基本計画の趣旨及びゾーニング

模式図、本計画図をもとに、地区ごとの特性を活かしながら、より詳細な検

討を行う必要があります。 

※ 多目的利用ゾーンと他のゾーンが接する部分については、地形形状などが緩

やかに移行するよう多目的利用ゾーンに緩衝帯を確保しますが、この図では

縮尺の関係上表現できていません。 
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※ この計画図は、平成 15 年 3 月時点の淀川の地形図をもとに、本案における

各ゾーンの整備及び管理運営の目的と内容、並びに淀川水系河川整備計画基

礎案に係る具体的な整備内容シート（平成 18 年 3 月 22 日）を踏まえ、図

化したものです。 

※ ゾーニングについては、自然環境の状況や社会動向、周辺の都市の状況、利

用動向などの変化を踏まえ、自然環境の保全・再生が図られた場合は、自然

環境保全・再生ゾーンや水辺環境保全・再生ゾーンを拡大するなどの見直し

を行うものです。 

※ 具体的な整備及び管理運営にあたっては、本基本計画の趣旨及びゾーニング

模式図、本計画図をもとに、地区ごとの特性を活かしながら、より詳細な検

討を行う必要があります。 

※ 多目的利用ゾーンと他のゾーンが接する部分については、地形形状などが緩

やかに移行するよう多目的利用ゾーンに緩衝帯を確保しますが、この図では

縮尺の関係上表現できていません。 
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公園施設の設置等許可申請書 

 

                                 文 書 番 号 第    号 

平成  年  月  日 

国土交通省近畿地方整備局 

局長  ○○ ○○殿                         

 

                                   申請者  住所 

                                          氏名 

                                   

 

都市公園法第５条第１項の許可を受けたいので、下記により申請します。 

記 

1 設置の目的  

2 設置の期間 （自）平成  年  月  日     （至）平成  年  月  日      年間 

3 設置の場所  

4 公園施設の構造  

5 公園施設の外観 

色 彩  高さ 
 

形 態  

その他  

6 
公園施設の管理の

方法 

 

7 工事の実施方法  

8 
工事の着手及び完

了の時期 

工事の着手時期    平成  年  月  日 

工事の完了時期    平成  年  月  日 

9 
都市公園の復旧方

法 

 

10 
その他参考となるべ

き事項 

 

 注）1 公園施設を設置しようとするときは、1､2､3､4､5､6､7､8､9､10 番に記入する。 

2 公園施設を管理しようとするときは、1､2､3､6､10 番に記入する。 

3 必要な場合は図面及び写真を添付すること。 

別添７ 
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平成２７年度 

淀川河川公園災害対策要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月 

淀川河川事務所 
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平成２７年度 淀川河川公園災害対策要領 

 

 （目的） 

第１条 本要領は、淀川河川事務所河川公園課（以下「河川公園課」という）、H25-27 淀川

河川公園運営維持管理業務 淀川河川公園管理グループ共同体（以下「受注者」という）

及び独立行政法人都市再生機構西日本公園事務所（以下「都市機構」という）が、淀川

河川事務所災害対策部運営計画に基づき、淀川河川公園（以下「公園」という）の防災

業務に関する基本的事項を定め、業務の確実かつ円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

 （業務分担） 

第２条 河川公園課、受注者及び都市機構の業務は、次のとおりとする。 

１）河川公園課の業務 

① 公園に関する関係機関への連絡通報及び広報に関すること 

② 公園の閉開園、巡視、公園利用者（以下、「利用者」という）の指導（避難誘導

等）の方針に関すること 

③ 公園施設の撤去及び復旧の方針及び実施に関すること 

④ 公園の被災状況の把握、記録及び関係機関への報告に関すること 

⑤ 被災した公園施設の災害復旧に関すること 

２）受注者の業務 

① 公園の閉開園、巡視、利用者の指導（避難誘導等）の実施に関すること 

② 公園施設の撤去及び復旧の計画作成及び現地立会に関すること 

③ 公園の被災状況の現地調査及び河川公園課への報告に関すること 

④ 被災した公園施設の応急対策（立入禁止措置等）に関すること 

⑤ 運動施設（スケート場を除く）の運営に関すること 

⑥ その他利用者の安全確保のために必要な措置又は河川公園課が指示すること 

３）都市機構の業務 

① スケート場に関する被災状況の把握、記録及び関係機関への報告に関すること 

② スケート場の運営に関すること 

 

 （業務計画書の作成） 

第３条 受注者は前条第２項①～⑥に規定する業務について、「業務計画書」を毎年度作成し

、当該年度の業務開始後 10 日以内に淀川河川事務所長（以下「事務所長」という。）

の承諾を得なければならない。 

 

  （河川公園課の体制） 

第４条 災害時の河川公園課の体制は、淀川河川事務所災害対策部運営計画の要員配備表によ

る。災害時の連絡は、別紙１に定める「淀川河川公園災害対策連絡系統図」より行う。 

 

  （危険防止対策） 

第５条 受注者は、出水、高潮、地震、津波等により利用者に危険が及ぶ可能性があるときは、

速やかに以下の措置を講じ、河川公園課及び必要に応じて都市機構に報告する。 

１）出水、高潮、地震、津波等で利用者に危険が及ぶ可能性のある公園区域では、巡視

員の配置又は巡視により、利用者に警告を行ったうえで利用中止を呼びかけ、避難

誘導する。なお、津波の気象情報発令時は、附則１に基づき対応する。 

２）一般車両が公園区域に入らないよう坂路入口を進入禁止にする。ただし、公園区域

より利用者が自動車で避難する場合等においては、退出可能な措置を講ずる。 

３）公園区域の危険箇所は、看板及び仮柵の設置により立入禁止措置を行う。 

４）その他利用者の安全確保に必要な措置を行う。 

 

 （公園の利用中止） 

－別添69－



 

- 3 - 
 

第６条 受注者は、第５条の危険防止対策を講じる場合、対象となる公園区域の利用を中止し、

以下の措置を講じ、河川公園課及び必要に応じて都市機構に報告する。 

１）受注者は、公園の地区全体を利用中止する場合は、速やかに閉園措置を行う。 

２）受注者は、危険防止対策を講じる公園区域の利用予定者に速やかに利用中止の連絡

を行うとともに、利用受付を中止する。 

３）河川公園課及び受注者は、危険防止対策を講じる区域での通常の維持作業等を中止する

。 

 

 （危険防止対策を講じる基準） 

第７条 第５条の危険防止対策を講じる基準は次のとおりとする。 

１）出水時の基準 

① 各地区において、別紙２に定める公園施設撤去の決定を行う基準水位（以下、「

撤去基準水位」という）に達したとき 

② 各地区において、別紙３に定める施設撤去の参考とする流量（以下、「撤去基準

流量」という）に達し、利用者又は公園施設の安全確保のために必要と認められ

るとき 

２）高潮時の基準 

① 長柄地区、十三野草地区及び西中島地区において、大阪湾の潮位が２m６０㎝を

超えるとき 

② 海老江地区及び大淀野草地区において、別紙２に定める撤去基準水位に達したと

き、又は大阪湾に高潮警報又は高潮注意報が発令されたとき 

３）地震時及び津波時の基準 

① 気象庁が大阪府北部・京都府南部において、震度５弱以上を発表したとき 

② 気象庁が大阪府において、津波警報又は津波注意報を発表したとき 

 

  （受注者への情報伝達） 

第８条 河川公園課は、受注者及び必要に応じて都市機構に速やかに次の情報提供を行う。 

１）淀川河川事務所風水害対策部又は淀川河川事務所地震災害対策部の防災体制の発令

と更新 

２）河川公園課の待機体制 

３）淀川水系の流量データ（枚方、加茂、桂）、水位（別紙２の撤去基準水位観測所）

、大阪湾の潮位データ及び水位予測データ（枚方、桂、琵琶湖、瀬田川洗堰等） 

４）「撤去基準水位」の到達予測（到達する公園地区、日時等） 

５）公園施設の撤去又は復旧を行う日時（予想を含む）、場所及び内容 

６）「津波の気象情報発令」等の地震・津波情報 

７）その他受注者が利用者又は公園施設の安全確保のために必要とする事項 

 

 （受注者の待機） 

第９条 受注者の待機については、次のとおりとする。 

１）受注者は、次の各号の一に該当するときは居所待機※を行う。 

① 淀川河川事務所風水害対策部又は淀川河川事務所地震災害対策部が注意体制又

は第一警戒体制を発令しているとき 

② 開園時間外に、淀川風水害災害対策部又は淀川地震災害対策部が防災体制を発令

することが予想されるとき 

２）受注者は、次の各号の一に該当するときは原則として勤務先待機を行う。 

① 淀川河川事務所風水害対策部又は淀川河川事務所地震災害対策部が第二警戒体

制又は非常体制を発令しているとき 

② 危険防止対策を講じるとき 

③ 公園施設の撤去又は復旧を行うとき、又は河川公園課より公園施設の撤去又は復

旧を行う可能性がある旨の連絡があったとき 

３）受注者は、待機の完了後は速やかに、河川公園課にその旨を報告する。 
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    ※ 居所待機：必要が生じた場合に危険防止対策、現地調査又は施設撤去・復旧時の現地

立会を迅速に実施できるよう、連絡体制を確保し維持すること。 

 

 （施設撤去） 

第１０条 公園施設の撤去については、次のとおりとする。 

１）施設撤去計画 

受注者は、毎年出水期前に「施設撤去計画」を作成し、河川公園課と協議する。 

２）施設撤去の基準 

河川公園課は、別紙２に定める「撤去基準水位」及び「施設撤去計画」を目安に、

公園施設の撤去を行う。「撤去基準水位」の到達時刻の予測が困難な場合は、別紙

３に定める「撤去基準流量」を参考に、現地状況、水位予測等を踏まえて施設撤去

を決定する。 

３）施設撤去の実施期間 

河川公園課は、次のとおり施設撤去を実施する。 

① 施設撤去の実施は、原則として「撤去基準水位」の到達予想時刻の４時間前まで

に決定し、現地到着後３時間以内に完了する。 

②「撤去基準水位」の到達予想時刻が日没後の場合は、日没時刻の４時間前までに

施設撤去の実施を決定し、現地到着後３時間以内に完了する。 

③ 降雨量の急変等により必要やむを得ない場合は、上記によらず、現地状況、水位

予測、「施設撤去計画」の撤去に要する時間、日没時刻等を踏まえて緊急的に施

設撤去の実施を決定することがある。 

４）夜間の施設撤去 

① 河川公園課は、公園施設の流出等により河川管理上重大な影響を及ぼす可能性が

あり、事務所長が必要と認める場合に限り、前項によらず夜間に公園施設の緊急

撤去（以下、「夜間撤去」）を行う。 

② 夜間撤去を行う場合又は夜間撤去の可能性がある場合、受注者は夜間撤去の対象

となる公園区域の夜間巡視により水位変動の把握を行い、速やかに河川公園課に

報告する。 

③ 大雨、強風等により撤去作業の安全が確保できない場合、夜間撤去は行わない。

河川公園課は、公園施設が流出する可能性がある旨を関係機関に速やかに連絡通

報する。 

 

 （現地立会） 

第１１条  受注者は、施設撤去の現地立会により状況確認、撤去作業への助言を行う。 
 

 （出張所への通知、指示） 

第１２条 河川公園課は、関係出張所に速やかに次の通知、指示を行う。(別紙 1-1,1-2) 

１）「淀川河川公園災害対策要領」及び「施設撤去計画」の通知 

２）河川公園課の待機体制の通知及び出張所待機の指示 

３）利用中止を行う公園区域の通知及び公園工事（高水敷維持作業等）中止の指示 

４）公園施設の撤去又は復旧の予定通知及び指示 

５）公園施設の災害復旧の指示 

６）その他河川公園課が必要とする事項（淀川河川公園に関する事項に限る） 

 

 （本局報告） 

第１３条 河川公園課は、次の各号の一に該当するときは、近畿地方整備局建政部都市整備課

にその旨を報告するものとする。 

１）淀川河川事務所地震災害対策部及び淀川河川事務所風水害対策部が防災体制を発令

及び更新したとき 
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２）閉園、立入禁止等の危険防止対策を措置及び解除したとき 

３）公園施設の撤去を決定及び完了したとき 

４）撤去施設の復旧を決定及び完了したとき 

５）公園施設に被災が発生したとき 

 

  （不測の事態への対処） 

第１４条 受注者は、公園利用者の被災、施設撤去を行う公園地区の放置物件の発見、撤去作

業の遅れ等不測の事態が生じたときは、直ちに河川公園課に報告し、河川公園課は必

要な指示を行う。 

 

 （撤去施設の復旧及び再開園の決定） 

第１５条 撤去施設の復旧及び閉園区域の再開園の決定については、次のとおりとする。 

１）施設復旧計画 

受注者は、退水開始後は速やかに、公園区域の冠水状況、被災状況等を調査し、河

川公園課に報告する。受注者は、撤去施設の復旧、冠水区域の堆積塵芥処理等、閉

園区域の再開園に向けた具体な復旧計画を速やかに作成し、河川公園課と協議する

。 

２）施設復旧の基準 

河川公園課は、次の各号のすべてに該当するとき、速やかに撤去施設の復旧及び閉

園区域の再開園を決定し、予定日時を出張所・受注者に通知し、関係機関に報告す

る。ただし、事務所長が必要と認めたときはこの限りではない。 

① 施設撤去を実施した公園区域の被災状況及び復旧状況を踏まえ、利用者の利用及

び安全確保が可能と判断されるとき  

② 水位予測データ、気象予報等を踏まえ、近日中（２日～３日を目安）に施設撤去

の可能性がある出水、高潮、地震、津波等が予想されないとき 

３）施設復旧の実施期間 

河川公園課は、次のとおり撤去施設の復旧及び閉園区域の再開園を行う。 

① 施設復旧の実施は、原則として再開園の前日までに決定し、速やかに完了する。 

② 公園利用上特別の理由がある場合は、上記によらず、緊急的に施設復旧の実施を

決定することがある。 

 

 （資料作成） 

第１６条 河川公園課は、業務の円滑な実施を図るため、次の資料を作成し、受注者及び都市

機構に通知する。見直しの必要が生じた場合は速やかに変更し、通知を行う。 

１）淀川河川公園災害対策連絡系統図（別紙１） 

２）淀川河川公園施設撤去の基準水位・危険防止基準（別紙２） 

３）淀川河川公園施設撤去の基準流量（参考）（別紙３） 

４）撤去施設一覧表（別紙４） 

５）その他必要な資料 

 

 （その他） 

第１７条 本要領に定めない事項は、事務所長の指示するところによる。 

 

 （津波対応） 

附則１ 第５条１項に基づく「津波の気象情報発令時」の対応は次のとおりとする。 

１）津波予報発令に伴う避難誘導を行う公園地区は、海老江地区、大淀野草地区、長柄

地区、十三野草地区、西中島地区とする。ただし、津波警報等を踏まえ、その他地

区でも津波被害の可能性がある場合は、河川公園課が避難対象地区の追加を行う。 

２）「津波の気象情報発令時」とは、淀川河川事務所が運用する「津波情報提供設備」

の放送時、又はテレビ・ラジオ等により大阪府の津波情報を確認したとき。 

３）「津波情報提供設備」による情報提供時の対応 
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① 避難誘導 

(1) 受注者が配置する各公園地区の公園管理員（以下、「公園管理員」という）は、

前項の情報を得た場合、公園利用者に対して河川敷から避難するよう以下の内

容を公園管理所の放送システムのテープ操作により誘導する。 

＜放送内容＞ 

淀川河川公園管理所です。大阪府に津波予報が発令されました。安全が確認さ

れるまで、河川敷から避難して下さい。      

(2) 公園管理員は、テープ操作終了後にハンドマイク、ラジオ、携帯電話を持参し

て安全な場所に移動し、公園利用者へ避難誘導を行う。 

＜誘導内容＞ 

(ｲ) 提供開始時 

大阪府に津波予報が発令されました。安全が確認されるまで、河川敷から避

難して下さい。 

(ﾛ) 津波接近時 

緊急です。津波が接近しています。河川敷から至急避難して下さい。 

危険ですので、車では移動しないで下さい。 

(3) 予報発令から津波の到達まで非常に短時間の場合があるので、公園利用者の迅

速な安全確保を最優先する。 

(4) 受注者は、一般車両退出の可否等の判断が困難な場合は、直ちに河川公園課と

協議し、津波の到着予想時刻、駐車台数、周辺道路の状況等を踏まえ、河川公

園課が速やかに方針を決定する。 

② 報告 

(1) 公園管理員は、受注者に避難及び施設被害の状況を報告する。 

(2) 受注者は、河川公園課に現地状況を報告し、河川公園課は対応方針を決定する

。       

(3) 受注者は、インターネット、テレビ、ラジオ等で津波情報を確認し、公園管理

員に必要な指示を行う。 

③ 安全確認後の対応 

(1) 受注者は、気象庁の津波情報等を確認し、特別巡視による現地調査を行ったう

えで、避難解除及び再開園について河川公園課と協議する。 

(2) 河川公園課による再開園の決定後、受注者は速やかに携帯電話の電子メール等

により、公園管理員に避難解除及び再開園の園内放送を指示する。 

(3) 公園管理員は、受注者の指示に基づき園内放送を行う。 

 

（参考１）津波情報提供設備による情報提供内容 

① 拡声器による放送内容 

(1) 提供開始時（提供１） 

こちらは国土交通省淀川河川事務所です。大阪府に津波予報が発令されました。

淀川においても津波の恐れがあります。危険ですから河川に近づかないで下さ

い。 

(2) 津波接近時（提供２） 

こちらは国土交通省淀川河川事務所です。地震により発生した津波が淀川へ接

近しています。危険ですから速やかに河川敷から避難して下さい。 

② 電光掲示板による提供内容 

「津波」を表示 

（参考２）南海地震の津波想定 

① 淀川河口地点の津波到達時間は地震発生からまで約２時間とされているが、津波
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予報等を確認して判断すること。なお、津波高さの想定は約２ｍで、淀川河口か

ら淀川大堰までの高水敷の冠水が予想される。 

② 平成２３年３月に発生した東日本大震災を踏まえて、東海・東南海・南海地震の

津波想定が見直される可能性がある。 

 

 （適用期間） 

附則２ 本要領の適用期間は平成２８年３月３１日までとする。ただし、次年度の淀川河川公

園災害対策要領が作成されるまでは本要領を準用する。また、防災業務の確実かつ円滑

な実施にあたって本要領の見直しが必要な場合は、速やかに変更を行う。 
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淀川河川公園の防災業務に関する当面の運用について 

 

本運用は、平成 25 年台風 18 号の経験を踏まえ、淀川河川公園の施設撤去を迅速にでき

るようにするため、事務所、出張所、各高水敷維持作業受注者（以下「高水敷維持業者」

という）、H25-27 淀川河川公園運営維持管理業務 淀川河川公園管理グループ共同体（以

下「受注者」という）の連携強化や対応能力の向上を図ることを目的に定めたものである。 

 当面は、「淀川河川公園災害対策要領」に加え、本運用に基づき対応するものとする。 

 

■これまでの出水時対応の強化 

（１）撤去計画の見直し（出水期までに対応） 

○出張所、高水敷維持業者間の連絡体制を確認する。 

○河川公園班、各出張所間の連絡体制を確認する。 

○高水敷維持業者は施設撤去計画の作成、撤去対象施設及び撤去経路の点検を行い、例え

出張所や受注者の立会・助言無しでも撤去が出来るよう習熟を図り、体制を構築する。 

 

（２）撤去訓練の実施（出水期までに対応） 

○夜間の全施設撤去訓練の実施 

 高水敷維持業者毎に夜間の全施設撤去訓練を行い、夜間作業そのものの習熟の他、所要

時間や課題を把握する。 

事前に、必要な資機材の把握や作業上の安全確保等、夜間作業特有の課題について十分

検討し、準備しておく（例：作業用の照明の確保、等） 

訓練結果や課題等は出張所から河川公園課に報告し、必要に応じ施設撤去計画等を見直

す。 

 

■新たな対応 

（３）施設撤去準備水位の設定 

・「公園施設撤去準備水位」を設定し所内に周知する。 

・「公園施設撤去準備水位」は、枚方水位観測所の水位が-2.0m を超えた時点とする。 

・「公園施設撤去準備水位」の運用 

① 「公園施設撤去準備水位」に達したら、その情報を事務所内で共有する。河川公園

班が事務所待機していない場合は、「公園施設撤去準備水位」に達したことを水防

指令室から河川公園班に電話で連絡する。 

② 河川公園班は各出張所長へ電話し、「公園施設撤去準備水位」に達したことを連絡

するとともに、高水敷維持業者への連絡を指示する。 

③ 出張所長は高水敷維持業者へ電話し、公園施設撤去準備及び連絡体制の確保を指示

する。 
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④ 高水敷維持業者は、撤去を行う作業員への連絡や事前待機等を開始する。 

⑤ 「撤去基準水位」等により撤去を開始する水位になったら、河川公園班は各出張所

へ電子メールで「施設撤去」を一斉指示する。その後、河川公園班は各出張所へ、

電話でも「施設撤去」を指示する。 

⑥ 出張所は、河川公園班からの「施設撤去」指示の電子メールを確認したら、速やか

に高水敷維持業者へ施設撤去を指示する。 

⑦ なお、撤去を開始する水位に至らずに事務所の体制が解除された場合、又は事務所

の体制が継続していても施設撤去の可能性が無くなったと河川公園班が判断した

場合は、河川公園班は各出張所へ電子メールで「公園施設撤去準備解除」を連絡す

る。その後、河川公園班は各出張所へ、電話でも「公園施設撤去準備解除」を連絡

する。 

 

（４）大出水に備えた暫定基準の設定 

 「公園施設撤去暫定基準水位」を設定し所内に周知する。 

「公園施設撤去暫定基準水位」は、枚方水位観測所の水位が-1.0m を超えた時点とする。

「淀川河川公園災害対策要領」に定める施設撤去に関する基準に加え、「公園施設撤去暫定

基準水位」を超え、現地状況や水位予測等も踏まえて撤去開始が必要と河川公園班が判断

した場合は、河川公園班は各出張所へ施設撤去を指示する。指示する方法は、上記（３）

に記載した方法によるものとする。 

 

（５）事前撤去 

○事前撤去の判断 

強風時には撤去作業が困難・危険と各出張所が判断する施設については、撤去を開始す

る水位に達していなくても、施設を撤去（事前撤去）出来ることとする。事前撤去は、河

川公園班が台風の進路等を考慮して決定することとし、極力日中に行うものとする。指示

する方法は、上記（３）に記載した方法によるものとする。 

 

― 以 上 ― 
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危機管理のポイント 
 
１．不審者・不審物 

1) 不審人物への対応 
公園内及びサービスセンター等において不審者を発見した時は、速やかにサービス

センターに連絡し、その指示に従う。 
不審者と疑われる例として、 
・危険物（銃刀類、爆発物、もしくはそれに類するもの）を持っている人 
・公園利用者では考えられない大きな荷物、バック、袋を持っている人 
・挙動不審な人 
・特異な服装をしている人（全裸、季節的に合わない服装等） 
・その他（個人の経験で、これまでと違う公園利用者） 

 
2) 不審物の取り扱い 
公園内で不審物を発見した場合の対処は、上記不審者と同じ処置とする。公園内管

理所及び各サービスセンター等において、忘れ物らしき厚手の封筒・紙袋、箱、鞄等

を発見しても不用意に開けたり、必要以上の衝撃を加えるようなことはしてはいけな

い。 
外見から判断した不審物の例として、 
・包装が不自然である 
・ワイヤー、ひも等の突起物及び油状のシミや汚れがある 
・異臭がする 
・内容物のガタつきがある 
・時計のようなコチコチ音や液体の音等がある  

利用者等からの拾い物等の受付に関しても、上記のことを考えて取り扱いには注意

すること。 
特に届け物が袋や箱物等の時は届出者の氏名、連絡先等を必ず確認し、服装背格好

などの特徴もメモする。 
 
２．火災、事故、怪我の対処 

1) 火災の対応 
現場管理員等は、火災が発生した場合、第一に人命救助に努め、速やかに警察署や

消防署へ連絡する。警察や消防活動の間は、利用者の安全退避の実施（危険箇所への

立ち入りの禁止措置など）を行う。そして速やかにサービスセンターへ連絡し、事故

をサービスセンターへ報告する。連絡、報告書作成方法は不審人物発見と同様とする。 
 

2)事故、怪我対応 
現場管理員等は、事故が発生した場合、第一に人命救助に努め、速やかに警察署や

消防署（救急車）へ連絡する。警察や救急活動の間は、利用者の危険箇所への立ち入

り禁止措置などの安全対策の実施、緊急自動車の進入路確保等を行う。そして、速や
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かにサービスセンターへ連絡をする。事故の状況、けが人の情報等を含め、支障の無

い範囲でメモを取り、事故報告書に記載する。連絡、報告書作成方法は不審人物発見

と同様とする。 
心房除細動装置ＡＥＤを各サービスセンターに常時設置しているので、必要と考え

られる場合は速やかに連絡し手配する。各管理所に簡易な救急セットを常備し、傷の

消毒等ができるようにする。 
 

なお、事故時の初動については、別紙 1「事故時の初動マニュアル」を参照すること。 
 
３．増水時の対応 

1) 増水時の対応 
淀川上流部での降雨等で水位上昇が予想されるなど、淀川河川管理者から注意警報

が出た場合は、サービスセンターの指示に従って公園区域を特別巡視し、来園者に注

意を促し利用中止と避難を呼びかける。また、駐車場から車の退避を要請し、車が駐

車場に入らないように車止め施設を閉鎖する。 
枚方地区のアクアシアター及びプロムナードの水没が懸念される場合は、近畿地方

整備局の指示に従い、立ち入り禁止措置としてカラーコーンや看板等を設置し、利用

者の安全確保を図る。 
呼びかけにあたっては、「管理所スピーカー」や「拡声器」を使用して現場管理員等

が呼び掛けを行う。この呼びかけは別途、放送マニュアルを策定し管理者の標準化を

図ること。 
特別巡視は、公園施設を効率的に広範囲に安全確認ができる人員配置、及び巡視経

路を設定し、巡視に備えること。 
 

2) 減水後の措置 
減水後は、特別巡視を行い、園内の安全を確認して早期の開園を目指す。支障があ

る場合は、安全対策を講じ、サービスセンターに報告して指示に従う。 
 
４．緊急ヘリ離発着 

淀川河川公園は、周辺自治体から「避難場所（広域避難地等）」や｢災害時緊急ヘリ

ポート｣に指定されているので、自治体等からの要請に協力する。周辺医療機関等から

要請があった場合には、公園利用者に適切な対応を講じてヘリ離発着、緊急車両進入

に対処する。 
 
 

淀川河川公園を広域避難地に指定し

ている自治体 
大阪市、守口市、寝屋川市、枚方

市、高槻市、摂津市、島本町 
淀川河川公園を災害時緊急ヘリポー

トに指定している自治体 
守口市、摂津市、島本町、大山崎町 

 

別添71－別添71－
－別添79－



3 
 

＜対応策の例＞ 
(ⅰ) 緊急車両の通行ルートの確保 
(ⅱ) 離発着場所の利用者の移動、利用の中止 
(ⅲ) 離発着場所の安全確保など 

 
５．地震の対応 

ア．震災発生時の対応について 
① 震度５弱以上で緊急点検を行う。 
② 開園時に地震があった場合は、直ちに緊急点検を実施し、必要に応じて施設

の使用禁止などの安全対策や閉園措置を行う。 
③ 閉園時に地震があった場合は、緊急点検を実施し、必要に応じて施設の使用

禁止などの安全対策を行い、利用の安全が確認できた場合はサービスセンタ

ーの指示により開園する。 
④ 点検結果、安全措置、被害状況等をサービスセンターがまとめ、近畿地方整

備局へ報告する。 
イ．津波への対応について 

気象庁が大阪府において津波注意報以上を発表したときは、直ちに津波に関する

情報を収集して、淀川河川事務所の指示により、園内放送により、避難誘導案内を

行い、速やかに堤内地側への避難を行う。また、公園の駐車車両の移動等適切な処

置を講じる。 
特別巡視は、公園施設を効率的に広範囲に安全確認ができる巡視経路を設定し、

巡視を行う。 
津波警報解除後の対応は、「増水時の対応について」と同様とする。 

 
なお、地震時の初動については、別紙 2「地震時の初動マニュアル」を参照すること。 

 
６．危険防止措置報告 

管理員は、公園管理、利用者指導、迷惑行為、特別巡視において利用者のための安全

対策を講じたときは、報告書を作成しサービスセンターに報告する。そして淀川河川公

園管理者は近畿地方整備局に報告する。 
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別紙１ 

事故時の初動マニュアル 

 
１．事故が起こったら 
・まず人命救助 
・事故かどうか迷わず一報。 
事故でないものを事故連絡として入れても各センターで判断します。とりあえず情報は入れる。

情報が入らなかったことで大事故につながることのないよう、小さなことでも迷わず連絡。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．連絡を受けた各サービスセンターでは、対応方法を素早く判断し、対応します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事故発生 

現場 

管理員 

①すべての事

件・事故の報告 

 

守口・太間・鳥飼 

・背割堤（仮称） 

サービスセンター 

所長・副所長 

必要に応じ事故対応を指示 

（現場確認、調査、安全対策） 

②すべての事件・

事故の報告 

 

③事故の内容チェック、 

レベル判定を行い、 

対応策を指示 

守口・太間・鳥飼 

・背割堤（仮称） 

サービスセンター 
電話 

各サービス 

センター長 
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３．事故時・連絡フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆事故発生時初動体制 

事故発生 

 

現場管理員 

 

守口・太間・鳥飼 

・背割堤（仮称） 

サービスセンター 

 

① す べ て の 事

件・事故の報告 

◆事故情報共有 

公園区域外 公園区域・公園区域外 公園区域・公園区域外 

１．管理課長 

２．占用調整課長 

３．担当出張所長 

１．副所長 

２．河川公園課長 

３．計画係長 

４．工務係長 

１．所長 

２．副所長 

３．課長・サービスセンター長 

４．各職員 

 （レベル２～３は電話で １．公園課長、連絡が取れない時は ２．計画係長 ３．工務係

長に必ず確認する事） 

④事故結果報告 

電話 
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４．事故レベルの考えかた

◆公園区域内について

公園管理者として、適切に対応します。

事故レベル レベルの考えかた 事例
明らかに公園の施設が原因で重大な人的
被害が発生。

遊具及び運動施設の破損による怪我。

禁止行為で他人に重大な怪我をさせた。
（死亡事故、重傷）

ゴルフボールが人に当たった。
ジョギングをしている人にバイクが接
触。

事件（利用者の命に関わる恐れのあるも
の）

人が倒れていた（生きている人でも、死
体でも）
人が死亡又は重傷を負うような事件。
野犬・飼い犬に噛まれた。
スズメバチに刺された。
利用者間のトレブル（けが人が出てパト
カーを呼ぶなど、事件となったもの）

レベル３

事件（公園施設への大規模な破壊行為お
よび大規模な公園施設の盗難）

放火による施設火災（トイレ・管理所）
ステンレス製のチェーンの盗難。

そのままにしておくと、被害が出る恐れ
のあるもの。

凶暴な野犬の発見、スズメバチの発生（人
を襲う恐れがあるため）
（利用者が怪我をする恐れるため）
利用者間のトラブル
（事件につながる恐れのあるもの）

原因究明のための調査や公園管理者とし
ての対応が必要なもの。
（調査の結果をもとに、レベルを確定す
る）

利用者の気分が悪くなった原因や、怪我
をした原因が不明。
運動施設が原因で、軽微な人的被害が発
生。
公園施設が原因で軽微な人的被害が発
生。

禁止行為で他人に軽微な怪我をさせた。 ゴルフボールが人に当たった。
ジョギングをしている人にバイクが接
触。

利用者間のトラブル 事件にはならなかったが大きなトラブル
となったもの

レベル２

事件（公園施設の軽微な損傷および公園
施設の盗難）

看板やベンチへの損傷および落書き
車止めの鍵の破損および盗難
草地火災（類焼の可能性の少ないもの）。

レベル１ 現場の状況が明らかで（正確に内容がわ
かっていて）公園に瑕疵のないとわかっ
ているもの。

現場の状況が不明な場合はレベル２とし
て調査を行う。

運動中の自損事故
日射病で倒れた
運動していて気分が悪くなって救急車を
呼んだ
その他の自損事故（転んだ、自転車で怪
我をした、バーベキューでやけどをした）
警察及び消防が事件性無し（自殺等）と
判定したもの。

・事故の状況が未確認のものは「必ず確認」する。

調査結果によってレベルは変更する。最終的なレベルの判定は、所長、業務課長、サービスセンター

長が行う。
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◆公園区域外について

知り得た公園区域外の情報はすべて報告します。

事故レベル レベルの考えかた 事例

事故レベルは設定せずに情報と

して扱う。

人身事故や事件

河川管理施設への被害

公園区域外での死体の発見。

火災。

河川管理施設（堤防、護岸等）の損傷。

公園区域内の利用者に危険が及ぶ恐れのあるものはその対策が必要となるため必ず報告します。

事故レベル レベルの考えかた 事例

事故レベルは設定せず

に情報として扱う。

そのままにしておくと、公園区

域内の利用者や施設に被害が

出る恐れのあるもの。

利用者が怪我をする恐れがあるもの（悪質な

ゴルフ、バイク進入、犬の放し飼い）

人を襲う恐れがあるもの（凶暴な野犬の発

見、スズメバチの発生）

◆事故レベル表

レベル１ 

責  任

レベル２ 

レベル２ 

レベル３ 

レベル３ 

レベル１ 

全

て

を

報

告

無し

無し

有り

有り

確認・判定

確認・判定
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別紙２ 

地震時の初動マニュアル 

１．対策部の設置

太間サービスセンターに対策本部を設置する。

２．事務所の体制となる地震観測所一覧表

第１表 事務所の体制となる地震観測所一覧表

地域名称 震度発表名

大阪府北部 大阪市

高槻市

守口市

枚方市

寝屋川市

摂津市

三島郡「島本町」

気象庁観測所

京都府南部 八幡市

乙訓郡「大山崎町」

３．地震等情報の把握と連絡

１）地震等情報の把握

地震等が発生した場合は、職員は直ちにテレビやラジオ等で地震等の情報を入手する。

また出来得る限り第１表に定める気象庁観測所が震度５弱以上及び大阪湾において津波注意報

を発表したとき、地震防災対応が迅速に行なえるように速やかに行動を開始する。

４．勤務時間外の参集

第 2表 職員の勤務時間外の参集について

体制等 体    制    基    準 初動参集職員

警戒体制 第１表に定める気象庁が震度５以上（５弱・５強）

を発表したとき、及び大阪湾において津波警報を発

表したとき。

緊急出動者

非常体制 第１表に定める気象庁が震度６以上を（６弱以上）

発表した場合。

緊急出動者を含む

全職員自動参集

職員は、地震発生直後の震源、震度分布状況等から初動体制の必要性を判断し、自動参集することを

基本とする。

但し、防火担当職員（総務課長）は、地震発生直後の震源・震度分状況等を確認し、的確な連絡方法

を選定して関係職員に連絡するものとする。
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１）初動参集職員

緊急出動者として指名されたものをいう。

２）非常体制においては自動参集

職員は大規模地震の発生を知り得た場合、又は体制に関する連絡があったときには自動参集する

ものとする。

３）参集場所

公共交通機関が不通であっても、徒歩、自転車、バイク等の方法で最寄りの河川環境管理財団各

サービスセンター、及び現地管理所に参集する。

５．初動体制

防災業務は、初期活動が大切である。初期に参集した者は、早い人から日常の業務に関係なく防災業

務として、優先度、緊急度の高いものから実施する。

指揮・命令が行われたときはその指示に従うこと。指揮・命令の判断できる人が未参集のときは、参

集者間で協議して優先順位、防災業務範囲をすばやく判断して遂行すること。

６．緊急巡視と臨時点検

 第１表に定める気象庁観測所が震度５弱以上を発表したときは施設の点検を実施する。

１）開園時に地震があった場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、必要に応じて

施設の使用禁止などの安全対策や閉園措置を行います。

２）閉園時に地震があった場合は、点検チェックリストに基づいて緊急点検を実施し、必要に応じて

施設の使用禁止などの安全対策を行い、利用の安全が確認できた場合は開園します。

３）点検結果、安全措置、被害状況等を国に報告する。

７．防災訓練

通信訓練を年１回実施する。

８．津波対策（津波注意報・警報発令時）

１）気象庁が大阪府において津波注意報以上を発表したときは、直ちに津波に関する情報を収集して、

淀川河川事務所の指示により、園内放送により、避難誘導案内を行い、速やかに堤内地側への避

難を促す。また公園の駐車車両の排出等適切な処置を講じる。

２）津波注意報・警報発令時は閉園（駐車場の閉鎖）とする。

３）園内放送により公園利用者に対し避難誘導案内を行う地区。

（１）西中島管理所（西中島地区・十三野草地区）

（２）海老江管理所（海老江地区・大淀野草地区）

（３）赤川管理所（長柄河畔地区・長柄地区）

４）園内放送

園内放送については別紙｢津波時における園内放送マニュアル｣により行う。
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3

別紙－１

津波時における園内放送マニュアル

１．淀川河川事務所による｢津波情報提供設備｣による情報提供内容（参考）

１）拡声器による放送内容

①提供開始時（提供１）

｢こちらは国土交通省淀川河川事務所です。大阪府に津波予報が発令されました。淀川におい

ても津波の恐れがあります。危険ですから河川に近づかないで下さい。｣

②津波接近時（提供２）

｢こちらは国土交通省淀川河川事務所です。地震により発生した津波が淀川へ接近しています。

危険ですからすみやかに河川敷から避難して下さい。｣

２）電光掲示板による提供内容

｢津波｣と表示

２．｢管理所放送設備、及びハンドマイクによる｣情報提供時の対応

１）前項のいずれかの情報提供があった場合は、公園利用者に対して堤内側に避難するよう公園管理

所の放送システムにより指導する。

①放送内容

｢淀川河川公園です。大阪府に津波予報（注意報・警報）が発令されました。安全が確認出来

るまで、至急堤防上に避難して下さい。｣テープで流し続ける。

２）テープ操作終了後

①管理員はハンドマイク・ラジオ・携帯電話を持参して、堤防天端から公園利用者個々へ再度指

導する。

｢大阪府に津波予報（注意報・警報）が発令されました。安全が確認出来るまで、至急堤防上

へ避難して下さい。｣｢緊急です。車での移動はしないで下さい。｣

３）情報の確認

①管理員は携帯電話により情報の確認を各サービスセンターに行う。ラジオ放送を聞く。

②各サービスセンターは｢気象庁のホームページ｣｢テレビ｣｢ラジオ｣等で情報を確認する。

③太間サービスセンターは｢緊急時の連絡体制｣で淀川河川事務所に確認、又は指示にしたがう。

４）安全が確認された後

①各サービスセンターは安全が確認された後は、安全が確認された内容について管理員に連絡す

る。文書の内容は、メールで確認する。

②管理員は、メールの文書に基づき、利用者に放送を行う。

③広報巡視による巡視を行い。放送を行う。

３． その他注意事項

①津波の場合は非常に短時間の場合があるので、安直な判断を行わず率直に利用者の安全確保を

第 1優先とする。

②連絡体制は緊急時ほど徹底することとする。
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提供施設一覧(建築物) 

 

施設名 建築番号 用途 構造 単位 数量 面積 備考 

管理施設 1 
事務所（守口サービス

センター） 
RC2F 棟 1 322.8㎡ 守口地区 

管理施設 2 車庫 RC2F 棟 1 60.0㎡ 守口地区 

管理施設 3 
事務所（太間サービス

センター） 
RC2F 棟 1 230.0㎡ 大間地区 

管理施設 4 車庫  棟 1 36.0㎡ 大間地区 

管理施設 5 倉庫  棟 1 37.0㎡ 大間地区 

管理施設 6 
事務所（鳥飼サービス

センター） 
RC2F 棟 1 518.1㎡ 鳥飼下地区 

管理施設 7 車庫 RC2F 棟 1 38.0㎡ 鳥飼下地区 

管理施設 8 
事務所（庭窪レストセ

ンター） 
RC2F 棟 1 145.1㎡ 庭窪河畔地区 

管理施設 9 倉庫  棟 1 39.7㎡ 庭窪河畔地区 

  ※背割堤サービスセンターはＨ２８年度第４四半期から供用 
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提供施設等の取扱について 

 

建築物及び建設機械等の無償提供施設等については、下記により取り扱うものとする。 

 

記 

 

1.取扱い 

(1)受託者は、提供施設等を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。 

(2)受託者は、提供施設等を業務委託契約書第1条の委託業務以外に使用してはならない。 

(3)提供施設等の維持管理は、本業務に含まれ、受託者は、提供施設等を適正に維持管理

しなければならない。 

(4)受託者は、提供施設等を他のものに転貸し、又は担保に供してはならない。 

ただし、書面により国の承諾を受けた揚合は、この限りではない。 

(5)受託者は、提供施設等の修繕、模様替え等の行為(維持のための修繕等で軽微な物を

除く。)をしようとするときは、国の承認を受けなければならない。 

(6)受託者は、業務委託契約が完了した揚合、又は契約が解除になった場合は、提供施設

等を別記様式1、2による返納書により、直ちに国に返納しなければならない。 

(7)受託者の責に記すべき事由により提供施設等を減失又は棄損したときは、受託者の負

担において補填し又は修理しなければならない。ただし、受託者の故意又は重大な過

失によらない場合は、この限りではない。 

 

2.報告及び検査 

(1)受託者は、提供された提供施設等について提供施設等使用実績報告書(別記様式 3)を

翌月5目までに甲に提出しなければならない。 

(2)受託者は、提供施設等を返納する揚合、国の行う検査に合格しなければならない。 
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別記様式 1 

建築物返納書 
平成 年 月 日 

 

支出負担行為担当官 

殿 

 

受託者住所 

氏名            印 

 

 

平成 年 月 日付契約(契約金額円)の○○○○に係る下記建築物を引渡します。 

 

 

記 
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別記様式 2 

建設機械返納書 
平成 年 月 日 

 

物品管理官 

淀川河川事務所長 

殿 

 

借受人又は代哩人 

所属氏名            印 

 

 

平成 年 月 日付契約に係る○○○○工事用に借受した建設機械を下記のとおり返納

する。 

 

 

記 

 

 

1建設機械名 

 

1借受期間   自平成  年  月  日 

日間 

至平成  年  月  日 

 

1返納月日   平成  年  月  日 

 

1立会人・官職氏名                  印 

 

 

(備考)この返納書は 2部作成し、1部を借受人に交付するものとする。 
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取得した備品の取り扱いについて 

 

残存する備品及び貸与備品については、下記により取扱うものである。 

 

記 

 

〔委託費で取得した備品〕 

1.取扱い 

(1)受託者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

(2)前号の備品は、備品台帳に登載し管理しなければならない。 

(3)受託者は、業務委託契約を締結した際に、支出負担行為担当官に残存備品要求書(様

式第 1)を提出するものとする。ただし、翌年度において、当該委託契約が引続き締結

され継続して備品を使用する場合は残存備品継続使用承認申請書(様式第 2)を支出負

担行為担当官に提出し承諾を得るものとする。 

(4)受託者は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契

約書第 8 条に基づく検査の結果、合格通知があった後、残存備品返納書(様式第 3)に

より、国に返納しなければならない。 

(5)受託者は、受託者の責に帰すべき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受託者

の負担において補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受託者の故意又は

重大な過失によらない場合はこの限りではない。 

 

2.処分 

(1)備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができ

る。 

①備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると

認められる場合。 

②備品が受託者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなっ

たと認められる場合。 

③備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。 

(2)処分の方法 

受託者は、前号に該当する備品を売払った場合は、その内容を証する書類を添えて国

に書面により報告し、国の発行する納入告知書により国庫に納入するものとする。 

また、売払うことが不利(備品の売払価格が、当該備品の売払いのために要する費用

に満たないと認められる場合)又は、売払う事ができないものは、破棄することがで

きる。受託者は破棄した場合はその都度その旨を書面により国に報告しなければなら

ない。 
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〔貸与備品〕 

1.取扱い 

(1)受託者は、備品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

(2)受託者は、業務委託契約を締結した際に、分任物品管理官に貸与備品要求書(様式第

4)を提出し分任物品管理官の承諾を得るものとする。 

(3)分任物品管理官は、貸与備品要求書を受理し問題なき場合は受託者へ貸与備品引渡通

知書(様式第 5)をもって承諾したものとする。 

(4)受託者は、業務委託契約が完了した場合又は解除になった場合は、備品を業務委託契

約書第 8 条に基づく検査の結果、合格通知があった後、貸与備品返納書(様式第 6)に

より、国に返納しなければならない。 

(5)受託者は、受注者の責に帰すぺき事由により備品を滅失又は棄損したときは、受託者

の負担において補てんし、又は修理しなければならない。ただし、受託者の故意又は

重大な過失によらない場合はこの限りではない。 

 

2.処分 

(1)備品が、次の各号の一に該当すると認められる場合は、不用の決定をすることができ

る。 

①備品の使用年数、能力等から勘案して当該備品を引続き使用することが困難であると

認められる場合。 

②備品が受託者の責に帰さない事由により、老朽化、損傷等により利用価値がなくなっ

たと認められる場合。 

③備品の修理用部品の補給が困難で、整備に多大な支障をきたすと認められる場合。 

(2)処分の方法 

受託者は、備品が前号に該当する事由によリ使用不能と認められる場合は、速やかに

分任物品管理官に貸与備品返納書(様式第 7)をもって報告し、使用不能備品を返納す

るものとする。 
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許認可事務 

 

物品の販売等または展示会等により本公園の全部又は一部を独占して利用する場合等の行為ついて

は、都市公園法第１２条に基づく公園管理者の許可が必要であるため、事業者は、下記に示す手続きフ

ローに従い、適切に対応すること。 

 

＜都市公園法第１２条に基づく行為の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申

請

者

③確認・調整 
行為の種類、日時、場所、 
目的、内容、 
占用物件に関する事項※、 
その他 

③’申請書作成にあたっての 
助言・指導 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

維

持

管

理

業

務

受

託

者

国

事

務

所

④必要に応じ 
 事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

※占用物件が発生する場合は、別途都市公園法第６条に基づく許可申請と、建物使用
料及び土地使用料の徴収が発生する。 （建物使用料及び土地使用料徴収事務は国
事務所による） 

②報告 
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また、占用物件が発生する場合は、都市公園法第６条に基づく公園管理者の許可が必要であるため、

事業者は、下記に示す手続きフローに従い、適切に対応すること。なお、その際に発生する建物使用料

及び土地使用料の徴収については、別途国事務所で行う。 

 

＜都市公園法第６条に基づく占用の許可に関する手続きフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申

請

者

③確認・調整 
 場所、面積、内容、その他
③’申請書作成にあたっての
助言・指導 

⑨許可証の受け渡し 

①相談 

⑥申請書提出 

⑩行為当日の調整・指導 

維

持

管

理

業

務

受

託

者

国

事

務

所

④必要に応じ事前確認 

⑤指導 

⑦申請書提出 

⑧決裁・許可証の発行 

⑪行為当日の確認事項の連絡 

※原則として都市公園法第１２条に基づく行為に関する許可を前提とする（例外あり）

⑧’債権発生通知 

⑫建物使用料 

②報告 

別添162－別添162－
－別添170－



行催事について 

１．国費の支出対象となる行催事について 

１）淀川河川公園維持管理基本方針に則していること 

２）公園・緑化に関する意識の高揚や知識の普及に資するもの 

３）歴史や自然に関する学術的なもの 

４）その他公園のイメージアップや利用促進に資するもので国営公園内の行催事として

ふさわしいもの 

 

２．国費を充当できる支出項目について 

国費を充当できる支出項目は、当公園の行催事としてふさわしいものであるとともに、

公共性が高く、利用者全体に関わるもので、社会通念上理解の得られる範囲内での必要十

分な経費に限られる。 

なお具体的には以下のとおりとする。 

１）会場設営費 

２）会場運営費（飲食費については不可） 

３）資機材費（参加者が持ち帰らない工作物等材料費は可） 

４）講師謝礼金 

５）パンフレット類等広報物作成費 

 

３．国費を充当できない支出項目について 

国費の支出対象となる行催事であっても、以下の項目には国費を充当できない。 

１）参加者に配付する参加賞 

２）参加者が持ち帰る工作物等の材料費 

ただし、いずれの場合にも国費以外の自主財源、または参加者からの参加費を充当する

ことを妨げない。 

 

４．主催イベント 

淀川河川公園主催の行催事のうち、以下のものを「主催イベント」という。なお、材料

代等実費を公園利用者から徴収すること等ができるものも含み、その場合は予算書(支出項

目内訳)により、調査職員等の承諾を得た上で実施するものとする(下表)。 

具体的な内容については、提案の内容を踏まえて、年間行事計画書に記載して実施する

ものとする。 

    ・淀川の自然を楽しむ会         （７月、２月） 

    ・淀川三川ふれあい交流七夕祭り     （８月） 

    ・マナーアップキャンペーン       （１０月） 

    ・グリーンサーカス       （１０月） 

別添１７
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    ・凧揚げ大会          （２月） 

 

５．自主イベント 

公園の利便性や魅力をより一層高めるため、近畿地方整備局長の許可（都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）第５条、第６条又は１２条に基づく許可）を受けた上で、事業者

の提案により土地使用料等を納めて独立採算により行う事業を自主事業といい、自主事業

として実施する行催事を「自主イベント」という。 

白主イベントの実施にあたっては、都市公園法施行令（昭和３１年政令２９０号）第２

０条に基づき、占有した土地または建物の使用料を納めることが必要となる、ただし、公

共性の高い行催事を公園管理者との共催により行う場合、使用料が不要となる場合がある。 

具体的な内容については、提案の内容を踏まえて、年間行事計画書に記載するものとす

る。 

 

６．持ち込みイベント 

第３者が都市公園法(昭和３１年法律第７９号)第５条、第６条又は１２条に基づく許可

を得た上で実施する行催事を「持ち込みイベント」という。 

事業者は、実施に向け必要な調整を行わなければならない。 

 

７．行催事の件数の数え方 

１）原則として当公園敷地内において、不特定多数の入園者が参加できる行催事を対象

とする。事前申し込みによる制限はできるものとする。 

２）１年未満の期間続けて行う展示等は１回と数える。当該年度内に１度撤去し、再設

置した場合は設置する毎に１回と数える。 

３）ほぼ同じ内容で１日数回行う行催事は１回／日と数える。異なる日に実施した場合

は、日毎に１回と数える。 

４）白主事業による行催事も、１）～３）の方法で実施回数に加えるものとする。 

 

８．行催事の参加者数の数え方 

１）参加者数は延べ人数とする。 

２）ほぼ同じ内容で１日数回行う行催事は当該日の延べ人数とする。異なる日に実施し

た場合は、日毎の延べ人数とする。 

３）展示は参加者数を数えない。 

 

９．行催事の協力体制について 

行催事の協力体制については、これまで協力いただいた各自治体、各団体との協力、連

携に留意すること。 
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行催事実施計画書例 

 

平成26年2月16日 

淀川河川公園事務所 

「第９８回 淀川の自然を楽しむ会」実施計画書 

テーマ「川原の野鳥観察会」 

１．目的 

野鳥観察会を通じて、淀川の豊かな自然を満喫してもうと共に、冬ならでは 

の公園の楽しみ方を体験してもらうことを目的とする。 

 

２．日時 

   平成２７年２月２２日（日） 10：00～15：00  ※雨天決行 

 

３．場所 

   淀川河川公園 枚方地区周辺 

   ※雨天時 枚方市民会館 

 

４．主催 

国土交通省 淀川河川事務所 

淀川河川公園管理グループ共同体 

（阪神造園建設業協同組合、一般財団法人 公園財団） 

協力 

 ＮＰＯ法人 シニア自然大学校 

 

５．実施内容 

（１）野鳥の説明 

（２）野鳥の観察 

（３）野鳥あわせ 

 

６．参加対象 

   小学生以上、先着200人 

 

７．参加費 

   無料 

 

８．参加方法 

  ○はがきに住所・氏名・電話番号(全て同伴者とも)を明記の上、 

    〒570-0096守口市外島町4-18 淀川河川公園 守口サービスセンター 

     「淀川の自然を楽しむ会係」宛まで 
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  ○電話でも申し込み可（はがきと同内容の確認） 

    淀川河川公園 守口サービスセンター（問合せ先も同） 

     電話06-6994-0006 

  ○締め切り 

２月１９日（木） 

 

９．参加者持参物 

  ○必須 

    昼食、飲料、暖かい服装 

  ○持っていれば 

    双眼鏡、望遠鏡、鳥図鑑 

 

10．配布物 

   よしぶえ80号、鳥あわせ表、小鳥のブローチ、花の種（アンケート粗品） 

 

11．スケジュール 

＜集  合＞ 

   9:30 集合 京阪電鉄「枚方市駅」１階中央コンコース 

シニア自然大学校スタッフが現地（テント前）へ誘導 

＜イベント＞ 

  10:00 開会セレモニー（開会挨拶、スケジュール説明、班分け） 

  10:10 野鳥及び観察方法の説明 

  10:30 野鳥の観察（移動しながら） 

  12:00 昼食、子どもグループ解散 

      ※トイレ移動 公用車2台 

  12:30 野鳥の観察（移動しながら） 

  14:30 野鳥観察まとめ（野鳥あわせ含む） 

  14:45 参加者の感想発表 

  15:00 閉会（挨拶） 

 

12．雨天時対応 

   枚方市民会館で野鳥勉強会（講演会） 

   講師：石川 新三郎（枚方生物調査会 代表幹事） 

藤原 和泉 （枚方野鳥の会 会長） 

      ※当日6:00判断 

 

13．広報 

（１）公園情報誌「よしぶえ冬」掲載 

（２）公園ＨＰ「イベントごよみ」掲載 

（３）情報誌「ぱど」掲載 
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団体、持込イベント、ロケーション、施設占用利用の手続き 
 
 
 
 

申請書 
 
行為の許可申請書 
 
公園内において物品販売、頒布、ロケーション、大規模なスポーツ大会等の行為をしよ

うとするときは、許可申請書を実施日の30日前までに発注者に提出してその許可を受ける

必要があります。 

許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様です。 

発注者との協議が成立することをもって許可します。その際には許可証の発送を行いま

す。 

申請書、使用箇所図の他に目的・内容等の確認ができる具体的な企画書などを添付して

下さい。 

車両入園許可申請・占用申請がある場合は一緒に提出して下さい。 

都市公園法（昭和31年法律第79号）第12条 

 

 

 

公園一時使用届 
 

発注者以外の方が、公園内において小規模なスポーツ大会や遠足等の一時的な使用の場

合など短時間の一時使用は、上記の「行為の許可申請書」によらず、公園一時使用届を実

施日の30日前までに発注者に届け出して、その使用許可を受ける必要があります。 
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行為の許可申請書記入要領 

 

１．黒のボールペン又はサインペンで記入して下さい。 

２．「平成 年 月 日」は提出日を記入して下さい。 

３．「申請者住所」は、都道府県名から記入して下さい。 

４．申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載し、代表者印（社判ではなく、代表者自身を証するもの）を押印して下さい。 

５．「行為の種別」は、「展示会」、「競技会」「集会」「ロケーション」等記入し、大会名等

ある場合は（ ）書きで記入して下さい。 

６．「日時又は期間」は、準備・撤去等の時間も含めて（予備日は「その他参考となるべき

事項」へ）記入して下さい。 

７．「場所」は、原則として園内施設名を記入して下さい。 

なお、サービスセンターの利用に当たっては、室名等を記入して下さい。（複数利用す

る場合も全ての室名等を記入して下さい。） 

８．「目的」は申請行為を行う目的、「内容」は申請行為の具体的内容を記入して下さい。 

９．「その他参考となるべき事項」の欄には、次の事項のほか、許可申請に当たって特記す

べき事項を記載すること。 

（１）工作物の設置に伴うときは、その工作物の種類、設置場所、設置期間その他必要

な事項 

（２）変更の許可申請の場合には、既に受けた許可の年月日 

10．申請行為の詳細事項・タイムスケジュール・担当者連絡先等を記入した企画書及び申 

請行為を行う範囲を図示した使用箇所図を添付して下さい。 

11．競技会の場合はスタート・ゴール・進行方向（→で図示）・給水箇所・救護テント等 を

記入したコース図及び緊急連絡体制図（電話番号を記入）を添付して下さい。 

12．模擬店を出す場合は、別途占用申請書を提出して下さい。 

 

※ 園内の樹木、その他の公園施設を損傷した場合、他の利用者の方に不快感を与える

行為をした場合、許可内容と異なる行為をした場合には許可を取り消し、即刻退園

して頂く事があります。 
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許可申請書 

平成  年  月  日 

 

近畿地方整備局長 殿 

 

             申請者 住 所 

                 氏 名 

                                      印 

                 電 話 

 

  都市公園法第１２条第１項の許可を受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

 

行為の種別 

 

 

日時又は期間 

 

平成  年  月  日（  ） 

場所 

 

淀川河川公園    地区 

目的 

 

 

内容 

 

別紙のとおり 

その他参考と 

 なるべき事項 

参加人員   名 

 

備考 

 １  申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の

氏名を記載すること。 

 ２  「その他参考となるべき事項」の欄には、次の事項のほか、許可申請に当たって

特記すべき事項を記載すること。 

   （１）工作物の設置に伴うときは、その工作物の種類、設置場所、設置期間その他

必要な事項 

   （２）変更の許可申請の場合には、既に受けた許可の年月日 
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公園一時使用届 

平成  年  月  日 

 

近畿地方整備局長 殿 

 

                 住 所 

                 電 話 

                 氏 名                  印 

 

 

  下記の通りの要領で使用したいのでお届けします。 

 

記 
 

１  場所           地区（別添図の区域） 
 
２  目的 
 
３  内容及び人数 
 
 

使用人数     人 
 
４  使用期間   平成  年  月  日（  ）    日間 
 
             時  分 ～    時  分 
 
５  仮設物 
 
６  その他 
 
 
 
 
 
           受付者                     
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占用申請書  

 
設置・管理許可申請書又は行為の許可申請書の申請の際に、公園を独占的に使用する場

合に申請が必要です。 

大型の機材（レール、イントレなど）やテントなどを設置する場合や、コーンやロープ

などで場所を仕切って独占的に使用する場合に申請が必要です。 

占用許可申請書に記載し申請してください。別途、占用料が必要となります。 

都市公園法（昭和31年法律第79号）第6条 

 

その他、申請にあたっては「淀川河川公園利用規則」をご確認下さい。 
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占用許可申請書記入要領 
 

１．黒のボールペン又はサインペンで記入して下さい。 

２．「平成 年 月 日」は提出日を記入して下さい。 

３．「申請者住所」は、都道府県名から記入して下さい。 

４．申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の氏名を

記載し、代表者印（社判ではなく、代表者自身を証するもの）を押印して下さい。 

５．「占用目的」の欄には、「○○工事の現場事務所」「○○競技会の本部」等、具体的に記

入して下さい。 

６．「占用期間」は、事前設置の期間（工事期間）も含めて記入して下さい。 

７．「占用場所」の欄には、「○○地区○○広場」等、具体的に記入し、位置図及び詳細図

を添付して下さい。 

５．「占用物件の構造」がわかる様な資料を添付して下さい。 

６．「占用物件の外観」がわかる様な寸法・占用面積計算を記入した図面を添付して下さい。 

９．許可書は、納入告知書（＝使用料請求書）と一緒に申請書記載の住所へ送付します。 

※申請書は、添付図と共に物件を設置する 30日前までに提出して下さい。 

 

 

占用許可条件書 
 

１．占用期間の更新を行うときは、占用期間の満了 30日前までに書面をもって公園管理者

淀川河川管理事務所（以下「甲」という。）に協議して下さい。 

２．占用料は、 有償 ・ 無償 とします。 

３．占用者（以下「乙」という。）は、善良なる管理者の注意をもって当該占用物件を管理

して下さい。 

４．乙は、占用期間中に当該占用物件を当該目的以外に供してはいけません。 

５．乙は、当該占用物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはいけません。 

６．甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に協議の上、当該占用物件に係る協議内容

の取消、又は変更を行う事ができます。 

（１）乙が本許可、回答書に示す条件に違反したとき。 

（２）公園施設に支障が生じたとき、又は生じる恐れのあるとき。 

（３）公園計画上、占用物件の構造を変更する必要性のあるとき。 

７．占用期間が満了し、又は占用物件に係る協議を前条により取消し、当該占用物件の撤

去を行ったときは、速やかに原状回復しなければなりません。ただし、占用期間の更

新がなされるとき、又は甲が承認したときはこの限りではありません。 

８．本件に関し疑義のあるとき、その他占用物件についての疑義を生じたときは甲乙協議

の上決定します。 
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許可申請書 

平成  年  月  日 

近畿地方整備局長 殿 

 

              申請者 住 所 

                  氏 名 

                                      印 

                  電 話 

 

  都市公園法第６条第１項の許可を受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

占用の目的 

 

 

占用の期間 

 

平成  年  月  日（  ） 

占用の場所 

 

淀川河川公園    地区 

占用物件の構造 

 

別紙のとおり 

占用物件の外観 

 

別紙のとおり 

占用物件の管理方法 

 

占用者で管理 

工事の実施方法 

 

占用者で実施 

工事の着手及び完了の期間 平成  年  月  日（  ）  時  分から 

平成  年  月  日（  ）  時  分まで 

都市公園の復旧方法 

 

現状復旧 

その他参考となるべき事項 

 

占用面積   ㎡ 

 

備考 

 １  申請者が法人である場合においては、「氏名」は、その法人の名称及び代表者の

氏名を記載すること。 
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申請手続きの流れ 
 

 

(都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第 6条、第 12条) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※原則として事業者は窓口となり、申請の補助業務を行う。 

 

申請者 

事業者 

公園管理者 

事業者 

申請者 

 

受理及び所内決裁 

利用の相談・申請 

申請（利用日の 30日間前まで） 

許可証発行 

許可証発送 

イベント実施準備 

申請受付 

利用の相談受付及び申請内容の確認 
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占用申請手続きの流れ 
 

 

(都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第 6条) 
 

 

 

 

占用申請

債権発生通知 

公園管理者 庶務課 事業者 

本局会計課 

財務省会計センター 

占用者 日本銀行 

債権ﾃﾞー ﾀ送信（○日程度） 

 

債権ﾃﾞー ﾀ送信（即日） 

 

納入告知書（２・３日程度） 納入告知書（○日程度） 

 

占用料振込（○日以内） 

占用者

占用申請 

 

※原則として事業者は窓口となり、申請の補助業務を行う。 
 

公園管理者 
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淀川サポート制度実施要領 

別添２１
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平成２３年３月２７日 
淀川河川事務所 

三島江野草地区の管理運営にかかる取扱について 

三島江野草地区は、淀川の多様で豊かな自然環境を創出・再生するための先導的な事

業として、平成１４ 年度に高水敷切り下げを実施した地区である。平成１９年度に再
度切り下げを行い、水位、動植物等のモニタリング調査を継続してきたところである。 
モニタリング調査の結果、利用範囲を限定することで自然環境の保全と利用者の安全

確保は可能であると認められたことから、平成２４年４月１日より供用を開始する。 
本地区はその特性上、出水等により冠水する可能性が高いことから、管理運営にあた

っては下記のとおり取り扱う。ただし、公園管理または河川管理に支障があると認めら

れた場合、川らしい利用推進のために改善が必要な場合は随時見直しを行うものとする。 
 

記 
 

１ 地区概要 
位  置  大阪府高槻市 淀川右岸（三島江地区の上流部で隣接） 
供用面積  ５．９ha 

  主要施設  緑地、園路、管理柵等 
 
２ エリア設定 

 Ⅰエリア： 比較的冠水頻度が低い区域（冠水頻度年１～8日を想定） 
 Ⅱエリア： 冠水頻度が高い区域   （冠水頻度年８～７１日を想定） 

  Ⅲエリア： 冠水頻度が最も高い区域 （冠水頻度年95～２７5日を想定）  
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３ 利用規則 
 Ⅰエリア： 三島江地区の開園時間内は利用可能とする。 
       ただし、出水等で冠水した場合または冠水の可能性のある場合は進入

ゲートを閉鎖し、立入禁止とする。 
 Ⅱエリア： 一般の公園利用者の立入は禁止する。 
       自然環境の調査・学習、外来種駆除などの環境保全活動を目的として、

事前の届出により公園管理者（淀川河川事務所河川公園課）の承諾を

得た団体又は個人のみ立入を認める。 
  Ⅲエリア： Ⅱエリアと同様とする。 
 
 
４ 通常時のゲート管理 
  Ⅰエリア  ：公園出入口の車止めゲートに合わせて開閉する。 
         開閉は三島江管理所の管理員が行う。 
  Ⅱ・Ⅲエリア：通常時は閉鎖し、事前の届出公園管理者の承諾を受けた団体又は個

人に鍵を貸し出す。 
         届出の受付は鳥飼サービスセンターとし、鍵の貸出は三島江管理所。 

     の管理員が行う。 
貸出時間は9:00～16:30（6～８月は18:30）とする。 

 
５ 巡視 

巡視ルートは別紙のとおりとする。本地区の供用前より実施している既設３ゲート

までの巡視に加えてⅠエリア及びⅡエリアの巡視を追加する。なお、巡視方法は平成

２３年８月改訂現場管理員マニュアルによるものとする。 
 
６ Ⅱ・Ⅲエリアの入園条件 
 １）入園目的が本地区の整備・管理の目的に合致する活動（自然環境学習、外来種駆

除等の環境活動等）に限る。 
２）入園時に当該活動の安全管理の責任者（インストラクター等）が同行する。

３）次の注意事項を厳守できる者に限る。 
(1)Ⅱ・Ⅲエリアで発生した怪我、事故の責任は当該活動を行う団体または個人
が負う。 

(2)原則として動植物は採取しない。調査や外来種駆除など採取が必要な場合
は、事前に公園管理者の承諾を受けること。 

 （3）貸出を受けた鍵は、最終使用時間までに三島江管理所に返却する。鍵を紛
失した場合は、当該活動の責任者が復旧費用を負担する。 

  (4)当該活動により発生したゴミは持ち帰る。外来種駆除など環境活動で発生し
た塵埃はこの限りではないので、事前に公園管理者を調整を行うこと。 

  (5)ペットを連れて入園しない。（介助犬を除く） 
  (6)バーベキューは行わない。 
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７  出水時におけるゲート管理 

１）Ⅰエリアのゲート閉鎖基準 

  (1)大阪府北大阪地区、東部大阪地区のいずれかにおいて、暴風警報、大雨警報、

洪水警報、大雨注意報、洪水注意報が発令された場合。  

   (2)淀川河川事務所から風水害災害体制が発令されと場合。 

   (3)枚方観測所の水位が－２．６５ｍに達した場合。 

   (4)Ⅱエリアの池が冠水し、今後も水位上昇が見込まれる場合。 

   (5)その他公園管理者が指示した場合。 

２）Ⅰエリアのゲート再開基準 

 次のいずれかの基準を満たし、かつ現地確認によりⅠエリアの利用に支障がない

と認められる場合。 

   (1)上記 1)-(1) 及び 1)-(2) が解除された場合。 

  (2)枚方観測所の水位が－２．６５ｍを下回り水位上昇が見込まれない場合。 

  (3)その他公園管理者が指示した場合。 

 

単位：ｍ
エリア 池№ 縁高

ＯＰ＋
Ⅰ 1 4.35 -1.75

2 4.25 -1.85
Ⅱ 3 3.85 -2.25

4 3.45 -2.65
Ⅲ 5 3.40 -2.70

6 3.30 -2.80
7 3.20 -2.90

基準高
4.0 -2.1参考：枚方地区プロムナード

枚方観測所での
基準水位換算

 

表：三島江野草地区 敷高一覧 

 

以 上 
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公園ロゴタイプとマスコットキャラクター
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ペット対応 

 

  淀川河川公園における規制対象ペットは犬を対象とする。 

  公園内に犬を伴って入園する場合は、以下の条例に従う。 

 

    ・ 大阪府「動物愛護及び管理に関する条例」 

    ・ 京都府「動物の飼育管理と愛護に関する条例」 

 

  この中で規定されている事項で、公共の場所に犬を同伴しようとする場合、犬を制御

できるように引き綱及び鎖でつなぐこととなっている。ただし、盲導犬、警察犬、その

他規則で定める犬を、その目的のために使用する場合を除く。また、糞便により公共用

地内を汚すことを禁じている。 

  淀川河川公園は河川敷内で公共の場所であり、誰でも自由に利用できる場所のため、

犬を係留綱から解放すことはできない。このため、綱や鎖で係留していない場合は係員

が注意指導をおこなう。これらの注意を徹底するために、園内に注意サインを設置する。

（図-1参照） 

また、犬を同伴する来園者にチラシを手渡すなど、常に来園者に正しい使い方を守る

よう指導する。（図-2参照） 

  その他の注意として 

   ・ 排泄物の処理は飼い主が責任を持って行い、持ち帰る 

   ・ 他の来園者に吠えたり飛び掛るなどの迷惑行為をさせない 

   ・ ペットによる事故、トラブル等が発生した場合はペット同伴者の責任とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 注意サイン事例 
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図- 2 チラシ事例 

 

 

  一般入園者がペットを同伴する場合とは別に、淀川河川公園ではドッグラン（犬の訓

練、調教行為等）行為に係る申請をおこない許可を受けて使用する場合がある。この場

合は、審査のうえ都市公園法１２条第１項に基づく許可を行い使用を認めている。都市

公園法１２条に基づく許可処分は、河川法においては準則の一時占用許可に該当し、一

定期間の敷地使用の許可を受けている。使用にあたっては敷地使用に係る許可条件を付

与する他、使用料金を徴収している。 

 

  使用許可申請における審査基準の主たる点は次のとおり。 

   ・ 許可敷地にフェンスを設置し、外部に犬が飛び出さないよう安全対策をおこな

うこと。 

   ・ フェンスの高さは１ｍ以上とすること。 

   ・ フェンスは堅牢なものとし、ロープ柵、ネットフェンスは認めない。 

   ・ フェンス内で犬の放す場合は小型犬に限り、大型犬は認めない。 

   ・ 狂犬病予防法第４条（市町村長への犬の登録）、第５条（狂犬病予防注射と注射

済票の交付）を完了しているかの確認のため、許可申請書に証明書の添付が必要。 

   ・ 使用にあたっては安全管理、条例や他法令の遵守、事故が発生した場合は自己

責任により対処をおこない、良好な河川利用をおこなうものとする。 
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利用者指導について 

 

 

１．目的 

公園利用者及び近隣の住民が気持ちよく快適に利用できるよう、公園内の案内及び他の利用

者に迷惑となるような不適切な行為について指導を行う。 

 

２．公園利用者の指導事項 

① 不法占用、不法行為 

ア 許可を受けず、営利を目的とした物品の販売又は頒布等不法売店が出店した時は、注

意を行い、撤去をお願いする。 

イ 許可を受けず、営利のみを目的とした集会、展示会、興業等不法占拠を発見した時は、

注意を行い、撤去をお願いする。 

ウ 公園内で、ホームレスがテントを張って不法占拠した場合は、立ち退くようにお願い

する。 

エ 公園施設の破損又は汚損行為及び指定区域外の火の使用を発見した時は、中止の指導

をする、必要に応じ安全対策等を行う。 

オ 不法工作、不法耕作、不法投棄を発見した時は、中止の指導をする。 

② その他危険迷惑行為 

ア ゴルフの練習者や引き綱を外した犬など、他の公園利用者の危険となる行為は禁止し、

止めるよう指導をする。 

イ 落書きがあった場合で、特に差別落書きについては、その内容を速やかにサービスセ

ンターに連絡すること。又その落書きは、現地保存を必要とするので、覆い等で保護

し、文字を消さないこと。 

ウ ラジコン類（飛行機）は危険防止のため禁止されているので止めるよう指導する。 

エ 芝生広場での野球、サッカー等の球技の利用は、他の公園利用者の危険を考慮し禁止

されているので止めるよう指導する。 

オ その他利用者に危険や迷惑をおよぼすもの、また公園施設を破損させる恐れのある物

品等の持ち込みは禁止されているので、指導を行う。 

③ 不審人物、不審拾得物 

不審人物を発見した場合は、別添 9「危機管理について」に基づきサービスセンター

へ連絡を行うと共に、その指示に従う。不審拾得物の発見も同じ対処とする。 

④ 案内 

利用者からの問合せや質問に対しては親切丁寧にまた分かりやすく的確に答えること。

また、パンフレットおよび広報誌を提示し分かりやすく説明すること。 

⑤ バーベキュー利用者 

バーベキューの利用区域内で行うよう指導すること。また、他の利用者が気持ち良く使

えるよう、ゴミ等の持ち帰りをお願いすること。 
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⑥ 野犬対策について 

ア 野犬が出没している場合は、１日３～４回の放送による注意喚起をする。 

巡回中も、利用者に同様の注意を呼びかけること。 

イ 野犬を発見した時は、とどまって利用者に注意喚起する。 

ウ 野犬に餌をやっている人を見つけた場合は、説明をして止めてもらう。 

エ 野犬を確認した場合には、巡視日報に特徴等を記載する。 

オ 報告に基づきサービスセンターと保健所、警察で対処方法を検討する。 

カ 野犬が危険と感じたら、広域巡視及びサービスセンターで対処する。 

キ 公園利用者から苦情があった場合には、現在の状況と対処方法を説明する。 

⑦ 利用 

ア 野球場、テニスコート、サッカー・ラグビー場、陸上トラック、フットサルコート、

ゲートボール場の使用については、「淀川河川公園施設利用規約」に規定されている

利用方法に従い指導する。 

イ 一時使用及び許可使用に基づき許可した使用が、明らかに許可内容と異なる場合は、

定められた連絡体制に基づきサービスセンターへ連絡を行うと共に、その指示に従う。 

 

３．報告 

不法占用、不法行為、その他の危険迷惑行為、安全措置などで緊急時の対応をした時は速

やかに、別紙 30「淀川河川公園巡視マニュアル」の（公園点検写真報告書）、（公園利用

者指導報告書）に記載し、担当サービスセンターに連絡する。 

－別添196－



淀川河川公園施設利用規約 

 

 

この規約は、野球場、テニスコート、サッカー・ラグビー場、陸上トラック、フットサルコー

ト、ゲートボール場のインターネットによる予約に適用します。 

利用日には「淀川河川公園施設利用券」を提出してください。利用券のプリントが出来ない方

は各管理所で、携帯電話の「予約状況の確認画面」の提示でも利用可能です。 

利用については、管理所管理員の指示に従ってください。施設内でのケガ、所持品の紛失等の

貴任は負いません。発生したゴミ類等は、各自、お持ち帰りください。 

利用に際しては、一般入園者の迷惑とならないよう十分配慮してください。 

テニスシューズ以外でのテニスコート面への立ち入りをお断りします。 

申し込み時間以外はテニスコートやグランド等の利用は厳禁とします。 

  ア) ２時間の利用時間には、利用後の整備時間も含まれています。 

  イ) 10分前にはプレーを終了して用具等の後片付けをしてください。 

利用後は、清掃、整地等を行い、施設を正常な状態に戻した上、直ちに次の利用者に明け渡し

てください。 

 

０ 公園に関する工事、出水、優先使用等により運動施設の利用ができない場合があります。 

予約画面に表示します。※既に予約されている方にはメール又は電話でお知らせします。 

１ 施設の管理上、利用が不適当であると認められる場合（例:目的外利用等）は、予約の停止や

ＩＤ番号の取り消しをすることがあります。 

２ 利用受付は、利用日の１ヶ月前から行います。 

  ただし、野球（土、日、祝日）にかかる抽選予約は、前月の９日９:００～１５日２４:００

の間に受け付け、１６日９:００に決定します。当選の方は２０日２４:００までに確定作業

をして下さい。しない場合は当選が無効になります。抽選空きの予約は、２１日９:００から

先着順になります 

３ 予約手続き後の利用料金について。 

  ア 天候による利用不能の場合 

プレー途中で降雨等により利用不能となった場合は、区域管理員の証明に基づき利用

時間に見合った利用料金を引き落とします。（３０分過ぎた利用は１時間の利用としま

す） 

  イ 利用予定日の１週間前の１７:００まで取り消しができます。 

同時間を過ぎますと、施設利用の有無、予約手続きの間違い等に関わらず、預金ロ座

振替依頼書に記載された金融機関口座から利用料金を引き落としされます。 

  ウ 預金ロ座振替依頼書に記載された金融機関のロ座から引き落としができない場合は、予

約の停止やＩＤ番号の取り消しをすることがあります。 

４ 施設利用料金についてのお問い合わせは、利用月の翌月の５日までにサービスセンターまで

お願いします。 

５ 施設利用料金は、当月利用額を翌月２３日に一括して預金ロ座振替依頼書に記載された金融

機関ロ座から引き落とします。事前に残高を確認してください。 

６ 利用予約の受付時間は、利用日１ヵ月前の９:００から当日の施設利用時間の１時間前までで
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す。空き状況の確認は終日できます。 

 

   守ロサービスセンター電話06-6993-0684  太間サービスセンター電話072-838-0888 

   鳥飼サービスセンター電話072-654-9800 

      問い合わせ時間 午前９:００から午後４:３０ 

      定休日 毎週月曜日、年末年始（１２／２９～１／３） 
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近 畿 地 方 整 備 局 

淀 川 河 川 事 務 所 

  

配布日時 

 

平成２７年４月１６日 

１４時００分 

資  料  配  布 

  

件  名 
4月24日から淀川河川公園西中島地区でバ

ーベキュー利用の有料化試行を実施します 

 

摘  要 

○ 現在、淀川河川公園西中島地区では、多くの皆様に 

バーベキューをお楽しみ頂いております。発生した 

バーベキューゴミについては、お持ち帰り頂くようお 

願いしておりますが、ゴミの一部が市街地へ投棄され、 

近隣住民の皆様のご迷惑となっております。                    

○ 西中島地区において、昨年より期間を拡大して4月24

日（金）から11月3日（火・祝）までの間、バーベキュ

ー利用を有料とし、公園内でゴミを回収・処分する費用

に充てる取り組みを試行いたします。 

 

取 扱 い － 

 

配布場所 
近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 大阪市政記者クラブ 

関西レジャー記者クラブ 

 

問合せ先 

 

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 

  副 所 長 寺内 雅晃 

  河川公園課長 片岡 佳三 

電 話：０７２－８４３－２８６１ 

ＦＡＸ：０７２－８４３－０９１０ 
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４月２４日からバーベキュー利用の有料化試行 実施箇所 
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○西中島地区におけるバーベキュー利用状況 

   淀川河川公園西中島地区では多くの皆様（平成２６年度は公園区域も含み約２６万人の

方にご利用頂きました。）にバーベキュー（以下ＢＢＱ）をお楽しみ頂いております。淀

川河川公園ではＢＢＱゴミに限らず、すべてのゴミはお持ち帰り頂いておりますが、西中

島地区については、発生した大量のＢＢＱゴミの一部が市街地へ投棄され、近隣住民の皆

様のご迷惑となっていることから、チラシの配布等の啓発活動、パトロール等とあわせ、

暫定的にゴミ箱を設置している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ＢＢＱ利用の有料化試行 

上記の西中島地区の現状をふまえ、昨年より期間を拡大してＢＢＱ利用を有料とし、

公園内でＢＢＱゴミを回収・処分する費用に充てる取り組みを試行いたします。今回

も昨年と同様に一人ずつ利用料金をお支払い頂く方式とします。 

なお、本試行の取り組みは淀川河川公園の運営維持管理業務を受注している淀川河

川公園管理グループ共同体が運営いたします。 

また、試行期間中、ＢＢＱ指定区域の拡大とそれに伴う臨時駐車場の設置を行いま

す。 

 

実施場所：淀川河川公園西中島地区（大阪市淀川区） 

実施期間：平成２７年４月２４日（金）から平成２７年１１月３日（火・祝）まで 

 ※期間中に西中島地区で大規模なイベント等が開催される場合は中止します。 

詳細は淀川河川公園ＨＰにてお知らせをします。 

   【４月、５月、９月、１０月、１１月】 

利用時間は９時から１６時４５分まで（受付は９時から１５時まで） 

      【６月、７月、８月】 

     利用時間は９時から１８時４５分まで（受付は９時から１７時まで） 

実施内容：園内ＢＢＱ受付所にて、利用料金をお支払い下さい。 

     一人 ５００円（小学生以下は無料） 

ＢＢＱで発生したゴミは、淀川河川公園で処分いたします。 

西中島地区のＢＢＱ利用状況 市街地に投棄されたＢＢＱゴミ 

参考 
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・実施期間

西中島地区ＢＢＱ有料化試行のご利用案内

平成２７年４月２４日（金）～平成２７年１１月３日（火・祝）

※期間中に西中島地区で大規模なイベント等が開催される場合は中止します。

詳細は淀川河川公園ＨＰにてお知らせします。

【４月、５月、９月、１０月、１１月】

利用時間は９時００分～１６時４５分（受付時間は９時００分～１５時００分）

【６月、７月、８月】

利用時間は９時００分～１８時４５分（受付時間は９時００分～１７時００分）

現在、西中島地区では、ＢＢＱゴミの一部が市街地へ投棄さ
れ、近隣住民の皆様のご迷惑となっております。

そこで、西中島地区でのＢＢＱのご利用を有料とし、公園内
でゴミを回収・処分する費用に充てる取り組みを試行します。

・利用料金
受付所で利用料金をお支払い下さい

一人 ５００円 （小学生以下無料）

・ＢＢＱご利用マップ

西中島地区

ＢＢＱエリア ゴミ回収所

ＢＢＱ受付所

臨時駐車場

・西中島地区へのアクセス
公共機関
・阪急電車南方駅または地下鉄（御堂筋線）西中島南
方駅下車徒歩７分。

・大阪市バス木川東２丁目下車徒歩５分。
マイカー
・御堂筋を南下し府道１６号交差点より側道を直進し、
堤防に突き当たり右折すぐ左手ゲートより駐車場に
進入下さい。

（ＢＢＱエリアは木杭と黄色いロープで囲われています。）
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・ＢＢＱご利用の流れ
１．ＢＢＱ利用受付

駐車場横ＢＢＱ受付所にて、利用料金をお支払い下さい。（事前
予約は行っておりません。）
受付後、お支払い頂いた方にはリストバンドを配布しますのでお
一人ずつ着用して下さい。

２．ゴミ袋について

ゴミ袋は事前にお持ち頂いても構いません。当方より無料で配布
もさせて頂きます。

３．ＢＢＱエリアを選ぶ

４．ＢＢＱを楽しむ

みんなが楽しめるよう場所は譲り合って下さい。大声で騒いで周
りのみんなの迷惑にならないよう気を付けて楽しもう。

ＢＢＱエリアは２箇所に分かれていますので、お好きなエリアに
お進み下さい。エリア外でのＢＢＱはご遠慮下さい。

・注意事項

・お車を運転されるお客様の飲酒は固くお断りいたします。
・公園内で火を使えるのはＢＢＱエリアのみです。直火・たき火は厳禁です。
・ＢＢＱ用ジェル状着火剤やガスボンベ等の取扱いにはくれぐれもご注意下さい。
・火災の危険がありますので、炭は水で消して下さい。
・ペット類をつれてご利用される場合は引き紐をつけて下さい。
・リストバンドは必ず着用して下さい。着用のない場合は利用料金を再度お支払
い頂きます。

ルールを守って、楽しくＢＢＱしよう！

よどちゃん
淀川河川公園マスコットキャラクター

ＢＢＱ運営に関するお問い合わせ先
淀川河川公園管理グループ共同体
淀川公園事務所（守口サービスセンター）
収益事業課 中岡、堀川
電話 06-6994-0006
FAX 06-6994-0095

淀川河川公園ＨＰ http://www2.kasen.or.jp/

５．後片付け

ゴミは袋に入れて、ＢＢＱエリア内に設置していますゴミ回収所
までお持ち下さい。
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工作物点検について 
 
１．施設・工作物点検及び安全確保 

利用者が安全・安心・快適に公園を利用できるよう、安全な施設の維持管理を行う。 
通常は、施設・工作物の各種点検を計画的に行い、災害等の不測事態の発生後は臨時点

検で補うものとする。そして、不具合を発見したときは、利用者の安全を確保すると共

に、施設の応急的な補修、環境整備等を行う。 
 

1) 点検の種類と方法 
「日常点検」「定期点検」「遊具点検」「臨時点検」とする。 

 
2) 点検の方法 
主として目視、必要に応じて触診・聴診・打診を行うことにより、施設の変状や異

常の有無を調べる。また必要に応じ計測器具を用いて行う。 
 

表－1 点検の種類と方法 

点検の種類と方法 目視 触診 聴診 打診 計測 

日常点検 ◎ ○ ○ × × 

定期点検 ◎ ○ ○ ○ × 

遊具点検 ◎ ○ ○ ○ ○ 

臨時点検 ◎ ○ ○ ○ × 

◎：標準的に行う、○：必要に応じて行う ×：実施しない 
目視：直接目で見る点検。日常的な観察により、表面の腐蝕の程度、変色

等より重大な変状をとらえるものとする。 
触診：手で触れることにより、削げ・引っかかり・切れ目など危険箇所が

ないかを確認する。劣化状況に応じて重点的に行う。 
聴診：可動部を実際に作動させて、異音により変状を判定する。 
打診：テストハンマーなどを使用し叩き、そこで発生する音から、目視や

触診では解らない微妙な変状を察知する。 
計測：設計図を基に、計測機器を用いて変状を計測する。 

 
3) 日常点検 
ア．日常点検 

① 管理所員は、１日４回、自転車または徒歩にて区域巡視の時に目視による点
検を行う。必要に応じて触診・聴診等により、工作物施設の異常等の有無を

調べる。 
② 広域巡回する担当者は、1日 1回、広域巡視時に目視により点検を行う。必要
に応じて触診・聴診等により、工作物施設の異常等の有無を調べる。 
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③ 異常があった場合必要な安全措置を行い、速やかにサービスセンターに報告
する。 

イ．点検項目 
① 園路施設の破損、変形、汚れがないか。 
② 運動施設、その付属施設の破損、変形、汚れがないか。 
③ 便益施設の破損、変形、汚れ、漏水、詰まりがないか。 
④ 休養施設の破損、変形、汚れがないか。 
⑤ 管理施設の破損、変形、汚れがないか。標識は表示内容が消えていないか。 
⑥ 遊具施設の破損、変形、汚れがないか。砂場の砂の固結化または砂の不足に

より底部が露出してないか。 
⑦ 修景施設（電気設備・機械設備含む）の破損、変形、汚れがないか。 

 
4) 定期点検 
ア．定期点検 

① 4 月と 12 月の年２回、サービスセンターごとに詳細な点検を全地区を対象に
行う。（枚方・大日・西中島・太間・太子橋地区の電気設備・機械設備点検は

除く） 
② 主に目視とするが、必要に応じて触診・聴診・打診により、工作物施設の異

常等の有無を調べる。 
③ 工作物の目視が出来ない土中部分については必要に応じ掘削し異常等の有無

を調べる。 
④ 異常があった場合は安全措置を行い、速やかに補修を行う。 
⑤ 大規模修繕、改築は近畿地方整備局が実施するため点検結果を速やかに報告

する。 
イ．点検項目 
点検は、「チェックリスト」を別途作成して、その指示に基づき行う。 

 
5) 遊具点検 

① 日常点検は、全地区、年間を通じ計画的に直営班において行う。 
② 定期点検はサービスセンターにより作成したチェックリストに基づき行う。 
③ 必要に応じて、専門業者に点検を依頼する。 
④ 異常があった場合は安全措置を行い、速やかに補修を行う。 
⑤ 大規模修繕、改築は近畿地方整備局が実施するため点検結果を速やかに報告

する。 
 

6) 臨時点検 
ア．臨時点検、精密点検 

① 出水、震度５以上の地震発生、津波、その他の事由により、施設に異常箇所
が生じるおそれが予想される場合、又は利用者がけがをしたり他公園などに

おいて類似施設による事故があった時に行う。 
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② 各サービスセンターが担当し、定期点検と同様の点検を行う。また、必要に
応じて点検を専門業者に依頼する。 

③ 点検方法、対処は定期点検と同様とする。 
イ．点検項目 

 点検項目は定期点検と同様とし、チェックリストに基づき行う。 
 

7) 点検後の措置  
ア． 安全措置 

① 危険な場所や工作物等を発見した場合は利用者が立ち入ったり、利用出来な
いように速やかにカラーコーン・杭・ロープ等で囲み、使用禁止看板による

明示を行う。 
② 工作物等の補修や、汚れ、異物の除去清掃等の軽微な作業を状況に応じて行

う。 
巡視時に点検を行った結果をもとに、事故を未然に防ぐために安全対策を行

い、軽微なものについては、必要に応じてサービスセンターの指示により、

応急処置、又は補修を行う。 
③ ①②で対応が困難、又は不十分であるとサービスセンターが判断した場合は、

現場管理員、直営班、センター職員が協力して対応し、必要に応じて専門業

者による対応を行う。 
イ．近畿地方整備局が行う大規模修繕以外の補修と撤去 

① 補修計画を立案するにあたり、その実施時期や優先順位、特に利用頻度の高
さ、機能障害の重大性、処置の緊急性を配慮する。 

② 破損の大きい施設、耐用能力の限界（腐蝕・損耗等）にきている施設、又は
安全上支障をきたす施設は近畿地方整備局の指示により撤去する。 
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淀川河川公園施設予約システム『よどいこ』について  

淀川河川公園施設予約システム（以下『よどいこ』と言う）は、利用者の利便性を向上させるため、

インターネットや携帯電話を利用して、淀川河川公園に整備された運動施設（一般野球場（29面）、少年
野球場（7面）、テニスコート（49面）、サッカー・ラグビー場（10面）陸上トラック（2面）、フットサ
ルコート（3 面）、ゲートボール場（3 面）利用の予約申込みを行うシステムです。パターゴルフ、グラ
ウンドゴルフ、ディスクゴルフは、現地管理所で受付します。 
 『よどいこ』を利用して運動施設利用の申込を行うには、事前に利用者登録が必要です。利用者登録

は、本人確認、口座番号、銀行お届け印が必要となりますので守口・太間・鳥飼サービスセンターで   

受付ています。 
施設利用料金のお支払いは、口座振替で行います。口座振替は利用月の翌月 23日（この日が金融機関休
業日にあたる場合は、その翌営業日になります。事前に入金をお願いします。） 
 
１．施設の空き状況と予約申込 
  利用者登録をしていなくても空き状況の確認は可能です。平日の予約申込は、利用日の１ヶ月前の

9:00から当日の施設利用時間の 1時間前まで先着順予約で受付を行っています。土日祝日の空き予
約（抽選終了後）は、利用前月の 21日（0:00）から先着順予約で受付を行います。 

２．抽選に参加する申込方法 
  土日祝日は、野球場、テニスコート、サッカー・ラグビー場、陸上トラック、フットサルコートは

抽選申込になります。申込は、利用希望日の前月の 9日（9:00）から 15日（24:00）まで受付を行
っています。最大 4枠まで（1日には 2枠まで）申し込めます。当選者には、16日（9:00）に『よ
どいこ』で発表します。当選者の方は、20日（24:00）までに予約の確定作業をして下さい。確定作
業をされないと予約が無効になります。 

３．予約の取り消し（キャンセル処理） 
  利用予定日１週間前の17:00まで取り消しが可能です。同時刻を過ぎますと、施設利用の有無、予
約手続きの間違い等に関わらず、指定された口座から利用料金が引き落とされます。 

４．主な機能 
  １）複数の地区の満空状況を一度に検察できるようにし、空いている施設をすぐに探せます。 
  ２）スマートフォンでも操作しやすいように、抽選結果や予約確認を同じ画面で確認できます。 
  ３）運動施設までの詳細地図や経路案内、駐車場入口の写真など施設の情報がわかります。 
  ４）運動施設予約の申込や予約の取り消しの処理後、メールアドレス登録の利用者の方に、受付し

た旨をメールでお知らせします。 
５．『よどいこ』の利用停止につて 
  １）パスワードを３回間違った場合。 

２）口座振替日に利用料金が引き落とせなかった場合。（口座残高不足） 
３）最後に『よどいこ』へログインした日から 1年以上経過した場合。 

 
※詳しくは、『マニュアル、施設のご案内、施設の予約について、お問い合わせ』をご覧下さい。 
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施設のご案内  

■淀川河川公園の運動施設のご案内 
『よどいこ！』を利用して、淀川河川公園の運動施設利用の予約ができるのは野球場、テニスコート、

サッカー・ラグビー場、陸上トラック、フットサルコート、ゲートボール場です。 パターゴルフ、ディ
スクゴルフ については現地管理所で受付します。 
 
■淀川河川公園全体図 
各地域の所在地にピンを配置し一覧で地区を探せるようになっています。 
 
■公園内の地区別による運動施設 
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棟 台 面 面 面 面 面 面 面 面 面 面 Ｈ Ｈ Ｈ

1 海老江 大阪市福島区 1 73 4 2 1 3

2 大淀野草 大阪市北区

3 長柄 大阪市北区

4 長柄河畔 大阪市北区

5 毛馬 大阪市都島区 2 1 2

6 赤川 大阪市都島区 1 79 1 6

7 城北河畔 大阪市旭区

8 太子橋 大阪市旭区 1 106 2 1

9 外島 守口市 1 6

10 守口 守口市 95※

11 八雲野草 守口市

12 八雲 守口市 32 1 3

13 庭窪河畔 守口市

14 十三野草 大阪市淀川区

15 西中島 大阪市淀川区 1 122 3

16 豊里 大阪市東淀川区 1 65 4

17 大日 守口市 45 2

18 佐太西 守口市 1 231 2 2 3

19 仁和寺野草 寝屋川市 1 59 27 8 24

20 点野野草 寝屋川市

21 太間 寝屋川市 1 217 1 1

22 木屋元 寝屋川市 2 1 3

23 出口野草 枚方市

24 出口 枚方市

25 出口河畔 枚方市

26 伊加賀野草 枚方市

27 三矢 枚方市 68 4

28 枚方 枚方市 2 216 1※ 1※

29 背割堤 八幡市 1 158

30 一津屋野草 摂津市 1 29

31 一津屋河畔 摂津市

32 鳥飼西 摂津市 29

33 鳥飼野草 摂津市

34 鳥飼下 摂津市 66 1 2

35 鳥飼上 摂津市 1 234 3 1 7

36 三島江 高槻市 1 146 2 1 4

37 三島江野草 高槻市

38 大塚 高槻市 1 194 2 1 2

39 島本 大阪府島本町 1 61 1 1 1 2

40 大山崎 京都府大山崎町 1 201 2 1

17 2,431 28 7 1 5 3 2 2 1 2 49 27 8 24

地区名 都市名

施設問い合わせ場所
及び

電話番号

守口サービスセンター
守口市外島町4-18
Tel.06-6993-0684

※守口地区の駐車場は
(守口スポーツプラザ)
スケート利用者専用と
なっています。

太間サービスセンター
寝屋川市太間町7-31
Tel.072-838-0888

※枚方地区
 3月～11月 野球
12月～ 2月 サッカー優先

鳥飼サービスセンター
摂津市鳥飼下1-8-1
Tel.072-654-9800
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施設の予約について  

■この施設の予約についてのページのみ『ご利用者登録の方法』、『施設予約の仕方』、『空き状況・予約

申込（地区、施設）』、『空き状況・予約申込（日時）』へのリンクがページ上部にボタンとして配置して

います。 

 
施設予約についての関連ページにすぐにたどり着くようにしています。 
 

施設の予約について  

『よどいこ！』を利用して施設を予約する方法を詳しく掲載しています。 
 「抽選予約」「先着予約」について 
 予約可能枠数。 
 予約のキャンセル 
 降雨等による運動施設利用の中止 
 テニスコートの利用ポイントについて 
 『よどいこ！』の利用停止について 

 

施設の予約の仕方  

■施設と予約の申込みの流れが表にまとめられており、初めて利用される方も表の順に沿って行けばス

ムーズに予約をすることが可能です。 
ポイント利用について、キャンセルについても説明してあります。 
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イベント情報  

■イベント情報が表示されます。 
 

 
スマートフォン表示の場合イベントのタイトルのみが表示されています。タイトルをタップするとイベ

ントの詳細が表示されます。 
 

 
再度イベントタイトルを押す（タップ、クリック）とイベントの詳細は非表示になります。複数のイベ

ントの詳細を同時に表示することはできません。  
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お問合わせ  

■『よどいこ！』に関するお問い合わせ先、施設利用料金の一覧、よくあるご質問を掲載しています。 
 
お問合わせ先として守口・太間・鳥飼サービスセンターの運動施設受付窓口お問合せ先として各サービ

スセンターの受け付け電話番号を掲載しています。 
 
守口サービスセンター受付 ℡:06-6993-0684  住所:守口市外島町 4-18   
太間サービスセンター受付 ℡:072-838-0888  住所:寝屋川市太間町 7-31   
鳥飼サービスセンター受付 ℡:072-654-9800  住所:摂津市鳥飼下 1-8-1 
 
 施設利用料金一覧 

  

施設名 貸出単位 曜日 料金 概要 

野球場 2時間 全曜日 1,230円   

少年野球場 2時間 全曜日 1,230円   

淀川スタジアム（枚方） 2時間 全曜日 4,530円 人工芝 

サッカー場（鳥飼下） 2時間 全曜日 4,530円 人工芝 

サッカー・ラグビー場 2時間 全曜日 1,230円   

陸上トラック 2時間 全曜日 1,230円   

フットサルコート 2時間 全曜日 620円 大山崎地区 

フットサルコート 2時間 全曜日 2,060円 人工芝 

テニスコート 2時間 
平 日 1,690円   

土日祝 2,300円   

ゲートボール場 1時間 全曜日 210円   

ディスクゴルフ場 
1ラウンド 

 （2時間） 
全曜日 210円 

小学生以下及び65才以上は半額 

用具持参の場合は無料 

1ラウンド8H 

グランドゴルフ場 
1ラウンド 

 （2時間） 
全曜日 210円 1ラウンド24H 

パターゴルフ場 
1ラウンド 

 （2時間） 

平 日 530円 一般 

1ラウンド27H 土日祝 740円 

平 日 270円 小学生以下及び65才以上 

1ラウンド27H 土日祝 370円 

※ディスクゴルフ、グランドゴルフ、パターゴルフは現地受付とします。 
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地区情報（NEW！）  

トップページの中段タブの『地区情報』を押す（タッ

プ、クリック）と地区詳細の表示へのリンクが表示さ

れます。施設予約可能な 21地区の所在地マップのある
トップページが表示されます。 
地区詳細のトップページからは、各地区の施設概要、

マップ、交通アクセスが確認できる各地区のページへ

リンクしています。 

 
地区詳細のページについては地区情報（7ページ）を 
参照してください。 
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地区情報（NEW！）  

■トップページの中段タブの『地区情報』を押す（タップ、クリック）と『地区詳細』へのリンクが表

示されます。『市区詳細』へはトップページの『地区情報』からアクセスします。 
 

地区詳細トップページ  

 
 
■地区一覧 
淀川河川公園の地区名から各地区の詳細

ページにリンクしています。 
 
■淀川河川敷公園運動施設全体マップに 
各地区の位置にピンを配置しています。 
ピンを押す（タップ、クリック）ことで各

地区の詳細ページに移動します。 
 
■施設別一覧 
施設ごとに地区を分類し、地区名から各地

区の詳細ページにリンクしています。 
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各地区詳細ページ（海老江）  

■地区詳細 
淀川河川公園の地区名から各地区の詳細

ページにリンクしています。現在のページ

のボタンが白くなっています。 
左上に地区詳細のトップページへのリン

クがあります。 
 
■施設概要 
どのような施設があるか、駐車場の台数な

ど表示します。 
 
■マップ 
施設所在地にピンを置いています。 
 
■交通アクセス 
公共交通機関を利用した場合と、自動車の

場合とを表記しています。公共交通機関の

場合、経路地図へのリンクがある場合もあ

ります。 
 
■駐車場までの新入（走行）道路状況 
マップに番号を配置し、番号の地点の写真

を掲載しています。写真によっては説明文

があるものもあります。 
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基本操作について  

トップページの画像の役割（す

 

トップページへ戻る                    

 
スマートフォン表示、パソコン（PC
ップ、クリック）とトップページへ移動できます。

 
また、トップページの画像（フッタ

クリック）ことでトップページへ移動できます。どのページからも

ようになっています。 
 

 

前のページへ戻る  

 
トップページの画面下にある（フッター

ページに戻ることができます。 

各ページへのリンク  

 
トップページの画像（ヘッダー）には常に、『施設案内』『施設予約』『イベント』『お問合せ』『リンク』

に移動するリンクボタンがあります。

 トップページへのリンク 

9 

の画像の役割（すべてのページで共通する基本操作）  

                                        

PC）表示ともにページ左上の淀川河川公園施設予約の画像を
へ移動できます。 

 

フッター）のテキストリンクの『トップページへ』の部分を

へ移動できます。どのページからも 1 動作でトップページ

 

フッター）にある『戻る』を押す（タップ、クリック）

 

には常に、『施設案内』『施設予約』『イベント』『お問合せ』『リンク』

移動するリンクボタンがあります。 

 

 

 

                    

表示ともにページ左上の淀川河川公園施設予約の画像を押す（タ

の部分を押す（タップ、

トップページへ移動できる

押す（タップ、クリック）ことで 1つ前の

には常に、『施設案内』『施設予約』『イベント』『お問合せ』『リンク』
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パソコン版を見る（PC 表示になる）  

 
スマートフォン表示のときのみフッターのパソコン版の見を押す（タップ、クリック）とスマートフォ

ンでパソコン表示にすることができます。 
注）互換表示ではありません。各スマートフォン端末により文字サイズなどに違いがあります。 

 

 
スマートフォン表示に戻すにはトップページの画像（フッター）『スマートフォンサイトを見る』を押

し（タップ、クリック）ます。 
注）PCで操作している時もスマートフォンサイトを見るという表示がありますが、押（タップ、クリッ
ク）してもスマートフォン表示にはなりません。 
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トップページ  

■お知らせ、初めての方、ログイン、空予約確認、地区情報の表示を中段のタブで切り換えることが可

能です。 

お知らせ  

お知らせはトップページに表示されています。トップページには中段にタブ状の表示切り替えのボタン

（中段タブ）があり、初期状態では『お知らせ』が選択されています。お知らせが自動で表示されてい

ます。 

 

『お知らせ』以外の、『初めての方』、『予約確

認はこちらから』などのタブを押して（タップ、クリック）お知らせの表示が消えた場合もお知らせの

タブを押す（タップ、クリック）ことでいつでもお知らせを再表示することが可能です。 
 
■スマートフォン表示では『お知らせ』は見出しのみの表示になっており、本文は見出しを押す（タッ

プ、クリック）ことで表示非表示を切り替えることが可能です。（複数の本文を同時に表示することはで

きません） 

 

  押す(タップ･クリック) 

－別添410－



 

12 

 

初めての方  

トップページの中段タブの『初めての方』を押す（タップ、クリック）とご利用者登録の方法のページ

へのリンクが表示されます。ご利用者登録の方法のページからは申請書、施設の利用規約、個人情報保

護の方針のファイルをダウンロードすることが可能です。

 

利用者登録（ログイン）をしなくても、施設の空き状況（地区、施設）と施設の詳細のトップページへ

のリンクができます。 

ご利用者登録の方法のページ  

ページの下部から以下の書類を押す（タップ、クリック）ことでダウンロードすることが可能です。

 
申請書（PDF形式） 
申請書（WORD形式） 
施設利用規約（PDF形式） 
個人情報保護方針（PDF形式） 
 
ブラウザの仕様により保存されずにブラウザで開くことがあります。 
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ログインする  

利用者登録を済ませた方が使用するタブです。 
トップページの中段タブの『予約確認はこちらから』を押す（タップ、クリック）とログイン画面への

リンクが表示されます。また、ログイン後、予約確認、会員情報の更新、抽選申込結果へ進むリンクが

表示されます。利用者登録されていない場合はいずれもログイン画面が表示されます。利用者登録され

ている方は、予約確認、会員情報の更新、抽選申込確認から直接ログインすることも可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ログイン  

■ログインページです。ログイン ID とパ
スワードを入力し、ログインボタンを押し

（タップ、クリック）ます。 
 
予約申し込みや、予約、抽選申込の確認な

どログインが必要なページに移動したと

き、ログインしていない場合はこのページ

が表示されます。 
 
■初めてログインした時、または初期パス

ワードを変更せずに使用している場合、初

期パスワード変更のお願いのページが表

示されます。 
 
セキュリティーを高めるため初期パスワ

ードのまま放置せずに、新しいパスワード

を設定してください。パスワードは 6桁 
以上最大 16桁の英数字です。 
 
新しいパスワードの欄と新しいパスワー

ドの確認欄に同じパスワードを入力して

ください※旧「よどいこ」パスワードを 

お持ちの方は必ず変更してください。 
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■ログイン時は、ページの右上段にユーザ

ー名が表示されます。また、ユーザー名の

下にログアウトのボタンが表示されます。

（地区詳細のページはログイン中は、ユー

ザー名、ログアウトボタンは表示されませ

ん） 
 
スマホ表示のときはログイン時には、『よ

どいこ！』の画像は表示されません。（地

区詳細のページはログイン時も『よどい

こ！』の画像は表示されています。） 
 

 

予約・利用状況の確認をする場合  

ログイン時には予約の確認をすることが可能です。 
詳細は予約確認（16ページ）を参照してください。 

会員情報を変更する場合  

ログイン時には会員情報の更新が可能です。 

詳細は会員情報の変更（17ページ）を参照してください。 

抽選申込の確認と結果を見て当選の確定作業をおこなう場合  

ログイン時には抽選申込確認が可能です。 
詳細は抽選申込確認（18ページ）を参照してください。 
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施設の空き状況の確認と予約申込をする場合  

トップページの中段タブの『空状況・予約申込』を押す（タップ、クリック）と、空き状況・予約申込

（施設、地区から）と空き状況・予約申込（日時から）が表示されます。 
空き状況・予約申込（施設、地区から）は、施設と地区を選択することで、カレンダー形式で施設予約

に関する状況を確認することが可能です。 
空き状況・予約申込（日時から）は施設と日時を選択すると地区を横断して空状況を確認することが可

能です。 
空予約の確認の機能は利用者登録をされていない方も利用することが可能です。 
ログイン中は、予約確認の画面から施設利用の予約、抽選の申し込みが可能です。 

 

予約方法 1：「施設、地区より」空き状況・予約を申込する場合  

利用者登録されていなくても空状況の確認は可能です。 
空き状況・予約申込（施設、地区から）（19ページ）を参照してください。 

予約方法２：「日時より」空き状況・予約を申込する場合  

利用者登録されていなくても空状況の確認は可能です。 
空き状況・予約申込（日時から）（21ページ）を参照してください。 
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予約・利用状況の確認をする場合  

■トップページの中段タブの『予約確認はこちらから』を押す（タップ、クリック）と『予約確認』へ

のリンクが表示されます。『予約確認』へはトップページの『予約確認はこちらから』からアクセスしま

す。 
 

■予約を確認する年月を選択します。翌月

の場合は翌月ボタンを押し（タップ、クリ

ック）ます。 
年月の指定が完了したら、検索のボタンを

押し（タップ、クリック）ます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

予約状況の一覧表示  

■指定年月の予約一覧が表示されます。10
件以上ある場合は一覧下の『次へ』、『最後

へ』のボタンで表示を切り替えることが可

能です。 
 
■戻る場合は『先頭へ』、『前へ』のボタン

で戻ることができます。 

 
■条件クリアのボタンはこのページを開

いたときと同じように画面がクリアされ

ます。 
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会員情報を変更する場合  

■トップページの中段タブの『予約確認はこちらから』を押す（タップ、クリック）と『会員情報の変

更』へのリンクが表示されます。『会員情報の変更』へはトップページの『予約確認はこちらから』から

アクセスします。 

 
ご自身の利用者 ID、利用者名、権限が表示されている部分を押し（タップ、クリック）ます。 
 

利用者情報編集画面  

■編集可能な項目は以下の通りです。 
メールアドレス 
パスワード 
 
左のように、入力欄がグレーアウトしてい

る項目は編集できません。 
 
■編集が終了したら『保存』のボタンを押

し（タップ、クリック）ます。編集を無効

にする場合は『戻る』のボタンを押し（タ

ップ、クリック）ます。 
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抽選申込の確認と結果を見て当選の確定作業をおこなう場合  

■トップページの中段タブの『予約確認はこちらから』を押す（タップ、クリック）と『抽選（申込・

結果）確認』へのリンクが表示されます。『抽選（申込・結果）確認』へはトップページの『予約確認は

こちらから』からアクセスします。 
 

■抽選申込を確認する年月を選択します。

翌月の場合は翌月ボタンを押し（タップ、

クリック）ます。 
年月の指定が完了したら、検索のボタンを

押し（タップ、クリック）ます。 
 
 
 
 
 
 
 

抽選申込確認画面と抽選当選確定画面  

■指定年月の抽選申込一覧が表示されま

す。 
 
 
■条件クリアのボタンはこのページを開

いたときと同じように画面がクリアされ

ます。 
 
 
■抽選当選者は、行を押（タップ、クリッ

ク、）して確定作業手続きをして下さい。 
     抽選確定方法（27ページ）を参照してくだ  

さい。    
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予約方法 1：「施設、地区より」空き状況・予約を申込する場合  

■トップページの中段タブの『空状況・予約申込』を押す（タップ、クリックする）と『空き状況・予

約申込（施設、地区から）』へのリンクが表示されます。『空き状況・予約申込（施設、地区）』へはトッ

プページの『空予状況・予約申込』からアクセスします。 
 

「施設、地区より」空き状況・予約を申込する 画面  1 

■空情報を表示する利用施設と地区を選

択します。結果は 2か月分表示されます 

 

 
■利用施設と地区を設定したら、検索のボ

タンを押し（タップ、クリック）ます。 
 
■条件クリアのボタンを押すと画面が全

てクリアされます。 
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「施設、地区より」空き状況・予約を申込する 画面 2 

■検索条件に合致した空状況が表示され

ます。 

 

は先着で予約できる施設が 1つ以上、空が
ある状態を示しています。 
日 付 の下のの画像をタップ（クリ

ック）すると詳細が表示されます。 

 
 

は予約可能な施設利用に「空」がない場合

と、抽選による予約で日時が過ぎた場合に表

示されます。 
 
は抽選による予約申込を受け付けること

を示しています。抽選による予約申込は、

申し込んだ時点では施設の利用の予約は

確定していません。システムによる抽選で

当選後、当選を確定する操作をして、予約

が確定します。 
抽選申込可能な日時が到来していない

場合もこの印が表示されている場合があ

ります。  
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予約方法 2：「日時より」空き状況・予約を申込する場合  

■トップページの中段タブの『空予状況・予約申込』を押す（タップ、クリック）と『空状況・予約申

込（日時から）』へのリンクが表示されます。『空状況・予約申込（日時から）』へはトップページの『空

予状況・予約申込』からアクセスします。 
 

「日時より」空き状況・予約を申込する場合 画面  1 

■空情報を表示する利用施設と日、時間を

指定します。時間は午前か午後で指定しま

す。 
 
日の指定はカレンダーの アイコン

を押し（タップ、クリック）ます。 

 
カレンダーが表示されますので空状況を

表示したい日を押し（タップ、クリック）

ます。三角のアイコンで月を送ることが可

能です。 
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「日時より」空き状況・予約を申込する場合 画面  2 

■利用施設と日、時間を設定したら、検索

のボタンを押し（タップ、クリック） 
ます。 
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予約申込方法（この操作は、抽選の申込みではありません）  

『空状況・予約申込（施設、地区から）』からの予約方法  

『空状況・予約申込（施設、地区から）』へはトップページの『空状況・予約申込』からアクセスしま

す。 
『予約方法 2：「日時より」空き状況・予約を申込する場合』（21 ページ）の手順で検索条件を指定し、
カレンダーを表示します。 予約可能な日付の下の画像を押す（タップ、クリック）と詳細画面が表

示されます。 
■施設が複数ある場合は施設 No.から施設
（コート）を選択します。 
 
■状況が『空』になっている行を押し（タ

ップ、クリック）ます。 
予約申込の画面（ダイアログ）が表示され

ます。 
 
■テニスコートの場合のみ 20 ポイント以
上のポイントがあればポイントを利用す

るかどうか選択できます。 
 
■利用目的を選択し予約するのボタンを

押し（タップ、クリック）ます。 
 
 
 
 
 
 
『予約申込受付完了しました。』と表示さ

れれば予約申込は終了です。 

 
『現在予約はできません。』と表示された

場合は操作が間違っていますので、ポイン

ト残高や予約可能な日付けなどを確認し

てやり直してください。 
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『空状況・予約申込（日時から）』からの予約方法  

『空状況・予約申込（日時から）』へはトップページの『空状況・予約申込』からアクセスします。 
『予約方法 1：「施設、地区より」空き状況・予約を申込する場合』（19ページ）の手順で検索条件を指
定し、一覧 を表示します。状況の画像を押す（タップ、クリック）と予約申込の画面（ダイアロ

グ）が表示されます。 
 

■テニスコートの場合のみ 20 ポイント以
上のポイントがあればポイントを利用す

るかどうか選択できます。 
 
■利用目的を選択し予約するのボタンを

押し（タップ、クリック）ます。 
 
 
 
 
 
『予約申込受付完了しました。』と表示さ

れれば予約申込は終了です。 

 
『現在予約はできません。』と表示された

場合は操作が間違っていますので、ポイン

ト残高や予約可能な日付けなどを確認し

てやり直してください。 
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抽選申込方法（この操作では、施設予約を確定したもので

『空状況・予約申込（施設、地区から）』か

『空状況・予約申込（施設、地区から）』へは

す。『予約方法 1：「施設、地区
検索条件を指定し、カレンダーを表

と詳細画面が表示されます。 

25 

（この操作では、施設予約を確定したものではありません）

『空状況・予約申込（施設、地区から）』からの予約方法  

『空状況・予約申込（施設、地区から）』へはトップページの『空状況・予約申込』

より」空き状況・予約を申込する場合』（

検索条件を指定し、カレンダーを表示します。予約可能な日付の下の画像を押す

 
■施設が複数ある場合は施設

（コート）を選択します。

■状況が『抽』になっている行を

ップ、クリック）ます。

抽選申込の画面（ダイアログ）が表示され

ます。 
■抽選の場合は申込時にポイントを利用

することはできません。

■抽選申込時は利用申請は

ん。 
■利用目的を選択し予約するのボタンを

押し（タップ、クリック）

 

『抽選申込受付完了しました。』と表示されれ

ば予約申込は終了です。

『抽選申込受付完了しました。』以外の

場合は操作が間違っていますので、ポイント

残高や予約可能な日付

限に達していないか

てください。 
 

はありません）  

『空状況・予約申込』からアクセスしま

』（19 ページ）の手順で
押す（タップ、クリック）

■施設が複数ある場合は施設 No.から施設
（コート）を選択します。 

』になっている行を押し（タ

ます。 
申込の画面（ダイアログ）が表示され

■抽選の場合は申込時にポイントを利用

することはできません。 
■抽選申込時は利用申請は選択できませ

■利用目的を選択し予約するのボタンを

クリック）ます。 

 
申込受付完了しました。』と表示されれ

ば予約申込は終了です。 

 
『抽選申込受付完了しました。』以外の表示の

場合は操作が間違っていますので、ポイント

残高や予約可能な日付けが、抽選申しみの上

限に達していないかなどを確認してやり直し
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『空状況・予約申込（日時から）』からの予約方法  

『空状況・予約申込（日時から）』へはトップページの『空状況・予約申込』からアクセスします。 
『予約方法 2：「日時より」空き状況・予約を申込する場合』（21 ページ）の手順で検索条件を指定し、
一覧を表示します。 予約可能な日付の下の画像を押す（タップ、クリック）と予約申込の画面（ダ

イアログ）が表示されます。 
 

■抽選の場合は申込時にポイントを利用

することはできません。 
■抽選申込時は利用申請は選択できませ

ん。 
■利用目的を選択し予約するのボタンを

押し（タップ、クリック）ます。 
 

 
『抽選申込受付完了しました。』と表示さ

れれば予約申込は終了です。 

 
『抽選申込受付完了しました。』以外の表

示の場合は操作が間違っていますので、ポ

イント残高や予約可能な日付けが、抽選申

しみの上限に達していないかなどを確認

してやり直してください。 
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抽選確定方法  

抽選申込をして、抽選が当選した場合、確定作業を行わなければ期限が過ぎると自動的にキャンセ

ルとなってしまいます。抽選申込をしたら抽選日以降期限までに抽選結果を確認し、当選していた

場合は、当選を確定してください。 
 
『抽選申込の確認と』へはトップページの『予約確認はこちらから』からアクセスします。 
抽選申込の確認と（18ページ）の手順で抽選申込確認の画面を表示し検索条件を指定し、一覧を表示し
ます。 
抽選予約を確定させたい予約の行を押し（タップ、クリック）ます。 
 

抽選申込確認画面  

■抽選申込の画面（ダイアログ）が表示さ

れます。 
 
■テニスコートの場合のみ 20 ポイント以
上のポイントがあればポイントを利用す

るかどうか選択できます。 
 
■利用申請の済をチェックして利用申請

保存のボタンを押し（タップ、クリック）

ます。 

 
『予約申込受付完了しました。』と表示さ

れれば抽選結果の当選が確定されました。 

 
『現在予約はできません』などの『予約申

込受付完了しました。』以外の文字が表示

された場合は操作が間違っています。申請

期日や、ポイント残高などを確認して最初

からやり直してくださ 

－別添426－



 

28 

 

予約のキャンセル確認画面１（予約の申込みをキャンセルする場合）  

■予約の申し込みや、抽選の申し込みで施設の利用の予約が確定した場合でも、所定の期日までなら予

約をキャンセルすることができます。キャンセルは、利用予定日の 1週間前の 17時迄です。 
予約確認画面から予約のキャンセルを行います。『予約確認』へはトップページの『予約確認はこちらか

ら』からアクセスします。 
予約・利用状況の確認（16ページ）の手順で予約を確認する年月を指定し予約の一覧を表示します。 
取り消したい予約の行を押し（タップ、クリック）ます。 
 

予約確認一覧表示  

■予約申込の画面（ダイアログ）が表示さ

れます。 
 
■予約取り消しのボタンを押し（タップ、

クリック）ます。 
 
■予約取り消し（キャンセル）のダイアロ

グが表示されますので『はい』を押し（タ

ップ、クリック）ます。 

 
正常に取り消された場合は、初めの一覧の

表示に戻ります。取り消した行がなくなっ

ているのを確認してください。 

 
『現在はキャンセルできません』などのダ

イアログが表示された場合は操作が間違

っています。キャンセル可能かどうか確認

し最初からやり直してください。 
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予約のキャンセル確認画面 2（予約の申込みをキャンセルする場合）  

■抽選申込確認画面から抽選予約のキャンセルを行います。『抽選（申込・結果）確認』へはトップペー

ジの『予約確認はこちらから』からアクセスします。 
抽選申込の確認と結果を（18ページ）の手順で予約を確認する年月を指定し予約の一覧を表示します。 
指定年月の予約一覧が表示されます。取り消したい予約の行を押し（タップ、クリック）ます。 

抽選申込確認画面  

■抽選申込の画面（ダイアログ）が表示さ

れます。 
 
■申込取消のボタンを押し（タップ、クリ

ック）ます。 
 
■予約取り消し（キャンセル）のダイアロ

グが表示されますので『はい』を押し（タ

ップ、クリック）ます。 

 
元の一覧表示に戻ります。作業した抽選申

込が削除されていますので確認してくだ

さい。 

 
『現在キャンセルはできません。』の文字

が表示された場合は操作が間違っていま

す。キャンセル可能期間かどうか確認し、

初めからやり直してください。 
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利用券の印刷  

■施設を利用するには利用券、またはスマートフォンの予約確認画面の提示が必要です。利用券の印刷

は予約確認画面から行います。『予約確認』へはトップページの『予約確認はこちらから』からアクセス

します。 
予約・利用状況の確認（16ページ）の手順で予約を確認する年月を指定し予約の一覧を表示します。 
指定年月の予約一覧が表示されます。取り消したい予約の行を押し（タップ、クリック）ます。 
予約申込の画面（ダイアログ）が表示されます。 

 
利用券のボタンをクリックします。印刷プレビュー画面が表示されます。 

 
ブラウザにより表示が異なります。ブラウザの仕様に従って印刷してください。 
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淀
川
河
川
公
園
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
『
よ
ど
い
こ
』
に
つ
い
て

 

淀
川
河
川
公
園
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
（
以
下
『
よ
ど
い
こ
』
と
言
う
）
は
、
利
用
者
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
を
利
用
し
て
、
淀
川
河
川
公
園
に
整
備
さ
れ
た
運
動
施
設
（
一
般
野
球
場
（

2
9
面
）
、
少
年

野
球
場
（

7
面
）
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（

4
9
面
）
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
（

1
0
面
）
陸
上
ト
ラ
ッ
ク
（

2
面
）
、
フ
ッ
ト
サ

ル
コ
ー
ト
（

3
面
）
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
（

3
面
）
利
用
の
予
約
申
込
み
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
、
グ
ラ

ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、
デ
ィ
ス
ク
ゴ
ル
フ
は
、
現
地
管
理
所
で
受
付
し
ま
す
。

 
 
『
よ
ど
い
こ
』
を
利
用
し
て
運
動
施
設
利
用
の
申
込
を
行
う
に
は
、
事
前
に
利
用
者
登
録
が
必
要
で
す
。
利
用
者
登
録

は
、
本
人
確
認
、
口
座
番
号
、
銀
行
お
届
け
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
守
口
・
太
間
・
鳥
飼
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
 
 
 

受
付
て
い
ま
す
。

 
施
設
利
用
料
金
の
お
支
払
い
は
、
口
座
振
替
で
行
い
ま
す
。
口
座
振
替
は
利
用
月
の
翌
月

2
3
日
（
こ
の
日
が
金
融
機
関
休

業
日
に
あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
翌
営
業
日
に
な
り
ま
す
。
事
前
に
入
金
を
お
願
い
し
ま
す
。
）

 
 １
．
施
設
の
空
き
状
況
と
予
約
申
込

 
 
 
利
用
者
登
録
を
し
て
い
な
く
て
も
空
き
状
況
の
確
認
は
可
能
で
す
。
平
日
の
予
約
申
込
は
、
利
用
日
の
１
ヶ
月
前
の

9
:0

0
か
ら
当
日
の
施
設
利
用
時
間
の

1
時
間
前
ま
で
先
着
順
予
約
で
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。
土
日
祝
日
の
空
き
予

約
（
抽
選
終
了
後
）
は
、
利
用
前
月
の

2
1
日
（

0
:0

0
）
か
ら
先
着
順
予
約
で
受
付
を
行
い
ま
す
。

 
２
．
抽
選
に
参
加
す
る
申
込
方
法

 
 
 
土
日
祝
日
は
、
野
球
場
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー
場
、
陸
上
ト
ラ
ッ
ク
、
フ
ッ
ト
サ
ル
コ
ー
ト
は

抽
選
申
込
に
な
り
ま
す
。
申
込
は
、
利
用
希
望
日
の
前
月
の

9
日
（

9
:0

0
）
か
ら

1
5
日
（

2
4

:0
0
）
ま
で
受
付
を
行

9
9

:0
0

1
5

2
4

:0
0

っ
て
い
ま
す
。
最
大

4
枠
ま
で
（

1
日
に
は

2
枠
ま
で
）
申
し
込
め
ま
す
。
当
選
者
に
は
、

1
6
日
（

9
:0

0
）
に
『
よ

ど
い
こ
』
で
発
表
し
ま
す
。
当
選
者
の
方
は
、

2
0
日
（

2
4

:0
0
）
ま
で
に
予
約
の
確
定
作
業
を
し
て
下
さ
い
。
確
定
作

業
を
さ
れ
な
い
と
予
約
が
無
効
に
な
り
ま
す
。

 
３
．
予
約
の
取
り
消
し
（
キ
ャ
ン
セ
ル
処
理
）

 
 
 
利
用
予
定
日
１
週
間
前
の1

7
:0

0
ま
で
取
り
消
し
が
可
能
で
す
。
同
時
刻
を
過
ぎ
ま
す
と
、
施
設
利
用
の
有
無
、
予

約
手
続
き
の
間
違
い
等
に
関
わ
ら
ず
、
指
定
さ
れ
た
口
座
か
ら
利
用
料
金
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

 
４
．
主
な
機
能

 
 
 
１
）
複
数
の
地
区
の
満
空
状
況
を
一
度
に
検
察
で
き
る
よ
う
に
し
、
空
い
て
い
る
施
設
を
す
ぐ
に
探
せ
ま
す
。 

 
 
２
）
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
操
作
し
や
す
い
よ
う
に
、
抽
選
結
果
や
予
約
確
認
を
同
じ
画
面
で
確
認
で
き
ま
す
。 

 
 
３
）
運
動
施
設
ま
で
の
詳
細
地
図
や
経
路
案
内
、
駐
車
場
入
口
の
写
真
な
ど
施
設
の
情
報
が
わ
か
り
ま
す
。 

 
 
４
）
運
動
施
設
予
約
の
申
込
や
予
約
の
取
り
消
し
の
処
理
後
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
登
録
の
利
用
者
の
方
に
、
受
付
し

た
旨
を
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 
５
．
『
よ
ど
い
こ
』
の
利
用
停
止
に
つ
て

 
 
 
１
）
パ
ス
ワ
ー
ド
を
３
回
間
違
っ
た
場
合
。 

２
）
口
座
振
替
日
に
利
用
料
金
が
引
き
落
と
せ
な
か
っ
た
場
合
。
（
口
座
残
高
不
足
）

 
３
）
最
後
に
『
よ
ど
い
こ
』
へ
ロ
グ
イ
ン
し
た
日
か
ら

1
年
以
上
経
過
し
た
場
合
。

 
 ※
詳
し
く
は
、
『
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
施
設
の
ご
案
内
、
施
設
の
予
約
に
つ
い
て
、
お
問
い
合
わ
せ
』
を
ご
覧
下
さ
い
。
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「
よ

ど
い

こ
！

」
操

作
の

流
れ

②

（
予

約
申

込
確

認
）

予
約

確
認

は
こ

ち
ら
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「
よ

ど
い

こ
！

」
操

作
の

流
れ

③

（
抽

選
予

約
申

込
）

＜
抽

選
予

約
申

込
＞

（
９

日
９

：
０

０
～

１
５

日
２

４
：
０

０
ま

で
）

い
つ

も
「
よ

ど
い

こ
」
を

ご
利

用
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

抽
選

予
約

結
果

を
お

知
ら

せ
し

ま
す

。
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：
「
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」

必
ず

２
０

日
24

時
迄

に
「
確

定
処

理
」
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

。
※

「
確

定
処

理
」
を

し
な

い
と

当
選

は
無

効
と

な
り

ま
す
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ア
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ら
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が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
守

口
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
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さ
い

。
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府
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口
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外
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町
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１
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締
切
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「
よ

ど
い

こ
！

」
操

作
の

流
れ

④

（
抽

選
（
申

込
・
結

果
）
確

認
）

予
約

確
認

は
こ

ち
ら

ロ
グ

イ
ン

＜
抽

選
申

込
取

消
し

＞
（
９

日
９

：
０

０
～

１
５

日
２

４
：
０

０
ま

で
）

抽
選

予
約

確
認

・
取

消

当
選

者
申

請
受

入
れ

い
つ

も
「
よ

ど
い

こ
」
を

ご
利

用
い

た
だ

き
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

抽
選

予
約

結
果

を
お

知
ら

せ
し

ま
す

。
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ー

ト
1

抽
選

結
果

：
「
当

選
」

必
ず

２
０

日
24

時
迄

に
「
確

定
処

理
」
を

行
っ

て
く
だ

さ
い

。

※
「
確

定
処

理
」
を

し
な

い
と

当
選

は
無

効
と

な
り

ま
す

。
ア

ク
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ス
は

こ
ち

ら
か

ら
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が
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で
お
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。
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川
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守
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ビ
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０
～
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０
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施設（よどいこ！）の利用申し込み手順 
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施 設 の 利 用 手 順

施設の利用申込み

施設の利用

IDの申請申込み

引き落とし口座の確認

施設利用者の抽選

（16日早朝自動で行います）

抽選結果の発表（毎月16日）

（「よどいこ！」で発表）

抽選結果の確認

抽選結果確定

②野球（土日祝日）①抽選無施設（その他）

当選 落選

施設利用代金の自動振替

※公平な施設予約がとれる。

ID 約17000人

※雨天等の利用不可の場合は

引き落とししません。

－別添458－
－別添437－



当月施設利用代金を翌月２３日に自動振替

自動振替不備（残高不足）利用者

自動振替不備（残高不足）利用者

※自動振替は1回のみ。

現金支払い 指定口座に振込

※現金支払いは
守口SCのみ。

※振込手数料は利用者負担。

即日解除 振込確認後解除
（２日から７日）

督促を継続

－別添459－
－別添438－



公園利用重点調整区域 
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別添35背割堤サービスセンター（仮称）の概要

Ａ：背割堤公園入り口からのパース（案）

施設鳥瞰パース（案）

管理棟　（　建築面積：757㎡　延床面積：757㎡　木造　平屋建て）

展望塔　（　建築面積：75㎡　延床面積：150㎡　鉄骨造　高さ約29ｍ）

駐輪場　（　48台収容（自転車40台、バイク8台））

駐車場　（　普通車20台、身障者用1台、バス転回、駐車可能）

【管理棟と展望塔は防犯対策及び繁忙期の展望塔への警備のため壁を

設置し接続する事で一体的な運用を行う】

規模･構造

別添35
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